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◎ 招 集 告 示

嵐山町告示第１９６号

平成２５年第４回嵐山町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２５年１１月２５日

嵐山町長 岩 澤 勝

１．期 日 平成２５年１２月４日

２．場 所 嵐山町議会議場
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◎ 応 招 ・ 不 応 招 議 員

〇応招議員（１４名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 小 林 朝 光 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 安 藤 欣 男 議員 １２番 松 本 美 子 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 青 柳 賢 治 議員

〇不応招議員（なし）
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平成２５年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第１号）

１２月４日（水）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告（青柳議長）

日程第 ４ 行政報告（挨拶並びに行政報告 岩澤町長）

（行政報告 小久保教育長）

日程第 ５ 常任委員会所管事務調査報告

日程第 ６ 広報広聴特別委員会所管事務調査報告

日程第 ７ 陳情の委員会付託について

追加

日程第 ８ 発議第１０号 秘密保護法は廃案にすることを求める意見書の提出につい

て
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〇出席議員（１４名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 小 林 朝 光 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 安 藤 欣 男 議員 １２番 松 本 美 子 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 青 柳 賢 治 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

岩 澤 浩 子 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

大 塚 晃 環境農政課長

内 田 孝 好 企業支援課長

田 邊 淑 宏 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長
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内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長大 塚 晃 環境農政課長兼務
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◎開会の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。第４回定例会にご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成25年嵐山町議会第４回定例会

は、成立いたしました。これより開会いたします。

（午前１０時００分）

◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

◎会議録署名議員の指名

〇青柳賢治議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第120条の規定により、

第３番議員 佐久間 孝光 議員

第４番議員 長島 邦夫 議員

を指名いたします。

◎会期の決定

〇青柳賢治議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、さきに議会運営委員会を開きましたので、委員長より

報告を求めます。

安藤議会運営委員長。

〔安藤欣男議会運営委員長登壇〕

〇安藤欣男議会運営委員長 おはようございます。議会運営委員会から報告を申し上げ

ます。

第４回定例会を前にして、11月27日に議会運営委員会を開会しました。当日の出席

委員は、議会運営委員のほかに委員外議員出席者として青柳議長並びに出席要求に基

づく出席者として岩澤町長、安藤副町長、井上総務課長にご出席をいただきまして、
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提出されます議案について説明を求めました。

長提出議案については、報告１件、条例７件、予算４件及びその他１件の計13件と

いうことでございます。なお、議員定数議案も予定されています。

その後、委員会で慎重に協議した結果、第４回定例会は、本日12月４日から12月10日

までの７日間とすることに決定いたしました。

会期予定並びに議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでございます。

なお、一般質問については受け付け順として、12月５日に１番の佐久間孝光議員か

ら５番の吉場道雄議員、６日に６番の畠山美幸議員から10番の私、安藤まででござい

ます。

以上、議会運営委員会から決定しましたことをご報告いたします。

〇青柳賢治議長 お諮りいたします。

会期につきましては、委員長報告のとおり本日12月４日から10日までの７日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、会期は、本日から12月10日までの７日間と決定いたしました。

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 日程第３、諸般の報告をいたします。

初めに、今定例会中の予定及び本日の議事日程をお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

次に、今定例会に提出されました議案につきまして報告いたします。

町長提出議案、報告１件、条例７件、予算４件及びその他１件の計13件であります。

提出議案一覧表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。なお、議員提

出議案も予定されております。

次に、今定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、監査委員から現金出納検査結果の報告がありました。お手元にその写しを配

付しておきましたので、ご了承願います。

次に、９月定例会から11月までの間の議会活動状況につきましては、お手元に配付
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しておきましたので、ご了承願います。

次に、さきの定例会に委員会報告がありました。その報告の中の町政に関する要望

事項などにつきしては、町長宛てに要望を申し上げておりましたが、このほど回答が

ありました。その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、議員派遣について報告いたします。平成25年10月18日、吉見町の「フレサよ

しみ」において、埼玉県町村議会議長会主催の議員研修会に議員11名が出席いたしま

した。

平成25年11月26日、県民健康センターにおいて、埼玉県町村議会議長会主催の議会

広報研修会に議会報編集委員４名が出席いたしました。

以上、議員を派遣いたしましたので報告いたします。

次に、議員提出議案について提出がありましたので、報告いたします。発議第10号

秘密保護法は廃案にすることを求める意見書の提出についての件であります。お手元

に配付しておきましたので、ご了承願います。

なお、この件につきましては、後刻日程の追加の件をお諮りいたしまして審議する

予定でありますので、ご了承願います。

次に、本職宛て提出のありました陳情第６号 道州制推進基本法案に反対する意見

書の提出についての写し及び陳情第７号 要支援者への予防給付を市町村事業とする

ことについての意見書提出に関する要望書の写し、並びに陳情第８号 「容器包装リ

サイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」

の採択を求める請願の写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、議会基本条例の規定に基づき、第４回議会報告会を11月14日及び16日に開

催いたしました。詳細につきましては、後ほど広報公聴特別委員長より報告いたしま

す。

以上で、議長よりの諸般の報告を終わります。

◎行政報告

〇青柳賢治議長 日程第４、行政報告を行います。

まず、町長に報告を求めます。

なお、町長から行政報告にあわせて、本定例会招集の挨拶を求められておりますの

で、この際、これを許可します。
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それでは、挨拶、行政報告の順でお願いいたします。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、挨拶並びに行政報告を申し上げ

ます。

本日ここに、平成25年嵐山町議会第４回定例会を招集申し上げましたところ、議員

各位には何かとご多用の中、ご健勝にてご参会を賜り、当面する諸案件につきまして

ご審議を賜りますことは、町勢進展のため、まことに感謝にたえないところでござい

ます。

本議会に提案をいたします議案は、報告１件、条例７件、予算４件、その他１件の

計13件であります。各議案の提案理由並びに説明につきましては、日程に従いまして

その都度申し述べる予定であります。何とぞ慎重なるご審議を賜り、原案どおり可決、

ご決定くださいますようお願い申し上げる次第でございます。

次に、平成25年８月から10月までの主要な施策に関しましては、地方自治法第122条

による事務に関する説明書でご報告を申し上げましたので、ご高覧願いたいと存じま

す。

さて、今年の嵐山渓谷は、ひときわ美しい錦秋に彩られ、たくさんの観光客でにぎ

わいました。また、木曽義仲公をえにしといたしまして、長野県木曽町並びに富山県

小矢部市と災害相互応援協定を締結することができました。「義仲・巴スペシャルト

ークｉｎ埼玉いざ、出陣！」では、駒王太鼓愛好会が出演をして、ＮＨＫ大河ドラマ

誘致の機運の盛り上げに一役買うことができました。

さらに、上田埼玉県知事の「とことん訪問」では、鎌形八幡神社の義仲産湯の清水

を見学され、義仲の生誕の地、嵐山町の歴史に深く感動されておりました。

今後におきましても、木曽義仲公を通じて地域の活性化、広域観光の推進、情報発

信等に取り組んでまいりたいと存じます。今後とも議員各位のご支援、ご協力を賜り

ますようお願いを申し上げまして、挨拶並びに行政報告を終わらせていただきます。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

次に、教育委員会に関する報告を教育長に求めます。

小久保教育長。

〔小久保錦一教育長登壇〕
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〇小久保錦一教育長 36ページをお開きください。教育委員会関係、２、学校教育関係

及び３、幼稚園関係についてご報告いたします。

２、学校教育関係、１、就学時健康診断についてでございます。本年、来年度入学

されます新１年生の就学時健康診断、菅谷小学校64名、七郷小学校15名、志賀小学校

37名、計116名でございます。全員元気に健康診断を受けました。

３、幼稚園関係についてご報告いたします。その１、町立嵐山幼稚園児募集につい

て、10月１日から７日まで募集いたしましたところ、４歳児45名の応募がございまし

た。なお、他町村にお住まいで、後ほど１名入園の予定でございます。去る10月18日

に入園説明会を行い、全員参加されました。

以上、ご報告いたします。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

以上で、行政報告を終わります。

◎常任委員会所管事務調査報告

〇青柳賢治議長 日程第５、常任委員会所管事務調査報告を行います。

総務経済常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

吉場総務経済常任委員長。

〔吉場道雄総務経済常任委員長登壇〕

〇吉場道雄総務経済常任委員長 総務経済常任委員会より報告いたします。朗読をもっ

て報告とします。

平成25年12月４日

嵐山町議会議長 青 柳 賢 治 様

総務経済常任委員長 吉 場 道 雄

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告します。

記

１ 調査事項

観光の推進とそれに付随するインフラ整備について

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「観光の推進とそれに付随するインフラ整備
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について」を調査するため、10月28日及び11月21日に委員会を開会し、調査研究を行

いました。

（１）10月28日の委員会について

当日は初めての委員会であり、嵐山町の観光資源を把握するため内田企業支援課長

に出席を求め、説明を受けました。

観光案内パンフレットは従来のものではなく、今年の３月に総合パンフレットがで

き、観光案内に使用している。嵐山町の文化財については、教育委員会で出している

ものを使用している。観光客に対しては、大型観光案内板２基、指導標を38カ所に設

置し、対応している。

観光コースとしては２コースあり、１つは駅から農産物直売所、大平山、嵐山渓谷

バーベキュー場、菅谷館跡、オオムラサキの森活動センター、史跡の博物館から駅に

戻るコースと駅から学校橋河原、大蔵館跡、縁切橋、鎌形八幡神社、班渓寺、バーベ

キュー場から大妻女子高を通り駅に帰るコースで、点ではなく平面で回れるコースを

設定している。これらのコースを散策していただくため、観光教会と町で協力して６

人の観光ボランティアを育て、４月から観光客の誘導を図っている。

また、川の丸ごと再生プロジェクトでは、槻川の二瀬から小川町にかけて整備を始

めている。

嵐山町マスコットキャラクター「むさし嵐丸」を活用した取り組みでは、ぬいぐる

み、ストラップ、まんじゅう、煎餅などを販売して観光資源としている。

課題として、観光資源が南部地域に偏っており、北部地域は少ない。日帰りの観光

客が多く、滞在性、回遊性が乏しいため、地域の活性化の結びつきが弱い。今後は、

観光コース内に地域商店や地元の農園などによる魅力ある商品の提供ができないか考

えていく必要があるとの説明でした。

以上説明を受け、質疑を行いました。

主なものは、

（問）観光協会に任せるのではなく、町は観光課をつくるべきだ。

（答）観光協会でできるものと町でできることをお互いに力を合わせて進めていき

たい。

（問）花見台工業団地内には食品を扱っている工場があるが、観光客に食品の提供

ができないか。
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（答）工業専用地域であり、難しい。

（問）観光スポットをつなぐアクセス道など整備する考えはあるのか。

（答）拠点をつくり、歩ける場所、自転車を利用する場所を考えていく。

などの質問があり、次の委員会では現地調査をすることとしました。

（２）11月21日の委員会について

当日は北部地域の観光資源を認識するため、現地調査を行った。

調査箇所

・ふれあい市民農園しかむら いも掘り

・杉山城跡

・金泉寺 あじさい

・花見台工業団地第１公園、調整池周辺

・勝田梅林

以上の６カ所であるが、杉山城跡は文化スポーツ課で所管が違うことと、金泉寺は

個人の所有であるので、委員だけの調査とした。

調査終了後、役場202会議室において意見交換を行い、今後の方向性を検討した。

主なものとして、

・民間が関係しているところが多く、町は今までどのように対応してきたのか話を

聞いたほうがよい。

・花見台工業団地での工場見学が観光に結びつけられないか。

・今行っている事業は遊休農地の有効活用にとどまっており、観光の推進として考

えたとき、産地化しないと難しいなどの意見があり、次は細部を調査するため、担当

課長から説明を受けることとした。

以上、報告し、中間報告とします。

以上です。

〇青柳賢治議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

次に、文教厚生常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

川口文教厚生常任委員長。
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〔川口浩史文教厚生常任委員長登壇〕

〇川口浩史文教厚生常任委員長 朗読をもって報告にかえさせていただきたいと思いま

す。「記」とありますそれ以下から朗読をしたいと思います。

１ 調査事項

子ども子育てについて

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「子ども子育てについて」を調査するため、

10月21日及び11月20日に委員会を開会し、調査研究を行いました。

（１）10月21日の委員会について

当日の委員会は、子ども子育てについてを調査するに当たり、各委員がどんな課題

を持っているのか「ＫＪ法」により出し合いました。「ＫＪ法」とは、まちまちの課

題をまとめ、全体を把握するのに有効な技法です。各委員が用紙に書いて出し合った

課題の中には、子育て中の親への情報提供、通学区の見直しと再編成を進める、いじ

め防止、人の痛みがわかる子どもに等々、全体で61もの課題に上りました。

これを同じような課題ごとに１つにまとめていきました。例えば「子育て支援」の

項目に７課題、「学校再編・通学区の見直し」については８課題にまとめ、10項目に

集約しました。また、集約した10項目に該当しない課題については、「その他」とし

てまとめることにしました。したがいまして、11項目、61課題になりました。なお、

今後も課題が出てきた場合は、随時追加することにしました。

最後に、次回の委員会の進め方を話し合い、その結果、課題を調査するに当たり、

現状の施策をこども課、文化スポーツ課及び健康いきいき課から説明を受けることに

して、当日の委員会を閉会しました。

（２）11月20日の委員会について

当日の委員会は、こども課、文化スポーツ課及び健康いきいき課における子ども子

育てについて説明を受けました。

こども課からは、簾藤課長及び前田、藤永両副課長から説明がありました。

主なものは、

・町民ホールと北部交流センターで実施している集いの広場には1,000人以上の利

用者があり、ふれあい交流センターでも200人以上の利用者があります。

・保育園では、ゼロ歳児保育の希望者が多くいるのが、昨今の状況とのことでした。
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・小中学校の学校応援団は330人の方が登録されており、自然体験、生活体験など

の学習を通して児童生徒が学んでいるとのことです。

・さわやか相談室の利用状況は、延べ人数で小中学生が600人以上、保護者が約

800人、また教員も約700人が相談しているなどの説明がありました。

その後、質疑に移り、主なものは、

（問）さわやか相談に教師からの相談が多いが、どのような相談があったのか。

（答）教え方や子供との関係が多いと聞いている。

（問）産休、育休を法律より少なくとっているのは、どういう要因からか。

（答）３年間休みがとれることになっているが、１年程度で復帰している人が多い｡

考えられることは、前は専業主婦のほうが働いている女性より多かったが、数年前か

ら働く女性のほうが多くなったので、余り長く休んでいるとやめなければならない状

況もあるのではないかなどでありました。

続いて、文化スポーツ課、植木課長から説明がありました。スポーツ少年団に町が

支援しているのは、野球２チーム、サッカー１チーム、バレーボール１チームで、団

員は合わせて142人です。また、指導者は60人とのことでした。ほかにも柔道、空手、

剣道、バドミントンもありますが、独自に運営をしているとのことでした。少子化に

より子供が少なくなっているのと、厳しい練習から加入が進んでいないとのことでし

た。

放課後子ども教室は、地域の方、青年リーダー、そして子供たちがみずから考えた

プログラムで活動しているので、子供たちに考えて行動できる力がついてきたとのこ

とです。

町民体育祭は、保育園、幼稚園の幼児は、それぞれの園で考えた催し物等で参加し

ているが、得点種目では子供が入るものはお玉リレー（中学生３人まで）以外ないの

が現状だという説明でありました。

主な質疑は、

（問）放課後子ども教室に七郷小学校の児童が参加していない理由は。

（答）距離が遠いのと、吉田集会所での「ふれあい学級」があるため参加していな

いと思う。

（問）獅子舞など地域の文化の継承については。

（答）越畑の八宮神社は後継者がいないため、現在休止中です。古里の獅子舞も一
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時休止もやむを得ないところまで追い込まれましたが、女子も参加できるようにする

など、関係者の努力で続けられるようになりました。

などであります。

最後に、健康いきいき課、岩澤課長から説明がありました。

小児救急医療では、平成20年は49人でありましたが、平成24年は27人の利用で、減

っているのは子供の人口減が大きいと思うとのことです。

赤ちゃん教室では、赤ちゃんとのスキンシップがとれない親がふえているので、そ

うしたことも取り入れているということです。ただ、保護者の参加率が第１子のとき

は高いが、その後低くなるので、今後実施方法を工夫したいと思うとのことです。

乳幼児健診では、待ち時間が長いため、朗読ボランティアに来ていただき、読み聞

かせを行っているなどの説明でした。

主な質疑は、

（問）熊谷市では子供への虐待があったが、町内にはあるのか。

（答）こういう場に来る子供は通常ないので、来ない子供について訪問して見てい

るが、現在はいない。

（問）母親学級への夫の参加が多かったのはなぜか。また、メニューの追加は考え

ているのか。

（答）夫の参加は土曜日が多い。また、メニューについては近くアンケートをとる

ので、その結果により考えたいなどでありました。

以上報告し、中間報告とします。

〇青柳賢治議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

以上で、常任委員会所管事務調査報告を終わります。

◎広報広聴特別委員会所管事務調査報告

〇青柳賢治議長 日程第６、広報広聴特別委員会所管事務調査報告を行います。

広報広聴特別委員会の調査報告を委員長に求めます。

長島広報広聴特別委員長。
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〔長島邦夫広報広聴特別委員長登壇〕

〇長島邦夫広報広聴特別委員長 議長の命によりまして委員会報告をさせていただきま

す。

読み上げまして報告にかえさせていただきます。

平成25年12月４日

嵐山町議会議長 青 柳 賢 治 様

広報広聴特別委員長 長 島 邦 夫

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告いたします。

記

１ 調査事項

議会報告会実施について

２ 調査結果

本委員会は、11月14日、11月16日に予定されている議会報告会について、10月３日、

10月22日に委員会を開会し、調査研究を行いました。

（１）10月３日の委員会について

広報広聴特別委員会設置以前の報告会の決定事項として、日程は11月14日、受け付

け、午後６時半から、開会、午後７時から、場所、町民ホール。

11月16日、受け付け、午後６時半から、開会、午後７時から、場所、ふれあい交流

センター。

報告会の内容は、平成25年第３回定例会決算審査を中心に、主な議案、各常任員会

報告、その他の報告と決定しているが、再度の確認を行った。また、報告会までの委

員会、リハーサルの日程も確認し、決定した。

委員会、10月３日、10月22日。リハーサル、11月６日。以後、報告会の進め方につ

いて審議に入り、以下のような意見が出されました。

・注意事項は、おくれて参加された方にもわかるように、張り紙、レジュメ等で対

応をすべき。

・今回より広報広聴特別委員会であるので、従来の説明の部分を少し簡素化し、意

見、要望を聞くのもよいのではないか（意見交換）。

・一般会計決算審査報告は、委員長と担当者で報告内容を精査、委員長の代表報告



- 18 -

として写真を多くすべき。

・報告時間が少なくなったとしても、自分の聞きたいことがわかるのであれば、満

足すると思われる。

・報告会、意見交換会、どちらを主にするのか明確にすべき。

・意見交換も必要と思うが難しい部分もあり、別の機会を設定したほうがよい。

・個人の意見は発言しないとなっているが、意見交換になると難しい。

・今まで各団体との意見交換はテーマが決定していた。

・報告会を40日後に控えた今、説明システムの変更は難しい。変更は今後の課題と

しては。

・報告資料への質問は必ず必要。

・改選後の報告会でもあり、報告での新旧役員の重なりがあるが、了解をされる。

・委員会報告、主な議案とその他の報告は、従来どおりで確認。

上記の意見が出され、確認をし、決定した事項は以下のとおりであります。

・多くの意見があるが、各担当より委員会報告を提出していただき、次回委員会で

の方向を決定する。

・公共、民間施設13カ所に報告会案内ポスターを掲示、議員１人１カ所を担当する。

・報告会案内を議員１人30枚、知人にＰＲをする。

・区長会議で議長より協力を依頼。ポスター等でございます。

・11月４日、嵐山まつり会場にて10時より報告会案内を来場者に配布をする。300枚

です。

（２）10月22日の委員会について

前回の委員会後、マニュアル及び各担当より提出された資料を正副委員長、議長、

パワーポイント担当で精査、報告会資料として委員会に提出したが、下記の意見があ

り、検討、修正し、決定をした。

・前回の会議で、決算審査報告については委員長１人で概略説明をするとの流れで

あったが、報告資料の削減が難しいこと、議員全員報告会が前提であることから、資

料作成者からの報告説明とする。

・決算審査特別委員会の中では、討論はなかったが、本会議での討論部分を主な議

案説明の中で報告をする。

・議会報告会は行政報告ではないので、できる限り議会質疑Ｑ＆Ａを入れる。
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・金額の「万円未満」は切り捨てる。

・国保報告で医療費の不正請求の件、病気別の医療費支出の説明を入れる。

・自由討議の審議経過の報告で、休憩中に議会（議論）をするのは問題。議事録の

作成が困難であり、見えない議会になるとの意見があり、議員全員で検討、修正をす

る。

・賛成、反対の報告資料が理解しづらいとの指摘があり、次回より再度検討をする。

以上、修正を加え報告資料とするが、リハーサルで再度確認を申し合わせ、閉会と

した。

（３）11月６日の報告会リハーサルについて

全体を通しての流れを見るのが目的であり、１人の持ち時間の確認、わかりやすい

パワーポイントの色使いについても検討をした。資料の指摘箇所として数字を多用す

る場合は、表での説明、主観的な表現はしないこと。数字を再度確認し、閉会とした。

（４）11月14日、11月16日の報告会について

今回より土曜日の昼間の分を平日の夜間に変更してみたが、従来と参加者に変化は

なく、２日間の合計で19名の参加でした。報告に対する質問では、10名の方から約25項

目ありました。行政側からではないと答えられない質問もありましたが、議会への質

問を含め、大部分はお答えすることができたと思われます。また、今後の課題として、

議会と話し合う部分もあればとの意見もありました。

以上報告し、中間報告といたします。

〇青柳賢治議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ないようでございますので、お引き取り願います。苦労さまでした。

◎陳情の委員会付託について

〇青柳賢治議長 日程第７、陳情の委員会付託を行います。

本職宛て提出されました陳情第８号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制

と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求める請願は、文教

厚生常任委員会に会議規則第95条の規定により付託いたしますので、ご了承願います。

なお、お諮りいたします。陳情第８号の審査につきましては、会議規則第46条の規
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定により、今会期中に審査を終わるよう期限をつけることにしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、陳情第８号につきましては、今会期中に審査を終わるよう期限をつけるこ

とに決しました。

◎日程の追加

〇青柳賢治議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。

発議第10号 秘密保護法は廃案にすることを求める意見書の提出についての件につ

きましては、日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

◎発議第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第８、発議第10号 秘密保護法は廃案にすることを求める意見書

の提出についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。秘密保護法案は廃案にすること

を求める意見書の提出について、提案説明を含めて上程をしたいというふうに思いま

す。

まず、私は嵐山町の議会が住民に対して全て公開、また全て傍聴も認めるというの

は、嵐山町の議会が持っている一つの大きなよいところだというふうに思います。こ

うした中で今、国会ではこの秘密保護法をめぐって衆議院では強行採決がされ、参議

院ではきょう公聴会を開き、あした委員会、あさって採決という動きの中で推移をし

ています。
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この秘密保護法に当たっては、国民から見て何が秘密かも秘密になっている、自分

が接した情報が特定秘密かどうかもわからないまま処罰がされる。この特定秘密の範

囲は、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関する情報ということ

になっています。この情報の件数ですが、40万から42万件というふうに言われていま

す。

その上重大なことは、秘密を指定するのが行政機関の長だということです。首相、

防衛省、警察庁長官らの勝手な判断で、秘密の範囲を幾らでも広げることができます。

この秘密にしておく期間は、指定期間は５年でありますが、何回でも更新延長がされ

る。法案の中では、30年を超えても内閣の了承があれば更新可能ということになって

います。修正案の中では、この30年が60年という修正案が出されています。

その上、情報漏えいをした場合、最高10年以下で罰せられる、また罰金も1,000万

円以上も科せられる。執行猶予は、つかないということです。たとえ秘密が漏えいさ

れなくても、未遂、共謀、教唆、扇動も広く処罰されることになっています。その上、

適性評価では、家族、父母、子供、兄弟姉妹、配偶者の父母、同居人の氏名、生年月

日、国籍、住所など広く国民のプライバシーを根こそぎ調べ上げる国民監視の仕組み

がつくられています。

今こうした中で、多くの団体や個人がこの反対の世論を広げています。今、連日国

会を包囲し、この反対の声を上げています。ぜひ、この嵐山町議会においても、この

法案を今国会で廃止にするということ、この意見書を上げていただきたいというふう

に考えています。昨日、鳩山町では、同じ文面でこの意見書が可決になっています。

それでは、提案理由を含めて意見書の朗読をしたいと思います。

秘密保護法案は廃案にすることを求める意見書の提出について

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条２項の規定により提出します。

提案理由

政府は、10月15日、「秘密保護法」案を提出し、今臨時国会中に成立させようとし

ていますが、この法律は、国民の目と耳、口をふさぎ、国民の知る権利、言論・表現

の自由を脅かし、日本国憲法の理念を根底からくつがえすことになります。

よって、秘密保護法案は廃案にすることを求める意見書の提出を提案するものです。

裏面をごらんになっていただきたい。

秘密保護法案は廃案にすることを求める意見書
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政府は、10月15日、「秘密保護法」案を提出し、今臨時国会中に成立させようとし

ている。

この法律は、国民の目と耳、口をふさぎ、国民の知る権利、言論・表現の自由を脅

かし、日本国憲法の基本理念を根底から変えてしまう時代錯誤の悪法である。

国会議員、地方議員の活動や一般国民の生活まで厳しく制限される内容を含みます。

戦後、国民の努力で築き上げてきた国民主権の流れを覆す法律である。

よって嵐山町議会は、秘密保護法案は廃案にするよう強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年12月 日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 青 柳 賢 治

提出先は、衆議院議員、参議院議員、内閣総理大臣、法務大臣、総務大臣です。

以上です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

安藤議員。

〇11番（安藤欣男議員） 保護法の廃案の意見書の提出でございますが、今、国会で議

論をされております。

この理由が、何か今、確かに議論はされておりますが、「国民の目と耳と口をふさ

ぐ」という捉え方をしているのですが、現在国家公務員、あるいは国家公務員に限ら

ず公務員には守秘義務というものがあるわけですが、そのことだけでは現在の社会の

中では捉え切れないというものがある中で、こういう提案がされているのだというふ

うに私は認識しておるわけですが、今時代が、瞬時に世界に情報が流れる時代であり

ます。そのことをどう捉えているのか、１点お聞きしておきます。

〇青柳賢治議長 清水議員。

〇10番（清水正之議員） この法案の中で言われているのは、公務員に対し関係する省

庁から適性評価を行うというふうに言われています。この適性評価が既に自衛隊の中

では行われました。どういう中身かということですけれども、先ほど説明の中でお話

ししましたけれども、この適性評価なるもの、家族、父母、子供、兄弟姉妹、配偶者

の父母、子供、同居人の氏名、生年月日、国籍、住所、こうした問題から始まって、

その人に関する友達から、つき合っている人全てを書きなさいというのが自衛隊の中

でやられた適性評価です。
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その名前を出すだけではなくて、犯罪歴、懲戒の履歴、薬物の影響、精神疾患、飲

酒の節度、借金の信用まで、こうした広い範囲で適性評価が行われる。本人だけでは

なくて、本人が持っている全ての友人、知人、家族、そうした広い範囲で、こうした

適性評価の名前でそうした調査が行われる。

この調査は、書き出した本人には連絡が行かないという、そこまでは本人の了解を

得ないで行われるということが、内容としては一番大きな問題。これを政府が全て管

理をするということになると思います。

こうしたプライバシーの問題が、この適性評価の名のもとに行われるということが、

公務員だけではなくて、一般国民も含めたそうした範囲まで及ぶということになるわ

けです。そうした危険を持っているのがこの秘密保護法の中の適性検査、既に自衛隊

の中では、同級生から含めて全て名前を出しなさいという形で既に行われてきました。

これは国会の中でも、その論議が審議の過程の中でやられていましたから、既に内容

についてはご承知だと思います。

以上。

〇青柳賢治議長 安藤議員。

〇11番（安藤欣男議員） 適性調査というのは、結局公務員の秘密守秘義務、そのこと

の捉えが甘過ぎたと、そういう中で情報が、問題があったではないですか。それだけ

にこのままではいけないと、秘密にするこの保護をするものは、きちっとやらなけれ

ばいけないと、そういうことなのだと思うのです。

ですから、諸外国からの対応が、日本が大変厳しくなってきてしまうということの

中でこの措置をせざるを得ない、そういう時代になってきたということだと思うので

す。ですから、私は、瞬時に世界に流れるということに対してどうなのですかという

捉え方をしたのですが、そのことは返ってきませんでした。

この秘密保護法案は、問題は、テレビを見ているとあるようなところもございます

が、ただ基本的には法案をつくっていかなければいけない、そういう時代に私はなっ

ているというふうに認識したいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁はよろしいですか。

〇11番（安藤欣男議員） 答弁はいいです。答弁は要らない。

〇10番（清水正之議員） やらせてください。
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〇青柳賢治議長 清水議員。

〇10番（清水正之議員） この法案の中身をもっと理解してほしいというふうに思うの

です。この法案そのものは、今なぜあれだけ国会周辺の中で反対の動きがされている

か。安藤議員の質問だから申し上げますけれども、この国会周辺の動きに対して石破

幹事長が何て言ったか。「あの動きそのものは、テロ行為と本質において変わりない」

という発言をしました。これも今大きな問題になっています。

官僚ではないから国会の答弁者にはなり得ないのだと思いますけれども、本来なら

国会に出て、きちっと質問に答えるべきだと私は思っています。この石破発言が、こ

の秘密保護法の本旨を言い当てているというふうにも言われています。

先ほど言いましたように、この法案そのものの、防衛省には数千億の開示されてい

ない文書が残されているというふうに言われています。今度の法案の中で特定秘密に

当たるというものは、40万だとか42万だとかというふうに言われています。これだけ

の特定秘密をしたのであれば、我々の知る権利そのものが奪われる、私はそういうふ

うに思います。

国会にどれだけの案件があるか知りませんが、40万から42万の秘密を特定秘密とし

て明らかにしない。先ほど言いましたように、この特定秘密として秘密にしてしまえ

ば、更新を含めて一切明らかにならないというのが今度の法案の中身です。29年何カ

月で破棄してしまえば、国民の前に何も出てこないというのが今度の法案の中身では

ないですか。

おまけに、そのことによって秘密を漏えいした人だけではなくて、知り得た秘密そ

のものに対しても罰則が設けられる、こんな悪法があっていいはずがない。その上、

裁判にかけられても、本人には何でかけられたのか秘密になってしまうというのが今

度の裁判です。裁判官だけには知らせるが弁護士には知らせない、本人にも知らせな

い、逮捕状にも書かれない、こんなことで国民の知る権利や国民の基本的人権は守れ

ない、私はそういうふうに思います。

以上。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 質問させていただきます。

先ほど答弁の中に「42万件の秘密がある」というお話がございましたが、どのよう

な秘密があるのか、その内容はご存じかお伺いします。まず、１点。
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もう一点が、例えば市民とか町民の方が秘密を漏らした場合には、罰則があるのか

お伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

清水議員。

〇10番（清水正之議員） 公明党さんも与党なので、この法案の提出者になっています

から、よく勉強してもらいたいというふうに思います。

この法案の中身そのものは、先ほど言いました。防衛、外交、特定活動の防止、テ

ロの防止という４点です。

〔「違う、それだけはない」と言う人あり〕

〇10番（清水正之議員） 同時に、誰がそれを決めるかということです。誰が決めるか、

それは先ほどどういう内容かという話をされましたけれども、誰が決めるかによって

この範囲が際限なく広がっていく、だからそういう意味で、今言われているのは40万

から42万件というふうにも言われています。そこの範囲の中で決めていくと、国会で

も何をどういう形でするのかというのは、それぞれの所管官庁が決めていくというふ

うになっています。

それから、一般の国民がそういうふうになるのかと、特定秘密に指定されれば、国

会の中でもさんざん論議がされましたけれども、基地をとる、あるいは飛行場をとる、

そのことによってブログに載せて公開すれば、それが特定秘密に当たっているのであ

れば対象になるという答弁を森担当大臣、そういう答弁をしています。よくここは、

自分たちの出した法案ですから、研究してみてください。

〇青柳賢治議長 よろしいですか。

ほかに、どうぞ。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 それでは、質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「休憩しますか」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 では、暫時休憩いたします。再開は11時15分、お願いいたします。

休 憩 午前１１時０２分

再 開 午前１１時１７分
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〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

討論を行います。

初めに、反対討論、畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） ６番議員、畠山美幸。秘密保護法は廃案にすることを求める

意見書に反対の立場から討論をいたします。

11月26日に衆議院を通過した特定秘密保護法案について、一部のマスコミ報道には

国民に誤解を与えているものがあります。この採決は強行ではありません。

〔「強行採決だ」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） なぜなら、野党であるみんなの党からも賛成を得ており、日

本維新の会も採決を退席したものの、可決された修正案の共同提案者に名を連ねてい

ます。与党だけで一方的に可決したわけではないのです。これを「数の横暴」と呼ぶ

人がいますが、全く的外れです。

また、衆議院の委員会での……

〔「外れてない」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 静かにしてください。

また、衆議院の委員会での質疑時間も44時間に達しており、慎重審議に値する時間

をとったと言えます。

野党やマスコミの一部は「時間不足だ」とか「なぜ今なのか」と言いますが、議事

録を見れば、野党議員が同じ質問を繰り返していることが一目瞭然です。

〔「中身がわからない」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 今回の法案を現代の治安維持法などと呼ぶ批判があります。

しかし、何の根拠もありません。この法律の目的は治安維持ではなく、国民の安全や

国益を守るための情報が漏えいしないことにすることです。

そもそも守るべき情報が国家にあるという点については、与野党で共通の認識を持

っています。個人でもクレジットカードの暗証番号は、人に教えられない秘密です。

家庭でも会社でも公開できない秘密が必ず存在します。国家にも当然あります。特定

秘密として想定されている数が42万と報道されていますが、そのうち９割は情報衛星

の写真なのです。これは意外と知られていません。

国家の情報は国民のものであり、原則公開されるべきだという意見に私は賛成です。
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憲法で保障された国民の知る権利は尊重されるべきです。ただし、公開することで国

益が損じられ、結果として国民生活に重大な影響を及ぼす情報については、それを特

定し、一定期間秘密にする必要があります。秘密に特定する情報は、なるべく限定的

にすべきです。

今回の法案では、大臣や官僚が法律を恣意的に拡大解釈することを明確に禁じてい

ます。法の適用に当たっては、これを拡張して解釈してはならず、国民の基本的人権

を不当に侵害するようなことがあってはならない（第21条）は、公明党の修正案が反

映されています。

この条文に対して、法律で拡大解釈が禁じられていても、政府が勝手に秘密をつく

ることをチェックできないという反論があります。しかし、政権交代が起こった場合、

全政権の大臣が恣意的に特定秘密をつくったことは、すぐ判明しています。その危惧

を犯してまで違反な特定秘密をつくることは、非現実的だと言えます。

公明党の主張により設置が決まった有識者会議も重要です。何を特定秘密にするの

かという基準は、政府の外から専門家が入るこの会議で定期的にチェックされます。

外部の専門家の関与があるので、政府は自由に特定秘密をつくることはできません。

〔「福島でやった公聴会、どう捉えてんだよ」

「そうだ。23日にやって26日採択だ」と言う

人あり〕

〇青柳賢治議長 発言中は静かに。

〔「それが国民の同意を得たと言えるのか」と

言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） さらに、与野党修正で、政府は毎年有識者会議の意見に付し

て、特定秘密の指定解除や適性評価の実施状況について国会に報告し、公表すること

になりました。ということは、毎年この内容は新聞などに報道されることになります。

秘密の具体的中身は出せないが、秘密の数の増減や適性であったかについては、毎年

公開されます。

もう一つ、批判論点としてメディアの国に対する取材が委縮するというものがあり

ます。国の特定秘密を取材したら、懲役刑など重罰があるので、萎縮するという主張

です。しかし、今までのとおりの普通の取材活動で特定秘密を仮に入手しても、それ

を漏えいした公務員は罰せられますが、入手した側は罰せられません。
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人に欺き、人に暴行を加え、もしくは人を脅迫する行為になり、また財物の窃取も

しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為（第23条）など

の違法な方法により特定秘密を入手した場合に罰せられることになっていますが、そ

れ以外の通常の取材での入手は問題ありません。

〔「そうだ」と言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 国会議員すら特定秘密にアクセスできないという批判もあり

ましたが、これも与野党修正で改善されています。国会に特定秘密情報に関する委員

会や組織をつくり、漏えい防止対策をした上で、必要があれば米国議会のように秘密

会形式で国会議員が特定秘密情報の提供を受けることができるような方向になりまし

た。

政府は信用できない、法律の拡大解釈を必ずやり……

〔何事か言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 議長、注意してくれませんか。

法律の拡大解釈を必ずやり、運用で国民権利を犯すという意見を持つのは自由です。

しかし、私たちはそういうことがないように全力を尽くします。

14年前に国会で大騒ぎになった通信傍受法は当時「盗聴法」と呼ばれ、マスコミの

強烈な批判にさらされました。通信傍受法が可決された当時のマスコミ論調には、「こ

れで国は勝手に国民の会話を盗聴できる道を開いた。戦前回帰だ」というものまであ

りました。あれから14年たちました。通信傍受は、薬物犯罪組織の幹部などに対し、

毎年行われています。今これを「戦前回帰」と書くマスコミはありません。

通信傍受法に基づく犯罪組織に対する通信傍受は、毎年十数件行われ、その結果逮

捕に結びつく成果も上げています。一般国民の会話を盗聴した例は、私の知る限りあ

りません。いずれにせよ基本的人権の尊重は日本憲法の大原則であり、それを犯す法

律をつくろうという人は、今の政権与党にはいません。

戦後68年、日本は成熟した民主主義国家になりました。戦前の統制国家の背景には

隣組があり、憲兵がおり、特高警察があり、そのネットワークの中で国民の相互監視

と軍部独裁による人権抑圧システムが形成されました。現代の日本はその当時と全く

環境が違います。

〔何事か言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 戦前回帰や現代の治安維持法との批判にはかなりの無理があ
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ると言わざるを得ません。とはいえ、「権力は、必ず腐敗する」という至言がありま

す。国会議員は、この言葉を常に忘れず、肝に銘ずる必要があると思います。常に自

戒の念を持ちつつ、国民の生命と財産、自由と人権を守るための政策を考え、実行し

ていく姿勢を堅持していかなければなりません。

特定秘密法案の審議は、その舞台を参議院に移しています。衆議院の審議も足らざ

る論点があれば、参議院で大いにやってもらったらいいと思います。衆議院での審議

と重複しない重厚な質疑を期待しています。

批判は、大いに結構だと思います。批判や疑問を受けて政府は真っ正面から答え、

さらによい法律にしていくことが大切であると思いますので、それゆえ私はこの意見

に反対をいたします。

〔「何かよくわからないような討論だね」と言

う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

議員の皆様に申し上げます。発言中はお静かにお願いいたします。

〔「そうだ」「余りにもひどいから言わざるを得

ないよね」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 続きまして、賛成討論。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 特定秘密保護法を廃案に賛成の立場から討論をいたします。

特定秘密は、国民の目、耳、口をふさぎ、国民の知る権利、取材、報道の自由、表

現の自由を侵害する危殆の悪法です。その危殆の悪法が衆議院を通過し、明後日にも

参議院で強行採決がされようとしています。そもそも日本国憲法が定める国民主権の

もとにおいて国政に関する情報は、主権者たる国民に公開されるのが大原則でありま

す。

この法案は、防衛、外交、特定有害活動、テロリズムの防止に関する情報において

秘密だということです。しかし、秘密の範囲が極めて曖昧であり、拡大解釈が可能な

その他を対応している点も問題です。隠す先は、国民はもちろん国会議員や司法にも

及び、チェック機能を働かせない徹底したものであります。そうでなくても国は、う

そを言ってまで情報を隠そうとする体質があり、こうした悪法を変えることは重要な
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ことなのに、逆に利用して、そしてさらに悪くして、国民の目に見えないようにする

ものであります。

うそを言ってまで情報を隠そうとする体質とは、海上自衛隊が那覇基地の建物を防

衛秘としたことに、最高裁が2001年、秘匿の必要性を認めなかったことがありました。

訴訟は、自衛隊那覇基地に建設されようとしていた対潜水艦戦作戦センターの図面

をめぐって起こされました。国は建築確認の手続で図面を提出し、那覇市が情報公開

制度で市民に公開を決定、しかし、国は差しとめを求めたものです。国側は、図面公

開の危険性として建物の耐久性などを上げました。これは「爆撃から攻撃を想定し、

爆弾の威力を計算して設計した」とまで言いました。ところが、センターが入る地下

階の壁の厚さは35センチで、一般の建物とほぼ変わらなかったわけです。爆撃からの

攻撃など想定していない普通のつくりの施設なのに、国は裁判所をだましてまで公開

を阻止しようとしたわけです。最高裁まで行くと、通常国側の勝利が一般的ですが、

その最高裁でも公開を命じたものです。

国は、国民に知られても構わないものまで隠そうとする典型的な例と言えます。そ

して、これは一例にすぎません。核密約問題や作家の山崎豊子が「運命の人」で書い

た当時毎日新聞記者、西山太吉さんの沖縄密約問題など、多くのことを私たち国民に

隠してきています。

しかも、アメリカ公文書館で文書が公開になり、その文書を突きつけられても自民

公明政権は認めようとしませんでした。政権が民主党に移って、やっとこれらを認め

るに至ったことは、記憶に新しいところです。

よく政治には、このようなことが多少は必要だよとお考えの方もいると思いますが、

国が国民にうそをつくことがよい国でしょうか、民主国家でしょうか。極秘にするこ

とで国家安全保障を図るといいますが、民主党政権になって明らかにしたことで、ど

んな国家安全保障上の不利益をこうむったのでしょうか。何もなかったではありませ

んか。このように今までも国民の情報を隠す体質があったわけですが、これを法律を

もって隠すことをするのが今度の特定秘密保護法案だということであります。

さて、特定秘密の中身ですが、我が国の安全保障にとって著しく支障を与えるおそ

れがあるなどと広範かつ曖昧な要件で政府が指定し、何が秘密かと聞いても、「それ

は秘密です」と言って教えてくれません。森まさこ担当大臣は「原発の情報は秘密と

ならない」と繰り返す一方、しかし、「原発の警備の実施状況は特定秘密に当たる」



- 31 -

と答弁しています。原発の警備は全般にわたるわけですから、結局は原発情報も特定

秘密に当たるということです。

そこで、特定秘密では漏えいがあった場合、10年以下の懲役があり、また未遂でも

共謀、話をしただけでも、さらに調査、唆しや先導をあおっただけでも厳しい罰則が

あります。

ネットで原発の状況を調べていたら、たまたま特定秘密の箇所が出ていた。これを

見れば、これも罰則の対象になってしまいます。秘密に当たるか当たらないかわから

ないわけですから、何気なく見ただけなのに罰則の対象になるのです。こういうこと

で社会が進んでいったら、国民は自由に物が言えない息苦しい社会になるのではない

でしょうか。

それだけではありません。逮捕されても、逮捕理由も明らかにされず、裁判にかけ

られるのです。本人は何の罪を犯したのかわからず、弁護人も罪状がわからないまま

裁判になるわけですから、逮捕されれば有罪が確定するというものになります。弁護

を受ける権利が、ここには事実上ないという重大な問題があります。

安倍政権は「こういう法律は他国もあります」とよく言っていますが、他国とはア

メリカです。アメリカは、平和な国ではありません。いつでも戦争ができる戦時国家

です。ですから、高度な情報収集が必要になり、これを漏らさない法律が必要になっ

てくるのです。こういう戦時国家を日本も目指すのであれば、秘密保護法が必要にな

るわけでありますが、平和を求めるに当たり不断の努力が私たちは必要ということが

言えるわけです。

自民党は、日本も戦争ができる国にするため、着々と準備してきています。イラク

特措法、武力攻撃事態対処法などが成立してきています。また、今後は武器輸出三原

則の見直し、集団的自衛権の行使、そして憲法９条をはじめとした憲法の改定です。

自民党の憲法案では、国防軍の設置が明記されています。国防軍を持って海外で戦争

をするには、当然情報の管理が必要になってきます。その情報管理がこの特定秘密で

す。

自民党の石破幹事長が「単なる絶叫戦術はテロ行為と変わらない」とブログに載せ

ました。一部訂正や謝罪をしていますが、基本を変えてはいません。これは石破氏が

特異の考え方を持っているだけではなく、特定秘密の本質をついたものでもあります。

特定秘密ではテロリズムの定義があり、そこには政治上、その他の主義主張に基づき
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国家、もしくは他人にこれを強要した場合、テロということです。国家に対して主義

主張をすることがテロであれば、私は何回もデモに参加しているので、テロリストと

いうことになります。普通の市民までをテロリスト扱いをするのが特定秘密です。こ

ういう法律を通していいのでしょうか。今多くの方が反対の声を上げています。

日本弁護士連合会、日本ペンクラブ、テレビのキャスター、出版人、演劇人、歴史

学者や法律の研究者まで反対をしています。自民党の参議院議員、宇都隆史氏、公明

党の矢倉克夫氏、みんなの党の真山勇一氏など、法案を提出した党の中にも拙速な法

案成立を懸念しています。

国内だけではありません。国連人権高等弁務官事務所の表現の自由担当特別報告者

は、国際人権条約に照らし、深刻な脅威を含んでいると表明しています。国際ペニエ

ル日本外国特派員協会も全面撤回を要求しています。

議員の皆さん、たとえ政治的立場は違っても、町民を代表している私たちです。憲

法とは相入れない法案の危険は、衆議院における修正によっていささかも減じられて

いません。これを町民に押しつけてはいけません。勇気を持って特定秘密法案に反対

するよう求めるものです。議員各位の勇気を信頼して、本意見書の賛成討論を終わり

ます。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

次に、反対は、いませんね。

賛成討論。

渋谷登美子議員。

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治議長 静粛にお願いいたします。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 13番議員、賛成討論を行います。渋谷登美子です。

特定秘密の保護に関する法律案は、国家の安全保障と人権保障のために、国連を含

む世界70カ国、500人余りの専門家が２年間、14回の会議で、本年の６月にツワネ原

則、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則というのをつくったわけなのです

けれども、それを大きく逸脱しています。

それは、12月２日、国連人権理事会ピレイ人権高等弁務官が、秘密を特定する根拠

は極めて広範囲で曖昧であると、深刻な懸念を表明したとおりです。
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多くの国民がこの法案の制定に反対し、官邸前、議員会館前でデモを行い、各学者

や女優、俳優、きのうは吉永小百合も反対の声明を発表しています。

11月25日、福島で行われた地方公聴会では、陳述者７名が全員反対しました。しか

し、11月26日、衆議院で強行可決となりました。本日午後、さいたま市で参議院地方

公聴会が開催されることが昨日の夜決まりましたが、決まったというか、強行採決さ

れたそうです。

これ私は、けさまでわからなかったのですけれども、大宮で３時20分ぐらいから、

どこかで２時間ぐらいやられるということですけれども、４人の人が公述人であって、

各党３人が傍聴することができるというふうな形で、非常に、これが本当に公聴会な

のか、住民や国民のみんなが公聴会にも参加できない、報道もされないような公聴会

が行われ、そしてその後５日で、あしたですね、委員会採択、６日に参議院可決を狙

っているという報道が流れました。共産党以外にあとは欠席というふうな形で、通常

では考えられない公聴会が参議院で行われます。参議院は多数決かもしれませんけれ

ども、全員国民の代表として出ているところで、このような形で行われます。

法案は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲を広く曖昧に設定して、期間の限定

はないにひとしく、運用の実施は第三者がチェックできない一方で特定秘密とされる

情報を漏らした公務員だけでなく、取得した人も今処罰の対象になっています。調査

活動をする市民や研究者、情報公開を求める民間団体なども罪に問われる可能性とい

うのは常にあります。

政府が不都合な情報を隠し、それを明らかにすることが罪になれば、国民が国の本

当の姿を知ることができなくなり、日本はただでさえ民主主義国家とは言えないので

すが、ますます民主主義国家とは言えなくなります。

従軍慰安婦は事実がなかったというふうに言っている政治家がいますが、防衛問題

となると従軍慰安婦の問題、そういったことさえも秘密になります。

阪神大震災の際には、少なくない女性が暴力被害に遭った事実の公表は当初否定さ

れ、そういったことを言った人たちが攻撃されました。民間女性団体の支援、調査の

結果、女性たちが情報共有をできたから、東日本大震災の際には、避難所の運営に女

性の性暴力の被害を少なくすることができました。

福島原発に関しては、原子力専門家から水素爆発、メルトダウン、放射能汚染の警

告や避難に関する情報があったのに秘匿、政府報道は直ちに影響のないとの一点で、
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不必要な被曝と将来の不安を残しました。

防衛は秘密事項になりますが、敗戦前の日本では、毒ガス製造地の広島県大久野島

は、地図から抹消されました。50年前、私は子供時代、瀬戸内海で住んでいますので、

大久野島に海水浴やキャンプによく行っていました。毒ガス工場の跡を見るたびに生

々しく、そしてさらにそこで多くの人々が働いていたにもかかわらず、働いていない

ことになっていました。今やっとこのごろ出てきていることです。

防衛問題が秘密保護法として制定されると、こういった問題も出てきます。原発事

故処理の廃炉作業中や他の原発に重大事故があっても住民に秘密、放射能汚染の最終

処分場が不適当な場所であっても、秘密にされてしまったら、何が起こっているのか

わかりません。

特定秘密保護法案に反対する市民団体らのデモについて、「単なる絶叫戦術はテロ

行為とその本質において余り変わらない」と自民党の石破幹事長がブログに書いたと

おりです。そうすると、このようなことは、私たちが通常行っていることがテロ行為

になり、そしてそれが特定秘密保護法案に触れることになってしまいます。

政府の意向に反対の声を上げれば、反社会的行為、テロと決めつける中で、法が制

定されようとしています。主権者である国民に情報が制限される社会は、基本的人権

が損なわれる社会です。日本の民主主義を後戻りさせる特定秘密の保護に関する法律

は即刻廃案にすべきで、本意見書提出に賛成します。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

以上をもちまして討論を終結いたします。

これより発議第10号 秘密保護法は廃案にすることを求める意見書の提出について

の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。（拍手）

◎散会の宣告

〇青柳賢治議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。
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ご苦労さまでした。

（午前１１時４７分）
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平成２５年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第２号）

１２月５日（木）午前１０時開議

日程第 １ 一般質問

第３番議員 佐久間 孝 光 議員

第４番議員 長 島 邦 夫 議員

第５番議員 小 林 朝 光 議員

第13番議員 渋 谷 登美子 議員

第７番議員 吉 場 道 雄 議員



- 38 -

〇出席議員（１４名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 小 林 朝 光 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 安 藤 欣 男 議員 １２番 松 本 美 子 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 青 柳 賢 治 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

岩 澤 浩 子 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

大 塚 晃 環境農政課長

内 田 孝 好 企業支援課長

田 邊 淑 宏 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長



- 39 -

内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長大 塚 晃 環境農政課長兼務



- 41 -

◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は全員でありますので、平成25年嵐山町議会第４回定例会第２

日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 ここで報告をいたします。

初めに、本日の議事日程はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、昨日可決されました議員提出議案発議第10号 秘密保護法は廃案にすること

を求める意見書につきましては、内閣総理大臣及び関係大臣に提出しておきましたの

で、ご了承願います。

◎一般質問

〇青柳賢治議長 日程第１、一般質問を行います。

一般質問は、通告順に従い、順次行います。

なお、お一人の持ち時間は、質問、答弁及び反問を含め100分以内となっておりま

す。

◇ 佐久間 孝 光 議 員

〇青柳賢治議長 それでは、本日最初の一般質問は、受付番号１番、議席番号３番、佐

久間孝光議員。

初めに、質問事項１の子育て支援についてからです。どうぞ。

〔３番 佐久間孝光議員一般質問席登壇〕

〇３番（佐久間孝光議員） おはようございます。議席番号３番、佐久間孝光、議長の

お許しを得ましたので、通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。

まず、大項目１番、子育て支援について。平成24年８月に成立をいたしました子ど

も・子育て関連３法が平成27年度に実施をされる予定でございます。これらの法律の

目指すところは、質の高い幼児期の学校教育の提供、保育の量的拡大、質的改善、ま



- 42 -

た地域の子ども・子育て支援の充実であります。さらに、少子高齢化による生産年齢

人口の減少が見込まれることから、女性の労働力率アップ、いわゆるＭ字カーブの解

消が求められる。そんな社会状況がございます。家庭、地域、雇用など子ども・子育

てを取り巻く環境が大きく変化をしている中、これら３法の趣旨が十分達成されるこ

とが必要であるというふうに考えております。

そこで、１といたしまして、地方版子ども・子育て会議の設置はどうなっているの

か、お伺いをいたします。

２番目といたしまして、現在、町内で働く幼稚園教諭、保育士、学童指導員が、法

の改正によって新たな資格の取得が必要になるのかどうか。

そして、３点目といたしまして、学童保育指導員の賃金体系が適切とお考えかどう

か、お伺いしたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目①から③の答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 質問項目１の①につきまして、お答えさせていただ

きます。

地方版子ども・子育て会議の設置につきましては、子ども・子育て支援法第77条の

中で、市町村は、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよ

うに努めるものとするとされております。

また、子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）の中で、地方版子ども・子育

て会議の設置に関する事項について、市町村及び都道府県は、子ども・子育て支援事

業計画等への子育て当事者等の意見の反映をはじめ、子ども・子育て支援施策を地域

の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保するとともに、子ども

・子育て支援事業計画を定期的に点検、評価し、必要に応じて改善を促すため、地方

版子ども・子育て会議を置くことに努めることとされております。

なお、地方版子ども・子育て会議の運営につきましては、子供の保護者、幼児期の

学校教育、保育及び子育て支援の関係者等の参画を得るなど、会議が地域の子供及び

子育て家庭の実情を十分に踏まえて、その事務を処理することができるものとなるよ

う留意することと述べられております。

町といたしましては、これらのことを踏まえ、子ども・子育て支援事業計画の策定

に当たり、地域の子供及び子育て家庭の実情を踏まえ、子育て支援に関し識見を有す
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る者を委員とした嵐山町子ども・子育て支援事業計画策定委員会を設置し、去る10月

28日に第１回の委員会を開催し、ニーズ調査の内容等をご検討いただきました。平成

25、26年度に当委員会での審議を得て事業計画を策定し、計画実施となる平成27年度

からは子ども・子育て会議として、新たに条例設置も含め、移行を検討してまいりま

す。

続きまして、質問項目１の②につきましてお答えさせていただきます。幼稚園教諭、

保育士につきましては、幼稚園、保育所が認定こども園に移行する場合に、それぞれ

の資格が必要となりますが、認定こども園法改正の中で既存の幼稚園及び保育所から

の移行は義務づけないということになっており、嵐山町では現在、認定こども園への

移行予定がありませんので、資格取得の必要性は生じないものと認識しております。

学童指導者いわゆる指導員の資格についてでございますが、現在町では嵐山町放課

後児童対策事業実施要綱の中で、指導員の選任に当たっては児童厚生員、これは児童

の遊びを指導する者ということでございますけれども、もしくは児童指導員の資格を

有する者、または児童の指導に知識経験を有する者と規定しております。新制度の中

では、従事する職員の資格について議論がなされているところでございます。現在の

ところ職員の資格につきましては、児童の遊びを指導する者、いわゆる児童厚生員で

ございますけれども、の資格を基本とする方向で進んでおります。また、現在従事し

ている資格を有しない者につきましても、経過措置を設け、研修の受講をすることで

引き続き従事できるように検討がなされているところでございます。

次に、質問項目１の③につきましてお答えさせていただきます。町の学童保育室の

運営につきましては、父母会にその運営を委託しており、指導員の賃金体系につきま

しては、各父母会の指導員就業規則の中で決められております。支給内容等につきま

しては、基本給、時間外勤務手当、通勤手当、主任手当、賞与として夏と冬の２回等

が支給されており、適正なものと認識しております。町といたしましては、今後も国

及び県から示されております運営基準、労働基準法等の関係法令に基づき、適切な運

営がされるよう指導してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 ３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、①から再質問をさせていただきたいと思います。

今、課長のほうから、いろいろご説明がございました。その中で、子ども・子育て
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支援事業計画策定員会、その会が中心となって事業の策定を行っていただいていると

いうことでありますけれども、確認だけさせてください。この委員の任期は、いつま

ででしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

とりあえず来年の策定が済むまで、策定委員会につきましては策定が済むまでとい

うことで考えております。その後、会議のほうに移行するかどうかということで、移

行するという考え方ではおりますけれども、現状ではそういう内容になるかと思いま

す。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 来年ですか、26年３月までが委員の任期ということでしょ

うか。

〇青柳賢治議長 簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 私どもで今考えている策定委員会につきましては、

計画の策定までということで考えております。そちらができるまでということでご理

解いただきたいと思います。

それから、この委員会を母体として、子ども会議、これが条例になるか要綱になる

かわかりませんけれども、そういった形で移行していきたいと、このように考えてお

ります。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 今、課長のほうから再度お答えがありましたけれども、そ

の子ども・子育て会議、それに移行することは、ぜひやっていただきたいなというふ

うに考えております。

今、委員会を通して、事業計画を策定していただいておりますけれども、何といっ

ても初めての事業でありますので、いろいろな方面からご検討いただいて、不備がな

いようにしていただいているのは十分私も認識をいたしておりますけれども、やっぱ

り実際にスタートした後も、いろんなふぐあいですとか、予期しなかったことがある

と思います。そういったときに、現場の声をすぐに吸い上げて、そして適宜改善がで

きるような、いわゆるＰＤＣＡサイクルを実践できるような合議制の機関というもの
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は、絶対に設置していくべきだというふうに考えておりますけれども、町長、いかが

でしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 子育て支援について国のほうで新しい方向を示して、それを受けて地

方で行っていくということでございます。ですので、今答弁させていただいたような

状況で、条例ができ、方向が決まって、町がやるべきことの方向ができたら、それな

りの体制をつくって、その方向で今お答えをさせていただいたような内容で進んでい

くのだというふうに思っております。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 何しろ現状のニーズに合った形で、子供たちもそれから保

護者も、それから指導員の方も、不安ですとか、あるいはまた問題があったときに、

すぐにその声を吸収して、そして解決していただけるような体制をつくっていただき

たいと思います。答弁は結構でございます。

それでは、②の再質問のほうに移らせていただきたいと思います。これは、教育長

のほうにまず確認をさせていただきたいのですけれども、幅広い意味での教育現場、

そういった中ですばらしい教育を実践をしていく上において、いろいろ大切な要素が

あろうかと思います。施設の問題ですとか、教材の問題ですとか、環境の問題ですと

か、さまざまあろうかと思いますけれども、私はやはり教育の現場の中で最も大切な

のは、そこに当たる指導者、先生方の存在かなというふうに思っておりますけれども、

教育長、いかがお考えでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

現在、町内で働く幼稚園教諭は必ずしも、会社でいえば正社員だけではございませ

ん。臨時的に採用させていただいて、同じように勤務をしていただいております。ま

た、改正等がなされても、やはり引き続き、先ほど課長からも答弁ございましたけれ

ども、資格等についてはある程度制限はありますけれども、移行しながら、引き続き

できるような研修を受けさせて、慣れたやっぱり指導されている幼稚園教諭、また保

育士等に引き続きご勤務いただいて、充実した保育指導をしていただくことが教育委
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員会としても願っていることでございますので、そのような方向で進めてまいればよ

ろしいかなというふうに考えております。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ありがとうございました。

課長のほうから、この件に関しまして、資格に関しましては、当面の間、認定こど

も園のほうに移行する意図がないので、その資格云々というのはそんなに大きな問題

にならないかなという趣旨のご発言があったかなというふうに思いますけれども、こ

れはあくまでも５年間ぐらいの経過措置だけのことでありまして、国全体としては、

当然そういった方向性に、政策上結びつけるような方向性に、当然なっていくと私は

考えております。

今、教育長の話の中にもありましたけれども、その過程の中においても、最低限必

要な資格ですとか、あるいは研修ですとか、そういったものを受けなくてはいけない

状況になっています。そういった資格研修が、学童の指導員も含めて必要な状況にな

ったときに、その先生方の費用ですとか、そういったことに対する町としての助成で

すとか、支援というものはお考えでありますでしょうか、町長にお願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 これから方向が決まってくると思います。そういう中で、子育ての支

援について地域でどういうものが効果があるかということが一番の原点でございます

ので、それらを今度つくられる会議、審議会、こういうもののご意見をしっかりお伺

いをする中で、嵐山町に沿った、合った、生きたといいますか、そういうような方向

を模索していく、そういうことになるのかなというふうに現在では思っております。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 少なくとも今現在、嵐山町でいろいろな形で指導していた

だいている先生方あるいは指導者の方が、こういった資格を取るということの費用が

捻出できなくて、それで職を去らなくてはいけないとか、そういったことがぜひない

ような形でそういった体制づくりを進めていただきたいと思います。答弁は結構です。

それでは、③のほうの再質問のほうに移らせていただきたいと思います。今回この

学童保育指導員の件を取り上げたのは、これはほかの幼稚園教諭あるいは保育士とを

比べまして、法的な位置づけというのが非常に曖昧な部分がございます。課長の答弁
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の中にもありましたけれども、運営自体も、補助は出しているけれども父母会が中心

になって運営しているということでありますので、今まではここの指導員の給与体系

まで踏み込んで考えていくということはなかったのかなというふうに考えておりま

す。

これは一般論でありますけれども、この学童の指導員、10年以上働いても年収が

200万円に届くか、届かないかというような状況は余り珍しくないと聞いております。

そういう中で、やはり人生設計ができませんから、３年、５年ということで、去らざ

るを得ない。また、社会状況等が変化する中で、男性の指導員、そういった必要性も

どんどん出てきています。そしてまた当面は、経過措置として研修等で今の身分は守

られるという方向性でありますけれども、やはりそれ以降というのは、ある一定の資

格を持った人が当たるような方向性でもなってくると思います。そういった状況を総

合的に考えますと、やはりそれに見合った収入というものも必要なのかなというふう

に考えております。

今、嵐山町の中には、４つの学童保育がございます。私は、この中でちょっと問題

かなというふうに思うのは、例えばＡという指導員の方、これは13年勤務をしている

わけですけれども、基本給の年収ベースにして210万円前後、それからＢという指導

員は14年、１年多いのですけれども、年収ベースにして250万円前後の収入があると。

たった１年しか違わないのに40万円前後の差があるわけです。何でこんなに違うのだ

ろうかと、同じ嵐山町なのに。一方の指導員のほうは、10年を経過した段階で昇給が

ストップしてしまったのですね。全く昇給がないというようなことできてしまってい

るわけです。

先ほど言われたように、それぞれの学童保育というのは父母会が中心になってやっ

ていますから、全く同じということはなかなか難しいというのはよくわかります。し

かし、そういったことをもろもろ考慮しても、この差というのは決して見逃してはい

けないのかなというふうに、私自身は思っております。今回その法律の改正によりま

して、町が中心となってこの事業計画を立てていくわけでありますので、こういった

ことも含めて最低限の統一した基準というものを町のほうで示していくべきだという

ふうに私は考えますけれども、町長、いかがお考えでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。
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〇岩澤 勝町長 行政が一番守らなければいけないこと、そして当然それを守らなけれ

ばいけないというより守るべき基準という法令準拠、法令に基づいてそこの枠の中で

行って、そして枠からはみ出たり、足りなかったりということが私どもに求められて

いる一番だめなことになるわけです。ですので、課長答弁の中でも述べさせていただ

きましたけれども、国及び県から示されている運営基準そして労働基準法の関係法令、

これに基づいた中で可能な限りの状況で、学童保育のそれぞれの中での運営のことに

なっていくのかなというふうに思っておりまして、その範囲内で法令に沿って合法的

に行われているというふうに考えております。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 今、法令という話がございました。確かに行政がそういっ

たことを踏み込んでいくときには、法的な根拠というのが当然必要になります。

今回の法律の改正の中には、附則でありますけれども、指導員の処遇の改善という

ような文言も含まれております。こういった文言が含まれたということは、現状とし

て十分な処遇がなされていないということの裏返しでありますので、ぜひそういった

ことも考慮していただきたい。

先ほど私が申し上げたのは格差の問題でありますけれども、格差プラス全体のボリ

ューム、つまり生活設計がしっかりとできるような収入という方面においても、町と

しての最低限の支援ですとか指針ですとか、そしてまた何かそういった、これでは余

りにも不公平ではないだろうかというような不安だとか、あるいは疑念が生じたとき

には、ある程度、改善をしていくような指導をしていくということも必要かなという

ふうに考えるのですけれども、町長、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 申し述べておりますように、この法が変わって、それでその法が目指

す方向、そして今議員さんおっしゃるように待遇の面だとか、いろんなことに及んで

くると思いますが、そういうものの細目が決まり、その中で可能な限りの対応を図っ

ていく、これが行政の責務かなというふうに思っております。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 既に今現在においても、町のほうは学童の施設面というの

は、県の基準にしっかりのっとった形でやっていただいております。また、町単独の



- 49 -

加算金もいただいておりますし、またそれ以外に労災保険、あるいはまたいろんな給

与計算の諸費用の費用等の援助もしていただいております。非常に手厚い支援をいた

だいていることも私も重々感じておりますけれども、やはり指導員がこういった流動

的な状況の中でも安心して、そしてまた安心して職務につくだけではなくて、使命感

を持って職務に当たれるようなそんな雇用環境というものをぜひ整備をしていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。答弁は結構でございます。

それでは、大項目の２番のほうに移らせていただきます。嵐山町の魅力再発見・再

考についてでございます。2020年の東京オリンピック開催が決定される過程の中で、

おもてなしという日本人的気配り、心配り、思いやりがクローズアップされました。

我々日本人にとっては当たり前と思えるような行為が、海外の方々にとっては特別な

ことと思われることもよくあります。自分では自分のことがよくわからない。私なん

か本当にいつも自分を見失っていますけれども、そういったことが一般的であります

けれども、我々嵐山町の住民も、やはり嵐山町の本当のよさというものを見逃してし

まっている可能性もあるかもしれません。そういった点を町外の方々に意見を求めて

いく、いろいろ語っていただく。そしてまた、それを外国人の方にも広げて、そして

述べていただく、考えていただくということになれば、これは国際化の啓発にもつな

がって、世代や歴史、文化、国籍、性別を超えた交流の場になるかなというふうに考

えております。

そこで、提案をさせていただきたいと思いますけれども、外国人による嵐山町のあ

るいは日本の魅力について語っていただく。そしてまた、小学生、中学生、一般の方

も含めて、嵐山町またこの地域のすばらしい点をどんどん語っていただく。それで、

一般の方は、この嵐山町在住の方に限らずこの近隣の方、特に女性教育会館を使って

いる方々、県外もありますし、県の中でもかなり遠くから皆さん見えていて、そうい

った方たちとお話をする機会もあるのですけれども、「嵐山てすばらしいですよね」

ということをよく聞かれます。ですから、そういう方も含めてご意見を頂戴して、そ

して、嵐山町のすばらしいところを再確認をしていく、そういうことにつなげていく

というふうに考えておりますけれども、教育長、いかがお考えでしょうか。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 佐久間議員の質問項目２につきまして答弁させていただきます。
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ご指摘のように私たち嵐山町町民は、嵐山町のよさを見逃してしまっている可能性

もありますので、ご意見に対しましては全く同感でございます。また、外国人により

ます嵐山町、日本の魅力についてのスピーチコンテスト、また中学生や小学校高学年

によります英語または日本語での嵐山町地域、家庭のいいところスピーチコンテスト、

一般の方による英語または日本語での嵐山町地域のいいところスピーチコンテスト等

を世代、歴史、文化、国籍、性別を超えた意義のある交流及びコミュニケーション能

力を発揮できる機会になることは、疑いのないことと存じます。このようなご提案に

つきましては、次のような視点から大いに歓迎いたします。

１つは、日本の将来を担う世界で活躍できるグローバルな人材の育成のためにも、

郷土の偉人、先賢、歴史、風土、文化について、英語または日本語でのスピーチを国

を超えた人々の前で行うことは、発信型の児童生徒を育成することにつながり、極め

て重要であると思います。

２点目は、外国人の目による嵐山町のよさ、魅力について、英語または日本語でス

ピーチを行ってもらうことにより嵐山町の再発見につながり、嵐山町を考え直すよい

機会になります。

３点目は、特に嵐山町の中学生が、自分の住む町について英語で紹介できる能力を

培うことは、とても意義があり、前向きに検討してまいりたいと存じます。残念なが

ら、町内小中学校ではスピーチコンテストは現在行われておりません。菅谷中学校２

年生では、夏季休業が終わりますと「夏休みのおもいで」と題しまして、６～７行の

英文を創作させ発表しております。１年生は「自分の好きなこと」と題して、４～５

行の英文を創作させ発表しています。聞き手のほうは、声の大きさや内容、態度、ア

イコンタクト等を評価しています。一種の教室でのミニスピーチコンテストと言える

かもしれません。

そこで、次のような形でスピーチコンテストが実施できればよいと考えます。10数

年以上の伝統を持ちます嵐山国際交流協会では、東南アジアの青年を中心に毎週土曜

日に日本語教室を開催し、献身的に外国人の日本語教室指導を支援していることは、

既に周知のとおりでありますが、会長にお話ししたところ、彼らにとっても日本語を

聞いてもらえる機会になるので、スピーチコンテストを開催の場合は出場可能とのこ

とでございました。

町内小、中学校、嵐山町国際交流協会、また各種団体が中心となって、小学生、中
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学生、高校生、大学生、一般の方々に呼びかけて、嵐山町国際スピーチコンテストの

実現に向けて、文化スポーツ課とともに、教育委員会も前向きに働きかけたいと思い

ます。その際、菅谷中学校、玉ノ岡中学校に配属されておりますＡＬＴも自分の故郷

を発表していただいたり、審査をしていただくこともよいことと思います。こういっ

た形で国際スピーチコンテストを開催することは、初めての試みであり、前向きに導

入していくときが到来していると思います。

近い将来には、観光協会のイングリッシュガイドとして、木曽義仲、畠山重忠、嵐

山渓谷、また杉山城跡等を英語で紹介できる段階に発展向上することの要因につなが

ると確信いたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ありがとうございました。

私が思っている以上に既にいろんな具体的な現場の現状を含めて、具体的なことも

お考えいただいているような形で、大変心強く感じました。

先週の土曜日ですけれども、11月30日、嵐山町の文化教養講座というものがスター

トいたしました。第１回目、文化スポーツ課の植木課長に講師として木曽義仲につい

てお話をいただきました。私も、大変興味深く聞かせていただきました。あのお話を

聞いたときに、いろんな木曽義仲が、こっちで生まれた、あっちで生まれた、所説あ

るわけでありますけれども、やはり嵐山町で生まれたのだな、生まれなくては困るな、

生まれなかったら事実とは反するなというような確信を私も持たせていただくよう

な、本当に傾聴に値する思いでありました。本当にありがとうございました。

その開校式のときに、岩澤町長が、知事が訪問したときに太陽インキの社長さんと

お話をされる機会があったと。その太陽インキの社長さんとまちづくりだとかそうい

った話の中で、そんな話が出たのかなというふうに思いますけれども、嵐山というの

は、オオムラサキですよね。このオオムラサキというのは本当にすばらしいですね。

オオムラサキというのは、例えばモンシロチョウとどういうふうに違うのでしょうか、

飛び方はどうなのでしょうか。捕獲して飛び立ったときは、どんな様子なのでしょう

か。そんなこと１つをずっと深く掘り下げていくだけでも、これは立派に町の特徴を

生かしたまちづくりにつながる可能性があるのではないだろうかというようなお話を

披露していただきました。
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私もそれを聞いて、まさにそのとおりだなと。私もオオムラサキは知っているつも

りでしたけれども、そんな形で考えたことは全くありませんでした。ただ、そのヒン

トをいただいたのは太陽インキの社長であり、社長は嵐山に在住しているわけではあ

りません。まさに私が今提案して進めていただきたいのは、こういうことなのであり

ます。岩澤町長、いかがお考えでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 この間お話ししたとおりでございますけれども、地元のことについて

は、何となく疎いという先ほども答弁の中にございましたけれども、そのようなこと

があるかと思うのです。そういう中で、何しろ世界のトップリーダー、企業のリーダ

ーですから、その方が世界的な視野で、グローバル化ということをよく言われますが、

狭くなった地球を忙しく動いている人が、どういうお考えを持っているのかなという

お話をする中で、そういうような地元に、自分のところにあるそのものについて関心

を持って、それでそういうようなことというのが核になっていかないと、人というの

は人的なといいますか、質の向上というか、そういうものが育たないのではないだろ

うか。そういうものをあれしていくと、育つのではないだろうかと思います。

それには、オオムラサキの話もありましたけれども、義仲も、重忠もありますよね。

それで、自然が豊かですよね。自然なんていうのは、教育の一番のもとになるもので、

いい教材ですよねというような話をお聞きをしました。まさに、そういうようなもの

をこの核として、いかにしっかりした核ができて、核ができないと雪だるまではない

ですけれども、潰れてしまったり大きくならなかったりというようなことになるのだ

と思うのですが、そういうものがこの嵐山の地ではしっかりできていく環境にあるの

だと、そういうものをしっかりもう一回見直していくということが必要なのではない

だろうかみたいな話を聞いたと、そんな話をさせていただいたわけでございます。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 私も本当に基本的には全く同感でございます。

そのお話の中で、もう一点町長が触れた点がございました。それは、英語教育につ

いてであります。今ちょこっと出ましたけれども、その社長さんに国は今、小学校で

本格的に英語教育をスタートする。それも５年生から３年生へとどんどん低年齢化さ

せていく方向性であるのだけれども、それについてどう思いますかというような質問
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をされたそのときに、その社長さんが、今町長が言われたように、やはりどうやって

伝えるかということも大切だけれども、何を伝えるかということが大切なのだと。だ

から、そういった面においては、私はちょっと疑問に思っていると。そして、まずや

るべきことは、知力をしっかりつけていくこと、歴史をしっかり勉強していくこと、

そしていろいろな勉強をする中で想像力を豊かにすること、そんなことも絶対にやっ

ていかなければいけないのかなというふうなご発言があったという趣旨のお話を伺い

ました。私も、全く同感でございます。

私も英語教育の一端を担っておりましたものですから、生徒たちによく言うのは、

国際人になりたければ、まず立派な日本人になりなさい。立派な日本人になることこ

そ、国際人への第一歩であると。これは、やはり英語をぺらぺらしゃべったり、ある

いは中国語をしゃべったり国際的な知識をふやして、そういうことはもちろん大切な

のですけれども、その先には今言われたようなことが当然あります。

そしてまた、私は海外で仕事をしていた経験もございますので、顧客の中に中国人

もいる、ロシア人もいる、アメリカ人もいる、イギリス人もいる、シンガポール人も

いる、タイランド人もいる。そうすると、その中で私が日本語でしゃべっても誰もわ

からないのですね。ロシア語で言われても全然わかりません。でも、英語という言葉

を使うと、皆さん同時に一遍に理解できます。すごい言葉だなという実感を私は持ち

ました。

ただ、こういった国際的なステージの中においては、英語を話すなんていうことは、

当たり前のことなのです。何を求められるかといえば、日本人である佐久間が、こう

いう状況に直面したときに、どう考え、どう判断し、どう行動するか、ここを問われ

るわけです。まさに、先ほどの「ハウ・トゥー・トーク」話し方ではなくて、「ホワ

ット・トゥー・トーク」、要するに何を伝えるか。ここのところが国際的なステージ

においては非常に大切なことになりますので、そのお話は本当に英語教育にとっても

大切なスタンスであるというふうに考えております。

ただ、それと同時に、時代というのは必ず流れておりますので、我々が小学校のと

きに菅谷小学校でお世話になったときには、英語だとかパソコンだとかそういうもの

が、こんなに仕事の中にどんどん入りこんでくる、そんなことはなかったかなという

ふうに思うのです。しかしながら、時代の流れとともにその時代に必要とされるもの、

それはもう英語にしても何にしても、これはみんな道具ですよ。道具の使い方をやっ
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ぱり勉強していくこと。だから、この国際化を進めることによって、基本的な学力で

すとか、歴史を勉強したり、そういったことをないがしろにして、これを進める。こ

んなことは絶対にあってはいけません。しかしながら、それを学ぶと同時に、今時代

が必要としているそういったものを含めて、やはり進めていくべきだというふうに私

は考えておりますけれども、町長、再度ご意見をよろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 いろいろ議員さんの教育論お伺いいたしました。さっきも言いました

けれども、世界のトップリーダーで、それこそこの地球を狭く動いている人には、ち

ょうどいい機会だというふうに私とすると本当に思ったのです。それで、時間も少し

ありましたので、ちょっと聞いたのが、今言った英語の話、世界は動いているわけで

すから、日本の今教育の中で英語の教育、英会話というような話ができるような状況

というのを今小学校の５年生からやっているそうだけれども、それを３年生に引き下

げてやっていくというような方向に国では考えているようだと。こういう今の現状を

どうお考えですかというようなこともお聞きをしました。そのときに、それはちょっ

と私では考えられないという話をお聞きをしました。というのは、今話したように、

３年生で自分がまだ発信するものもない状況の中でそういうものをやるよりも、自分

が発信できるものをこのところではつくるべきではないか。先ほど言った核、こうい

うものをしっかりやって、それでその上にそういうものが当然、世界が狭くなってい

るわけですから、英語だけではなくて、今大切な外国語というので、この間も新聞に

大きく出ましたけれども、スペイン語ですとか、フランス語ですとか、中国語ですと

か、いろんなそういうのが出ておりました。１番がスペイン語でありました。ですか

ら、そういう外国語も当然必要だと思うのですが、今必要なのは核をつくること、自

分の核をつくること、それが必要なのではないだろうか。そして、そのものができて、

そうしたらその核を外に発信をしなければ自分がないわけですから、それはしっかり

発信をするすべをつくっていく、それはまだ先でもというようなニュアンスでござい

ました。

それで、今太陽インキでやっているのは、世界で工場を５つとか、幾つか間違って

いたらごめんなさい。あって、ほかのところで製品をつくる。だけれども、開発、研

究というのはここのところでやっていますということで、嵐山カントリーの入り口に
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あるところですよね、航空研究機関。ここのところに日本だけでなくて世界から、知

識、知能を持っている者、そういう者を集めて、あそこのところで研究をしている。

そして、世界の中で今、この間もお話をしましたけれども、アイフォーン、世界中を

幾つ流れているのかわかりませんが、その９割以上、９割９分近くとかといって、も

うほとんどという話がありましたけれども、それがそこのところでつくったものが、

絶縁材として出ている。それを維持していくのには、日本だけでなくて世界中からあ

れだと。それには、発想力豊かな、しっかり自分を持った、そういう意見ができて、

そしていろんなものを見る目からまた異次元の発想が生まれるようでないと、この太

陽インキも世界のトップを走っていけなくなってしまうので、世界からそういった人

たちに来ていただいて、そして見つけて、それでそういう体制を今つくっているとい

う話の中で、核をつくった。そして、それが発信をできる人たちが必要なのではない

だろうかという話をお聞きしました。

ちょっと長くなってしまいますけれども、もう一つ、マクドナルドという会社があ

りますけれど、あそこの社長さんがよく、この間も新聞にも、本にも書きますけれど

も、日本の若い人たちに欠けているものはというので、５つぐらい挙げたのです。プ

レゼンテーション、人にいろいろ言うこと、これは語学も含まれていると思うのです。

プレゼンテーション、これがしっかり、はっきり大きな声で、ゆっくり相手にわかる

ように言う力が、日本の若者には足りないのではないだろうかと。これは私が言って

いるのではなくて、そのマクドナルドの社長さんの言ですから、そしてその次にはド

キュメンテーションと言っていますけれども、要するにプレゼンテーションをやるた

めの資料づくり、整備、情報をしっかりつくること、それが欠けているのではないか

と。そして、そういうものがしっかりできていくとコミュニケーションに進んでいく。

コミュニケーションに進んでいくから相手との話し合いができてくる。そこのところ

の前の段取りがちょっと欠けている、弱いなというようなことをおっしゃっていまし

た。

それで、それを、コミュニケーションを進めていくのには、セルフモチベーション、

自分の意識をしっかり持って、相手との話し合いがスムーズにいくような形、そして

そこのところでは、ディベート、建設的なディベート、話し合いというか、意見の交

換といいますか、そういうものができていかないといけないのではないか。それがち

ょっと弱いのではないだろうかというような話がありました。そして、それができる
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と人間的に豊かな人、そしてリーダーシップがとれる人にいくのではないかというこ

とをマクドナルドの社長さんが、事あるごとに言っているのを何回か聞いたことがあ

ります。そういうことも兼ね合わせて考えていきますと、やっぱり人をつくるときに

つくって、必要なときにやることはやって、それでそういうものが発信できるような

ものが必要なときに必要になってくるというようなふうに私は思っております。

ですので、何が足りない、何をやるべきか、何をどうだっていうのは私にはわかり

ませんが、人から聞いた話ですと、そういうことを聞くとさもありなん、そのとおり

ではないだろうか。だから、聞かれたら私はそういうことをこう話をしているという

ことでございます。

〇青柳賢治議長 佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 今もマクドナルドの社長のほうからプレゼンテーションで

すとかドキュメンテーション、あるいはそのモチベーションというようなそういった

お話まで、今お話をお伺いさせていただきました。

これも、例えば最近、日本人の科学者の方たちがノーベル賞を受賞する人数がふえ

てきたのではないかと。その一つの要因に、やはり研究自体は今まですばらしかった

のだけれども、それを発表するのは全部英語なわけです。そうすると、そこのところ

になかなか壁があって、だからアメリカのほうで、あるいは海外で活躍している方々

が、ノーベル賞を受賞する確率が高くなるというようなデータも出ているようでござ

いますので、私はこれはもう本当にそのどちらが先とかなんとかということではなく

て、核となる教育というのは当然これはもうひとつ日本人としてのいろいろな見識で

すとか、考え方、それの考え方を学んでいくというのは、絶対に必要なことであると

思います。それは、私も海外で本当にそれはつくづく経験をいたしておりますので、

ですから私が申し上げているのは、あくまでもその時代に必要な道具の使い方も含め

て勉強していくことができれば、さらに自分自身を伝えるものを正確に、またスピー

ディーに、的確に伝えることができるということにつながっていくかなというふうに

思っております。

今の子供たちが、10年、20年たつと、やはり社会に出て行く、そして世界に出て行

く。そのときに、やはり嵐山町で教育を受けてよかったなというふうに思えるような

形で施策を展開していただきたいと思います。

私も何度も言っておりますけれども、最終的には自然を愛し、歴史を重んじ、そし
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て世界に目を向けられるような人材の育成につながる施策の展開をお願い申し上げま

して、私からの一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 長 島 邦 夫 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号２番、議席番号４番、長

島邦夫議員。

初めに、質問事項１の租税教育の現状についてからです。どうぞ。

〔４番 長島邦夫議員一般質問席登壇〕

〇４番（長島邦夫議員） ４番議員の長島でございます。議長の許可をいただきました

ので、通告書に基づきまして一般質問をさせていただきたいというふうに思います。

私の今回の質問は、大項目で２問でございます。順次質問をいたしますので、明快

なるご答弁をいただきたいというふうに思います。

初めに、租税教育の現状についてお伺いをいたします。国税庁では、11月11日から

17日を税を考える週間と定め、さまざまな広報活動をしている。税は、社会を維持し

ていくための会費とよく言われ、次世代を担う児童生徒たちにその役割、大切さを正

しく理解していただくのは、大変重要なことでございます。もちろん税に関する学習

は、学習指導要領に基づきまして、税はどのように集められ、またどのように使われ

るのか、基礎的な仕組みを学ぶというふうに思っております。租税教育で下記の２点

についてお伺いをいたしたいというふうに思います。

（１）といたしまして、嵐山町の財政は町税そして国、県からの交付税等で賄われ、

運営されていると。平成21年にも質問をいたしました。中学生には町の広報または新

聞の報道等の身近なものからも、税の重要性及び将来の納税者としての意識を養うこ

とを教えているということでございました。幾らかたっておりますので、現状をお聞

きしたいというふうに思います。

２番目としまして、教育には学校、地域から学ぶ面、家庭からも学ぶ面、いろんな

学び方があります。地域には、納税推進団体、税理士会等、いろんな団体が啓発活動、

租税教室等も行っています。嵐山町の利用状況をお伺いしたいというふうに思います。

以上、よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）（２）について答弁を求めます。
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小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 長島議員のご質問に対しまして、お答えさせていただきます。

現在、小学校６年生では、税金の働きを調べる学習を行っております。市民の願い

を実現するために、税金が重要な役割を果たしていることについて、資料を活用して

必要な情報を集め、学習しています。

そういった点につきましては、以前、21年度に前教育長がお答えさせていただいて

おりますけれども、ほぼ変わっておりません。

また、中学校３年生では、政府の経済活動と租税を調べる学習を中心に行っていま

す。租税収入、酒税や消費税等に興味、関心を持ち、租税の意義や役割について理解

し、その知識を身につけられるよう指導しております。

また、納税の義務については、国や地方公共団体、消費者、生産者、納税者など、

さまざまな立場から公正に判断できることを指導しているところでございます。

また、新聞記事等を活用して、特に現在では消費税のアップに伴い、生活に結びつ

けた税の学習を進めたり、副教材として租税教育用のリーフレットを使用したりして

おります。

引き続き、質問項目１の（２）につきましてお答えさせていただきます。町内の小

中学校は、東松山地区租税教育推進協議会で実施しています租税教育と租税教室に参

加しております。これにつきましては、引き続き以前と変わりございません。

租税教育では、税に関する中学生の作文に毎年応募しております。租税教室につき

ましては、６年生が毎年２月に県税務署職員また税理士会等の指導によりまして、出

前授業を受けているところでございます。

子供たちは、自分たちが学校で勉強できるのも税金が使われている、税金は安全で

豊かな暮らしをするための社会全体の会費みたいなものと認識し、税は人生において

切っても切れない大事なことと理解できるなど、租税教育の推進、充実に寄与してい

ただいていると考えております。

今後も、小中学生に引き続き参加するよう指導してまいりたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 ご質問の途中、一般質問の途中でございますが、この際、暫時休憩い

たします。

再開時間は11時５分といたします。
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休 憩 午前１０時５５分

再 開 午前１１時０５分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

長島議員の一般質問を続行します。

長島議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、何点か再質問をさせていただきます。

文科省の中学生の社会の公民という部分ですね、そこで新学習要領に基づき指導し

ているというふうに思います。このような抜粋したものですが、読み上げますと、租

税の意義と役割については、統計資料などを有効に活用しながら租税の大まかな仕組

みやその他の特徴にも触れ、国民生活に大きな影響力を持つ財政を支える租税の意義

や財政制度、税制度のあり方について考えさせることを意味している。

また、国民の納税の義務については、国民が納税の義務を果たすことの大切さを理

解させるとともに、税の負担者としての租税の使い道などについて理解と関心を深め

させるなど、納税者としての自覚を養うことが重要であるとされております。これは、

要領、いわゆる要点ですとか方法というふうに思います。

消費税が導入をされてから、中学生であろうと買い物をすればこれは納税者になる

わけです。自分の納めたお金が社会で生かされ、自分も社会の中で生活ができる社会

の構成員であると理解したときに自覚が出てくるものだというふうに思います。

学習要領でございますから、何も問題はございませんが、あなたが納税者ですよと、

社会を構成する源であるという、そういう教えの部分が重要になってくるというふう

に思うのです。ごく一般的なものについては、それで十分結構だというふうに思いま

すが、そのようなことも捉えて指導、いわゆる教育をなされているかどうか、まず最

初にお聞きをしたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

過日、中学生の税の作文を読ませていただきました。その中にやっぱり心に残る言

葉もございまして、今議員さんのご質問に合うようなことを作文に書いていらっしゃ

る児童生徒、特に中学生が郡内でも大勢おりまして、やはり学校教育の中で実際に働
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いて、将来自分が働く立場になったときに、働いて納税することで見返しをというの

でしょうか、今お世話になっていますけれども、恩返しをしたいと。こういったお気

持ちの生徒さん、また納税は見返りを期待するのではなくて、いわゆる確かの笑顔に

なるというふうな感じ方で、やっぱり価値あるものとなっていることを、子供たちに

授業の中で先生方がテーマを見つけながら指導しているというふうに聞いておりま

す。

私は、作文がやはり大切かなといつも思っているのですが、まだまだ嵐山の２つの

中学校は、例年参加しているのですけれども、年によっては全くゼロのときもありま

して、やっぱり継続したこういった納税に対する社会人としての義務をきちんと果た

せる大人になってほしいという教育を、やはり日ごろの中で十分やっていくような形

でまた指導してまいりたいと、こんなふうに今考えているところでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 長島議員。

〇４番（長島邦夫議員） 今ご答弁をいただいたわけでございますけれども、ちょっと

２番のほうに入ってしまっている部分もあるので、１番のほうだけとにかく質問とい

う形でさせていただきます。

よく税といいますと、納めるだとか、取られるだとか、表現の仕方はいろいろあり

ますけれども、やっぱり取られるという考え方がいつも頭の中にあると、やはりこれ

は教育ですから、必ず納めるのですよと。そこからあなたも社会の一員になれるので

すよというふうな、そういうふうなことに持っていかないと、やはり12月が嵐山町も

収納月間ということで聞いておりますが、やはりそういうところの行動も事業も起こ

さなくてはならないということになってしまうわけです。やはりもとから税というの

は納めるのだと、事業をすればそこから消費税も出てくるし、事業税も出てくるし、

全てのもので税はついて回るわけです。

ですから、そういうふうな子供のときから納めて、そのお金が、だから消費税なん

かいい例だというふうに思います。そういうふうな感じをぜひ持っていただくように

教育をしていただくのが、やはり基本だというふうに思いますので、そういう点から

もぜひご指導していただければというふうに思います。

それでは、（２）の再質問に入らせていただきます。１番につきましては、要望で

ございますから、今後に意見として役立てていただければというふうに思います。
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それでは、（２）番に入らせていただきます。教育長のほうから、納税団体の現在

の動向を今説明していただきましたが、そこからちょっと私も法人会ですとかいろい

ろやってきたものですから、そういう関係の団体の方といろいろよく話をするのです

が、まず質問の中に地域、社会からの教えはいろいろあるというふうに私も思います

し、ご答弁もいただいたというふうに思います。

初めに、この埼玉県の租税教育推進協議会という団体でございますが、これは税理

士さんを中心とした団体だというふうに思っておりますが、そこでは租税教育を中心

に活動しているというふうに思います。

嵐山町では、この東松山税務署管内の税理士さんがいらっしゃいますが、毎年同じ

ところで開催するというのも難しいでしょうから、定期的にこういうふうにある町村

を回っているのだというふうに思います。

それで、私がよくわからないのは、これは自分で申請して、今年は、うちの学校は

何校かありますけれども、この学校に呼んで租税教育をやりたいとか、自分から申し

出るものなのか、それともローテーションで回ってきた限りでその限りにおいて教室

をやっているのか、その点をちょっとお聞きしたいというふうに思いますが。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えいたします。

例年は、３学期、２月から３月に向けて来年度お願いしたいというふうに学校のほ

うから申し出るのが原則でございます。しかし、近年やや減少気味なのです、学校か

らぜひお願いしたいというのは。そこで、今年度は年度内、今でも今年度中にもし希

望があれば、どうぞお申し込みくださいということで、租税推進協議会のほうから逆

にこちらにお話がございました。

そういった中で、やはり租税教育を受けることによって児童あるいは生徒は税に対

する関心を一層深めて、教育に生かせる大切な出前授業という形で実施していただい

ているわけでございますので、そういった形で現在行わせていただいております。

嵐山町では、原則としては年度内に来年お願いしたいというこう方向で、現在申し

込んでいるようでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 長島議員。
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〇４番（長島邦夫議員） こちらからお願いをするというふうなことだというふうに思

いました。そんなに税理士さんがたくさんいるわけではないですし、そうそう対応し

ていただけるわけではないというふうに思いますから、こちらからお願いする、そし

て向こうのローテーションが合ったときに実践できるということでございますから、

毎年度できるものであれば申請をして、よい外からの、先生が教えるのではなくて、

外からの教えというものも非常に重要だと思いますので、継続してお願いをしていき

たいというふうに思います。

また、先ほど、今作文というふうなお話が出ましたですが、これは埼玉県の納税貯

蓄組合連合会で多分実施している事業だというふうに思っております。これについて

も私は知り合いがいるものですから、今嵐山の状況はどうなのだいというふうにお話

を聞いたら、大分ご理解をいただいて、以前よりは生徒の応募もありますよと、そう

いうようなお話を聞いています。実際、昔はゼロに近い状態が続いていたのだという

ふうに思います。私立の中学もございますが、そこは別としまして、菅谷中学、玉ノ

岡とございますが、両方の学校で実施をしているということでよろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

ただいまのご質問の件に関しましては、平成23年度は菅谷中学校が２点だったので

す。玉ノ岡中が応募なしだったわけでございます。24年度は菅谷中５点、玉ノ岡中学

校３点、この３点の中で県知事賞をとられたということを聞いております。少ないか

らではなくて、学校で選んだのを出したのかなというふうに捉えているのですけれど

も、今年度、菅谷中学校は72点応募していました。

これは、先ほど申しました租税推進協議会の会長さん、副会長さん方もおいでにな

りまして、嵐山町で会議があったのです。私もそれに参加させていただきまして、早

速両中学校に内容がいい、悪いじゃなくて、全員に作文を書かせるような指導がやっ

ぱり大事ではないかと。大体３年生を中心に書かせているようでございます。たまた

ま公民で３年生に当たっておるものですから。しかし、３年だけということではなく

て、１年生でも２年生でもいいわけでございますので、今後やっぱり全校を挙げてそ

ういった形で、この作文に応募してくる形をとっていければいいかなということで、

長島議員さんのご質問にも答えられるかなということで、応募なしという時代が過去
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ございました。しかし、最近は、学校側の理解と、また児童生徒の税に対して関心が

大分高まってきているのかなというふうに思いまして、今回菅谷中の72点は大変私は

評価しております。

いずれにいたしましても、今後もこの作文教育を含めて税に関する作文に対しては、

積極的に応募していけるよう指導してまいりたいと思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 強制的にするものではございませんから、こういうものがあ

りますよと言ったときに、生徒のほうから、それでは書いてみようかな、提出してみ

ようかなといったときに、初めてできるというふうに思います。ですから、その税教

育の高まりがあればあるほど、自分の納めた税がどのように使われているかというと

ころに関心が出てくるわけです。最初のことに戻りますが、ぜひ指導の中で、教育の

中で、こういうものもありますよということで、できるものであれば少しずつでも募

って毎年出され、いい成果が出ればというふうに思います。

ちなみに、私立の学校では毎年いい成績をおさめてやっているということでござい

ます。別に見習う必要はもうないというふうに思いますが、同じ嵐山町ということで

ございますので、お話をしておきたいというふうに思います。

そのほかにも、私どもの参加をしている一般社団法人の埼玉県法人会連合会では、

全県的にやっているわけでございますが、ここに資料がございますが、平成25年の２

月１日には、和光市の市民文化センターにおいて税とサイエンスのコラボレーション、

また24年の８月24日には、同場所におきまして、税と夏休み、親子でアタックツアー

などというようなものも利用しております。ほかにも企画して実践しているわけでご

ざいますが、総勢約2,000名の方が参加をなさっているというふうなことでございま

す。

また、先ほど答弁の中にもございましたが、租税教育用の、昔はゲゲゲの鬼太郎の

小冊子を配らせていただいたこともございます。今では、税について考えよう、クイ

ズだ税、そのようなものを配付しております。多分そのことをおっしゃっているので

はないかなというふうに思いますが、もし足らないようであれば連合会のほうにお話

ししていただき、ぜひ利用していただければというふうに思うところでございます。

そのほかにも、私の知り合いの群馬県の、これはある町でございますけれども、法
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人会の青年部というのがございます。そこでは、その法人会青年部だけで税理士さん

を交えないで各学校にプッシュして、自分たちで紙芝居ですとか、ビデオの上映をし

て、子供たちにさらなる啓発ということでやっているというふうなことも聞きました。

いろんな取り組み方があるわけでございますけれども、今後も子供たちに更なる税

のよい教育ができますことを心からよろしくお願いをしたいというふうに思います。

それでは、２番に移らせていただきたいというふうに思います。２番は、社会教育

施設の充実についてということで質問させていただきます。Ｂ＆Ｇ体育館、プール及

び総合運動場は、嵐山町の社会体育向上に大きな役割を担っている。周辺の桜並木、

農道では成人のウオーキング、生徒児童たちの部活動、またはランニングでの体力づ

くりと、大きくスポーツのメッカになっているのでございます。今後さらにこのエリ

アを充実させるために、下記の２点についてお伺いをしたいというふうに思います。

（１）としまして、町総合的運動施設として進めるには、雨天時でも小スペースで

体力づくり、運動ができるランニングマシンなどを器具の導入は不可欠であるという

ふうに思うのですが、考えをお伺いしたいというふうに思います。

２番目としまして、グラウンドの全天候型、芝生化についてお伺いをいたしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）（２）について答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 それでは、質問項目２の（１）につきましてお答えいた

します。

現在、町の社会体育施設としましては、Ｂ＆Ｇ海洋センターの体育館と、そのほか

に各小中学校の体育館の夜間、休日開放がございます。この施設に、これらの施設に

ランニングマシンなどの器具を設置いたしますと、ほかの競技に支障となるため、残

念ながら現状では常設するスペースの確保が困難であります。

ただ、福祉施設のやすらぎにはランニングマシンなどの器具がございますので、一

般の方も利用できるということでございますので、こちらの利用をお勧めいたします。

続きまして、質問項目２の（２）につきましてお答えいたします。総合運動公園に

つきましては、野球、ソフトボール、サッカー、陸上競技、そのほかの多目的な利用

を行っております。例えば、人工芝などによる全天候型にいたしますと、陸上競技の

トラックを設けることができなくなってしまいます。また、全面芝張りにした場合、
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芝生化にした場合の維持管理の経費というものがかなり多額になるということも想定

されております。したがって、現状ではグラウンドの全天候型か芝生化を行う計画は

ございません。

一方で、総合運動公園の外周にはランニング用の舗装体を設けております。雨天時

にも利用することが可能でございますので、ジョギング、ランニング等につきまして、

これらに限っては既に全天候型化した施設の利用をいただいているというところでご

ざいます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、再質問させていただきます。

総合運動施設と観点から、それを充実させるということから再質問をさせていただ

きたいというふうに思います。

（１）番から入らせていただきますが、非常に多くなっています。ですけれども、

どうもこの冬場になると当然人も少なくなってきます。全体の目的として、やはり環

境がいいということが利用者の一番のいいところだというふうに思います。車で来て

駐車場に置いて、そこから散策を始める人も非常に多くなっています。

私の知り合いでも多摩川のほうの方でも、あそこは一応ランニングするにも安全で

あるし、ウオーキングしても気持ちがいいし、堤のところを通ると川も流れていて非

常に気分がいいのだよと、そのような目的であそこは行くのだよというふうなお話を

聞きます。ですけれども、残念なことに、体育館の中に入ることもできるわけではご

ざいませんし、またではランニングマシンでも使おうかと思っても、自宅で持ってい

る方は自宅でやるだとか、またはここに今書いてあるやすらぎで利用される方もいら

っしゃるかと思います。

ですけれども、総合的な運動施設と考えたときに、やはり体育館の利用者そして２

階の、体育館ではないですけれども、太鼓をしたり剣道の団体が活動しているので、

そうそうこのウォーカー置くようなスペースがあるわけではございません。ですから、

今の中でできれば本来はいいのだと思うのですが、将来的にはプールの改造、そのよ

うなこともあるでしょうから、ぜひそのときには一歩として前へ踏み出す方向で、そ

ういうものも必要かなというふうに思うところであります。

多くの人たちを利用させるためにも、使い勝手がいいように、雨のときですとか、
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そのようなときには、少しのスペースでできるようなそういうふうなフロアも多少な

りとも見かけることができますので、ウォーカー２台でも３台でも置いて、そこのと

こで運動ができなくて困っている方には、やすらぎのほうまで行くことができない人

もいるでしょうから、ぜひ利用できるように考えていただけないかどうか、お伺いを

したいというふうに思います。よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 Ｂ＆Ｇの体育館でございますが、一応総合的な町の運動

エリアということで、町民体育館的な位置づけとはなっておりますが、当初の設計上

町民体育館としてつくられたものではございませんので、さまざまな面で非常に窮屈

なといいますか、限定された使用しかできないというのが現状であります。小さなス

ペースで器具が置けるかどうか、それから器具を置くに当たっての床の状態ですとか、

そういった設計上の問題等もございますので、精査をして検討させていただきたいと

思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 私も最近あそこで運動していますから、体育館というか、Ｂ

Ｇの中にもよく入ります。スペースのないのはわかっています。ですけれども、何と

か工夫をすれば２～３台は置けるのではないかなというふうな考えが、そんなふうに

考えますのでね、ぜひ考えていただきたいなと。

それで、やすらぎとは違って、指導者も置く必要はないと思うのですよ。そこまで

充実した施設になれば、さっき言いましたように総合的な、さらにあそこの施設を体

育館またはプール、または運動場を総合的に考えたときに、何か別のものを考えたと

きに、それはすることでいいし、ぜひくどいようですけれども、困っている方もおり

ますので、ぜひ少し考えていただきたいなと、これは要望で結構でございますので、

考えていただければなというふうに思います。

それでは、２番目の再質問に入らせていただきます。グラウンドの使用方法は皆さ

ん皆違いますが、いろんなところのこのグラウンド、最近は全天候型というのが多く

なってきました。隣町のグラウンドも以前からもう全天候型というのではないのです

が、芝生化ですね。芝生化になっています。でも、あそこは野球かソフトかわかりま
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せんけれども、ためのネットが張ってありますので、真ん中に芝生があると不便なの

かなというふうな感じはします。ですけれども、冬場になると非常にあそこは風も強

いですし、ほこりもすごいわけです。ですから、今ここに答弁にあるとおり、周りに

ついては舗装型、全天候型のランニングスペースというふうに捉えれば捉えられるの

でしょうけれども、そういうふうにもなっているのではないかなというふうに思いま

す。

そのまたちょっと視線を変えて、農村広場というところもございますけれども、あ

そこでは最近グラウンドゴルフが多くなってまいりました。ゲートボールをやる方も

もちろんいらっしゃいますけれども、あそこなんかも芝生化にすると非常に足腰にも

やわらかいですし、私はついこの間ヌエックの草原広場ですか、あそこでグラウンド

ゴルフ大会にも出ましたけれども、やはりこの何て言うのですか、何もないただ土の

上でやるより非常に何か快適のような感じがしているわけでございます。その点、そ

のような考え方も、私が指摘したあそこ、あそこということではなくて、その辺もち

ょっと頭の中にないかどうか、スポーツ課長にちょっとお聞きしたいなというふうに

思います。よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

近隣では、吉見町が芝生化を実施しておりますが、吉見町の運動公園は400メート

ルトラックでございまして、その400メートルトラックの中が芝生化されているので

すね。そうしますと、その芝生の中にサッカーのコートですとかそういったものが設

定できるのですが、嵐山の場合ですと大きくとっても200メートルのトラックしかと

れないということで、ここで町民体育大会とかも実施いたしますので、その200メー

トルトラックの内部だけを芝生化するということはちょっと無理という、そういう施

設の立地上のそういう条件もございます。

それから、農村広場につきましては、ここも１面、ソフトボールのコートが１面と

れるわけでございまして、こちらも全部でソフトボールにいたしますと総合運動公園

は５面のコートがとれるのです。そこもそういう形で利用を行っております。

グラウンドゴルフに関しましては、ちょっと場所が移りますけれども、先ほど議員

さんおっしゃったようにヌエックの草原運動場が、ほぼグラウンドゴルフ専用の施設
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というような位置づけで今お使いをいただいておりますので、芝生のグラウンドゴル

フコートとしては、ヌエックのほうをぜひお使いいただきたいということで。

総合運動公園に関しましては、全天候型はかなりいろいろな意味で難しい面がござ

いますけれども、土地の立地上非常に水はけがよくて、朝まで雨が降っていてもぬか

るまずに、その後、晴れれば使用ができるというようなそういう恵まれた施設でござ

いますので、一長一短ありますけれども、現状の土のグラウンドを使用していただき

たい、そういう使用をしていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 意向はわかりました。そのようにすると差し支えがあるのだ

というふうなことも、この質問をする前から多少なりともわかっておりましたが、隣

町、私が見たのは玉川なのですけれども、ネットが張ってあって、多分あそこは200で

はないかというふうに思うのです。ですから、真ん中に芝生があると野球をやってい

ても転がりが変わってくるし、やりづらいかなというふうには思いますけれども。ト

ラックの中を芝生化にするのでなければ、周りをして、気持ちいいグラウンドにして

いくだとか、今言ったように草原グラウンドのところだけでもそういうふうに考えて

いただけないかということ。できれば、前向きの答弁もいただきたいのですが、そう

いう意向もあるということで、周りの環境に合ったぜひ施設に、快適な施設にさらな

る前向きな事業の展開をしていただきたいなとそのように思うところでございます。

嵐山町に唯一の総合運動場ということでございますから、全てのエリアをそのよう

なものに持っていって、考えていただければというふうに思います。

もうちょっと前向きな答弁もいただきたかったのですが、残念ですがこれにて終了

させていただきたいと思います。

ありがとうございました。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 小 林 朝 光 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号３番、議席番号５番、小

林朝光議員。

初めに、質問事項１のウィンドウズＸＰ対策についてからです。どうぞ。
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〔５番 小林朝光議員一般質問席登壇〕

〇５番（小林朝光議員） ５番議員、小林朝光。議長のお許しを得まして、通告書に従

いまして一般質問をさせていただきます。

まず、大項目１番目、ウィンドウズＸＰ対策についてでございます。昨今のパソコ

ンの普及率というのは目覚ましいものがございまして、町の職場におきましてもほと

んどもう１人に１台というような時代でございます。

そういう時代におきまして、いよいよウィンドウズＸＰにつきましては、ご承知の

とおりでございますけれども、サポートが来年の４月８日、日本時間では４月９日で

ございます。をもって終了となります。したがいまして、セキュリティーの更新プロ

グラム等もサポートしなくなるということになりまして、ウイルスに感染するリスク

が非常にふえるわけでございます。

自身のパソコンが感染いたしますと、取引先までも感染させてしまう可能性があり、

多大な迷惑をかけるわけであります。使用者の中には、ウイルス対策ソフトを組み込

んでいるから大丈夫と思っている方もおられますが、オペレーションシステム更新プ

ログラム等も対策を行わないと防御は不可能だと言われております。

ＸＰの場合は、ウィンドウズ８に比べますと約14倍のリスクがあります。７と比較

いたしましても約2.5倍のリスクがあると言われております。全て入れかえるのが最

良ではありますけれども、しかしながら、読売新聞の調査によりますれば、全国の自

治体の半数以上が費用等の関係で対策が期限までには終了しないといいます。

そこで、３点お聞きします。まず、現在全体の何割がこの町では対策済みなのでし

ょうか。また、それは何台くらいに相当しますか。

２番目といたしまして、サポート期間中には全ての対策は終わるのでしょうか。

３番目といたしまして、この対策にかかわる総体的な費用はどれぐらいかかるので

しょうか。

以上、お伺いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、質問項目１の（１）についてお答えをさせていた

だきます。町の庁舎内各施設及び小中学校教職員用で現在使用しておりますパソコン

の台数は、大きく分けて基幹系業務用パソコン35台と、情報系業務用パソコン285台
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の計320台でございます。このうち、基幹系業務用パソコン35台につきましては、10月

から本稼働となりました町村情報システム協同化に伴う機器の入れかえによりまし

て、オペレーションシステムがウィンドウズ７となっておりますので、全て対策済み

でございます。

一方、情報系業務用パソコン285台のうち庁舎内及び出先機関の33台と、各小中学

校教職員用98台の計131台がウィンドウズＸＰで今現在使用しておりますので、こち

らが対策が必要となります。

したがいまして、現時点での対策済みの台数は320台中189台であり、対策済みの割

合は全体の約６割となっております。

続きまして、（２）にお答えさせていただきます。（１）でお答えをいたしましたと

おり、今後対策が必要なパソコンが131台ございます。このうち、庁舎内及び出先機

関で使用しております33台につきましては、リース期間が残存する12台と買い取りに

よるものが21台でございます。このリース期間が残存する12台につきましては、イン

ターネットに接続しない環境で残存期間使用するか、またはオペレーションシステム

をウィンドウズ７に変更して使用するか等について検討しております。なお、買い取

りによります21台につきましては、いずれも耐用年数５年以上経過している機械でご

ざいますので、３月補正あるいは当初予算におきまして予算をいただいて、早期に入

れかえ、更新をいたします。そういった考え方でございます。

また、小中学校教職員用のパソコン98台につきましては、３月末までに全てのパソ

コンのオペレーションシステムをウィンドウズ７に変更することで対策を行っていき

たいと考えております。

小項目（３）についてお答えをさせていただきます。現時点で実施する予定の教職

員用パソコン98台のオペレーションシステムを、ウィンドウズ７に変更する設定費用

といたしまして、約190万円から200万円程度かかるのではないかというふうに考えて

おります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 小林朝光議員。

〇５番（小林朝光議員） では、ちょっと（１）から総体的にちょっと再質問をさせて

いただきますが、そうしますとリース期間が残存12台、これが残るということでござ

いますが、ネットに接続しない、使い方によってはこれも安心して使えるという解釈
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でよろしいでしょうか。そうしますと、総体的に見ますと対策はまずサポート終了ま

ではに大体できるということで一応安心だという、そういう解釈でよろしいでしょう

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 今議員さんお話をいただきましたように、リース期間が残存

するものが、これが約１年２カ月リース期間が残存いたします。これにつきまして、

総務省のほうからＸＰ対策について11月の22日付で、もし、それを使う場合について

ということで、注意事項がございました。

その中の１つが、まず１つは廃止をするというか、使わないということですね。こ

れが１番。続いてが、インターネットに接続しない環境で内部的なものとして使うと。

どうしてもやむを得ない場合はそうした形で使うということです。そういった内容に

沿って、このリース期間の残存するものは現在考えております。

しかしながら、これは予算が伴いますので、担当といたしますとこの12台も有効に

使うためには、リース期間は残存ありますが、予算化ができれば、こちらについても

更新をさせていただきたいと。ただ、これも予算が伴うものでございますので、この

後の予算審議の中で、予算といいましょうか、中で少し検討させていただければとい

うことで考えております。

それ以外については基本的には４月９日、これまでに対策を行うということで考え

ております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 小林朝光議員。

〇５番（小林朝光議員） その点では、安心いたしました。

今後は、入れかえに際しましてレンタルでということも伺っておりますが、現在リ

ースということも併用して行っているわけでございますが、レンタルにした場合はリ

ースにしているときと比べての費用的なものは変わりはないでしょうか。例えば若干

ふえるとか、そういうことはないですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 ほぼ変わらないというふうに認識いたしております。
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〇青柳賢治議長 小林朝光議員。

〇５番（小林朝光議員） では、対策は大丈夫だということで、大項目２番目に移りた

いと思います。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇５番（小林朝光議員） 大項目２番目の災害予見と避難についてでございます。災害

も自然災害、それから人為的な災害もいろいろあるわけでございまして、自然災害に

おいても例えば突発的なもの、なかなか予見、予測ができない地震なんかもあるわけ

ですけれども、今回主として予見が可能な主に風水害、この辺についてちょっとお伺

いをしてみたいと思います。

災害は忘れたころにやってくるとよく言われることです。3.11を初めとする昨今の

災害を鑑みますと、ほとんどが未曽有の事態のもとに起こっていることが伺えます。

10月の15日から16日にかけて伊豆諸島を通過した台風26号は、大島町に甚大な被害を

もたらしました。被害を最小限にとどめるには、災害予見、予知、それに伴う行動が

重要です。

当時の大島町の避難勧告基準には、土砂災害警報が発せられ、がけ崩れ、土石流に

より著しい危険が切迫しているときという行動基準は曖昧なものでもありました。東

京都が大島町に対し避難を検討するよう３回にわたり指示を出すなど、危険が切迫し

ている状況であったと思われます。その中、結局非常態勢はとったものの避難指示や

避難勧告は出ませんでした。一方、近くの神津島村においては、土砂災害警報情報は

出されませんでした。しかし、村で決めた基準に従い事前に避難勧告を発令し、事な

きを得たわけです。

この２つの事象を勘案した場合、町はどのような思いを持たれるのか、そして今後

の災害対策をどのように進めていくのかお伺いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、大項目２についてお答えさせていただきます。

ご質問にありますように台風26号による伊豆大島町の土砂災害は、多くの人命を奪

い、かつ甚大な傷跡を残しました。この大規模な土砂災害は、雨、風のピークが深夜

になり、23時から翌５時までの６時間雨量550ミリ、１時間当たり平均92ミリという

想像を絶するような豪雨により引き起こされました。このとき大島町では、台風の最
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接近を翌日の午前３時ごろとの予想を立てて、職員を一時帰宅させたことによりまし

て、東京都との連絡が十分にとれなかったことなども指摘されたところでございます。

この災害を通じまして感じましたのは、まず第１に、夜間にこのような予想を超え

る大災害が発生した場合の対応の難しさでございます。それは、夜間において避難指

示や避難勧告等を発令する基準に達しても、避難が難しい状況にある場合などでは発

令すべきかどうかの判断が非常に難しいということ。また、第２に豪雨や強風の中で

は職員のパトロール等が十分に実施できないことも考えられ、地域の状況などの把握

が困難になること。そして、第３に避難勧告等を発令した場合でも、防災無線などを

含め現在想定している伝達方法で十分な情報伝達が行えるかということでございま

す。

この点について、嵐山町では地域防災計画の中で土砂災害を含めた風水害に対する

避難勧告等の発令基準を定め、また伝達方法についても防災行政無線、エリアメール、

サイレン、警鐘によるほか、広報車、比企広域消防本部、嵐山消防団による周知及び

ラジオ、テレビ等、あらゆる手段を尽くして迅速に周知を図ることとなっており、こ

れを的確に運用することは当然でありますが、さらに今後、次のような取り組みを強

化していくことが必要であると考えております。

まず、第１に、災害が予想される場合及び災害発生時に地域の状況を的確に把握す

るためには、区長さんや各自主防災会との情報交換が重要になるものと考えておりま

す。そのための連絡手段、方法を構築したいというふうに考えております。

また、第２に、予測できないような集中豪雨等が発生した場合には、町の対応が十

分に発揮できないことも考えられます。そのような場合、町民一人一人の判断が命を

守ることにつながりますので、日ごろから災害に対し、自分の命は自分で守るという

意識を強く持っていただくことが重要でございます。

例えば、土砂災害警戒区域に居住している方には、居住場所が警戒区域内にあると

いう認識を強く持っていただき、大雨と異常な気象状況となったときには、警報が発

令されていなくても各自の判断により自主的に避難をしたり、また避難することがで

きない状況であれば、土砂災害が発生した場合でも、最も影響が少ないと思われる部

屋に避難するなどの行動をとっていただくことが重要でございます。町としては、町

民にそのような意識を持っていただけるよう、今まで以上に広報や防災訓練等を通じ

て啓発を図ってまいりたいと考えております。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。

午後の再開は午後１時30分といたします。

休 憩 午前１１時５７分

再 開 午後 １時２９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

小林朝光議員の一般質問を続行します。

それでは、質問事項２の災害予見と避難についての再質問からです。

小林朝光議員、どうぞ。

〇５番（小林朝光議員） それでは、再質問させていただきます。

今、私は大島町の例を申し上げました。人ごとではありますけれども、この人ごと

の失敗をやはり我が町のこれからの教訓として生かしていただくということが、一１

つの今回の目的でもあります。

ある投稿によるブログなのですけれども、「当日は町長、副町長はどこかへ出張中

で、出張先から何度か連絡をしたようですが、結局留守を預かる総務課長では手に負

えなかったのか。トップ不在中の権限移譲や、日ごろの危機管理訓練などに問題はな

かったのか。台風26号の接近は数日前から報道されていたのに、町長と副町長がとも

に不在になったことは、危機管理意識に欠けていたと言われてもしようがない」とい

うようなブログで、やっぱりこれは非難されております。

こういった権限移譲とかのことに関しまして、町長はどのように思われますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 さきの災害については、いろんな記事が流れております。

そして、言われている、指摘をされている点、それから我々が学ばなければいけな

い点、そして現在でもそれは難しくてできないだろうという点、いろんな勉強しなけ

ればいけない部分というのが出ていると思います。そういう中にあって、先ほど答弁

のとおりなのですね。非常に機を見て、それを捉えて対策を打つというのが非常に厳

しい、難しい今状況であるわけです。ですので、想定の範囲内ですとマニュアルがで

きているわけですからあれですけれども、想定がない、そして大変、先ほども話した
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ような時間の状況だとか、それからいろんな問題だとかいうようなものが、判断の厳

しい状況下の中で判断しなければいけないような状況ですので、答弁の中にもありま

したように、嵐山町の中にありましてもいろんな地域があるわけですので、それぞれ

のところで命を守る対策を自分でやるというような最終的なことをこれからは話を出

して、究極の問題として捉えていかないとだめなのかなと。そうでないと想定外とい

うようなことになってしまいますので、想定がされないようなことをどう想定をして

対策をとっていくか、そういう状況になるのかなというふうに思います。

ですので、いろんな判断というのは、町の中でもそうですが、今まで想定をしてい

た、あるいはつくっていた、県から指導をいただいた、国の指針はこうだというよう

なものも、根本から考え直していかなければいけないというような状況にあると思い

ます。

〇青柳賢治議長 小林朝光議員。

〇５番（小林朝光議員） まさにそのとおりだと思います。非常にこの想定というもの

は難しいこととは思います。

だから、今回のように、これは今までに経験したことがない、これは未曽有の出来

事だぞという場合には、今までの想定以上のことが起こるかもしれません。私はそう

いうことに対しての、このやっぱり予見的なものが必要ではないかと。そうした感覚

をこれから磨いていきながらのこのマニュアルづくりであるのかなと私は思うので

す。マニュアルこれからつくっていくのだと思ますけれども。

今回、嵐山町の地域防災計画という非常に分厚い冊子ができました。非常に事細か

にいろんな防災について書かれております。本当にこれからこれに沿ってのマニュア

ルづくりになのかなと思われますけれども、ぜひですね、この中をちょっと見させて

いただきますと、避難勧告等発令判断基準の明確化という項目がちょっとあるのです。

そして、これのページの最初なのですけれども、予防ということなのですね、45ペー

ジ、この２番目、避難予防計画の概要ということで、こういったことが出ているので

すけれども、この点が私は今回どうやって予見していくか、どんなふうにしていくか

ということが非常に大切かなと思っているのです。その辺を感覚を磨いていかないと

やはり災害を予見する、予防していくことは難しいのかな、そういうふうに思ってお

ります。

例えば話、風速が同じ40メーターあるにしても、あるいは車でいえば加速状態にあ
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るものと減速状態にあるものとでは違うと思うのです。そういったものを鑑みながら

の感覚を磨いていくことが必要かなと。また、そういったもので、町民一人一人がも

うもちろん危機意識を持たなければいけないことも言われました。ぜひこれからのマ

ニュアル策定においてもそういった、今までいろいろとお答えもいただきました。そ

ういったことが徹底して周知されるようなこれからの防災についての方向性を持って

いただきたいと思います。

これはお答え結構ですので、大項目２は終わります。

３番目に参ります。大項目３番目、緊急工事対応についてお伺いいたします。

我が町における各地区での工事などの要望は、区長が要望書として提出し順番を待

つわけであります。要望数も多く遅々としているのが現状であると思います。しかし、

突発的事故や放置すると危険が伴うもの、重大事故につながるおそれがあるものは即

対応が必要です。自治体によっては「すぐやる課」などの名称をつけ対応していると

ころもあります。事故が起きた場合など事態によっては町が管理責任を問われ、補償

を余儀なくされることもあります。緊急工事などの即対応についての考え方をお伺い

します。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 質問項目３についてお答えいたします。

道路の通行等に際して、施設等の破損により重大な事故につながるおそれのある緊

急的な対応につきましては、即対応することとしております。

例えば、突発的に道路に倒木または路面が陥没している等で通行に支障があり、危

険な状態である等の通報があれば、まずは現地の安全を確保するための対策としてバ

リケード等で通行を制限いたします。同時に、復旧するための対応を行います。簡単

に職員で対応できるものにつきましては職員で対応し、職員で対応できないものにつ

きましては、業者に復旧作業を依頼しておりまして、できる限り短期間で復旧作業を

完了し、町民の生活及び通行者に対して影響が少なくなるよう対応しております。

また、経年劣化等によるもので、町民または通行者等から舗装に穴があいて危険等

の通報があれば、まずは職員が現状を見に行き、そのときに簡単に修繕できるもので

あればその場で直し、職員で対応できない修繕につきましては業者にお願いして対応

しております。
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したがいまして、事故の発生が心配されるような危険な状態での放置はしないよう

に、早急に対応を行うことを心がけております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 小林朝光議員。

〇５番（小林朝光議員） それでは、少し再質問させていただきます。

この通報を受けまして、おおむね大体即対応と言っておりますが、大体最大かかっ

たものでどの程度の日にちがかかって施工されておるでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

要は、通報を受けましてすぐ見に行くようにしています。現地を見て、状況に応じ

て、危険であればすぐ直すということです。まず、先ほど言いましたように、通行す

るのに危険であれば、要するにバリケードとかを置きまして、通行を制限させていた

だいております。それで、それに伴いまして、どういうふうに復旧するかということ

をすぐ考えるわけですけども、その段階で職員ですぐ、倒木等で小さい倒木だとかそ

ういうものについては、すぐ職員で対応できますので対応すると。大きい倒木とかそ

ういうものについては、業者等にお願いしないとできない部分がございますけれども、

それについてはすぐに業者を呼んで、できる限り早く対応しています。

今回、台風とか何かで倒木等がございました。そのときは警察等から連絡がありま

した。警察のほうで道路のほう止めていただいておりました。そういう関係がござい

ますので、急いでやらないとすぐ影響しますので、即対応させていただくということ

を原則として考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 小林朝光議員。

〇５番（小林朝光議員） ぜひ鋭意努力して、短期間のうちに対応をお願いしたいと思

います。

過去には補償を余儀なくされた例もあるわけでございますから、さらなるやはりこ

れは即対応態勢をしっかり続けていってもらいたい、そう思います。

ただ、１つ私が知る限り、通報してちょっとしばらく時間がかかった例がございま

したけれども、それは見に行ったその職員が、場所をちょっと勘違いされていたとい
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うことで即対応ができなかったということでございます。そうした場合に、通報した

方のしっかり相手を確かめておきまして、やはりそこへ再度お伺いを立てて、しっか

りした把握をして、それで対応していただきたいと思います。それだけひとつ要望し

ておきます。これからもしっかり頑張っていただきたいと思います。

以上で、終わります。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 渋 谷 登美子 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日４番目の一般質問は、受付番号４番、議席番号13番、渋

谷登美子議員。

初めに、質問事項１の医療と介護の連携を目指してからです。どうぞ。

〔13番 渋谷登美子議員一般質問席登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 渋谷登美子、一般質問いたします。

医療と介護の連携を目指してという問題ですが。昨年の12月ごろです。嵐山病院が

移転するということが明らかになってきたことから、1年間、医療について具体的に

どんな問題があるか勉強しなくてはいけないと思いまして、ほとんど１年間この研修

に行ったりしていたのですけれども、医療の研修にいらっしゃる方というのは、議員

の方でもお医者さんとか看護師さん、病院経営をしていた方が多かったので、なかな

か医療の問題点をつかむまでに時間がかかりました。やっと、曖昧ですけれども、こ

のぐらいまでの情報があれば、私も医療と介護についての連携を目指してという形で

一般質問を始めてもよいかなという感じで、まずまだ本当に論点が曖昧なものですけ

れども、一般質問をさせていただきます。

医療計画は、都道府県が策定します。そして、介護保険計画、地域福祉計画は市町

村が策定します。県策定の医療計画は、入院医療を中心とした２次医療を中心とした

ものですが、市町村単位の１次医療はどうしても医療機関と福祉と介護の連携が必要

ですが、医療機関が独立採算の経営によってあるために、医療と地域福祉、介護の連

携が妨げられる傾向があります。

これからの超高齢化社会、これは高齢福祉社会白書というのを見ますと、皆さんほ

とんどの方が自宅で息を引き取りたい、みとられたいという希望が多いので、嵐山町

でも在宅医療、地域でのみとりの確立が持続可能なまちづくりに不可欠であろうと考
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えて、その方向性を伺う質問です。

まず、１として、私もこう見ていまして、現状で嵐山町の町内の医療機関、横の連

携が弱いのではないかなと思っていますので、現状の町内の医療機関と町との協議が

どのように進められているのか伺います。

その次に、町内医療機関と介護サービス事業所、町内歯科医師、薬局等の連携のた

めに橋渡しを行う方向づけ、インセンティブが必要ですけれども、そういった方向は

いかがなっているか伺います。

次に、３番目です。町内医療機関が在宅医療を担い充実するために町政策が構築さ

れる必要があると思いますが、それについての必要性について伺います。

４番目です。訪問医療と訪問看護のある小規模多機能型複合施設、在宅療養診療所

（病床があるもの）を含める第１次医療の確立を求めるということです。これはずっ

と厚労省の出しているプランニングを見ますと、こういったものも予定に入っている

ということになっていますので、その点も含めて伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、質問項目１の（１）につきましてお答えいた

します。

現在、町では町内の内科系医院と保健事業を中心とした打ち合わせ会議を年１回程

度開催しまして、町の事業への協力や保健事業の推進に向けた対策等を検討していた

だいております。

また、医療、教育、介護等の部門で専門的な助言を必要とする委員会等につきまし

ては、医師、歯科医師、薬剤師等に加わっていただいているところでございます。そ

うした中で、医療と介護の連携につきましては、地域包括支援センター運営協議会や

高齢者見守り、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会等に委員として医師の出席を

お願いいたしまして、医療従事者の立場から助言や協力をいただいております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（２）について、青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、私からは（２）につきましてお答えをさせて

いただきます。

現在町では第５期の介護保険事業計画に基づきまして、町民が住みなれた地域で安
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心して尊厳ある、その人らしい生活を継続できるよう、地域包括支援センターが中核

となり、地域住民や関係機関とのネットワークづくりなど、医療、介護、予防、住ま

い、生活支援を一体的に提供できる地域包括ケアシステムの構築に向け取り組み始め

たところでございます。

国の社会保障審議会、介護保険部会の検討内容を見ても、高齢化が進み、医療や介

護を必要とする方、特に単身高齢者、認知症高齢者が増加する中で、日常生活圏域レ

ベルで在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を整備していくことは、地域包括ケ

アシステムの構築のための大きな課題としており、今後市町村に求められる役割は大

変重要であるというふうに考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（３）について、岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 続きまして、質問項目１の（３）につきましてお答えを

いたします。

現在在宅医療を行っている町内の医療機関といたしましては、往診を行う内科医が

７カ所、それから眼科医が１カ所、歯科医が６カ所となっております。また、歯科に

つきましては、比企保健医療圏の９市町村で構成する、寝たきり者歯科事業を比企の

歯科医師会と提携をいたしまして、在宅での歯科診療や口腔指導を行っているところ

であります。

国では平成23年度と24年度におきまして、在宅医療連携拠点事業を全国105カ所で

実施をいたしまして、在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、さまざまな職種

の協働による在宅医療の支援体制を構築し、病気を持ちながらも可能な限り住みなれ

た場所で過ごせる体制づくりの取り組みを始めております。今年度こうした取り組み

の報告書がまとめられまして、その中で市町村や都道府県が中立、公平な立場から中

心的な役割を担うことが重要であり、中でも市町村には地域の現状や課題を把握して、

地域包括ケアシステムのあり方を踏まえながら対応策を示すとともに、実行すること

が求められているというふうに伺っております。

今後、具体的な方向性が示される中で、町としての取り組みを考えていきたいとい

うふうに思っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（４）について、安藤副町長。



- 81 -

〇安藤 實副町長 渋谷議員さんからは、超高齢化社会にかかわるさまざまな課題につ

いてご質問いただきました。

超高齢化社会、これは高齢者の割合が21％を超えた社会だというふうに言われてお

りますけれども、嵐山町の場合をちょっと申し上げてみますと、５年前、平成20年に

この率21.1％ということで、５年前から超高齢化社会になってきていると。現在の状

況でございますけれども、４月１日で見てみますと26.4％、４人に１人が高齢者。こ

れが10年後、平成35年には33.6％、３人に１人というふうなことで、未曽有の超高齢

社会になるというふうなことでございます。

そうしますと、こうした社会で介護を必要としている方が全て、医療や介護を受け

るために老人福祉施設や医療機関に入所することが困難であろうというふうに推測を

されておりまして、これからはこういう問題にどう対応していったらいいのか、まさ

に渋谷議員さんがご質問されているこれが、中核的な課題であろうというふうに思っ

ております。

そこでこの４番目の訪問医療、訪問看護のある小規模多機能型複合施設、在宅療養

の、これは支援診療所と言うそうでございますけれども、こういった医療の確立を求

めるというふうなことでございます。

在宅療養支援病院それから診療所があるわけでございますけれども、町内にはそれ

ぞれ１カ所ずつございますが、ご質問いただきました多機能の複合型施設につきまし

ては、現在町内にはございません。しかし、要介護状態となっても住みなれた地域で

生活を続けるためには、在宅医療と介護の連携が大変重要な課題だというふうに認識

しております。

したがいまして、新年度に予定しております次期の介護保険事業計画策定作業の中

で、関係各課の横断的な取り組みによりまして、この問題についてしっかり検討して

まいりたいとこのように考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 医療計画は埼玉県がつくるわけで、嵐山町で直接かかわれ

ないわけですけれども、介護保険計画に関して今度は27年度になるのですか、それに

関して言うと、ここに在宅医療を担う医療機関の連携機能強化ということが必要なわ

けで、そうすると今までの年１回の内科医の協議会ですか、町からの連絡会という形
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ではなく、具体的に嵐山町でこのような施設をつくりたいのだけどというふうな方針

を立てて、そして医療の連携をしていただく中で、例えばこれは常勤医師３名以上、

そして過去１年間の緊急の往診実績５件以上、過去の１年間のみとり実績２件以上が

あって、そしてその複数の医療機関が連携しているならば、この在宅医療を担う医療

機関の連携機関として報酬が新たに定められ、施設もつくれるのではないかと思うの

です。

この施設については、私は今、新たな施設をつくるということではなく、宮崎県の

ほうですと「かあさんの家」というのがあって１カ所に５人から６人の方が住んで、

そこで介護をしながら、介護施設になって、その中にお医者さんが入ってくるという

形が１つあるのですけども、一度行ってみたいとは思っているのですけれども、それ

が今広がっているのです。それで、普通のお宅なのです。普通の家を借りて、そこに

皆さんがもう介護状況になって、おうちではみられないけれども、だけれども病院に

も行きたくない。だから、３人以上ではなくそこは2.5人以上というふうな形のつき

合い方をして、みとりのときには家族の方も入ってこれるという施設らしいのです。

そういったものも含めたことを考えますと、嵐山町でも新たな施設をつくるという

ふうなドクターがいらしてもいいと思うのですけれども、そうではない形としては可

能ではないかと思うのですけれども、そこら辺については、これは担当課がやってい

くという形ではなくて、実際にもう本当に町長のほうで方向性を出して、そしてそれ

に向かってやっていく形にしていかないと、27年度の介護保険のところに間に合わな

いのではないかなというふうに思うのです。やり始めていかないと、嵐山町の場合は

今26％ということでした。ですから、27年度になりますと28％、29％にはなってくる

のではないかなと思うのです。大体１カ月に0.1％ずつ高齢化率が上がってきている

のではないかな、そんな感じで見ています。

そうすると、今の状況の中で、町はみとりを嵐山町の地域の中で行っていこうとす

るかどうかという形で、ではどうするかという形を町長のほうに伺いたいのです。地

域で行っていく以上みとり施設は、地域でみとりをするということが必要だと思われ

たら、何らかの形で政策として対応していかなくてはいけないと思います。

これは、１から４をひっくるめての形になりますが、お願いしたいと思います。そ

の中で、町内歯科や介護サービス事業所、薬局等の連携が必要になってきて、例えば

がんであったり血管、いろいろな障害を持っている方たちもそういったみとりの施設
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に入ってくれる。そういったふうな必要性があると思うのですが、その点について伺

いたいと思います。

〇青柳賢治議長 渋谷議員に申し上げます。

（１）から（４）を通してという質問でよろしいのですか。

〇13番（渋谷登美子議員） はい、そうです。それでいいです。

〇青柳賢治議長 安藤副町長、答弁を求めます。

〇安藤 實副町長 渋谷議員さんもよくご存じですけれども、今介護保険制度改革とい

う形で、この超高齢化社会に向けて議論が進んでおります。この中でどういった形の

ものがこの社会、そういった社会に必要なのかということが言われているのが、先ほ

ど答弁申し上げました医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく一

体的に提供されるそのシステムをつくっていくことだというふうに言われておるわけ

でございます。

そういったことで考えてみますと、具体的には24時間対応の定期巡回・随時対応型

介護看護サービス、これをどう進めたらいいか。それから、議員さんのご質問にござ

いましたように小規模多機能型のサービスの普及をどう図っていくか。これが今後の

進めていく上での課題でありますし、来年作業を行います、27年度から始まる新しい

介護保険計画の中で、しっかりこれを位置づけていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 24時間の訪問介護はまだ嵐山では行われてませんよね。今

往診とおっしゃいましたけれども、訪問診療というのは月に２回必ず行くというふう

な形で点数がつくものです。往診と訪問診療とは違っています。そういったものもあ

って、地域でみとる、それで地域でみとるということを前提にした介護保険計画をつ

くっていくか、それとも地域ではなくていろいろな病院とか、それから病院で診ても

らったりとか、今はまだ施設でみとられる方も少なくて、ほとんどがまだ病院でみと

るという形が多いわけなのですけれども、そういったものを地域でみとるという形に、

何％ぐらい地域でみとるということができるかわからないのですけれども、例えば平

成27年度から29年度の介護保険の中では、地域でみとる方が10％ぐらいにしていくと

か、半分は地域でみとるとかいう形のものを、半分はというのは、もっとずっと2025年
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ぐらいの最後の計画になると思うのですけれども、そういった具体的な計画をつくり

ながら、地域でみとるということをつくっていかなければ、考えていかなければ、私

はみとりというものが難しくなっていく。特にひとり暮らしの方が多いわけで、65歳

以上のひとり暮らしの方の73％が女性だというふうに聞いています。そうすると、や

はり地域でみとるという形に、いかに介護等の連携が必要なわけなのですけれども、

地域でみとるということを嵐山町の中で一定の目標として定めていかざるを得ないの

ではないかと思うのですけれども、そのために１年間かかったわけですけれども、私

も質問するまでに非常に時間がかかったと思っています。

その中で、これを言っていただければいいと思うのですけれども、地域でみとる、

今の状況で、今の先ほどの副町長のご答弁ですと、国からの指針が出てきてから、そ

れを見ながら、合わせながらという形です。確かにもう、国でもそういうふうな指針

が出ていますから、一定のプランニングは出ていますから。だから、もうここで嵐山

町が地域でみとる形をつくっていく。そのためにはどういしたらいいかということを

して、訪問看護や介護ステーション、それから看護ステーション、そしてドクター、

歯科医師いろいろな内科の方も、整形外科の方もいらっしゃいますし、それから嵐山

町以外の町外の方でも、お医者さん、ドクターが、耳鼻科等いらっしゃいますよね、

そういった方たちとどのように連携をとっていくかということをつくって、そして介

護保険計画をこの27年度からつくっていかなくてはいけないと思うのですけれども、

具体的に地域でみとるということをある程度町のほうで出していかないと、国に従っ

てという形ではなくて、町長にそれを方針として出していただきたいと思うのですが

いかがでしょう。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 この埼玉県の地域保健医療計画、29年度までの計画期間があるもの

ですけれども、今議員さんおっしゃられる在宅医療でのみとり、これの率を高めてい

くというふうな計画、指標が示されておりまして、自宅あるいは老人ホームでのみと

りを14.7％から、29年度には18.7％まで上げていこうという、まだそういう段階でご

ざいまして、これを例えば嵐山病院で終末ケアといいましょうか、みとりを実施をし

ていただいている人数が、年間で160人から180人というふうに伺っています。その中

で嵐山町、町民の割合が28％というふうにも伺っておるわけでございますけれども、
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今現在ではこの武蔵嵐山病院に大変多くの方が、終末ケアでお世話になっているとい

うふうなことでございます。

これを在宅でみとりをするというふうなことを、県の段階では今申し上げたような

数字でございまして、今後の介護保険計画の中で嵐山町として在宅でのみとりをどこ

まで位置づけていけるか、その辺については十分議論をし、計画の中でも適正な位置

づけをしていきたいというふうに考えています。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 戻るようになるかもしれません。嵐山病院を中心にという

形でなく、地域でみとるということは、自宅でみとるということですね、本来。それ

が自宅でみとれないから嵐山病院にお願いしていたという形の方もいらっしゃると思

いますし、もともと嵐山病院に入院されていて、そして亡くなっていらっしゃる方も

いると思うのですけれども、今現在必要とされているのは、ぎりぎりまで自宅で生活

し、ひとり暮らしの人も生活ができ、そしてどうしても自宅で亡くなることができな

い場合に、そこの別の場所で亡くなるというか、最終的な介護が、みとりの部分が必

要なところだけでも見ていただくような形の施設が必要ではないかなというふうな形

で、今私自身は提案しているのです。

そうした場合に、どうしても今の状況ですと、嵐山町ではお医者さん同士の連携が

ありません。そのお医者さん同士の連携がなければ、先ほど言いました在宅医療を担

う医療機関の機能強化というのがあるのですけれども、そこの中に入っていけないの

です。ですから、例えばそれですと、常勤医師３名以上、過去１年間の緊急の往診実

績５件以上というふうな形のもので初めてできてきて、それは各医療機関が連携して

もいいという形になっています。

そのためには、どうしても町のドクターが年に１回の話し合いというか、町からの

連絡事項という形ではなく、嵐山町がどのような形で地域でのみとりを行っていくか

ということを実際に相談していく、これが具体的なインセンティブですよね。町内の

お医者さん、それから歯医者さん、嵐山にいれば眼科がありますけれども、整形外科

もある。そういった形の中で皆さんで話し合って、そして介護も、介護支援センター

も含めてそういったことを話し合っていく機会をつくっていくことで、初めてこれが

できると思うのです。

そうでなければ、今までと同じように病院にお願いしていく。そういう形になって
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きて、私が本当に難しいなと思いましたのは、医療について専門性のある人が行政の

中に非常に少なく、保健師さんは専門性があると言えるのだけれども、具体的に今の

日本の医療では、保健師さんとドクターとでしたら、ドクターのほうが地位が高い形

になってきていますので、そうではない形で一緒になって横の連携でつながっていく

ような会議が必要だと思うのです。そのときには、嵐山町で、まず地域でみとりをす

るというふうな形の一定の目標を立てて、それを皆さんにお願いしていく形が必要だ

と思うのですが、その点について町長にご答弁をお願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

今議員さんおっしゃることというのは「みとり」、この話というのはもう古い話な

のですね。昔からそういうようなことというのは言われてきているわけです。しかし、

実際には病院で亡くなる方が８割から９割いってしまうわけです。

それで、こういう体制がとりたいのだけどもとれないということで、医療にしても

介護にしても、地域でできるだけ守る、できることはやってくださいよという方向を

国とするとつくってきているわけです。しかし、それがなかなか地域では受け入れが

できない。いろんな事情があります。お医者さんの問題もあるし、施設の問題もある

し、いろんな問題があるでしょう。そして何よりあれなのは、負担と給付この問題な

のです。最後は金のところに行き着いてしまう。そこのところで、つじつまが合わな

いからやはりできない。現状に倣っていくきりないというのが状況だと思うのです。

ですから、おっしゃるような状況に、「自宅でみとられて天寿を全うしたい」これ

は昔から言われていることであって、そういうふうにしていきたいというのは、医療

の現場も介護の現場もそういう方向で思っているわけですけれども、できない状況で

す。嵐山町でも残念ながら今の状況では、議員さんおっしゃるような状況に、すぐ先

生方をお願いして集まっていただいて取り組みを始めますと言ったときに、どういう

反応が出るか、もう何かはっきり見えてくるようで、すぐすぐ取り組みはできない状

況だと思うのです。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そのために私も医療に何が問題があるか、人、物、情報、

お金、この４つがどういうふうに流れていくかという形で、いろんなところに行って
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ちょこちょこ、ちょこちょこ学習をし、そしてやってきたわけです。やっぱりやって

いかなくてはいけないのは、横の連携を最初につくること。それをやっていかなくて

はいけない。できないできないと言っていてはだめ。そして、横の連携をつくるため

には、具体的に、では町長が地域でみとるためにどのような方向をとったらいいでし

ょうかというふうに、ドクターたちに投げかける。今は町からの介護保険に対しての、

あるいは健康に関しての連絡事項をするだけですよね。そうではなくて、ではどうし

たらできるでしょうかというふうな相談かけをしていって、そしてこのようなことな

ら自分たちでもできるというふうな形で、お話し合いができるような形に持っていく

のが行政の立場だと思うのです。

私はこのままでいくと、このままでといいますか、ドクターたちをある程度の専門

病院化していって大きな、中間病院というのですか、それが一番今利益が上がるそう

です。ですけれども、そうではない形で、今ある嵐山町の診療所体制の中で、そして

ドクターたちが生き残りながら、そして嵐山町の住民の方をみとっていく施設でも何

でも、そういう体制をつくるための働きかけがないと、次の一歩が踏み出せないと思

うのです。その点をどのようにしてやっていくのか。

それは、次の来年度から始まる介護保険福祉計画の中で、皆さんでプランニングし

て、27年度はそれはできなくて、28年度からまた次の３年間でそれを計画していくと

いうふうになりますと、嵐山町の場合は日本の高齢化率よりも高いわけです。それだ

と私は間に合わないのではないか、間に合わないと言うよりか、非常に難しい状況に

なってくるのではないか。そして、ひとり暮らしの方が、どんなに頑張って町が見守

り事業をしたとしても、孤独死というのはやはり進んでいくのかなというふうに思う

のです。

そうではない形にするために、町長の政策ですよね、これは。政策として各ドクタ

ーたちにぜひ地域でみとる形、どんな形でやっていったらいいか、ご意見をいただけ

ませんかという形で話し合っていく、そういった協議会っていうのですか、今の連絡

会ではない、そういったものを立ち上げていただきたいと思うのですが、いかがでし

ょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お説のとおりだと思うのです。
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ですので、投げかけはできますから、どういう反応が出るかわかりませんが、投げ

かけはお医者さん方にできますから、そういうご相談はこれからかけていくことはで

きると思うのです。

しかし、今話をしましたように、大きな国の中で、根幹がこういう形でいきましょ

うと、こういうふうにいくのですとできているわけです。その中で、この大きな中の

血管が詰まってしまってそれでうまくいかない。ですから、この一番狭い、小さいと

この先っぽのところがしっかり自分の考えを持って、その方向でやるべきだというこ

とだと思うのです。しかし、それは無理なのです。この根幹をやっぱりしっかり国で

考えてもらって、それに合わせて町でも動いていくということでないと、なかなか。

今４つ言いました、人だとか技術だとか医者だとか金だとかいう、そういうものが全

てそろっていないとと、そういうことなのです。

ですから、町の中で、こうあるべきだ、こうだとか、こういうふうにしたいと言っ

てもなかなか、実際では先生方にお集まりをいただいて、いつお集まりいただいてや

ってもらうのか。年に１度程度という先ほど話がありましたけれども、相談会をお願

いをしてやっていただいています。しかし、それも仕事が終わって７時過ぎというよ

うな状況で、やっと先生方がそろって始められるというぐらいに、忙しい先生方に集

まっていただくわけです。ですから、なかなか時間をとってゆっくり相談をというの

も厳しいのではないかと思うのですが、おっしゃることというのは全く理にかなって

いて、そのとおりだと思うのです。

家庭で、家族の中でみとられて、その方向でいけるように、医療も介護もつなげて

いくべきだ。全くそのとおりだと思うので、先生方にそういう方向の考え方というも

のを町からの相談という形で投げかけることはできると思いますので、考えていきた

いというように思っています。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） たびたび言いますけれども、国もその方向に向かっていま

すよね。国の方向というのは、そういった方向になっています。ただ、医療保険制度

の問題があって今一本化されてませんから、さまざまな問題があります。

医療というのは専門性があります。でも一方で、介護というのは、とても人に対し

ての心の非常にデリケートな問題もあります。そこのところを連携させるために、介

護の人と医療の人とが一緒に話し合いができる場、これは私聞いていましたら、きょ
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うは持ってきていませんけれども、介護関係の方とお医者さんたちとが飲食をする場

などで、そこがうまくいったら、それでその後はインターネットでの連絡ですごく簡

単に進むというふうな話はいろいろな場所で聞いています。

国ができていないから町ができないということではなくて、まずやってみましょう

よと。そして、そこの中で出てきた問題は、そうするとまた、それを返していくとい

う形でやっていっていただきたいので、むしろできないという形で、相談はしてみま

すけれどもという形ではなく、嵐山町でも何としても地域の中でみとりを進める方向

をつくっていきたいのでお願いしますというふうな形でいくと、私が知っているお医

者さんたちというのは、横につながろうと思ったらつながれるのではないかなと思う

のです。そこをつなげようとしている努力が町の中にないのではないかなというふう

に、むしろ見えるのですが、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 重ねて答弁しますけれども、先ほど来答弁しているような状況でござ

います。

ですから、考え方というか方向というのは、まさにその方向に行かなければいけな

いし、国も介護なんかにしても、できるだけ地域にできることは施設ではなくて家庭

で、地域でというようなことに方向が変わってきて、その方向で来ているわけですけ

れども、かといってそれが全部では医療と介護と全部つながっていくかといったら、

なかなかつながらないという状況なのです、現状は。

ですから、そこのところを、そんな国のことを言っていないで先にやりなさいよと

いう気持ちはわかりますけれども、なかなかそこが難しい。しかし、ご提言ですので、

先生方に問題を投げかけて、お伺いを立ててみることはできますので、機会を捉えて、

そういう方向をとってみたいということでございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） この問題はこれで終わりにしますけれども、ドクターたち

は多分、この町長からの話しかけを待っていると思います。そういう状況にあります。

ほかの市町村で進んでいるところは、そういうふうになっています。

次に、行きます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。
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〇13番（渋谷登美子議員） 介護予防のあり方です。これも１年間かけて、大体こんな

問題が出てきているのかなということがわかりましたので、これから医療と介護予防

については細かく質疑していきます。

まず、１番目です。近未来の町の高齢者に対しての健康政策としての認知症予防策

を聞くっていうことです。

２番目として、高齢者が自分の健康状態や能力と照らし合わせた働き方やボランテ

ィア活動のマッチングシステムの確立が課題です。高齢者の所得状況の把握、就労支

援の状況について伺います。

３番目として、「地域の支え合い」は、嵐山町おたすけサービス制度によって担う

施策があります。おたすけサービスによる地域の支え合いの浸透についての現状把握

について伺います。

４番目として、おたすけサービスのほかに介護保険第１号被保険者が地域の支え合

いのサービス提供を行う場合、ポイント制度を活用し、介護保険料等公共料金への活

用ができるシステムの構築を提案します。

地区でミニサービス提供施設を設置し、支援を必要とする人に対し、第１号被保険

者で疑似ファミリーをつくり、疑似ファミリーでサポートを行う。例えば、ごみ出し

100点、ちょっと100点だと高過ぎるのですけれども、買い物同行100点、惣菜分け100点

などのポイントを決めて、ポイントを疑似ファミリーの介護保険料や公共施設の利用

料に反映させるなど。

近未来の地域の支え合いは、団塊世代以降のタブレット型のＩＴＣの活用、顔の見

える近隣関係での支援づくりにより、適度な距離の支援を意識したプランニング地域

の福祉計画が必要であります。施策としての方向を伺います。

５番目として、人口年齢別構成より、60代までは男性のほうが多いわけですけれど

も、60代以降は女性が多くなります。65歳以上のひとり暮らしは73％が女性。年収が

130万円以下の人は、男性が17.4％、女性が23.7％。同居世帯で収入のない男性は

1.2％、女性は12.5％。厚生年金額の2008年の数字では、男性は10万778円、女性５万

446円と女性は貧しい状況になっています。これはもともとの賃金構造がこうなって

いますから、年金などにもこのような形で反映されてきているということと、またＭ

字型就労があるためにこのような形になっています。

今後熟年の女性のための就労支援や働く場の確保の考え方を伺います。超高齢化社
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会は女性問題であるとも言われています。その点についてどのように解決していくか、

伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）から（３）について、青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 ではまず、質問項目２の（１）につきましてお答えをさ

せていただきます。

現在高齢者の介護予防事業といたしまして、生活機能の維持、向上を目的とした一

次予防事業と、要介護状態となるおそれの高い方を対象に生活機能の維持、改善を目

的とした二次予防事業を実施し、運動機能、口腔機能の向上、閉じこもり防止、認知

症予防等、一定の効果を上げております。

高齢化が進む中、高齢者が住みなれた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を

継続するためには、自助、共助、公助の組み合わせにより、地域で包括的に支えるこ

とが求められております。ニーズに応じた介護予防事業の充実と地域での支え合い活

動の推進、関係機関とのネットワークの構築により、高齢者の健康の維持増進、認知

症予防を図ってまいります。

次に、（２）につきましてお答えをさせていただきます。高齢者の所得状況につい

て、介護保険の所得段階を参考に申し上げますと、第１号被保険者のうち市町村民税

課税者が４割、残りの６割が非課税者となります。なお、非課税基準は合計所得金額

が28万円以下であり、年金収入のみですと年額148万円以下となります。このうち、

３割強の方が課税年金収入と合計所得金額の合計が年額80万円以下でございます。た

だし、この金額には、遺族年金や障害年金といった非課税所得は含んでおりません。

就労支援につきましては、シルバー人材センターの支援を通じて、高齢者の多様な

ニーズに対応した就業機会の提供に努めております。過去５年間の契約状況を見ます

と、景気がなかなか上向かない状況下にあっても順調に推移しており、就労意欲のあ

る高齢者の需要に応えることができているものと思われます。

次に、（３）につきましてお答えをさせていただきます。高齢者の日常生活の安心

確保、元気な高齢者の介護予防、そして地域の商業振興を目的として平成24年10月に

社会福祉協議会を実施主体として開始した嵐山おたすけサービスは、公助と自助の間

を埋める共助を育て、地域を元気にする「地域支え合い」の仕組みです。

本年10月の実施状況は、ボランティア登録者数が38人、利用者登録者数が71人、利
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用時間が91時間となっておりまして、事業開始初年度の３月の１カ月の実績と比較を

いたしますと、ボランティア登録者数が３人、利用者登録者数が26人、利用時間が68時

間とそれぞれ増加をしており、徐々に本事業が町民の間に浸透してきていると思われ

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（４）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 （４）番についてお答えをさせていただきます。

同様のこの質問というのは、23年の第２回の議会でもいただきました。その後です

けれども、昨年の10月からおたすけサービスというのを開始をいたしました。そして、

議員提案のここにあります疑似ファミリー、このごく狭い範囲での支え合い、そして

ポイント制度を導入するということですから、全く同じではありませんけれども、ま

さに始めましたおたすけサービスというのは地域の支え合いの仕組みでありまして、

在宅高齢者の生活を支援、そして元気な高齢者の介護予防、そしてもう一つ地域での

商業振興、こういうものも含めて始めさせていただいて、これ１年たってまいりまし

た。ですので、もう少しこの状況を見ていきたいというふうに考えています。

そして、町では、きょうは区長さんいらっしゃっておりますが、区長さん、民生委

員さん、防災会、これらの連携によって、地域の要援護者これを把握をし、非常時、

日常の支援を行うべく支え合いマップ、これを作成しているとこでございます。そし

て、この事業をはじめとして、地域における支え合いを推進をすることによって、議

員さんご提案のような顔の見える近隣関係での支援、こういったものが実現できるよ

うな地域コミュニティーの構築が最終的には目標でありまして、その方向に進んでい

ければというふうに思っております。

また、ＩＴ機器というようなことがありますが、団塊の世代と書いてありますが、

そういう人たちが地域にふえてきたときには、今までとはまた違った考え方が出てく

るかもしれないし、対応が違った社会になっているかもしれませんが、現状ではそう

いうことでなくて、始めましたこのおたすけサービス、これを見ていきたいというふ

うに思っています。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（５）について、青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは（５）につきましてお答えをさせていただきま

す。
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国においては、少子高齢化の進行、将来の労働力人口の低下等を踏まえまして、高

齢者が活躍できる生涯現役社会の実現に向けて、シルバー人材センターにおける就業

機会の拡大や、幅広い年齢層のボランティア活動の推進等によりまして高齢者向けの

地域の就業、社会参加の支援を充実することとしています。

先ほどの小項目（２）でも申し上げましたが、本町における高年齢者への就業機会

の提供は、主にシルバー人材センターが担っておりますが、本年３月末現在、センタ

ーの会員274名中女性会員は71名でございます。全体の25.9％を占めている状況でご

ざいます。また、女性会員の平均年齢は70.8歳ということでございまして、最高年齢

84歳の方も会員としていらっしゃいます。

今後、定年の廃止、あるいは引き上げ、継続雇用制度といった制度の浸透によりま

して、男女高年齢者の企業就労者数が増加するとともに、シルバー人材センターの機

能強化によりまして、就業機会のより一層の拡大を図ってまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員の一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたしま

す。

再開時間は、２時40分とします。

休 憩 午後 ２時２９分

再 開 午後 ２時４１分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

渋谷議員の一般質問を続行します。

それでは、質問事項２の（１）の再質問からです。

渋谷議員、どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 介護予防に関してはさまざまなものがあるという形でお話

をしていただきました。この介護予防ですけれども、介護予防で具体的に今のもので

すと、視力の問題それから聴覚の問題、運動機能の問題というものは、どの程度そこ

のところで把握されて、それについてなさっているのか伺いたいと思います。

嵐山町の健診は、聴覚、視力、そして運動能力についてはなくて、内臓関係が多い

と思うので、それに対しての健康予防という形だと思うのですが、それ以外のものに

ついてはどのような形で行われているか伺います。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

介護予防につきましては、実はご案内のとおり、毎年チェックリストというものを

65歳以上の要介護を受けていない方に対して送付をして、そのアンケートの内容を見

て対象者を把握をしているところでございます。その把握をする項目といたしまして

は、生活機能、運動、栄養、口腔、閉じこもり、認知、欝、こういった項目を勘案を

いたしましてやっているところでございまして、今お話の中で、例えば視力であった

り、聴覚であったり、こういったことについては、この段階では把握をしておりませ

ん。ただ、実際教室に参加をしていただければ、当然その方の状況等把握をできます

ので、治療等が必要と思われる方であれば、医師へつなげるということも行っており

ます。

また、聴覚につきましては、昨年簡易聴覚チェッカーというものなのですけれども、

簡単な機械で、聞こえを確認できるというものを購入いたしました。そういったもの

を教室の中で使用して、その方の状況を把握をして、必要な方には医療につなげてい

くというようなことも行っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 認知症予防の中での聴力というのはかなり重要なもの、そ

して脚力、歩くということがかなり重要なものであるということで、聴力に関しまし

ては、今資料をどこかに置いてしまったのですけれども、70歳以上になると40％以上

の方が聞こえが悪くなるそうで、もうちょっと率が多かったかもしれないのですけれ

ども。鳩山町ですと、聴力に関しましては、ドクターの証明があれば補聴器を購入す

るのに２万円までの補助が出るという形になっていて、割と積極的に聴力に関しては

進めていくべきであるというふうになっています。これは、町内在住で65歳以上の方

で、障害者自立支援法による補聴器の支給対象にならない方に関しては補助をすると

いう形で、認知症の予防を図っている。

認知症の予防というのは、聴力がなくなっていきますと、ほかの人との関係が悪く

なってきて、認知症になりやすいといいますか、そういうふうな形になってきますの

で、その点についてひとつお考えをいただきたいと思います。
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それと、視力に関しては、老眼という形で仕方がないのだろうなと思うのですけれ

ども……

〇青柳賢治議長 渋谷議員、一問一答でお願いいたします。

〇13番（渋谷登美子議員） 今、一問一答でこれで……

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

今、鳩山町さんの補助のお話をされたかと思いまして、そういった考えはあるかと

いうことだと思います。

恐らくその事業については、鳩山町独自の事業ということで行っておるかと思いま

す。こちらとしては把握をしてございませんでしたので、今後その助成制度を行って

いることによってどれだけの効果があるのか、こういったこともちょっとお聞きをし

ながら、今後検討してまいりたいというふうに思います。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 運動能力ですけれども、運動能力に関しては二次予防とい

う形でやっているということですが、それ以外のもので、介護支援という形ではなく、

もっと皆さんが一般的にやられるような運動予防というのは、どのような形で行われ

ているかわかりますでしょうか。

ごく普通に皆さんがウオーキングをやっていますよね、そういった形のものをもっ

と積極的に推奨していくというふうな考え方、そういうのはあるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えさせていただきます。

今、運動機能のご質問だと思います。誰しも高齢になってきますと足腰が衰えてく

ると、足腰が衰えてくると外出をだんだんしなくなる。そうすると要介護状態になっ

てくるということがあります。町としましては、まず閉じこもりを防止しましょう。

ということは、積極的に外出をしましょうということを事業として取り組んでいます。

その一つの例としまして、今年度からコバトンお達者倶楽部という事業を始めてい

ます。これは、まだ余り事業が浸透しておりませんので、ご存じない方も多いのです
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けれども、閉じこもりを予防するために町内のお店に通っていただき、何回来たら特

典がもらえるというような事業を行っております。これは、埼玉県全体で取り組もう

ということで今年度始まった事業ですので、まだ始まったばかりで、町内でも４店舗

しか登録をしておりませんが、今後何とかふやしていきたいというふうに思っており

ます。そういった買い物がてら、あるいはお散歩がてらに、どんどん家から出て活動

してくださいというような事業を行っております。

それと、めざせ100歳元気！元気！事業だとか、あるいは嵐山カントリークラブ内

を歩こう、こういった事業を行うことによって、やはり運動習慣を身につけていただ

く、これは大変大切なことかというふうに思っておりますので、今後もさまざまな機

会を活用して、閉じこもり防止、運動しましょうということを推奨していきたいとい

うふうに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、次に行きます。

２番目ですけれども、シルバー人材センター就労についてお任せするという形でし

た。でも、実際には女性が25.9％しか登録されていなくて、平均年齢が70.8歳で、84歳

までの方が現在いらっしゃるということです。女性のボランティア活動と就労という

のが、今後のことに関しては重要なのですが、例えば嵐山町で仕事をつくっていく、

シルバーではない形のものをつくっていくということはできないでしょうか。

これは、シルバーですと草取りとか、それから窓口、そういった形のものが多いと

思うのですけれども、柏市ですと高齢者の生きがい就労という形で、休耕地を利用し

た都市型農業を皆さんがやっていく、それで実際に出荷している。その中でミニ野菜

工場をつくるとか、そういった形で農作業をしています。それとあと、コミュニティ

ー食堂、それから学童保育の授業、保育子育て支援事業、情報サービス事業といった

形のものもあるわけなのですけれども、こういった形で嵐山町のほうで就労をつくっ

ていくということはできないでしょうか。

それは、今現在の女性にとっては非常に重要な問題で、所得が少ないわけですから、

これは女性も男性もそうですけれども、男性のほうはまだ仕事としてはあるわけです。

ですけれども、女性の仕事が非常にないことが超高齢化社会にとっては問題であって、

超高齢化社会では元気なおばあさんが働く、そういう体制ができているということが
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とても大切だと思うのです。

この前、長寿生きがい医療センターというところに行ってみたのですけれども、窓

口にいらっしゃる方がみんな超高齢の女性でした、びっくりしました。そういうふう

な形で実際なっているので、そういった形のことを進めていかないと、嵐山町でも高

齢者問題は女性問題であるようにいつも言われています。それは、女性が所得が低い

し、年金も実際に少ない。そして、65歳以上のひとり暮らしの人の73％が女性である

こと、非常に難しい状況になっています。

ひとり暮らしの高齢者の動向は、今後もますます女性がふえていきます。しかも、

女性のほうがどういうわけだか８歳ぐらい長生きするのです。それで、健康寿命とそ

れから平均寿命の間に10年間の差があるところが高齢化社会の問題だというふうに言

われています。女性の健康寿命を長くするためにどういうふうな施策をとっていくか、

これが高齢化社会の一つの解決のポイントになっていくと思いますが、その点につい

て伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 渋谷議員、（５）のところにも触れているようですけれども、どのよ

うにこれは質問、（５）ということでよろしいですか。

〇13番（渋谷登美子議員） ちょっと待ってください。

〇青柳賢治議長 次とおっしゃったので、（２）というふうな形で。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは（５）にして、後にしましょうか。

〇青柳賢治議長 では（５）のことについて……

〇13番（渋谷登美子議員） ちょっとごめんなさい、失礼します。

〔「順番にやるというのだから、さかのぼって

はできない」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 では、あわせてやっていただくことでよろしいですか。

そうしないと、次に行っているわけだから、さっきの説明では。今もう（５）をお

っしゃっているわけだから。

〇13番（渋谷登美子議員） わかりました。そうしたらすみません、（２）２と（５）

をあわせた形にさせていただいて、（３）と（４）は後に回してください。しようが

ない。

〇青柳賢治議長 では、（２）と（５）について、答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。
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〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

議員さんのシルバーでなくてというようなこともおっしゃっておりましたが、私の

ほうからなかなか、ちょっとシルバーに固執するようで大変申しわけございませんが、

シルバー人材センターということでお答えをさせていただきたいと思います。

シルバー人材センターは、今国においてはこの機能をいかに高めていくかというの

は、議員さんがおっしゃるように今後の高齢化を見据えて、いつまでも元気で働ける

ようにするにはシルバーがその核となるというふうな捉え方をしています。その機能

をどういうふうに高めていくかということが大きな課題として、来年度の厚労省の概

算要求ではかなり予算も大幅にふやしているというようなお話も聞いています。

その中で、一つの取り組みとして、女性就業拡大推進事業というものをシルバーさ

ん行ってくださいよというようなことを国は考えています。これはどういったことか

と申しますと、まず女性の会員さんをふやしましょう、女性の就業機会をふやしまし

ょう。就業機会をふやすには女性のニーズを的確に捉えて、そのニーズの高い職種を

ふやしてくださいというようなことに取り組んでください、というようなことを国は

考えています。

今の嵐山町のシルバー人材センターでは、就業機会開拓推進員という職の方がお二

人いらっしゃいまして、この就業開拓推進員さんの仕事の一つとして女性就業機会推

進事業というものがあるのです。そういった推進員さんが、例えば企業にお邪魔して

女性のニーズの高い、例えば調理だとか、配膳だとか、あるいはお掃除だとか、そう

いった業務はないですかということを開拓してくということに取り組んでいるところ

であります。今後こういったことがどんどん進んでくれば、就労する場所もふえてい

くでしょうし、そういった方がふえれば、そういった方の生活もより安定ができるの

かなというふうに考えております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） （４）番に行きます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） （４）のお答えですと、おたすけサービスを今やって１年

目なので、ポイント制でやっていくことはその後というふうな形のお答えでした。

ですけれども、今の形ですと地域の支え合いサービスは社会福祉協議会にお願いし
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て、そしてそこに登録している方がお願いされたことに関して、近所ではない方がお

助け券をいただいてお仕事をして、そのお助け券が商工会の皆さんのところで使われ

ていくというのがおたすけサービスですよね。そういう形ではなくて、近隣でやって

いく。近隣というのは、65歳以上の方の近隣でやっていくので、これ第１号被保険者

になります。これは結構やっていらっしゃるところが多くて、多いといっても73団体

なのですけれども、やっています。

一番最初にやったのが稲城市なのですが、稲城市、千代田区、横浜市、倉敷市とい

ったところで65歳以上の方が、これは介護関係の施設に行ってボランティアをしたと

きに、そのポイントをためておいて、それが換金されて介護保険料になったりするわ

けなのですけれども、私が今提案していますのは、地域で小さなグループをつくって、

その中でやっていくところで、ポイントをつくっていくと地域の支え合いサービスみ

たいな形が進むのではないかなと、疑似ファミリー的なもので。

今後なのですけれども、今ひとり暮らしで、女性の方たちは非常にひとり暮らしの

方が多いです。個食、ひとりでご飯を食べている方がとても多いということが問題に

なっています。高齢者の女性の個食。それをやめるために、少なくとも１週間に１遍

か２遍ぐらいはご近所の方と会話をする、そういった形のためのサービスが必要にな

ってくるのではないかなと思うのです。そういった形のポイントサービスができない

だろうかというのが提案です。

埼玉県でサービスが使われてから嵐山町がそれを使うというふうな今の流れがあり

ます、嵐山町の施策というのは。そうではなくて、嵐山町のほうから、例えば個食を

防ぐために５軒とか６軒で高齢者の方が地域で集まってお食事をするとか、そういっ

たことに参加するとか、それのお手伝いを65歳以上の第１号被保険者がやったときに

ポイントを加えて、そしてそれで保険料に返ってくる、そういったシステムがあって

もいいのではないかなと思うのです。千代田区とか今やっている先進地は、各介護施

設です。ですけれども、嵐山町の場合はそうではなくて、隣合いサービスというのを

充実させるために、そういった制度をつくってもいいかなと思って提案していますの

で、次の介護保険制度のプランニングのときにはぜひ一度考えていただきたいのです

がいかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。
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〇岩澤 勝町長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。

地域の本当に狭いところというお考えですよね。一番理想的だと思うのです。だけ

れども、４年くらい前、２～３年かけて志賀２区で挑戦していただいたのをご存じだ

と思うのです。それで、志賀２区で、お手伝いしてもいいよ、やってもらいたいよと

いう人ができたわけなのですが、それでいろんなことをやっていただいたのです。電

気の球をかえたり、あるいは確定申告を書いてくれる人がいたり、年賀状の話もあっ

たかな、いろんなことをあれしたのですが、結局コーディネートするのが難しい、そ

れと需要と供給がうまくいかない。限られた人数ですから、その中でうまくいかない。

また、近過ぎてうまくいかないというようなことがあったりとかということで、結局

もっと広いところで、町全体の中なんかでできないだろうかというような話で、そっ

ちで考えてくれないかという話になったのです。

ですから、小さいところで、隣近所で、隣組ぐらいなところでできれば一番近くて、

「ちょっと頼むね」、「いいよ」というようなことになるのですが、なかなかそれの難

しさがあるのかなと。やっぱり小さ過ぎるので、個が少な過ぎるから、やってほしい、

やるよというのが、なかなかマッチングがうまくいかない部分があったりというよう

なことがございます。

これから町のほうでそういう方向を考えていってという話でございますが、区長さ

ん方もいらっしゃいますから、地域の中でどういう形でおたすけ合い、言葉はいろい

ろですけれども、支え合いができるかというのは、町の問題ではなくて地域も含めた

本当の身近な問題ですので、大勢の皆さんで知恵を出し合って取り組んでいく必要が

あろうというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そこで、ＩＴＣが出てくるのですけれども、ＩＴＣ、そう

するとＩＴＣを使っていない方はわからないのかもしれない。割と気楽に、電波で離

れていますから、写真などを送って交換することができて、これを今欲しいのだけれ

どもという形でやると、隣に行って言うことはないけれども、必要がなければ返さな

くてもよいという関係ができてくるわけです。そこのところで、団塊の世代になって

くると、ＩＴＣを活用したコミュニケーションが発達してくるので、そこの部分でで

きることがあるのではないかということで、ここで出しています。

これは、顔の見える関係の中で支援づくり、適度な距離がとれるのです。それが一
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番、中学生なんかだと問題になってきていますけれども、大人ですと適度な距離のと

り方というのができるものですから、きょうはここで食事をしようといったら、そこ

のところにだけ集まってくればよい、そういうふうな関係ができてくると思うのです。

そういうふうな関係も含めて、地域の関係ですけれども、区長さんにという形では

なくて、町でモデルケースという形でもよいですし、少しやってみるということが必

要なのではないかなと思うのです。

ちょっと余りおせっかいだと皆さん嫌うし、そうではない適度な距離のとり方とい

うのは、難しいのですけれども、ＩＴＣを使ってやってみると割と簡単、それが今言

われています。それがエージング社会の一つの大きな課題であると言われていて、こ

れからヤフーが破産するのではないかと言われているのは、パソコンではなくてスマ

ートフォンに変わってくるためにそういった動きができてこないので、変わってくる

のではないかというふうに言われているぐらい今動きが早いです。その情報をキャッ

チできるかどうかが、私は嵐山町の高齢化社会への対応だと思うのですが、いかがで

しょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 いろんな考えというのはあると思うのです。だけれども、やはり基本

は基本、そういう広過ぎるとという話、狭過ぎてといういいお話もございます。

それで、今、小さな地区であれば、そんなこと何もしないでお手伝いし合っている

のです。留守にちょっとあれだからやっといたよ、買い物行くから一緒に何か買って

きてやろうかというのは、近所でもやれる人はやっているのです。ですから、そうい

うようなところではなくて、もっと町が先頭に立ってという話ですから、ちょっと考

え方が違うのかなと。

志賀２区で考えたのも、地域でお互いにやり合おうということで、２～３年かけて

いろいろやって進めたわけですけれども、そういう行政がかかわらないでやった仕事

なのです。ですから、ちょっと議員さんおっしゃることと違うかもしれませんが、そ

ういった地域での取り組みの例もございます。ですから、非常に難しい問題だし、簡

単と言えば簡単ですので、知恵を出したり、一番の問題というのは地域のきずな、お

互いのことをどうかかわりを持っていくか、地域を守っていくか、これに尽きるわけ

ですので、今までもそうですが、これからの課題でもあろうというふうに思っていま
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す。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これには、おたすけサービスのほかにポイント制度という

ふうな形で言っています。ですから、見返りというものがあるわけです。地域のほか

にポイントというものをつけていく、それがあるために進むのではないかということ

と、それとこれはごみ出しとか、買い物同行とか、惣菜分けとか書いてありますけれ

ども、一番の必要な問題というのは、高齢者の個食の問題です。高齢者の個食をどう

していくかということ。一人で食事をする人が多くて、電話や何かで週に２回ぐらい

しゃべる人というのが何％というのがちょっとあるのですけれども、そういうふうな

形のものも高齢社会白書に出ています。

週に２回しかお電話で人と話をすることがないというふうな方、そしてその人たち

もお食事はほとんど一人でやる。それだけれども元気であるというふうな形の方です。

それをどのような形で、仕組みをつくりながらそれを解決していかないと、やがてひ

きこもりになる、そういうふうな形になっていくと思うのですけれども、それは今後

のプランニングの中で考えていただければと思います。

次に行きます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 次は、地域公共交通の方向性についてです。

75歳以上の免許を持たない方へのタクシー券の配付による移動の保証のみでは、超

高齢化社会において限界がある。今後のデマンド交通の方向性はということで、これ

は何度も質問しているわけですけれども、私も比企丘陵というのは本当に坂が多いと

ころだなと思います。坂が多いために、タクシー券だったらあれですけれども、今時

々高齢の方をふれあい交流センターにお連れしたりすると、そこで別の方に会って、

あ、久しぶりねという形で話が弾んで、そのおうちのほうにいらっしゃるというふう

な、実際に外出をするのにどうしても福祉タクシーだけではできない状況になってい

て、嵐山町の場合は特に丘陵ですから、この前も一緒に高齢の方と歩いていたのです

けれども、ここにある坂ぐらいでも怖くて歩けないと言うのです。

そういうふうな現状がある中で、やっぱりでもひきこもりにならないためには、ド

ア・ツー・ドアのデマンドタクシーが必要だと思うのです。既に寄居町でも始めてい

ますし、鳩山町に行きましたけれども、その後の形ではどんどん始まっています。嵐
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山はデマンドタクシーでおさまってしまっていて、次に行かないというのが問題かな

と思って見ています。

東大のコンビニクルという制度を使ってやっているのが、埼玉では寄居と北本と鳩

山、鶴ヶ島のどこかの診療所、そんな形でやっています。嵐山町はタクシー券で、試

行、試行と言いながら、これがいつになったら試行ではなくデマンド交通になってい

くのか、これが高齢化社会の一つのひきこもりや認知対策の方法であると思いますの

で伺います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ３番についてお答えをさせていただきます。

高齢者外出支援タクシー利用制度、これは平成23年７月から実施をしておりますが、

24年度の助成券交付時に、交付者に対してアンケートを実施して、その結果、73.5％

の方から大変ありがたいと肯定的なご意見をいただいておりました。そして、９％の

方から利用方法の改善、これについてご意見をいただきました。そして、利用券の利

用方法、これを迎車利用時の初乗り運賃超過に関する助成券２枚利用、また２番目と

して、乗り合わせ利用時の各利用者の利用券利用の２点において、平成25年度より制

度を見直しをいたしました。

そして、利用者数、利用枚数ともに順調に伸びていることから、本制度が町民に浸

透していることがうかがわれ、定期路線バスを補完する制度として、当面の間、改善

後の利用方法を実施をし、再度機会を捉えて利用者のアンケート等を行いニーズの把

握をして、必要に応じて制度の改正をしながら、この制度を続けていきたい。

そして、今ドア・ツー・ドアという話がありましたけれども、究極にはもうベッド

・ツー・ベッドきりないわけです。ですから、ベッドからベッド、だから介護タクシ

ーです。最後はそうだと思うのです。

ですから、あちこちでやっているデマンドのバス、これの利用者が少なくなってき

て、あちこちのところで苦労をしている。ですから、うちのほうでもこのタクシーを

利用していただいて、そしてこの制度をご意見を聞きながら直せるところは直してい

って、利用しやすいような方向をとって、これからもちょっと様子を見ながら、意見

を聞きながら、続けていきたいというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） 嵐山町の場合は丘陵地帯で、そしてとても高齢者の方は謙

虚です。私はすごく謙虚な方が多いのだなと思います。だから、今までタクシー券が

なかったから、タクシー券があってとてもありがたいというふうにおっしゃっていま

す。でも、出かけたい人は、それでは困るのです、実際には。とても謙虚だと思いま

す。だから、本当に必要な方というのは、じっとおうちの中にいらっしゃる方が多い

のではないですか。

嵐山の場合は、菅谷地区、志賀２区ぐらいは平地ですけれども、そうではないとこ

ろはみんな丘陵地です。私も行ってみて、こんなところから、これでは下まで来るの

大変ですねというふうな感じのところが多いです。特に高齢の方はおばあちゃんが多

いですから、私もおばあちゃんですけれども、本当にそういう方たちは謙虚です。北

部の方なんかと話してましたら、皆さん息子が言うから免許もなくしてというふうな

形でおっしゃっていて、非常に家族の言うことを聞かれて、そして家族が連れていっ

てくれるからというふうな形で、女性の方が高齢になったら一人で残される方が多い

わけで、そういうふうな形で、息子さんが近所にいるからそれでいいというふうな形

でやっていますけれども、実際には非常に寂しい思いをされているのだなということ

が、話してみるとわかります。それは、アンケートでは出てこない答えです、住民の

方の。

話していくとそういうふうなこと話し込めます。そういうふうな形のところまで話

し込めないのが町のアンケートかなと思うのです。町のアンケートで話し込めないと

ころを私が伝えているわけですけれども、私もあと10年もたったら足腰が弱くなって

という感じになってくると思うのです。そうしたときに、やはり出かけないと、人の

いる場所に行かないと、みんな一人で個食になります。ひとり暮らしの方どんどんふ

えてきますから、女性は。

男性の場合は、ここに出ているのですけれども、65歳以上の方なのですけれども、

男性の場合、ひとり暮らしの方は10.7％、配偶者がいる方は65歳以上の人で80.6％で

す。ところが、女性の場合は、配偶者がある方は48％、配偶者のない方は40％です。

ですから、どうしても子供の言うことを聞く形になって、そして、子供が言うのだっ

たら仕方がないねという形で、外にも出ずにうちにいらっしゃる方が多いと思うので

す。でも、子供さんがいらっしゃるということは、逆に言えば、息子さんだったらば、

子供さんは外に仕事に行っているし、奥さんだって今ほとんど外に仕事に行っている
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から、ほとんどうちにいらっしゃる、そういう状況です。

その中で、本当にありがたかったというのは確かだと思います。今までなかったも

のがあったので、でもそれ以上に移動するということを保障していかなければ、認知

症がふえたり、それから足腰が弱くなってという形が必ず出てくる。ですから、今後

の形で、デマンド交通は当面の形、今後折を見てという形ではない形で進めていくの

が本来ではないかと思うのです。なぜ、ここまで嵐山町は、デマンド交通と言われな

がらタクシー券に固執しなくてはいけないかということなのです。それを伺いたいと

思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 固執という言葉が今出ましたけれども、別にアンケートをとって皆さ

んのご意見をお聞きをしながら、いい方向に変えていきますと言っているのですから、

固執なんていうのは全然ないのです。どういう方向でやったらいいのかとご意見を聞

きながらやってきているわけですから、それでこれからもその方向を続けたいという

ことです。

ですから、何かにこだわってこれでなければだめなのだなんてそんなことではなく

てあれです。ですから、フレキシブルな考え方を出していただいて、行政のほうのや

り方も全くフレキシブルですから、自由に意見を出していただく、その方向だと思う

のですけれども。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、ぜひデマンド交通に関してはドア・ツー・ドア

で、タクシー券という形ではない形で、フレキシブルに調査を進めていただきたいと

思います。

ほかの地域でやっていて、できないということはないはずなので、嵐山町でなぜこ

れが、デマンド交通が進められないのか。それはドア・ツー・ドアの問題です。この

丘陵地帯ですよ、嵐山の場合は丘陵地帯であるということで非常に出かけにくいとい

うことがあるので、特に言っているということで、ぜひ進めていただきたいと思いま

す。

次に行きます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。
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〇13番（渋谷登美子議員） 予算策定過程の公表についてです。

予算編成過程の公表は、公金の使い方を効率的、効果的に使う説明責任を果たすこ

とができます。嵐山町は、情報公開は埼玉県内では上位のランクにあるということで

す。行政情報の提供において、積極的な見える化によって説明責任を果たしていくと

いうことは、予算編成過程においても必要です。それで、以下について公表を求めま

す。

（１）平成26年度の予算編成スケジュール。（２）予算編成の課題。（３）行政情報

として、①、各課、局、各会計の予算要求、査定状況。②、総合振興計画に基づく事

業、新たな事務事業の予算要求と査定の経過です。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 質問項目４の（１）につきまして、まず最初にお答えを申し上げ

ます。

現在平成26年度予算の編成作業中でございます。今までに、平成26年度からの新規

事業、工事関係経費及び平成25年度当初予算比で1.5倍になる事業などについての町

長、副町長ヒアリングを実施いたしました。その後、総務課において取りまとめを行

いまして、査定結果を通知したところでございます。11月１日付で予算編成方針を各

課、局に通知し、11月７日に予算編成についての説明会を実施いたしました。予算要

求入力は12月４日までとしております。

今後の予定でございますが、12月12日から16日までの５日間、総務課長ヒアリング

を実施してまいります。その後、12月25、26日に１回目の町長、副町長ヒアリングを

実施する予定でございます。

１月に入りまして、再調整を行い、数回の町長、副町長ヒアリングを経て、復活要

求等の作業を行い、１月下旬に平成26年度当初予算の編成作業が終了する予定となっ

ております。例年このようなスケジュールでございますので、来年度以降公表してい

く方向で検討してまいりたいと思います。

次に、（２）につきましてお答え申し上げます。予算編成の最大の課題でございま

すが、財源不足でございます。近年では15億円前後の財源不足から編成作業が始まっ

ておりまして、各課、局が要求する事業を先送りしている状況でございます。

ここ数年、数億円の財政調整基金を取り崩すことにより、予算編成を行っておりま
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すが、財政調整基金を取り崩すことなく予算編成を行っている自治体もあることを鑑

みますと、嵐山町を取り巻く状況は大変厳しいというふうに考えております。このよ

うな課題につきましても、来年度以降公表していく方向で検討してまいります。

次に、（３）につきましてお答えいたします。予算編成作業では、先進自治体では、

一部の事業につきまして予算要求額と予算確定額の比較を公開しております。町でも

当初予算書につきましては、平成21年度からホームページで公開するなど、積極的に

情報の公開に取り組んでまいりました。平成25年度からは、議会基本条例第９条に基

づく重要な事業についての事前説明も行っているところでございます。

今後は、予算の内容を簡潔に説明する資料等も作成してまいりたいと考えておりま

す。また、総合振興計画の施策ごとの事業費は、既に予算案の参考資料に掲載してい

るところでございます。

予算要求額と査定結果の公表につきましては、その作業において膨大な事務量とな

っておりますので、市レベルでは政策部門ごとに財政担当職員を配置しているところ

もございます。嵐山町の現在の状況でございますと、財政担当職員の増員もできない

状況でありますので、その事務量を考えますと現状では難しいと考えているところで

ございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 予算編成スケジュール等、来年度から公開していただける

ということで、公開の方法ですけれども、ウエブ上になるのか、広報紙になるのか伺

いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 当面はホームページを考えておりますが、ご要望がございました

ら広報紙等でもやっていければというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは、全国市民オンブズマンがこれを調査をしました。

そして、ウエブ上のもので都道府県と政令指定都市がほとんどだったのですけれども、

これについて私も調査してみたのですけれども、近いところだと富士見市がこれをや
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っていました。和光市とか富士見市、そういったところがやっていたのですけれども、

査定計画予算要求というのは、査定状況についてまでは出せないということですが、

簡単な形のものがあれば、なぜ落ちたのか、そういった少なくとも出してもらったの

かどうかというのは、出ますよね。住民の方はそれがわかるわけで、私も議員として

もそれがわかればとてもありがたいかなと思うのですけれども。その後、当初予算に

掲載されなくても、補正で入ってくる場合もあります。大体そういうふうな形になっ

てきているのかなと思うのですけれども、職員数の問題なのか、それとももうちょっ

と別の問題があるのかなというふうには思うのです。

行政改革というのは、職員の質を上げるということも行政改革の一つです。そうす

ると、やはりこれは、住民に公開していくというのは、とても大きな課題ではあると

思いますが、その点についてはやはり職員が少ないからという形でなく、もうちょっ

と別の方向はないでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えします。

査定状況のお話でございますけれども、先ほどちょっと申し上げましたように、当

初担当課から出てくる歳出額、15億円というようなお話を申し上げました。皆さんの

ところで審議していただく予算書は、それよりも15億を削った予算を見ていただくこ

とでございます。その15億円という事業というのは、果てしもない事業量でございま

す。そういった意味で膨大な量というふうに申し上げました。

そういったこともございます。一部の市レベルでは出しているところも、もちろん

あるということは承知しておりますし、そこには先ほど申し上げましたように、それ

なりの財政担当職員が配置されております。

また、私もあるところの査定状況の資料等をちょっと見させてもらいましたが、ち

ょっと私が不思議に思ったのが、皆さんも思うと思うのですけれども、各課からの予

算要求額と予算の内示額が同額なのです。普通これはあり得ない。普通担当課では、

こういうような大きないろんな事業やりたいよということで大きな金額が出てきま

す。しかしながら、財政の状況を見たときに、そこまでできないので、これくらいの

予算額でどうにかしてもらいたい、どうにかなりますかというような交渉をしていく

のが予算ヒアリングという場所でございます。
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しかしながら、ある市の査定の状況の結果では、各課が要求してきた要求額と財政

がヒアリングした内示額、それが同額です。さらに、最終的な予算額がふえている場

合も中にあります。よほどですからそれは予算の歳入状況がよくて、予算に余裕があ

って、自由にその予算を使っていける、各課の要望に自由に応えられる、そんなとこ

ろだというふうに思うのですけれども、普通はあり得ない。

そういうようなところとちょっと違うということもございますので、先ほど申し上

げました理由でございますが、ぜひご理解をいただきたい、そういうふうに思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 予算要求がどの程度のものが出ているかというのは、私は

とても大切だと思うのです。各課がどのぐらい住民要望を持っているか。嵐山の場合

は市民参加で、市民が予算のところに入っていくという場面がないです、予算編成の

中に。そこの部分が、各課がどの程度そこを把握しているかということがわかると思

うのです。それが入ってくるかこないかで、全く違った状況になってくると思うので

すけれども、私もそれは知りたいと思います。

どの市のことを取り上げられたのかわかりませんけれども、これはできないという

のならばしようがないかなと思うのですけれども、１つは職員の質、行政改革という

のは職員の質を上げることでもあるというのは必ず言われています。その中でそうい

うふうな対応は、少なくても予算要望はどのくらいのものが出てくるかというのは出

せるのではないですか。各課から出してくるわけですよね、幾ら何でも手書きのもの

ではないものが来るわけです。それを出していけばよいわけなので、そんなに難しい

ことではないと思うのですが、いかがでしょう。

〇青柳賢治議長 渋谷議員に申し上げます。

一般質問の持ち時間５分前です。

答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

先ほどと同じ答弁になってしまうかもしれませんが、確かに行政改革の中で職員の

質を高めていく、それは当然のことでございまして、それなりの研修を受け、勉強も

し、そういうことをやっているのが現実でございまして、それはご理解いただきたい
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というふうに思います。

その予算の査定の段階では、その予算の資料、各課からいろんなものが上がってく

るわけですけれども、それを仮に公表するような場合に、あるところは削られ、ある

ところは生きたりとかということになるわけですけれども、果たしてその状態がいい

のかどうか、ある地区の要望については予算化されたけれども、同じようなある地区

の事業については予算化されなかったということがわかるという部分もございます。

事務量も膨大というのももちろんあるわけですけれども、もろもろの事情の中で、

できないということがあるわけでございます。その辺をちょっとご理解をいただくと

いうことと、やはり策定の中では各課とのやりとりがあるわけでございます。各課の

それぞれ主張をしていただきながら、町としての最終的な優先順位、それは町長、副

町長の最終ヒアリングにかかっているわけでございますけれども、そのヒアリングの

中で、やはりいろいろ議論を重ねていくということもあります。そういったことの逐

一の情報については、まだお出しすることが難しい状況なのかなというふうに、担当

課長としては考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 24年度から予算編成のスケジュールと、それから町長、副

町長の課題等については出すということですよね、26年度以降は。ですけれども、各

課の予算要求については出せない。それは、私は逆に言えば町の政策がどのようなと

ころに向かっているかというのを選択をしているということがわかることなので、そ

れはそれで必要なことではないかなと思うのです。そこに町民参加が入ってくると思

うのですが、そこまでは公表が、力量的にできないというものなのか、それとも政策

的に隠しておきたいというものなのかというと、どちらかというと政策的に隠してお

きたいという意向が強いのかなと先ほど伺っていたのですけれども、その点はいかが

なのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

予算づくりというのは、本当に究極的な行政行為でございます。そして、町民の皆

さんから多くの要望が出たり、議員の皆さんからいろんなご指摘をいただいたりとい
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う中で、限られた予算をいかに使って、それが町民のためになるか、町のためになる

かという判断をさせていただく。そして、予算をつくって、議会の皆様方の審判をい

ただく、こういう経過になるわけでありまして、このところでこの課から出てきたも

のはどうなったのだ、こっちから出てきたものはどうなったのだというようなものを

そこのところで出していったときに、どういった展開になって予算づくりの中でまち

づくりが進むのか、停滞するのかということも考えなければいけないというふうに思

います。究極のこれは行政行為ですので、できる限りの形の情報公開はさせていただ

きますが、限られたところはちょっとお許しをいただきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。

再開時間は３時45分といたします。

休 憩 午後 ３時３３分

再 開 午後 ３時４６分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 吉 場 道 雄 議 員

〇青柳賢治議長 本日最後の一般質問は、受付番号５番、議席番号７番、吉場道雄議員。

初めに、質問事項１の学習状況調査についてからです。どうぞ。

〔７番 吉場道雄議員一般質問席登壇〕

〇７番（吉場道雄議員） 議席番号７番、吉場道雄、議長のお許しがありましたので、

通告書に基づきまして一般質問をします。

大きく分けて２つでありますが、まず１つ目ですが、学習状況調査について。「広

報嵐山」11月号の中に教育特集で、「子どもたちの学力向上をめざして」とありまし

た。今回行われた埼玉県小・中学校学習状況調査のことであるが、この調査は全国学

力テスト、また県で行っている３つの達成目標学年別達成率と比べどう違うのか。ま

た、学力に加え、生活習慣の実態を知ることができるとあるが、内容をお伺いします。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 吉場議員のご質問に対しましてお答えをさせていただきます。
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ご承知のとおり、埼玉県小・中学校学習状況調査は、本年度４月25日に県内全ての

小学生５年生、中学生２年生を対象に実施されました。嵐山町では、小学校５年生、

150名、中学校２年生、155名に対して実施いたしました。小学生は、国語、社会、算

数、理科の４教科、中学生は、国語、社会、数学、理科、英語の５教科におきまして、

学習内容をどの程度身につけているかを把握するとともに、学習に対する興味関心や

生活習慣の実態などの状況を質問紙調査で調べるものでございます。

今年度は、小学校は県平均を下回るものが多うございましたけれども、中学校は５

教科全て県平均を上回る好結果を得ました。これは、生活習慣が落ちついてきた、ま

た学力に対して真摯に取り組んでいる生徒の努力の結果と判断しております。

また、全国的な学力調査は、今年度、前日の４月24日に、対象学年であります小学

校６年生、中学校３年生の全児童生徒を対象に、国語、算数、中学校では数学を悉皆

調査で実施されました。つまり２教科のみの学力調査でございます。

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や

学習状況を把握、分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、

学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるためのもの

でございます。

このような取り組みを通じまして、教育に対する継続的な検証改善サイクル、つま

り、ＰＤＣＡ、プラン・ドゥー・チェック・アクションを確立することが調査の目的

でございます。

教育に関する３つの達成目標は、学年ごとに、学力は読む、書く、計算、ペーパー

テスト、質問紙及び新体力テストにより調査いたします。本年度はまだ新体力テスト

のみしか実施しておりません。あとの２つは、26年１月に実施の予定でございます。

あわせて、規律ある態度達成目標は、学級担任及び保護者を対象にいたしまして、

児童生徒の定着状況を調査いたしておるものでございます。24年度の３つの達成目標

ペーパーテストの学年別達成率は、いずれも95％以上を上げておりまして、目標を達

成したと確信いたしました。

県、全国学力調査の結果を受けて、それぞれの正答率の低い内容を各小中学校とも

見届け、確実に理解の定着を図り、つまずきに応じた指導を充実させ、授業の改善、

あり方を見直していくことが大切であります。

また、小中学校一貫として９年間にわたりまして家庭学習の定着、つまり宿題でご
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ざいます。を図り、学習内容の定着や確実な見届けもするなどの見直しも大切であり

ます。そのことが最終的には学力の向上につながるものと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） 再質問させていただきます。

これを見ますと、全国学力テストは２教科で、今回の調査ですか、それは小学校が

４教科、また中学校が５教科ということで、それが県平均を上回っていることは、私

どもにとってはすばらしいことではないかなと。やはり全国学力テストの２教科で調

べるよりは、４教科、５教科で比べてもらったほうが、実際に生徒の学力の力がわか

るのではないかなと思って、これはよい結果ではないかなと思っております。

また、教育というものは、教育基本法にもありますように、人格の形成を目指して

教育をしているわけです。国語、算数、理科、社会の学力をつける教育もありますけ

れども、やはり個人個人の生徒教育ですか、これも大切な教育でありまして、両方含

めた中での人格の完成だと私は信じております。

今回の調査の中で、ここにありますように正答率の低い内容を見届けてとかという

ことで、多分個人個人の情報もあると思います。個人には発表すると思いますけれど

も、やはり公表はしないと思います。先生方はある程度、個人個人の情報もわかると

思いますので、個人個人の学力を上げる意味でも、そういうこれからの指導をしてい

かなくてはならないのではないかなと、私は思っております。

やはり何年か前から進学指導要領が変わりまして、授業時数も数が少なくなって、

先生の負担も大きくなっていると思います。そういう中で、こういう調査の結果が出

ました。やはり生徒一人一人の力を伸ばすには、これからどのような教育をしていけ

ばいいのか、教育長の考えをお伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 ただいま吉場議員からは、学力調査、また県の学習状況調査に対

する大変見識のあるお答えが出たと思います。私も全く同感でございまして、２教科

だけで子供、生徒の力はわからないです。やはり学力だけでなくて、人間が成長して

いく過程ではプラスアルファのもっと大事な、生活習慣とかあるいは倫理的なものと

か、道徳的なものとか、それらを総合して人格を完成していくことが義務教育に課せ
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られた大きな大事な使命というふうに捉えています。

そういった中で、一人一人のデータは今までのテストでも当然来ておりまして、子

供を通じて親御さんも見ていると思います。ところが、全国学力調査におきましては、

合計でどこの県がいいとか、どこの町がいいとかというそういう視点、これはある意

味では学力を正しく見る見方ではない。やっぱりご質問のように、一人一人をどう生

かしていくかというのが教育の一番大事なところでございますので、特に嵐山町は、

小規模校と言うと大変失礼でございますけれども、児童の少ない学校ほどそういう一

人一人見られるわけです。そうすると、児童生徒の多いところはどうするかというと、

やはりそこはＴＴ、チームティーチングとか２人で、あるいは３人で、英語の場合は

ＡＬＴと中学の先生と小学校の先生で、小学校の英語の授業をやるときもあります。

そういった中で、３人であればまた一人一人こういうふうに質問ができますから、目

を向ける。そういった一人一人を生かす教育を今後さらに工夫改善をしていただいて、

それぞれの学校の児童生徒さんが、個人として学力が向上していく、そういったトラ

イをしていくのが教師の努めであろうと。そういった中で先生方は研修会をしながら、

どこがうちの学校の弱いところか。

例えばある小学校では、全問全部回答を出しまして、うちの小学校の子は、ここが

いいのだと、ここは落ちているのだと。では、その落ちているところをみんなでどう

しようと、実際にそこに視点を当てて、研究授業をやっていただいております。特に

算数、数学は、全国もあるし、県のもありますから、いずれにしても算数、数学には、

今庁内では学力向上対策委員会というのを開きまして、特に算数が苦手な子が多いわ

けでございますので、一人一人に目を向けたそういったものに対して、今後もさらに

工夫、改善してやっていただくことを私どもも期待しておりますし、また町内の小中

学校の先生方もそういった意味で、学力調査はどこの学校がいいとか、どこの県がい

いという視点ではなくて、一人一人を伸ばしていくという、そういう視点に目を向け

てご指導いただいております。

そういったことで嵐山町では、もちろん低い面もあります。全体的に、教科でいう

と理科が低いです。そうすると、理科のどこが悪いのだということをやっぱり全小中

学校で研究して、小中一貫でそこをやっていくのが教育ではないかなと、そんなふう

に一つの例では考えているところでございます。

以上でございます。
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〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） 進学指導要領ですか、やはり授業数があれだけ多くなりまし

て、先生の負担も多くなってきて、授業は短くなると思いますけれども、今教育長が

言われたように、一人一人の力を伸ばしてやっていきたいという方向なのですけれど

も、ぜひとも生徒に目を向けていって、一人一人の学力を伸ばしてもらいたいと思い

ます。一人一人を伸ばすことによって、学校の平均点も伸びるわけだし、学校のため

にもなると思いますので、ぜひとも実現してもらいたいと思います。

次に、この中にありますように、小中一貫教育ですか、家庭学習の定着を図るとい

うことなのですけれども、小中一貫教育は菅谷校区ですか、それがモデル校として３

年で終わると思うのです。決算特別委員会の中でもその話がありましたけれども、３

年間やってみて、よかったところ、また悪かったところを聞きたいのですけれども、

よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。吉場議員のご質問は、２つの視点が

あると思うのです。１つは教科、道徳等を通じた小学校から中学校までの一貫と、あ

とつまり質問紙調査で行ったのですけれども、子供や生徒の家庭での状況、生活状況

もやっぱり小中一貫なのです。

例えば、嵐山町の小学校の昨年度、24年度の結果を見ますと、小学校のデータなの

ですけれども、よく挨拶をしている、学校の決まりを守っている、人の気持ちがわか

る人間になりたいというのが、県平均を上回っているのです。私は、これは嵐山町の

児童生徒は、伝統ある菅谷村、七郷村から続いてきたこういったいいのを、よく挨拶

するというのはまことにそのとおりです。これを物語って、県平均で上回っている。

だから、そういう面が学力プラス大事なのです。そういった面が出ている。ただ、い

わゆる一言では礼儀正しい、心優しい子供たちが育っているのだなという私は考え方

を持っております。もちろん、中学で少し暴れたり、ちょっといろいろ問題を起こし

た例もありましたけれども、それは成長過程の中で人間は必ずそういうことがありま

す。だから、人の過ちに対してそれを追及するのではなくて、誤ったことはもうして

はいけないよと、今後しないように努力しようと、これが教育だと思うのです。

そういった中で、着実に心優しい子供たちが育っていくということが続けば、いじ
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めもなくなるだろうし、お互いに協力して、そして共助、自助というのですか、お互

いに協力し合おうよ、自分も自分で自立するのだと、そういうやっぱり教育が大事か

と。それに合わせて生活習慣も、必ずしもいい面ばかりではなくて、学校に持ってい

くものを前の日とか朝になっても全然確認しないというデータが、県より低いのです。

つまり、これはわかりますよね、私もそうだったですけれども。ちゃんと前の日にこ

ういうふうにやっておくのがいいのですけれども、なかなか子供なのですね。それを

やっぱり余り注意してもいけないのですけれども、やっぱりしないよりしたほうがい

いですね。

そういったところとか、あと問題は食事をとらない。これは、親が悪いのか、子供

が悪いのかわかりませんけれども、どうも最近はいろいろあるようです。朝食をとら

ないというのが、実はダーティな部分なのでございます。これをやはり今後改善をし

ていくように、こういうことは学習面の結果にもあらわれているというデータを出し

ているところもあるのです。私は、それはぴったり一致するかどうか、まだ十分な検

証をしておりませんけれども、一部はあり得るかもしれませんですね。だから、やっ

ぱり生活状況をきちっとする。早寝、早起き、朝ごはんということで、嵐山の子のキ

ャッチフレーズですね、これをやっぱり推進していくことが大切かなと思っています。

ところが、中学校は、持ち物準備とか朝食の摂取は県平均よりも５ポイント上回っ

ているのです。ということは、生活がある程度きちんとできているという、小学校の

ときは余りよくないけれども、中学校になってよくなったというのは、いいことです

よね。やっぱり成長の過程があるということかなと、今判断しています。

そして、基礎的な生活習慣の向上が、やっぱり学習面にもよい影響を及ぼすのだと

いうことを先生方も親御さんも、私たちも、やっぱりきちっとしたほうがいいよとい

うのはやっぱり教育の中で必要かなと。しかし、はみ出る子もいますから、それらを

口酸っぱく言うのは余りよくないのだと思うのですけれども、それに視点を当ててい

くことが大切だと思います。

そこで、やはり勉強は大事なのだよということをいろんな形で、やれではなくて、

大事なのだよということでしょうか。これをやはり子供たちに、そういう中の一つが

宿題なのではないかなということです。宿題を出さなければやりませんという子もい

ますから。そしてなおかつ、中学校ではうれしいことに、自分の興味関心を持ったも

のの家庭学習に取り組んでいる生徒もいるということなのです。調査によると。これ
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はいいことだと思います。子供の中には、例えば好きな教科ばかり勉強しても、問題

なのですけれども、そういった回答です。

いずれにいたしましても、そんな中で小中一貫、これは３年間の、本町が県から委

嘱をされまして、菅谷小中の先生が一生懸命やりました。そのために県から１人、加

配という形で、研究のために１人プラスアルファの先生をいただいたわけです。今度

ここでなくなってしまうわけです。そうすると、この小中一貫でいろいろなプラスの

面がございました。時間もたっておりますので、長々とは申しませんけれども、生活

面を含めて、小学校から中学校に上がった子供たちが、中学生が小学生の面倒をよく

見たと、避難訓練を一緒にやったり、資源回収を一緒にやったり、先日は中学生のバ

スケットボール部員が菅谷小に行ってバスケットを教えたとか、あるいは小学校の子

供さんが中学に来て音楽を一緒にやったとか。そういう交流が今まで以上に。結果的

には自分の学校、菅谷小から菅谷小に行くのですけれども、前にそういう交流をする。

そのことが一つよかったかと思います。

先生方が一番よかったのは、やはり英語の先生が菅谷小に行き、菅谷小学校の算数

の先生が菅谷中に行き、理科の先生が行きと、お互いの先生同士が教科で、小学校と

中学校で、例えば中学の算数がここがよくできなかった。小学校のここがだめだった

のだろうと。もう一回小学校でこれをやってくださいと、こういうことが言えるわけ

です。そうすると、小学校の先生も、ああ、そうか、中学校に行っても伸びがないな

と、ここがまずかったのかなと、そういうお互いに反省できる。そういった教科的の

意味でも、一貫教育は大事なのです。

そういう意味で、嵐山町は、今教育委員会といたしましては、このいただいた委嘱

を今度町でできれば、予算的なものを余り意識しないで、町で今度は玉ノ岡中校区の

ほうも、七郷小、志賀小と玉の岡、引き続き菅谷小、菅谷中、この２つの中学校を中

心として、小中一貫教育をさらに考えられる、一つの施策ではなくて教育活動ですね、

両小中学校で全町内の５小中学校でやっていただく。さらに、私どもは嵐山幼稚園も

視野に入れて、幼稚園から小学校へ、そして町内の私立の保育園も視野に入れまして、

それらもあわせて全町でそういったものを一貫していくと。そうすると、小中ではな

くて、ゼロ歳から15歳までの一貫につながることもいろんな面であるのではないかな

と。それが私どもに与えられたこども課としての一つの役割かなと思っておりまして、

考え方はたくさんあるのですけれども、無理のないところで今後これに対して一緒に
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なって私どもやっていきたいと思いますので、ぜひ議員の皆様方にもいろんな面で、

また時々こういうふうに質問いただくと、お互いに理解し合えると思いますので、そ

ういった中で現在では、小中一貫を今後も進めていきたいとこういうことで答弁にか

えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） 今答弁の中で、やっぱり学力以外にも生活習慣がよくなった

り、子供同士だとかいろいろ先生のほうでもよくなってきたということなのですけれ

ども、私の聞いているところでも、子供たちの交流はもちろんですが、ＰＴＡや保護

者の交流、また先生方の交流もあり、新しい授業をするときなどは話し合いも早く、

スムーズに入っていくことなど、よいところを聞いております。

私も前に質問しましたけれども、よく小学校のときには学力が県平均を上回ってい

たわけなのですけれども、中学校に入って学力が、一番大事な時期に学力が低下とい

うことも間々ありました。だけれども、小中一貫をするようになってから、１年、２

年、３年とたつにつれて、そういうことがだんだんなくなってきたのではないかなと

思っています。

また、私の聞いているところでは、坂戸市の城山小学校では、７年前から小中一貫

校を目指してすり合わせをしていて、２年後には公立校として初めて小中一貫校とい

うことで始まるそうでございます。嵐山町も今回モデル校がこれで終わりますけれど

も、今教育長のほうから菅谷校区、また玉ノ岡中学校の校区で小中一貫教育を進めて

いきたいという考えでありますけれども、町長の考えをお聞きします。

〔何事か言う人あり〕

〇７番（吉場道雄議員） わかりました。

ぜひとも町長のほうに進めてもらいたいと思います。

〇青柳賢治議長 よろしいですか。

〇７番（吉場道雄議員） わかりました。

次のですが、２日前の新聞に15歳以上の国際学力調査のＰＩＳＡの結果が公表にな

りました。日本の平均点は、読解力、読んで理解する力とか、数学的な応用力、科学

的な応用力の全３分野で過去最高になり、学力向上の傾向が鮮明になったとここに記

載されておりました。これは学習指導要領が新しくなり、授業時数もふえ、ゆとり教

育が少なくなったという結果だと、ここに伝えられております。
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昨日の122条の中にもありましたけれども、来年度の七郷小学校の生徒15人という

ことなので、本当に少ない人数でございます。いろいろ少ないのは寂しいわけでござ

いますけれども、七郷小学校というのはいろいろこの学力テストをした場合、いつも

県平均を上回っていて、いつもよい結果だということで、公表されております。やは

り、それは少人数教育があるからではないかなと思っています。非常に生徒の数が少

なくて寂しいかもしれませんけれども、少人数教育が行き届いて、そういう結果が出

ているのではないかなと思っております。

それに比べまして、志賀小学校、菅谷小学校でも人数がだんだん減ってきて寂しい

わけでございますけれども、七郷小学校のようにそういう少ない少人数教育の学習は

できないと思いますので、志賀小学校、また菅谷小学校もそういう少人数教育が嵐山

町も実現できるのか、ちょっとお聞きします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 現在、私どもが子供のときは45人とか50人で１クラスだったです

よね。でも、先生の言うことをちゃんと聞いて、いたずらなんかしていたものですけ

れども、どんどんどんどん子供の数字が減少してきた中で、今まであんなに大勢だっ

た中でも、いろいろな事情から生活規律は昔の子供のほうがよかったかもしれません

ね。いたずらはいっぱいありましたけれども。

だんだんどこの学校も児童が減少してまいりまして、現在、先ほどの少人数指導に

ついて、七小さんは確かにそういう状況です。志賀小さんでも、学年によっては、今

つまり35人学級というのを来年度以降、県が今中学と小学校を６カ年計画か７カ年計

画で、ある学年は35以下で２クラスにしようと。ということは、35を２で割れば当然

数字が出ますから、七郷小の１学級分が菅谷小でも１学級ということになるわけです。

だから、いろんな流れ方があるのですけれども、必ずしも、今後40人の場合は20、20で

すよね。そうすると、学級は２クラスでクラスは20人と。やや七小さんに近いような

学級が今後ふえてくるというふうに思っていただければよろしいかと思います。しか

し、全てではありません。やはり大規模校のほうがどうしてもぎりぎりの線まで児童

がおりますから、34人の１学級もあれば、逆に18人の学級も出てくると。こういうこ

とになるのです。

例えば、嵐山幼稚園を例にとりますと、新年度は保護者の方たちの関心もあったの
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でしょうか、募集定員にほぼ近い数が今回入園することになりました。あれを２つに

割れば数的に22か23です。幼稚園の一番理想的な児童数なのです。ちっちゃいうちだ

から目も届く。以前は、35人で１学級だったのです。そういった中で、町のほうもそ

れに対して非常に目を配っていただいて、お子さんが大勢、もっともっといればあり

がたいですけれども、今後もそういった中で展開していくというふうな捉え方でいっ

ていただければありがたい。

また、今後国のほうもあわせて埼玉県では、さっき申し上げたとおり最高児童数を

35で切りましょうと。それで、６になったら２学級にしますよと、こういう施策を進

めてもらうことによって、少人数学級がふえ、そのために先生がさらに新しく変わる

とこういう形になるわけでございまして、それらが今後、少人数指導と一緒になって、

効果が上がってくるのではないかなというように考えているところでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） やはり、これから少子高齢社会に入りまして、先ほど副町長

のほうからも高齢化率というのは26.4％ということで、本当に嵐山町も高齢化に入っ

ております。

また、そういう中で子供の数もだんだん減ってきております。この嵐山町を考えた

場合やはり基礎づくり、これからは教育で人づくりだと思います。人格の完成を目指

しまして、これからも教育を進めていってもらいたいと私も思います。

以上です。

次の２つ目に入りたいと思います。

〇青柳賢治議長 はい。

〇７番（吉場道雄議員） ２番目として、古里地区の埋め立てについて、古里（馬内）

地区の埋め立ては２年たっても終わりが見られないが、県の許可でこれは難しいと思

いますが、どのような問題を抱えておるのか、今までの経過と問題点をお伺いします。

また、道路の壊れもひどく、一部修復してあるが、長い間壊れたままの状態でよいの

かお伺いします。

以上です。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

大塚環境農政課長。
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〇大塚 晃環境農政課長 それでは、質問項目２につきましてお答えいたします。

嵐山町大字古里字林合1488番地１、1488番地４の２筆の土砂堆積につきましては、

事業面積が7,424.62平方メートルと町の条例で規定する規模3,000平方メートル未満

を超えるため、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の第16条第１項の規

定に基づき、埼玉県東松山環境管理事務所が許可をしたものであります。

事業期間として、当初平成23年５月６日から平成23年10月５日まででしたが、２回

の期間延長を受けて平成24年３月30日まで延長されました。しかし、その後の延長手

続はなされていないと、東松山環境管理事務所から聞いております。

また、事業がおくれている原因としては、当時の養鶏場の取り壊し廃材が埋められ

ていたため、産業廃棄物として処理するのに不測の日数を要したこと、事業者が他の

現場で工事代金が回収できないため、資金不足になって完了がおくれていると東松山

環境管理事務所から聞いております。しかし、町といたしましては、一日も早い事業

の完了を事業者に指導していただきますよう東松山環境管理事務所に改めてお願いし

たところであります。

また、町道２―１号線の補修につきましては、環境農政課より連絡をしております

が、対応していただいておりません。早急に対応するように改めて指導したいと考え

ております。

なお、現場の現状把握と異状等に早期に対応すべく、東松山環境管理事務所職員及

び町職員による定期的な立入調査と巡回を行っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） では、埋め立てのほうで、道路の部分は後から質問したいと

思いますので、よろしくお願いします。

埋め立てなのですけれども、平成23年５月６日付で県から許可がありまして、町の

ほうに通知があったと思うのです。期間はここにありますように、平成23年の５月６

日から平成23年の10月５日までですか、午後８時30分から午後５時までの間というこ

とで、５カ月で終わるということでありましたが、今２年半たっておりますけれども、

まだこのように終わらない状況であります。

この間に説明会ですか、２回行ってもらいました。これは地域からの要望があった

からのもので、ここにＵ字溝の伏せかえが変更になったということで説明会を開いて
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おりました。この２回目の延期延長を受けて、24年３月31日までというのは、これは

地域の人も全然知らないわけであるし、次の延長願いも出ていないということも地域

は全然知らないわけなのですけれども、そういう中でやはり今年に入りまして、再度

泥の搬入がありました。それを町に聞いたところが、町のほうでは真ん中が低くなっ

たから入れるのだということで話がありました。だけれども、地域の人は本当にそう

いう情報すらないわけなのです。

そこの入り口のところも壊れており、水がたまってその状態になっていて、この幾

日か前には直してくれたわけなのですけれども、本当にこの県の許可で、これは難し

いかもしれないけれども、地域と町の信頼関係があると思うのです。変更になったか

らということで、町のほうから連絡ぐらいはあってもいいのかなということもありま

すし、また今年の５月か６月ころかな、ちょっと町のほうにも聞いてみたら、今は多

分梅雨に入るので時期が悪いから、秋に工事をしたいということで話がありました。

秋になってもまだ全然直るケースもないので、このような一般質問で、ここに取り上

げて話させてもらっております。

そういう中で、この間、２日、月曜日ですか、課長のほうから電話がありまして、

12月の16日に丁張りをかけて、Ｕ字溝の工事をするのだということで県のほうから話

があったということで、話をもらいました。それで、近所の人にも何軒か話をして、

区長さんにも話をしたということで承りました。

私は、県の許可で難しいと思いますけれども、そういう信頼関係ですか、本当に地

域の人が不安になっているわけなのです。だから、そういう県のほうから町のほうに

は情報は入りますけれども、地域の人は入らないわけなのです。本当にこれからも信

頼関係を保つために、話ぐらいはしてもらったほうが、役場で最低限わかること、そ

れでいいと思うのです。そうすれば、地域の住民も安心するし、だって知らない間に

ダンプがここに来て終わったという中で、また泥の搬入などもしているわけなので、

１年たてば泥は沈むに決まっているのです。だけれども、そういう中で何があったの

かと町に尋ねると、やはりこういうようにすぐ教えてくれる。町は多分情報は知って

いると思うのです。だからもっと、観光農政課だけではなく、町と地域のつながりを

もっと町に、最低限地域に話してもいいことぐらいは地域で話すようなシステムがつ

くれないかどうか、ちょっと町長さん。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今経過についても議員さんのほうからお話がございました。そして、

地域の信頼関係、行政との関係というような話もございました。答弁の中でも話をさ

せていただいているわけですが、延長手続がされていないというようなことで、県で

も苦慮しているのだと思うのですが、この問題について一般質問で議員さんに問題を

提起をされたと。これは町としてはもう大変なこととして受けとめて、しっかりと対

応をとっていきたいというふうに思っています。

ただ、こういう状況になっているわけですから、非常に難しい問題もあると思うの

ですが、それは当然のことで、そうでなければ早くけりがついているわけですからあ

れですが、しっかり対応して、地域の信頼を損なわないような行政展開につなげてい

きたいというふうに考えております。今までと違った展開がとれればいいなというふ

うに思っています。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） では、やはりこれから嵐山町をよくしていくためにも、やっ

ぱり地域の信頼がないとやっていけないと思いますので、これからも地域の信頼がで

きるように、お互いに協力しながら町をよくしていきたいと私も思っているし、町も

よくしてもらいたいと思います。

次に、道路のほうなのですけれども、やはり今回も専決処分の問題でここに道路の

問題で出ていますけれども、やはり２年間やっぱりそのままの状況で、やはり町のほ

うに何回も言ったけれども、２年間そのままの状態でいいのかどうかお伺いします。

〇青柳賢治議長 大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 先ほど答弁のほうでもちょっとお答えさせていただいたので

すけれども、改めてまた事業者のほうに早急に対応するように指導していきたいと思

っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） やはり、あの状態ではちょっと危険性もありますので、これ

は私の考えなのですけれども、あれを町で１回修理して、それを県を中に入れて業者

のほうに請求するということはできないのですか、お伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 道路の関係でございますので、私のほうからちょっと

答弁させていただきます。

先ほど環境農政課長が言うように期間がたっている中で、舗装が傷んで修理してい

ただいていないという部分がございます。それにつきましては、私のほうも聞いてお

ります。ですから、もう一度この辺、環境農政課のほうに一度担当課のほうから連絡

していただきまして、それでもうどうしてもまたできないようであれば、ある程度の

見切りをつけて、町のほうで応急的な修繕になると思うのですけれども、させてもら

って、費用については検討することにしまして、やっていければいいのかなと思いま

す。

また、施工する前に、道路の状況等も写真を撮ったりして押さえてございますので、

それも含めて今後検討していきたいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） この問題なのですけれども、一日も早く解決して、住民が一

日も早く安心していられるように、お互いに協力しながらやっていきたいと思います。

よろしくお願いします。

以上で終わります。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

◎散会の宣告

〇青柳賢治議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時２７分）
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◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります

ので、平成25年嵐山町議会第４回定例会第３日の会議を開きます。

（午前 ９時５９分）

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇青柳賢治議長 日程第１、一般質問を行います。

◇ 畠 山 美 幸 議 員

〇青柳賢治議長 本日最初の一般質問は、受付番号６番、議席番号６番、畠山美幸議員。

初めに、質問事項１のセカンドブックスタートについてからです。どうぞ。

〔６番 畠山美幸議員一般質問席登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） おはようございます。今議長のご指名がございましたので、

第６番議員、畠山美幸、通告書に基づきまして質問のほうを始めさせていただきます。

今回は、３項目ございます。まず、大項目の１つ目ですけれども、セカンドブック

スタートについて。

現在本町では、ブックスタートを行っていただいております。お母様方などからは

喜びの声を聞いています。

先日、11月11日、映画「じんじん」の試写会を行っていただきました。私は、５日

の日に衆議院会館のほうで試写会のほう行ってまいりました。また、９月補正では、

児童生徒に視聴する予算も議決しました。

映画は、北海道剣淵町で20年も前から絵本を真ん中に、人と人との心が通う絵本の

里づくりを掲げています。町民は、仕事の合間に子供に絵本の読み聞かせで、豊かな

心を育んでいた。大地康雄さんは、この映画で絵本の力と親子のきずなを描き、温か

な感動と優しい気持がじんじんと広がっていくお話になっています。
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主人公の回想シーンに、当時５～６歳のころの娘さんに、当時の父親がお話をして

くれたことをよく覚えていた。そのようなことからも本町として、６歳入学前にセカ

ンドブックの導入もいかがでしょうか、お考えを伺います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

小久保錦一教育長。

〇小久保錦一教育長 質問項目１につきましてお答えさせていただきます。

本町では、３～４カ月児健診の折にブックスタートを行っています。毎回５冊のう

ち２冊を親御さんに選んでいただき、差し上げていると聞いております。

ところで、私もこの試写会「じんじん」を鑑賞いたしまして、改めて剣淵町の絵本

の里づくりには感激をいたしました。本町では、小中学校での読書マラソンが平成９

年にスタートし、現在に至っています。幼児期に、親御さんや保育園、幼稚園での絵

本の読み聞かせは、豊かな心を養う上で欠かすことのできないものでございます。

ご質問の６歳入学前にセカンドブックの導入をとのご見解、また趣旨には、賛同い

たします。しかし、諸事情を鑑みて、今後の検討課題といたしたいと存じます。

幼児のころから本に親しむ機会を町を挙げて導入し、小学校時に目標の冊数を読破

した場合に、読書マラソンで表彰し、将来は読書が好きで、読書に親しむ人間に成長

されることを期待しているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） そもそもブックスタートは、日本では2000年の子ども読書年

を契機に、特定非営利活動法人ブックスタートが母体となって始まりました。赤ちゃ

んの体の成長にミルクが必要なように、赤ちゃんの言葉と心を育むためには、だっこ

の温かさの中で優しく語りかける時間が大切であること。そんなかけがえのないひと

ときを絵本を介して持つことを応援する運動です。

今回この映画を児童生徒、また保護者の方に見せていただくわけです。映画の中で、

絵本の力、親子のきずなが描かれていて、町として子供の心の成長にセカンドブック

を始めるちょうどいいタイミングだと思います。

小学校１年生に本１冊を贈り、子供たち自身、本に出会い、親しみ、本を読んでみ

たいという読書習慣が身につくと思うので、ぜひ応援をしていただきたいと思います。

小学校１年生向きの20冊ということで、これは学研の教室が進める20種類の絵本が
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ここに連なってあるのですけれども、「ぐりとぐら」という私が小学校ぐらいのとき

からある絵本ですけれども、ここに20冊が網羅されておりまして、金額のほうを見ま

すと800円から上限1,500円ぐらいまでのものがございます。

とにかく本を読むきっかけ、せっかくこんないい映画を子供たちに本当に嵐山町は

先駆けて映画の上映を決定してくださった。町長、衆議院会館のほうの試写会に行っ

て、嵐山町はもう既に９月予算の補正がついていますというお話をしましたら、その

後、すごくいろんな町から、市からお電話がいっぱい入りまして、どういうふうに予

算ついたのという公明党の議員、神奈川県の人も来ていれば関東周辺の議員が来てい

たのですけれども、そういう皆さんから、どういうふうに予算つけたのというお電話

がかかってきました。

そういうふうにして、嵐山町がいち早く取り組んでいただくこの「じんじん」の映

画の試写会、視聴会をやっていただくわけですので、ぜひこういういい機会ですので、

町長、20冊をまず提案して、この中から好きな１冊をどうぞというような形で、ぜひ

やっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

セカンドブックスタートということでご質問いただきました。そして、今教育長の

ほうから答弁をさせていただいて、絵本の読み聞かせ、これは豊かな心を育む上で欠

かすことができないものだということで、いろんな諸事情を考えて検討課題といたし

ますという答弁をさせていただきました。

話をお聞きをしながら、こういうことで検討していきたいと思っていますが、具体

的な話になりますけれども、６歳入学前ということですので、今何冊とかとありまし

たけれども、もし嵐山町でやる場合には、小学校に入る前の子供が対象なわけですよ

ね。ですから、学校ではまだ字を教えていないから、知らない子供ということですよ

ね。ですから、３～４カ月の健診のときには、ブックスタートのときには絵本を、今

度のセカンドのときには、絵本なのか字が書いてあるのかわかりませんが、絵本とい

うことであると、絵本を小学校に入る前の子供たちが何回ぐらい見てくれるのかとい

うのがあると思うのです。それで、この貴重な財源を投入するわけですから、そうい

う形で本に親しんでいただいて、それで本を読む習慣をつけさせてというか、つけて
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もらって、それで豊かな情操教育とかいろんな形に役立てたいということで、反対す

る人はいないと思うのです。だけれども、そこなのですよ。どうやったらそれが定着

をしていくのかなと。

例えばブックスタートというものをやっているところとやっていないところがあっ

て、やっている嵐山町の場合は、こういうところが違うのではないかとか、こうなの

だよというようなことだとか、あるいは今各学校の中の教室にもクラスの本棚、本が

あります。図書室もあります。それから図書館もあるわけです。そういう中でどれぐ

らいこの図書に親しむものが定着をして、それで予算を投入した分が成果で出ている

かというのを見たときに、時々というか、私も１年に何回も行きませんが、小学校の

図書室に行ったりなんかしたときに、全く何か開かない本というのが圧倒的に多いの

です。ですから、どういう形で定着をして、どういう形で、学校では今、朝の読書と

いうのをやっていただいているのかわかりませんが、そういうようなものに今おっし

ゃるセカンドブックスタートというものがくっついていくような形であるとすると、

全く安い予算になると思うのですけれども、効果のある予算になると思うのですが、

それがそうではなくて空回りをしてしまって、本だけは用意したのだけれどもという

ような状況になったときには、どうなのかなと。いろんなこと考えて、教育長の答弁

の中でも検討課題ということで答弁をしていただいたのだと思うのですが、私も教育

長の答弁に、そのような形のほうがいいのかなというように考えております。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） では、教育長にお伺いします。

今７歳の、七つのお祝いを嵐山町はやっておりますけれども、入学前のお子さんを

対象に、私も文教の委員長のときに２回ばかり出させていただきましたけれども、そ

のときのお祝いのあの会場で、子供さんたちに何かあそこでは差し上げていらっしゃ

るのでしょうか、お伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 私のほうからお答えさせていただきます。

千歳あめですとか、それから町内の企業から提供をしていただきました記念品等を

差し上げております。あと、町からは色鉛筆のようなものですね、それを差し上げて

おります。



- 133 -

以上です。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 七つのお祝いということで文化スポーツ課長のほうから内容のお

答えがありましたですけれども、今後七つのお祝いに、例えば町全体として、剣淵町

のように、上がるまでは絵本でいこうとか、あるいは入学後は字が読めるようになっ

て、少し定着してきたようになったら朝読書とかあるいは読書週間とか、そういう形

でこれが今後考えられれば、また全く考えられないことではないというふうに思いま

すし、また七つのお祝いも予算的なものの中で、上がられるお子さんたちにこれがい

いということで今決めて、本は入っていないですけれども、やっているということで

ございますので、そういうことが諸事情の一つでもあるかなと思っていまして、先ほ

どはああいうお答えになりましたけれども、七つの祝い等も一つの視点かなとは思い

ます。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今お話に伺いました七つのお祝いの内容ですけれども、千歳

あめとか記念品とか、色鉛筆が入っているというお話でした。

先ほど町長の答弁の中に、今のお子さん、入学前のお子さんが、果たして字が読め

るのだろうかというお話がございましたが、今保育園、うちは上の２人は幼稚園で、

下の子供は保育園に入れましたけれども、本当によく面倒を見てくださって、読み書

きがほぼ90％、100％近いのではないでしょうか、のお子様が、本当に平仮名は読め

るような状況になっております。

先ほど推奨図書を、皆様の手元にはないのですけれども、出させていただきました

けれども、この推奨図書の絵本、絵がほとんどで、でも字が、ちっちゃいときに見た

絵本とは違い絵が全般的には書いてありますけれども、字も大分ふえてきております。

桃太郎とか、もうこれは昔からあるお話ですから絵が中心で、言葉も大体桃太郎とい

えばどういう言葉が入るかわかると思いますけれども、そういうような内容で、字と

絵のバランスが、そんなに絵ばかりではなく、字もほどほどに入っているというよう

な絵本です。

やはりうちの子供も、「きつねのでんわボックス」といったか、何か自分が欲しい

と言ってそれを購入して、大きくなるまで大切にしておりました。ですので、やはり
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子供の中で何がいいか。本当に、クラスに行けば教室の中に本もありますし、バッテ

ィングしてもしようがありませんので、バッティングしてもどうしてもやっぱりこれ

は自分のものにしたいというお子さんもいると思うのです。この本だけは自分でずっ

と大切に持っていたいという本があると思います。ですので、今お話にありました七

つのお祝いのときに、ぜひ予算をつけてやっていただきたいと思いますけれども。

初日のときに、来年の就学予定のお子様が116名ですよという報告がございました。

このお子様たちに1,000円程度のものを差し上げるとなると、10万円から、人数にも

よるでしょうけれども、10万円程度の予算で子供の、先ほど、ではどういう効果があ

るのだろうなんていうお話がございましたけれども、ちょっと私きょうは新聞を忘れ

てきしまったのですけれど、２～３日前に、きのう吉場議員さんが質問された成果が、

日本の、世界の成果が、読解力がよくなったというようなああいう成果も出ておりま

すので、やはり今こういうスマートフォンですとかタブレットとかが流通していて、

なかなか字と触れ合うという機会が減ってきている中で、やはりこういうものを小さ

いときからやっぱり持っているというのは、心の教育につながると思うのですけれど

も。ぜひ予算の検討をしていただきたいと思いますけれども、再度町長にご確認をい

たしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 おっしゃるように趣旨に反対する人というのはいないと思うのです。

ですので、それがこの効果を上げてもらえるかどうかというのが、行政サイドとする

と非常に関心のある部分なのです。ただ配って終わりというのではなくて、それが効

果がどう出ていくかということだと思うのです。

それで、七つのお祝いという話がありましたけれども、七つのお祝いも成人式と同

じように、実行委員会方式でやっていただいているのです。それで、七つのお祝いに

集まってもらったときに、紙芝居をやるか、絵の芝居がいいか、どういうのがいいか

とかというのをそのご父兄の皆さんと委員さんに決めてもらうわけなのですが、この

前委員会に出席をさせてもらったときに、それではうちの子は飽きてしまうよとか、

そういうのではあれよとかという意見が出てきて、それでそのときにちょっと話をさ

せてもらったのですが、私の子供はそれでは飽てしまうよとか、これではだめよとか

という委員さんがそういうような意見を言って、なかなか何に、歌を皆で聞こうかと
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か、映画がいいとかいうような、話が決まらないわけなのです。それで、こっちにも

話が振られてきたので話したのですけれども、今度小学校に上がるわけですから、七

つのお祝いは。そうすると、小学校だと30分、40分、１時間時限があるわけです。そ

れで10分きり話聞いていない子は、もう４分の１きりわからない。半分きり聞けない

子は２分の１きりわからない。それがずっと１年間続くのですよとお母さんに言った

のです。

だから、今一番あれは何がいいとかというのではなくて、40分、45分、先生の話を

聞いていられるように家庭の中でしつけるというか、そういうような習慣をつけると

いうか、それが今一番必要なときではないだろうかと。だから、何かをやるにしても、

10分きりもたないとか、20分きりもたないそういう子供に合わせて何かをやるという

のはどうだろう。やっぱりある程度一定の期間、時間、その分だけは我慢してでも芝

居を見たり、何かを、映画を見たりとかいう我慢ができるような形でないとあれなの

ではないだろうかという話をそのとき言わせてもらいました。

何でこんなことを言うかというと、本というのはやっぱり家庭の中のいろんな状況

の中に影響がすごくあると思うのです。もう夜寝ながら、読み聞かせではないですけ

れども、本を読んでやらないと寝ない子もいるだろうし、全くぐっすりすぐ寝てくれ

る子もいるだろうし、いろんな方があると思うのだけれども、そういうことを考えた

ときに、読書というのは文化ですから、家庭の中、地域の中、そういうものがあると

ころとないところとあるわけです。

だから、おっしゃるのは全くそのとおりなのですけれども、どうやってその文化を

家庭の中に、子供に根づかせるか。これは教育長さんが答弁いただいたように検討課

題とさせていただいて、どういう形がいいのか。本を読ませること、読んでもらうこ

とというのに反対する人はいませんので、どういうふうにやったらいいのか考えてい

きたいというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） わかりました。

先ほど教育長さんのほうから、諸事情を鑑みて今後の検討課題といたしますという

ことでございます。諸事情というのはどういうものなのか、教えていただきたいと思

います。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。



- 136 -

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 先ほど来から町長のほうからもお考えが述べられましたし、私も

先ほどの答弁の中にも、間接的な言い方になってしまいましたけれども、そういうこ

とが諸事情でございまして、このブックスタートをセカンドを施行するということに

対しては、まだまだ時間的な精査も必要だろうと。そして、比企地区、郡市全体を見

回しても、今のところまだ全ての比企郡内では予定なし、見設置なのです。それから、

県下全体では、今文化スポーツ課長に資料を見せていただきましたけれども、県内２

市だけ、小１のみ導入をしておるようでございます。

それらがどういう、今町長がご答弁いただいた中にどういう効果があったのかとい

うのはファジーですね。だから、そういう面も見ながら、やはり大事なことはよく理

解してるつもりですので、いろいろな関係機関とまたよく考えて、今後検討していく

のが適当だろうというのが諸事情でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） それで、今県下は２市でやっているというお話でしたけれど

も、行田市さんがやっているというのは存じ上げてましたけれども、もう一つはどこ

だか私も存じ上げないのですけれども、今回この質問をしたというのは、やはり今回

いち早く町長が、この「じんじん」という映画に着手して、予算をつけて、見てもら

うのだというそういうお気持ちがある町長であるからこそ、本に親しむ子供をこの嵐

山町は剣淵町さんみたいにつくっていきたいのかなというそういう気持ちがあって、

私は今回、今もうブックスタートをやっていただいているところですので、今度はセ

カンドブック、この先に行っては、今度中学生に上がる前のサードブックまで、何と

かつなげていければいいなということで、今回は提案させていただきました。

こういう質問するときに、２～３日前の子供たちの、今高校１年生の教育がレベル

が上がってきたというお話もありましたので、やはりそのころというのはゆとり社会

の子供から、またそうではない教育に変えていくという子供たちに変わってきたとこ

ろでもあった中でのことだったので、ぜひこれをいち早く嵐山町で、町でありながら

ももうやっているのだという、そういうことでやっていただければありがたいなと思

って、提案させていただきました。

答弁はわかりましたので、次に移ります。
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〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） では、２つ目の質問に移らせていただきます。

図書館学習室についてです。子供が家で学習する際、子供部屋ではなく家族が集ま

るリビングを使う家庭がふえています。東大に行く子は、リビングで勉強していたな

どの説が教育雑誌などで広まり、積極的にリビング学習を取り入れる親も多いようで

す。

現在本町では１階に学習室を設置していただいていますが、１つ、無機質な会議室

のような机が２列一方向に並んでいる状況です。また、室内は独特のにおいがあり、

何らかの対策をしていただきたいと思います。

２つ目、図書コーナーには窓際に学習机がありますが、学習に使用できません。お

考えを伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目①、②の答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 質問項目２の①につきましてお答えいたします。

リビング学習は、親の見守りや親子のコミュニケーションによって学習の効果が期

待される小中学生に特に有効であるというような指摘がございます。町立図書館の学

習室におきましては、さまざまな年齢層の利用者のニーズに応えるために、現在の机

の配置となっております。

また、室内のにおいに関しましては、隣の多目的室に原因がございました。その影

響がありましたけれども、現在では開館時における常時換気などの対策によりまして、

大分改善されてまいりました。昨日も私も行ってまいりましたけれども、学習室に影

響はほぼなくったように思われます。しかしながら、より一層改善されるように努力

をしてまいりたいと思います。

続きまして、小項目②につきましてお答えいたします。２階の図書コーナーの窓際

に設置されているカウンターテーブルにつきましては、開架図書の閲覧用に配置した

ものでございます。したがいまして利用者が混み合う場合、あるいは図書を持ち込ん

での学習というようなそういう利用目的の利用者の方につきましては、１階の学習室

への移動をお願いしております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） まず、１つ目のにおいの件でございますけれども、やはりあ

そこの建物がちょっと湿気の多いところに立っておりまして、私も書庫というか、在

庫を置いてあるお部屋を見せていただきましたら、打ちっ放しのコンクリートのとこ

ろがいつもこうびしょびしょしているのですよというお話は伺っておりまして、大き

な企業に置いてあるような扇風機で常時乾かしているような状況でした。つい最近は

ちょっと見ていないのですけれども。

以前、洗浄していただいたと思いますけれども、この洗浄は毎年今も行っていただ

いているのか確認をしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 カビによる悪臭対策といたしまして、多目的室の１と２、

それから視聴覚室におきましては床に敷いてあるカーペット、それから椅子、それか

ら床のむき出しの部分です。そういったもののスチーム洗浄というのを３年に１度実

施しております。ちょうど今年25年度がその年に当たっております。

以上です。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） この間、ちょっと高速道路のトイレを使いましたところ、ト

イレのところに空気清浄機みたいなものが壁に設置してありまして、そこに抗菌効果

があって、アロマ効果があってというような文章がありましたので、それはちょっと

どういうものかわからないので、カメラで撮って、それをきのう課長に、こういうも

のがあるみたいですよということでお渡しはしたのですけれども、空気清浄機能と抗

菌効果と香りというような項目が書いてありました。

やはり、もう私たちは入っても余り、そんなににおいに敏感ではないようになって

きていますけれども、やはり子供たちというのはすごく味覚にしても嗅覚にしてもた

けていますので、子供たちが「図書館臭いんだよね」とよく言うのです。「そんなに

臭い」と言うのですけれども、「もう臭くってあんなとこじや勉強できないよ」と、

そういう言葉が返ってきます。

確かにそうかなと思ったのですけれども、もしもそういうものが設置できるようで

あれば、そういうものなどを置いて対策をしたらどうなのかなと思うのですけれども。

私もきのうインターネットでいろいろ調べたのですけれども、出てきませんでした。
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高速道路に確認すれば教えてはくれると思ったのですけれども、課長のほうは何かお

わかりになりましたでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

まず、その前に、スチーム洗浄は３年に１回行っておりますけれども、そのほかに

館内に病害虫といいますか、害虫駆除をしていまして、その駆除につきましては毎年

実施をしております。

それから、換気を行うようになりましてから、現在では床がぬれるというようなこ

とは、今日現在ではなくなっております。

それから、ご指摘のサービスエリアのトイレに設置されているものでございますが、

これは調べさせていただきました。いわゆるアロマセラピーといいまして、植物由来

の芳香性油を使いました芳香作用といいますか、そういうものでございまして、どう

いう効果があるかといいますと、ストレス解消、リフレッシュ効果、あるいはものに

よっては、抗菌抗ウイルス効果が期待されるというもののようでございます。個人あ

るいはオフィス等で使われているところがあるようでございます。扱っている、この

いただきました資料の会社等も一応確認をさせていただきました。

以上です。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ありがとうございました。

それで、小川町の図書館に行く機会が、このごろちょっと子供が、嵐山町の学習室

でお勉強をするのもいいのだけれども、夏休みは小川のほうに送迎をして、小川の図

書館に行くことが多くありまして、私も小川の図書館は初めてこの夏行ってみたので

すけれども、とても、木質化で、入ると何かラベンダーのようなミントのような香り

がするのです。ライトが蛍光色ではなく電球色、オレンジ色の電球色で、すごく温か

みがあるというか。

きのうもこちらの議会が早く終わりましたので、再度確認をと思いまして、きのう

ここが終わりましてから小川の図書館のほうに足を運びました。一応室内のほうを見

て回ったわけなのですけれども、あちらの図書館では学習室というところは、一応ヤ

ングアダルトコーナーというところがございまして、そこで40席設けてございまして、
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そこで学習するようにはなっておりました。しかしながら、社会人の成人コーナーと

いうのですか、そちらのほうにも非常に、きちんと仕切りのあるテーブルが設置して

ありまして、本を読むだけしか使ってはいけないのですかと副館長さんにお尋ねしま

したら、全然お勉強するなら構いませんということで、机のあるところでしたら勉強

するのは構いませんよというお話でした。

嵐山町では、２階にあんなにすばらしい机があるにもかかわらず、子供たちがあそ

こで勉強したいのにできないのだというお話があって、私は過去にもこの質問をした

のですけれども、あそこはあくまでも閲覧ですという答弁でした。

しかしながら、先ほどもリビングのお話がありましたけれども、人が見守っている

というか、見守ってくれているわけではないのですけれども、やはり人の気配の、学

習室も人の気配はあるのですけれども、そうではなくて、やはり２階の図書館のお部

屋で机に向かっているときに、後ろに誰か本を読んでる人がいる。職員の方がいると

いうだけで、非常に安心感があって勉強が進むと思うのです。

先ほどリビング学習での学力アップというお話をしましたけれども、今子供部屋は

ありますが、私が子供のころも居間のこたつで勉強しました。家族がいるところがい

いなあと思ってと話しています。リビングで勉強していれば、音読などの宿題にもす

ぐに対応でき、目も届きます。人目に触れる場所なので、机が散らかるとか雑然とす

るのは悩みですが、親子のコミュニケーションがとりやすく、満足していますという

ことが書いてあります。

大手家具メーカーによると、最近机を見に来る親の多くがリビングに机を置くのが

理想と話し、シンプルで長く使える机が求められているそうです。入学時にまだ机は

要らないと、椅子や収納用ラックだけを購入する親も珍しくありません。学習机は、

10年前までは入学準備品として買うのが当然でしたが、今は当たり前ではなくなった

ようです。リビングのテーブルで勉強している家庭がふえたことは、親が子どもに密

にかかわるのが当然になったという親子関係の変化が学習環境にあらわれていると言

えそうです。

リビング学習を進めるのは、「百ます計算」の活用で知られる陰山英男立命館大学

教授です。陰山教授は、自室にこもって集中できるのは大学受験に向かうときのよう

な自立した年齢になってから。子供はもともと集中するのが難しく、家族と一緒の空

間でリラックスするがゆえに集中できると説明していますという言葉があるのですけ
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れども、ですので小川町のようにやはり嵐山町の図書館も、ぜひ窓際に設置してある

机また大きなテーブル、６人がけぐらいのテーブルなど設置してありますが、ああい

うところで、やはり勉強がしたいという子供がいれば、ぜひあそこの場所を開放して

ほしいと思うのですけれども、この辺はどうなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員、②の机のほうにも行っているような質問ですが、②の

ほうということでよろしいですか。

〇６番（畠山美幸議員） もう①番のほうは結構です。②番のほうに移りました。

〇青柳賢治議長 では、②のほう答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 学習室には現在36席用意をさせていただいております。

基本的に36席、１テーブルに２人がけということで36席なのですが、それは仕切り等

がなくて、隣の人と余り干渉せずに勉強ができるということで、３人かければ50人以

上座れるスペースにはなっておるのですけれども、いずれにしましても主な利用者は

平日につきましては高校生以上の方が圧倒的に多くて、静かに勉強したいという方、

学習したいという方のために学習室を設けさせていただいているところでございま

す。

基本的に、リビング学習は家庭内が原則といいますか、それを前提にしているのか

なというふうに考えるわけなのですけれども、２階の図書コーナーにつきましては、

原則的にはそこにある図書を利用していただくということでございまして、外からの

持ち込みは禁止と。これは、中にある蔵書とほかのものの区別がつかなくなる可能性

があるということで、原則持ち込み禁止ということになっております。ですから、中

にある図書を利用しての学習ということであれば、大いにやっていただいて結構だと

思っています。

それから、テーブル等が置いてあるコーナーがございますけれども、こちらにつき

ましても、館内持ち出し禁止の図書を見ていただく調べ物コーナーですとか、あるい

は検索コーナーといいまして、蔵書の検索をするためのテーブルコーナーというよう

なもので、机を用意させていただいているコーナーがございます。そのほかの部分に

つきましては、窓際の机については11席用意させていただいておりまして、もう一つ

身障者といいますか、車椅子用の席をもう一つ用意させていただいております。

あとは、机を置いていないのですけれども、空きスペースにはなるべく椅子を配置
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しまして、蔵書の閲覧に使っていただくということを心がけておりまして、基本的に

は、図書コーナーにつきましては、そこに置いてある図書をごらんいただくというの

を原則にしております。

以上です。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 嵐山町の図書館は、ちょっと記憶がないのですけれども、今

万引き防止とかのバーコードのタグがついておりまして、それを持ち出した、何もチ

ェックをせずに館外に出た場合には、ビーと鳴って、持ち出し確認ができるというセ

ンサーみたいなものが設置してあるのですけれども、今嵐山町はそれはついておりま

したでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 恐らくついていないかと思います。

そのために閲覧室といいますか、調べ物コーナーというところには館内持ち出しも

できない図書もございますので、そういう区別をさせているので、基本的にはついて

おりません。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） たしか、小川町さんはきのう行ってきたのですけれども、そ

の辺ちょっと確認してこなかったのですけれども、今本の後ろに細いバーコードをつ

けて、それを必ずスキャンしないと、持ち出しした場合にはばれてしまうという形に

なっておりますので、できればそういうあれも、そんなに高く、リースとかだと思い

ますので、そういうセンサーとかつけて、例えば持ち出しとかができないようにする

とか……

〔何事か言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） では、いいです。

そういうことの対策もできるのかとは思ったのですけれども。

私が思うのは、とにかく小川町の図書館では、どこで勉強してもいいですよになっ

ているということと、あと机が木質化だということです。やはり、先ほど勉強に使わ

れる方は高校生がほとんどだというお話がありましたけれども、やはり中学生でも使

おうと思えば使うと思うのです。ただ、環境がやっぱり小学校、中学校の子供たちに
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合う環境になっていないと思うのです。ですので、やはり小学生でも中学生でも、そ

こに来て勉強ができるのだという環境にしていただけたら、もう少しああいうところ

で勉強してみようという子供がふえるのではないのかなと思うのですけれども、その

辺どうでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 本の裏についているバーコードは、嵐山の図書館でもつ

いておりますけれども、これは貸し出しの管理のためのものでございまして、防犯上

のものではございません。

それから、学習室についてでございますけれども、ご指摘のように確かにかなりカ

ビ臭いにおい等がした時期もございまして、それを受けてさまざまなにおい対策も実

施中でございます。まだまだ不十分なものもあるかと思われますので、ご指摘いただ

いたような器具等も検討してまいりたいと思いますし、それから多目的室１という狭

いほうの部屋を今学習室に充てておりまして、多目的室２という広い部屋、こちらが

特にカビ臭いにおいといいますか、それがひどかったわけなのですけれども、現在大

分改善をされてまいりました。

そういった過去の事情もございまして、利用率が余り芳しくないという現状がござ

いますけれども、ぜひ今後はいろいろな用途に活用促進を図っていきたいということ

で、図書館協議会という会議がございますけれども、こちらのほうでも今後学習室に

利用したらどうかというようなことで、既に検討に入らせていただいておりますので、

いろいろなご意見を伺いながら、協議会のほうでまた検討させていただきたいと思い

ます。

以上です。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） わかりました。

現在２階の入り口付近に雑誌コーナーがありますよね。あそこで雑誌を読まれる方

や新聞を見られる高齢者の方が大分ふえてきたなというのを見受けております。その

奥のほうに、児童というのですか、幼児用のコーナーがありまして、私前提案させて

いただいた、赤ちゃんタイムの導入をなんていう質問を過去させていただいたのです

けれども、やはりああいう年配者の方々が入り口のところで本を読んだり、新聞読ん
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だりしているところで、後ろのほうで子供さんたち、大変静かに、お母さんたちと見

ていらっしゃるけれども、もし下の今学習室の改善が図られているのであるならば、

下に幼児用の図書を持っていって、上のあの部分を学習コーナーとか、そういうもの

にしてもいいのかななんて私思ったりもしたのですけれども、そういうことなどもい

ろいろ含めながら、とにかく１階の環境改善ができていないと、やはり小さなお子さ

んたちがいるというのがよくないと思うのですけれども、もし環境改善ができている

のならば、そうすれば下に移って気兼ねなく本が読めるのかな、かわいらしくデザイ

ンしてお部屋をしてくれればいいのかななんて思うのですけれども、きのうも小川の

図書館行きましたら、職員の方々が、本の貸し出しとか、返却とかないときは、自分

のところで、何か今折り紙、一生懸命折り紙の本を持ってきて、一生懸命ツリーの折

り紙を折っていらっしゃいました。それを、やはりそういう児童図書のところに、何

かいろんなものが飾ってあるのですよね。本が置いてあるイコールいろんな折り紙で

折ったものや、何かその本に書いてあった縫いぐるみをつくったものを飾ってあった

りとか、それを見て親が、ああこの本借りて私もこれと同じものをつくろうとか、そ

ういうふうに本を借りる機会もふえるのかなという。今、嵐山町はそういう取り組み

はしていらっしゃるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

嵐山町でもよくお子様方に利用していただく、映画等で利用していただく１階の視

聴覚室等で、そこに行く通路の部分に、四季折々に職員がつくりました壁のデコレー

ションといいますか、そういったものをさせていただいておりまして、まさにそのあ

いている時間に折り鶴をつくるとか、そういったもの、手づくりの飾りをつけさせて

いただく。これは全く職員が、臨時職員含めて職員がやっているものでございます。

それから、１階の多目的室でございますけれども、大分におい等、それから湿気等

も大分改善はされてきておりますけれども、図書館の協議会の中でも意見はいろいろ

出ましたけれども、図書をそこに置くという環境にはまだちょっと遠いのかなという

ことで、図書を開架したり蔵書したりするスペースとしてはちょっと適さない。図書

を置くためには、抜本的なといいますか、大きな改修が必要になるのかなというふう

に考えております。
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以上です。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） わかりました。

ぜひ学習室を、何か子供たちがもっと勉強したいなというような環境になるような

努力をしていただきたいと思います。

では、次に移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇６番（畠山美幸議員） フィルムコミッションについてです。

フィルムコミッションといいますのは、映画などの撮影場所誘致や撮影支援をする

機関のことをいいます。

11月９日熊谷市において「義仲・巴スペシャルトークin埼玉」が開催され、今後

2015年３月、北陸新幹線開通に合わせて、埼玉、長野、富山、石川県は大河ドラマを

放送しています。元ＮＨＫアナウンサー松平定知氏は、大河ドラマになるには、３つ

の要素がある。時代背景が続かないこと、主人公と見合う女性がいる、勝ち続けるこ

となどと話してくれました。可能性があると言っていました。

嵐山町には、自然と歴史のある建物があり、都心からも近い。茨城県常総市もまた、

嵐山町と同じような土地柄ですが、産業労働商工観光課にフィルムコミッション係を

設置し、今では経済効果が年間3,000万円になっています。

嵐山町でもしっかり担当職員をこの部署に配置し、撮影場所のガイドブックを作成

するなど、受け入れ態勢のお考えを伺います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 質問項目３につきましてお答えいたします。

埼玉県内のフィルムコミッションの数は、総数21カ所となっております。その内訳

は、市町村が窓口となっているのが13、商工会が窓口となっているものが３、観光協

会が窓口となっているものが４、ＮＰＯ法人が１となっております。これを見ますと、

やはり市町村が窓口というのが多い状況にあります。

当町におきましても、一昨年には「一休さん」、この10月においては、木曽義仲が

生き延びたという伝説をもとに、義仲をかくまう姫、中山エミリを主人公にした時代

劇の撮影が鎌形八幡神社で行われました。
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このときにつきましては、まず文化スポーツ課に話があり、その後、企業支援課に

打診があったため、観光協会を紹介させていただき、撮影の打ち合わせ、エキストラ

の募集等についてお骨折りをいただいたのが現状であります。

議員さんがおっしゃるように、当町には豊かな自然と歴史のある建造物等もあるこ

とから、撮影場所のＰＲをすることによって撮影場所としての認知度が上がり、その

相乗効果として当町の経済効果は大きいと思います。

今後、観光協会等のご意見をお聞きして検討してまいりたいと考えております。

以上で答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ありがとうございます。

常総市さんに行ったのは、この近隣の公明党議員と５名で、今回常総市さんのほう

へ視察に行ってまいりました。

このフィルムコミッションと、ほかいろいろ夢のみずうみ村というのが、千葉県浦

安市に高齢者の介護施設がありまして、ＮＨＫでも取り上げていただいたのですが、

それはもう早速、長寿生きがい課の課長のほうにお話はしたのですけれども。この常

総市というのは、茨城県の石下町と水海道市が18年に合併をして常総市という市にな

ったそうです。都心からは50キロ、別のものを見ると55キロになっていたのですけれ

ども、という位置にございまして、嵐山町は60キロということで、ほぼ似たような立

地なのかなと。地図を見ますと、平米数、土地の広さは全然、常総市のほうが広いの

ですけれども、その石下町さんと合併したがために、縦に長い、うちの嵐山町かなと

思うような地形になっておりました。こう細長い。

つくばエクスプレスで37分というところに、秋葉原まで行くということで、大変都

心からも近く、撮影隊が一日がかりで日帰りで行って帰ってこれるという、そういう

メリットもあるというお話を伺いました。

嵐山町におきましても、先ほどお話ししたように、都心からもう１時間もかからな

いところでございます。ですので、本当に日帰りで撮影をして、何かエキストラの方

々を朝６時のバスに乗せて、高速道路で嵐山町に入った、嵐山町でいろいろ撮影して、

12時前までには解放しないと、時給が、次の日まで日給が上がってしまうというデメ

リットがあるということなので、近いところで移動したほうがメリットがあるのだと

いうお話も伺いました。
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そういうことから、嵐山町は大変にそういうところではいい場所にあるのではない

かなと思いました。

常総市さんのこのフィルムコミッションが今年で10年をお迎えになったということ

で、10年を迎えてロケは1,000作品に上り、撮影隊の延べ人数は10万人ということに

なっております。この経済効果なのですけれども、休眠施設の有効活用、市役所を時

間貸しして収入増、撮影隊そのものがお客様になる、業界には知名度がアップする、

こういうメリットがあるのですけれども、観光客誘致には効果はなかったというそう

いうお話はございました。

先ほど、メリットの中、経済効果の主な内容ということで、市役所を時間貸しして

収入増とか休眠施設の有効活用というお話をしました。フィルムコミッションによる

経済効果で、市民福祉センターを125日間お貸しして、収入が680万入りましたよと。

あと、坂野家という建物が国指定の文化財がこちらの常総市さんにはございまして、

ここは、「利家とまつ」のときに建物の門が使われたそうなのですけれども、あとい

ろんな大河ドラマなどにもこの門は使われていて、もうプロが手がけると、いろんな

こうデザインができるということで、すごくここはいろいろなものに使われていると

いうお話でした。

ぜひそういうことを考えますと、嵐山町でも早くに、こういうシネマップというの

が、あとドラマップというのがあるのですけれども、こういうところに、先ほど八幡

神社がありますというお話がありましたけれども、マップにもう落としてあるのです

ね、こういう施設がありますよと。こういうマップをいち早くつくって、そういう方

々が来たときには提案をしていただければ、先ほど、今、企業支援課の課長から答弁

をいただきましたけれども、私は常総市さんに行ったときに、この産業労働商工観光

課という中に、もう既にフィルムコミッション係という担当を10年前に１人つけたそ

うです。その方を１人つけて窓口になってもらって、いろいろ動いていただいたとい

うお話がございました。現在、2003年からどんどん、どんどん需要が伸びてきており

ますので、もう１人では対応できなくて、今職員は４人になったというお話がござい

ました。

企業支援課さんは、本当に小さな世帯でやっていらっしゃるので、余り負担をかけ

ては大変かなとは思うのですけれども、誰かこういうフィルムコミッション係を担当

をつけていただいて、観光協会との窓口になるという方向がいいのか。それとも、観
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光協会さんにもう一切合財を任せるのか、その辺は町長としてはどういうふうにお考

えになりますでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 また、産業振興というか、地域活性化というか、ご提言をいただきま

して大変ありがとうございます。

町でも職員に、町の活性化について、それから人口の定着化、人口減少に歯どめを

かけるいろんな提言をいただいて、提案をたくさんいただいております。

そういう中ですので、こういうご提言いただくの大変ありがたいわけでございます。

それで、職員を１人専門にみたいな感じのお話ですけれども、ご承知のような体制で

やっていますので、なかなかそういうわけにはいかないと思うのですが、やっぱりや

る、課の中で何かをやるといったときに、１人で何かを張りつけてやるというより、

やっぱりチームワークなのですよね。それのほうが大きな仕事ができますから、やる

としたらそういう方向かなと思うのですが、嵐山町のその地域の特性、今おっしゃる

とおり、すごいものがあると思うのですよ。それで、散歩というか、よくリュックし

ょって女性の人なんかが多く歩いていますけれども、嵐山町いいのですよねというの

で、何がいいのですかとこう聞くと、俳句だとか短歌をやる人が、もう嵐山町に来る

と全部そろっているというのですよ。山も低いですけれども、山があり、川があり、

田んぼがあり、畑があり、それで四季の里山があり、自然が、いろんなものが全部そ

ろっていて、それで季節が変化がはっきり出てくる。なものだから、いろいろ何かそ

ういうものをつくりやすいというような話がございます。

それで、先日もグラウンドゴルフの大会を女性会館のところでやったわけですが、

あそこのところでも絵を描きに来ている人がたくさんいる。そういうようなポテンシ

ャルというか、そういうもうすごいものがあるわけですので、おっしゃるようなこと

をぜひ生かして、どうやっていったらいいのか。それと、今までもここに答弁に書か

せていただいたように、ぽちぽちとこう来ていただいてやっていただいているのです

ね、ですので、それらをいかに定着をして広げていけるかというような先進地の情報

収集というか、今ご提言いただいたような茨城の関係だとかというものを勉強して、

嵐山町で。前にも、ほかの議員さんからもご提言をいただいてあれなのですが、なか

なかうまいところまで進んできていないわけなのですが、また改めて担当と研究をさ
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らに進めていただいて、活性化の一つの基盤に起爆剤になるように取り組んでいけれ

ばというふうに思っております。

ありがとうございます。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 先ほど答弁の中にもございましたけれども、一休さんをやっ

たとか、この間観光協会の局長のところに行って、「義仲穴」という来年に多分上映

になると思うという、こういうチラシを局長のほうからいただいてきたわけなのです

けれども、参加費が1,000円払ってまで50名の方がそろったというお話を伺ってまい

りました。

エキストラになるためにお金をもらうのではなくて、自分がその映画のエキストラ

でしか出ないのに、1,000円を払って、どういう映画なのかというのを勉強会をやっ

たのに、1,000円払ってちゃんと参加してくれたという方が50人というお話を伺った

ときに、すごいなって、そういうふうにやっぱり求めている方はいるのだなというの

を確認してまいりました。

先ほどの水海道市さんも、本当に嵐山町とほとんど変わらない、これというもの、

自然はあるけれども、これというすばらしい建物があるというわけではないのだけれ

ども、たまたまこの水海道に坂野家という住宅が、100年前だか江戸時代に建ったの

だかちょっとわからないのですけれども、これが残っていたから、ここが国指定の文

化財なのだけれども、子供たちの体験の場所として、今もう全然さわらないでくださ

いではなくて、どんどん使わせているというのですよね。それで、書院づくりもあり

まして、２階建てになっていまして、そこはある某メーカーのビールのポスター撮り

をするための部屋になっていたりとか、だから映画だけではなくて、そういうポスタ

ー撮りだとかチラシづくりだとか、ドラマ、映画という形で、どんどん、どんどんい

ろんなところで結びついていきますので、嵐山町、今、町長から前向きな答弁をいた

だきましたので、本当にこの常総市さんが年間3,000万の経済効果があるというお話

もありましたし、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

やはり、この議場も大変貸していただきたい施設の一つなのだそうです。議場とい

うのは、裁判所としての、裁判をしている風景を撮ったりとか、議場としても使える

し、すごく使い勝手があるので、私たちが議会をやっているときは使わせていただい

ていますけれども、あいているときが多いではないですか、その使い道がどうかとい
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うのがまた検討課題にはなってしまうと思いますけれども、いろんな施設、ふだんは

お金が生み出されない施設までもお金を生み出すというお話がございましたので、ぜ

ひよろしく取り組んでいただきたいと思います。

以上で終わります。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

この際、暫時休憩いたします。再開時間は、11時15分といたします。

休 憩 午前１１時０４分

再 開 午前１１時１５分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 川 口 浩 史 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号７番、議席番号９番、川

口浩史議員。

初めに、質問事項１の防災についてからです。どうぞ。

〔９番 川口浩史議員一般質問席登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。一般質問を行いたいと思います。

まず防災についてですが、本年も全国で災害が発生をいたしました。夏には山陰地

方や東北地方での豪雨の災害、また秋には関東地方で発生した竜巻被害であります。

とりわけ滑川町での竜巻被害は、起きた場所から、嵐山町でも起こり得る可能性があ

ると思います。これらを想定した防災が必要であるというふうに考える次第でありま

す。

そこで、４点ほど伺いたいと思います。

（１）として、防災訓練もより実践的に行うため、マニュアルに頼らない訓練を実

施する必要があると思いますが、こうした訓練の実施の考えを伺いたいと思います。

（２）として、大島町は夜間の避難にちゅうちょし、避難指示、勧告を出さなかっ

たということでありました。大きな被害が出たわけでありますが、このことから夜間

の訓練も今後必要ではないかと思います。お考えを伺います。

（３）として、竜巻についてはどのような対策があり、また身を守る周知が必要で

はないかと思います。
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（４）として、災害が発生し被災した場合、支援はどのようなものがあるのでしょ

うか。また、見舞金は出るのか伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、（１）から（４）までお答えをさせていただきま

す。

まず、質問項目の１の（１）についてお答えをさせていただきます。ご質問にあり

ますマニュアルに頼らない防災訓練を発災対応型防災訓練と呼んでおりまして、新潟

の中越地震や東日本大震災を体験したことで、実施する自治体や防災会が徐々にふえ

てきているようでございます。

この発災対応型防災訓練は、シナリオのない防災訓練とも呼ばれまして、事前に訓

練日時だけを周知し、内容は発表しない防災訓練でございます。

参加する住民の皆さんは、避難場所へ避難する途中で道路の陥没、火災の発生、建

物の倒壊、負傷者の発見などの模擬災害に遭遇します。予期できない事態が次々に発

生する中で、住民一人一人が何をすべきか、気づき、考え、判断し、行動することを

狙いとしております。

また、避難所に集合してからも、あらかじめリーダーとなる役員などの役割を決め

ていないため、その場に集まった人の中で、どのようにリーダーシップが発揮されて

いくかなどの検証ができるなどの効果が期待される訓練であります。なお、一般的に

この訓練は少人数で行うほうがより効果的であると言われておりますので、実施する

場合は行政区単位程度での訓練が望ましいと考えております。

昨年度、区長会研修で、長岡市の震災アーカイブセンターを訪れた際に、地元の自

主防災会の会長さんから、毎年行っている防災訓練の成果と検証を行うために、この

ようなシナリオのない防災訓練を５年に１度ぐらいの割合で行っているとお聞きしま

した。

本町でも、各自主防災会で防災訓練を実施していただいておりますので、ご提案の

発災対応型防災訓練を今後取り入れていただけるように、町の支援体制を充実させる

とともに、防災会のリーダー養成や図上訓練の実施などにも努めてまいりたいと考え

ております。

続きまして、（２）についてお答えさせていただきます。ご質問の夜間の避難訓練
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でございますが、全国的には東海地震や南海トラフ地震の津波が想定される地域で、

夜間の高台避難訓練を行っている自治体及び防災会が見受けられます。そのほかです

と、夜間の避難所体験訓練として、停電、断水する真っ暗な中で避難所を設営して、

体育館や公民館で一夜を過ごす宿泊訓練も数多く行われております。

防災訓練には、さまざまな状況を設定した各種の訓練がありますが、夜間避難訓練

もその一つとして必要であると考えております。昼間の避難訓練、何らかの配慮が必

要となる要支援者の避難支援訓練、避難ルートの図上訓練、避難所運営・宿泊訓練、

そして夜間避難訓練など少しずつ段階を踏んで実施してまいりたいと考えておりま

す。

なお、（１）でご提案いただきましたマニュアルに頼らない防災訓練と同様に、こ

のような夜間避難訓練は、行政区単位あるいは自主防災会単位で行うことが望ましい

と思われますので、支援体制の充実にも努めてまいりたいと考えております。

続いて、小項目（３）についてお答えをさせていただだきます。ご質問の竜巻への

対策でございますが、町では昨年度改定しました地域防災計画において、新規項目と

して竜巻突風災害を追加いたしました。この中で、町は気象庁、具体的には熊谷気象

台が発表する竜巻注意情報の通知を受けた場合、空の変化を監視し、その危険が覚知

された際は、関係機関及び住民等にその情報を伝達することとなっております。この

注意情報は、発表後１時間が目安とされておりまして、引き続き注意が必要な場合は

改めて発表をされます。

嵐山町を対象とした注意情報は、本年19日間発表がありまして、43回発表されまし

た。しかしながら、危険が覚知された事実は幸いにしてございませんでした。

竜巻は、発達した積乱雲に伴って発生いたしますが、予兆としては真っ黒な雲が近

づき、周囲が急に暗くなる、ひやっとした冷たい空気が吹き出す、大粒の雨やひょう

が降り出すといったことが前兆現象とされております。

そして、竜巻から身を守るためには、屋外では鉄筋コンクリートづくりなどの頑丈

な建物に避難をする。または、頑丈な建物の物陰に入って身を小さくすることで身を

守り、また屋内では、一階で窓のない部屋に移動する、建物の真ん中に移動する、シ

ャッター、窓、カーテンを閉めるといったことで身を守っていただくことが必要にな

ります。

竜巻の発生を予測することは非常に難しいとされておりまして、町民一人一人に竜
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巻から身を守るための知識を持っていただき、発生した場合には、的確な判断のもと

に行動していただくことが重要となります。

町民への周知として、広報やホームページ等を通じて啓発を図るとともに、近年中

に作成する予定の土砂災害ハザードマップの中には、竜巻対策編を設けて周知を図っ

てまいりたいというふうに考えております。

続きまして、小項目４についてお答えをさせていただきます。ご質問の被災者への

支援及び見舞金についてでございますが、まず災害が発生した場合の被災者支援とい

たしましては、被災者生活再建支援法に基づく支援が挙げられます。

この支援法は市町村ごとに適用され、住宅全壊10世帯以上が条件となってまいりま

す。住宅以外の建物は支援法の対象外であり、店舗、倉庫、事業所などはカウントさ

れません。逆に、世帯換算ですので、２世帯住宅であれば１棟でも２世帯とカウント

されます。また、アパートや貸し家も適用になりまして、入居世帯でカウントされる

ことになります。

支援金が支給されるのは、全壊及び大規模半壊世帯と、半壊であってもその住宅を

解体した世帯であります。基礎支給額は全壊及び解体半壊は100万円、大規模半壊は

50万円で、それに建て替え、新たに購入、修理といった再建方法によりまして200万

円、または100万円が加算されまして、最大300万円が支給されるというものでござい

ます。

続きまして、見舞金につきましてお答えをさせていただきます。町では、嵐山町災

害見舞金支給に関する規定を定めて、町独自の見舞金制度を行っております。財源は

全て町負担でございます。この規定では、住宅の全壊20万円、大規模半壊10万円、半

壊５万円、住宅以外の建物全壊５万円、大規模半壊３万円、半壊１万円と定めており

ます。

また、現在の情報といたしまして、埼玉県では埼玉県独自の支援制度創設に向けた

協議が始まっておりまして、今年度中の支援制度創設を検討中とのことでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。１番、２番、検討していただけるということで

ありますので、わかりました。この点については、結構です。

きのうも小林議員さんから大島町の件の質問が出て、夜間に避難指示を出さなかっ
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たということで、大きな被害が出たわけですよね、35人が亡くなって、４人がまだ不

明なのかな。そういう結果でしたので、一部の週刊誌では、共産党員町長で、出張先

で云々などと何かこう書いてありましたけれども、私が大島町の町議会議員であれば、

やっぱり一定の責任はある時期でとっていかなければならないというふうには思う

し、申したいというふうに思います。同じ党の人間としても、やっぱり結果的にまず

いことでありましたので、そういうことは申したいと思います。

ただ、私たちは、この夜間での被害からやっぱりこれを他山の石として学んでいか

なければやっぱりいけないというふうに思います。そういうことで、夜間の訓練もぜ

ひ実施をしていただけるようにお話ししていっていただきたいというふうに思いま

す。

竜巻でありますが、竜巻の発生が、嵐山町で発生するのかなというふうに思ってい

たというか、学者ですか、などもお話ししているわけですよね。山があるような地域

というのは起きにくいと、東京も都心では高層ビルが建っているので、あのくらいで

も気圧の変化があるので起きにくいのだというふうに話ししていたので、嵐山町でも、

竜巻はそんなに心配は要らないのではないかなというふうに思ったのですが、滑川町

のあの福田で起きたのですから、ご存じなのでしょうけれども、場所は。これは、嵐

山町でも起きなくはないなというふうに思いました。ぜひ、発生をした場合には、き

ちんとした防災無線で話ししていただきたいというふうに思います。

この中にも書いてあるのですが、ちょっと気になったのは、気象台から来る、県か

ら来るのかな、町には。空の変化を監視し、その危険が覚知された際、今年19回、19日

あったということですから、ちょっとどんな見方をしているのか、それで十分なのか、

ちょっとお聞きしたいので、ちょっとそれを確認したいのでお聞きしたいと思います。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員、再質問は（３）からでよろしいですね。

〇９番（川口浩史議員） （３）からです。

〇青柳賢治議長 では、答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えをさせていただきます。

具体的にその気象情報が発表された場合に、町はどのような体制で、その覚知、い

わゆる監視をしているかということでございますが、現実的には、屋上に上って、そ

して空を見渡しているというようなことはやっておりません。実際には、覚知をする
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というのは、基本的には、当然この周辺であれば職員が見るということもできると思

いますが、実際的な対応とすると、地域の住民の皆さん、あるいはそういったところ

からの情報が寄せられないと、覚知をしたということにはなかなかできないというふ

うに思っております。

ですから、竜巻、この気象情報のこの発表自体も、その確たる基準というものがご

ざいませんで、基本的にはこの竜巻が起こる状況というのは、その前に雷注意報、要

するに雷が発生するような気象条件であれば、それがさらに実際に積乱雲が発達して

きたというような状況の中で、雷注意報から竜巻注意報に変わるというようなケース

が非常に多いように聞いております。

ですから、そういった面では、その竜巻情報自体が確たるものではないし、それを

覚知するということも、実際に起こってみないと覚知したということにはなりません

から、そこで一番大事なことは、きのう木村議員さんのご質問にもお答えをさせてい

ただいたのですが、今後やはり町が覚知をするということは、地域とのやはり情報、

そこからやはりそれを早く知ると、知った段階でそれを防災無線につなげるというこ

としかないのだろうというふうに思っておりまして、こちらからは、きのうお答えを

いたしましたとおり、今後地域の区長さん、あるいは自主防災会の会長さんとのいわ

ゆる連絡網、それを災害に関する連絡網をきちっと整備をして、そしてそういった地

域の皆様方に、まずはこういった竜巻の情報が注意報が出ておりますよと。もし何か

あった場合は、すぐ連絡をしてくださいというような、そういったような体制づくり

が今後重要になってくるのではないかと。この辺を、なるべく早くそういった体制を

とれるようにして、実態的な覚知というものにつなげていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。いろいろな課題がこれからも出てくるのだと思

うのですが、やっぱり地域からの、ここにいても、仮に屋上で見ていても、鎌形や将

軍沢、あるいは吉田、古里、見られませんので、そういうところに住んでいる人から

の情報というのが大事になってくるわけですから、わかりました。いろんな課題がこ

れからも出てくると思いますが、よろしくその辺は改善をしていっていただきたいと

いうふうに思います。

支援の問題なのですが、全壊等により100万円、そして再建などで200万円、合わせ
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て300万円という支援が、一自治体で10件以上の被害があった場合、そういうことで

すよね。そうならなかったところが、例えば今年竜巻被害を受けた松伏町、ちょっと

新聞では千葉県の野田市も出ているのですけれども、そこでは独自の、国と同じもの

を支援金として出したという記事が載っていたのですよね。

やっぱり同じような方向で行くべきだというふうに思うのですけれども、仮に嵐山

町で被害が出た場合にそのようなことをしていただけるのかどうか、伺いたいと思い

ます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

今議員さんからお話がございましたように、今年度ございました竜巻被害でも、こ

の支援法の対象になるかならないかで大きく分かれてしまいました。今お話がござい

ましたように、例えば越谷市ですとか熊谷市、こちらは支援法の対象になりました。

しかしながら、松伏町や行田市等については対象にならなかった。

対象になりますと、これは、その支援金300万円、これが国と県の予算によって賄

われると。しかしながら、松伏町のように支援法の対象にならなかったところは、一

切そういった対象になりませんから、松伏町では独自の町の判断で特別な対策として、

その支援法に該当する対策を、支援金としていわゆる助成金、そういった形で出した

ということでございます。

先ほど申し上げましたように、今、埼玉県の中で、やはりこの今回の問題がござい

まして、対象になる、ならないで大きく差が出てしまいますので、それでは不公平だ

という話から、埼玉県独自の施策として、今、支援法の対象にならなかったところに

ついて、支援法の対象になったと同じ補償を支援をしようということで今進んでおり

ます。

具体的にはまだ確定しておりませんが、埼玉県独自の施策として、対象にならなか

ったところについては独自の支援を行う。その折半として、県が２分の１、そして市

町村が２分の１という負担をもって同じ支援を行うというような方向で今検討されて

いるというように聞いております。

ですから、これがまとまりますと、支援法の対象にならなかった場合でも県の支援

対策としての対象になってまいると。ただし、町の負担も一定の、２分の１程度の負
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担は県と折半で行っていくという全県下統一した支援策が確立されるということにな

ると思いますので、町といたしますと、その方向で全県下が統一的な対策ができれば

いいのではないかなというふうに考えておる次第でございます。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうしますと、これは、埼玉県はそんなに先にならないで、

これは制度が設けられるということなのでしょうか。では、ちょっと、１点。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 今の方向では、今年度内にその方向でまとめたいということ

で協議が進んでいるというふうに聞いております。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） わかりました。余り争うところがなかったので、次に進みま

す。

２番目、特定健診について。特定健診の健診項目が他町より少ない状況にあります。

もっと項目をふやしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、質問項目２につきましてお答えをいたします。

現在嵐山町で行っている特定健診の健診項目は、国が定めている基準項目に血清ク

レアチニンと血清尿酸を追加して実施しております。

比企管内の市町村の状況につきましては、嵐山町の実施項目に川島町が貧血を追加

しております。また、東松山市と滑川町につきましては、貧血と心電図、これを加え

まして、小川町はさらに尿潜血を追加している状況というふうになっております。

ご案内のとおり、こうした追加項目のうち、貧血、心電図、眼底検査につきまして

は、嵐山町でも医師が必要と判断した場合には行っていただいているところでござい

ます。

特定健診の受診率がなかなか上がらない状況下におきまして、どのようにしたら多

くの方に受診していただけるか大変難しいところではございますけれども、個別の受

診勧奨通知や小学校４年生の子供さんから保護者の方へ受診勧奨に関するメッセージ

カードの郵送、また地域の保健推進委員さんに直接声かけをお願いしたり、かかりつ
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け医の先生からも勧めていただくなど取り組みを行っているところでございます。

健診項目の追加につきましては、現在町内の医療機関に意見を伺っているところで

ございまして、その結果を踏まえ、今後について検討していきたいというふうに考え

ております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 私がいろいろと調べたのをお話ししようと思ったのですが、

今お話に、今の答弁で出ておりましたので余りお話しすることはないなと思ってしま

って。これもまた、これは余り論戦にならないなというふうに思うのですが、ぜひ町

内医療機関のご意見も非常に大事なのですけれども、やっぱり他町よりちょっと少な

いというのは余り格好のいいことでもないですし、町長はいろんなところで予防接種

の関係を他町より進んでこうやってきて、国保の法定外繰り入れが嵐山町はしていな

い、していないのはちょっとまた後でまた論争はしたいのですけれども、何で嵐山町

はしていないでそんなに、保険料も他町と比べて高くなくてやっていけるのだという

のがあるらしいのですよ。それで、これ吉見町が出した表なのですけれども、前期高

齢者が嵐山町は多いから、その交付金をいっぱいいただいているので、それが嵐山町

が繰り入れしなくてもいいし、保険料は他町並みで済んでいるのだという説明をして

るらしいのですよね。これ、きょう表もらったのですが、嵐山より、でも小川町のほ

うが多いのですよ、もらっている額は。額はというか、１人当たりの額も多いのです

よね、この表を見ると。

鳩山町も東秩父村も嵐山よりは多いです。だけれども、小川町など１億以上繰り入

れをしていますので、健康推進をやっぱり町長がいろんなところでお話ししています

けれども、そういうものがやっぱり出ているのかなと私は思うのですよね。多分出て

いるのだと思うのですよ。ですので、この基本健診もやっぱりその一つだというふう

にお考えをいただいて、ぜひ実施をしていただきたいと思うのですが、町長のほうが

いいかな。

〇青柳賢治議長 答弁を求めますか。

〇９番（川口浩史議員） ええ、答弁ちょっと。ちょっと答弁をいただきたいと思いま

す。

〇青柳賢治議長 では、岩澤健康いきいき課長。
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〇岩澤浩子健康いきいき課長 ただいま答弁をさせていただきましたとおり、近隣でも

嵐山町の項目に加えて実施をしているというふうな状況でございまして、担当課とい

たしますと、予算が許せばそういった項目も加えてみたいというふうな考えもござい

ます。ただ、しかしながら、項目を加えたことによって受診率が必ずしも上がってい

るかというと、なかなかそういった結果も得られていないということもありまして、

町も段階的に、魅力のある受診をできるような形をとっていきたいなというふうに思

っております。

その一つとして、まだこれは決定ではございませんけれども、来年度からは、今は

自己負担金を900円という形で実施しておりますけれども、ワンコインでというふう

な形も要望してみたいというふうに思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） お金もかかってしまうということですが、例えば尿検査の、

嵐山は糖とたんぱくだけですけれども、小川町は糖とたんぱくに加えて潜血をやって

いるわけですね、先ほど答弁ありましたけれども。これやりますとどのくらい費用が

かかるかというのは、これはわかりますか。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 はっきりした数字はわかっていないのですけれども、特

別にその尿をもう一回とるとかというのではありませんので、尿の部分の検査の中で

たんぱく、糖の検査はやっておりますので、それほど大きい金額の加算になるという

ふうには思っておりません。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 町長、お聞きのとおりですので、町長の健康維持志向に合っ

ていると思うのですね、この方向は。どうですか、来年からでは俺が決断しようと、

いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 町民のこの健康維持、元気で毎日明るく楽しく、これが行政の望み、

希望、目標であるわけです。ですから、そういう状況をどうやったら維持して、また
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できていないとしたらつくっていけるかということだと思うのです。ですので、今お

話がありますように、担当課とすると、いろんな形で苦労してその方向に進めている

わけです。そういう中で、市町村によってのいろんな取り組みは、多少ばらつきがこ

うあります。それで、嵐山町にちょっと足りない部分もあるではないかというのがあ

るわけですが、それは理由といいますか、こういう、さっきも一つありましたけれど

も、検査をしたお医者さんが、これも検査したほうがいいよといったものはどんどん

検査してもらうという仕組みになっています。ですから、その点については、それを

全部ほかのところと同じような形でやることが、税の使い方としてお医者さんが必要

であるのはやっているわけですので、必要として認めないものも最初からここのとこ

ろに入れるのはどうなのだろうかという担当なり係の考え方もあります。

ですので、願いは、最初言ったように、健康で元気に毎日明るく楽しく、こういう

方向をどう維持していくかということに変わりがありませんので、いろいろやってい

る内容については係が一生懸命やっていますので、それを変えたほうがいいのではな

いかとか、予算がこれだけかかるよ、こういう方向だ、今のワンコインという話もあ

りましたけれども、これも議員さんおっしゃるように、少しでも受診率上げるために、

何かの一歩がないかということで考えてやっているのだと思うのですね。ですから、

そういう状況で町ではしっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 潜血だとそんなにかからないのではないかという担当の答弁

だったわけですので、その程度はすぐできるのではないかなというふうに思うのです

よね。

かかるものについては、これは予算との関係がありますので、それは私もすぐして

ほしいですけれども、今の方向でとりあえずやっていかなければならないかなと、や

っていないわけではないですからね。

いいです。もうわかりました。ぜひ課長のほうがいい答弁でしたので、課長のあれ

でやっていただきたいというふうに思います。

次に移ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） 学力テストについてです。学力テストの公表が行われる方向

であります。学校の序列化や子供たちのさらなる競争が強いられるなど弊害が危惧さ
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れております。そのため本町では公表しないようにすべきと思いますが、お考えを伺

いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 質問項目３につきましてお答えさせていただきます。

全国学力・学習状況調査、通称全国学力調査について、文部科学省が来年度から、

都道府県教育委員会による区市町村別や学校別の成績公表を容認する方向を認めたこ

とが報道されていることは周知のとおりでございます。ルール自体を見直したいとい

う考えかと思います。

区市町村教育委員会の同意を条件とすることが前提にあり、結果の公表が地域の序

列化につながらないように慎重な配慮が望まれます。

本町といたしましては、文部科学省より見直される実施要綱というのが出てくると

思いますが、それを検討いたしまして、県下の各教育委員会の方向も見定め、慎重に

判断してまいりたいと考えています。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ちょっとこれではまだ実施をする可能性が残ってしまってい

ますので、1950年から60年代、こうやったわけですよね。そのときに、学校の序列化

というのが非常に際立ってしまったと。できない子供は、もろに、学校そのときは休

んでくれと、テスト休んでくれというようなことがあったというのですよね。

ちょっとこれ新聞に載っているのは、当時３年連続１番だったところは、テストの

成績を上げるために日々７～８枚の模擬テストのような宿題を出して、保護者から千

本ノックだというふうに言われたというのです。これ香川なのですけれども、その香

川の隣の愛媛県では、香川に負けまいと、テスト中に子供の答案に間違いを見つけた

場合、二本指で間違っているのだと。これを田植えだというふうに呼んでいて、もう

こういうところまでいってしまったのですよね。それで、こういうやめましょうとい

うふうになったということなのですけれども、こういう序列化、子供への強度な競争

がいかがでしょうか。教育長は、実際に教壇に立って、教鞭をとっていたわけですけ

れども、こういう強度な、さらなる競争に子供がさらされるということはないという

ふうにお考えになるのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
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〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

1950年から60年代のことにつきましては、ちょうど私がまだ中学生ぐらいにいかな

かったころかなというふうに思いますが、それはそれといたしまして、新聞で今お話

のあったようなことを、確認というのでしょうか、経験がございます。

始めたころのこの目的と、今お話のあったように、県によってはいい順番になるよ

うに、事前のトライをさせて結果的によかったと、こういうことに一喜一憂する教育

そのものが私は間違っていたのではなかったかと。やはり、そういう順位、序列とい

うことを意識することが教育の本質的なものではありませんので、当時の教えていた

だいた先生方にとってみれば、それぞれの社会状況の中で、そういったことが非常に

きつい、どっちかといえば締めつけだったかなと。しかし、埼玉県でそういうことが

行われてきたか、また十分それについては承知しておりませんけれども、私が知る限

り、教員になって38年間の中で、そういったことで恣意的に行った経験はございませ

んし、私も勤めた郡内の中学校でも、もちろんそういったことで意識をしたことはご

ざいません。

しかし、できなかったところはやはり、できなかったのはできなかったのですから、

やはりそれに対しての改善は教える側、教わる側もしていかなくてはいけないと。そ

ういう観点で見れば、やはりそういったことはよくないと、そういった姿勢はよくな

いと思います。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そういう答弁をいただきましたので、基本的にはいいのです

けれども、昨日も、吉場議員からＯＥＣＤが実施をしたＰＩＳＡ、学習到達度調査、

ここで日本の子供が成績が上がったということで、きのうもお話があったわけなので

すが。ただ、きのうのＮＨＫのラジオ、聞いていましたか、６時台のラジオなのです

が、成績は上がったが、学習意欲は低下していると、停滞状況だと。この９位から７

位だとか、５位に上がったとかというように挙がっているのですけれども、学習意欲

を、ではやる気はあるのですかと、そういう設問もあるのですね。それに答えた順番

では、何と日本の子供は、65カ国中65カ国がこのＰＩＳＡに参加したらしいのですけ

れども、60位だったということで、成績が上がっても学習意欲がこういう低迷では、
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何のための勉強なのですかというふうになってしまうわけですよね。最近、人物評価

ということで、大学でもそういう方向に行っているし、国の試験でも、国家公務員試

験でも変わりましたですよね。昔は国家公務員上級試験、そしてそれから国家公務員

Ⅰ種試験になって、Ⅰ種試験で合格して採用されればもう幹部候補生だと、黙ってい

てももう課長級からもうなれるという、数年で課長級になれるということで、それは

おかしいだろうということで、試験が変わったわけですよね、平成23年から。人物を

見ていくのだと、そういうふうに今国はしている中で、テストが大事だと。テストで

いい点数をとった子供がいいのだと、これはやっぱりおかしいではないかというふう

に私は思うのですよ。やっぱり子供の生きる力というものを、そこが育っていかない

と、それから応用力、そういうものも育っていかないと本当の教育ではないなという

ふうに思うのです。

もうこれでやめますけれども、序列化が進んで、できの悪い子供に休んでくれとい

うふうに言わなくても、思っただけで教育の敗北ですよ、それは。だから、ぜひそれ

はやめてほしいというふうに思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

この際、暫時休憩いたします。午後の再開は、午後１時30分といたします。

休 憩 正 午

再 開 午後 １時２８分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 森 一 人 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号８番、議席番号１番、森

一人議員。

初めに、質問事項１の公園における健康遊具（介護予防遊具）設置についてからで

す。どうぞ。

〔１番 森 一人議員一般質問席登壇〕

〇１番（森 一人議員） 議席番号１番、森一人です。議長のお許しをいただきました

ので、通告書に従い質問をさせていただきます。
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私の質問は、大きく分けて２点でございます。

まず、１点目、公園における健康遊具（介護予防遊具）設置についてです。

近年、健康志向の高まりにより、高齢者のジョギングや友人と連れ立ってのウオー

キングをよく見かけます。そういった方々が運動の途中で立ち寄って健康遊具を利用

したり、公園を訪れた人たちが健康遊具を楽しみながら使用すれば、町民の健康づく

りに有効ではないかと感じます。

また、少子高齢化が進む現状において、子供だけの公園ではなく、高齢者のさらな

る公園利用というのも重要であると思います。

そこで、質問させていただきます。

（１）町内の公園における健康遊具（介護予防遊具）の設置状況について、過去、

現在を含め伺います。

（２）今後、健康遊具（介護予防遊具）を新設、増設するお考えがあるか、伺いま

す。お願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）（２）の答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 それでは、質問項目（１）についてお答えいたします。

町内の公園における健康遊具の設置状況でございますが、フィットネス21パークの

整備事業で健康遊具を設置しております。しかし、木製の遊具でございまして、経年

劣化等により傷みが進み、危険であるため、広場に設置してありました遊具は撤去い

たしました。現在残っております遊具は、かなり傷みが進み、修理が必要でございま

すが、庁舎に上ってくる坂の右側にスペースがございますけれども、そこに健康遊具

が設置されております。

続きまして、質問項目の（２）についてお答えいたします。健康遊具の設置につき

ましては、最近、高齢者向けの健康遊具を置く公園がふえておりまして、健康づくり

と日ごろの健康管理を促進することにより、トータル的に医療費の削減が図られると

いう考えから推進している自治体がふえてきております。

フィットネス21パークは、高齢者から子供たちまで一緒に遊ぶ世代間交流の場の公

園として整備されました。快適な生活を送るための健康づくりや高齢者の介護予防の

観点から、この公園を有効的に活用していきたいと考えているところでございます。

現在フィットネス21パークは、子供たちの遊具の整備を始めたところでございます。
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今後、幅広い年齢層の方にご利用いただけるように健康遊具も計画に組み入れて整備

していきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第１番、森一人議員。

〇１番（森 一人議員） ご答弁をお聞きいたしまして、大変前向きなご答弁をいただ

きました。

それでは、議長、（２）から再質問という形でよろしいでしょうか。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇１番（森 一人議員） では、ここで健康遊具について少しお話しさせていただきた

いと思います。

平成22年度の国土交通省の調査発表によると、健康遊具は全国の公園に約２万500台

ほど設置されており、平成10年から平成22年までの12年間で４倍以上もふえているそ

うです。遊具にもいろいろな種類がありまして、全身の筋肉がリラックスする背伸ば

しチェア、膝の曲げ伸ばし運動を行うゆったりステップ、背中、肩、胸の筋肉の柔軟

性の向上に効果があるパラレルハンガーというものがあるそうです。

こういった遊具を利用することで、高齢者の加齢による筋力低下を抑えられるそう

です。上手に使えば介護予防につながると思います。

近隣ですと、川越市が健康遊具の設置に力を入れておりまして、百聞は一見にしか

ずということで、８月ごろだったと思うのですが、子供を連れて、川越市の健康ふれ

あい広場と、もう一つ隣町に、小川町なのですが、緑が丘中央公園に設置されている

ということで子供を連れて遊びに行ってきました。

たまたま行ったタイミングがよかったのか、健康遊具を利用されている方々が何人

かいらっしゃいまして、お孫さんと一緒に来ている老夫婦の方だったり、お友達と連

れ立って来ている高齢者の方だったり、いました。

そこで、実際そこで見て私が思ったことは、もちろん健康遊具を使ってにこやかに

運動をしている方を見て、ああこの遊具はいいなと思ったのはもちろんのことなので

すけれども、子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで一緒に遊ぶ、先ほど課長の答

弁でもございますが、世代を超えて交流できる憩いの場としての公園のよさというも

のを感じました。

大変雑駁な質問で恐縮なのですが、町長にお伺いしたいと思います。今後の公園の
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あり方というか、町長がお考えになる公園というものはどういうものなのか、お聞か

せいただければと思うのですが、よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 議員さんから今後の公園のあり方というようなご質問でございます。

現在公園、子供たち、大人も含めて、地域の公園、児童公園という名前のくくりの

中に入っているものが、あちこちのところに、集会所の脇のほうだとか、いろんなと

こにあるわけですけれども、滑り台の下が草になってしまったり、鉄棒の下がという

ようなことで、使われていないようなところが、それとまた大勢人が集まってよく使

われているようなところと、両極端になっているかなと。

それで、担当とすると、できるだけ使われていないような児童公園と言われる地域

のところで人が集まりにくいような形になっているところは閉鎖をしていって、それ

で拠点、人が集まりやすいようなところをさらに充実をしていったらいいのだろうと

いうことで、現在はそんな方向で進んできております。

それで、フィットネスの話も出ましたけれども、フィットネス、今、器具をつけた

り、つけかえたりしているわけですけれども、ここのところも最初の計画では健康づ

くりということで、周りのところにずっと周りをめぐって歩くと、いろんなものが、

足を伸ばしたり、かがんだり、背を伸ばしたりというようなものがうまく並べてあっ

て運動ができるような形になっていたわけですが、ここにもあるように経年劣化とい

うことで傷んできて、それでここをどういうふうにやったらいいだろうかという担当

の考え方を進めていく中で、町民ホールで、ちびちゃんたちを遊ばせていたりという

人たちが、公園がちょっと少ないのではないかという話があって、やっぱり小さい子

供たち、小さいといっても、うんと小さい子供たちを中心にあそこのところでやれる

ゾーン、それでそのほかのところは、また違ったゾーンというのができれば両方あれ

かな。

ただ、いろんなものを置いてしまうと、勢いよく走る子供と、まだよちよち歩きと

いうのでうまくいかないでしょうから、そういうようなくくりをこうやって目的を持

った形で器具をつけたりということでやっているわけですけれども、周りはあいてい

るのですよね。ですから、そういうようなところをこれからどうするか。

それと、議員さんの頭の中には、ウオーキングというようなことがあるわけですよ
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ね。ですから、あちこちのところをずっと歩いていく中で、ポケットパーク的な小さ

いところに、何かこう、ちょっと一休みしながら何かというようなこともイメージに

あるのかなというような感じも聞いていたのですが、そういうようなことも含めて、

地域の中で健康づくりにどういう形に、それと健康づくりとやっぱり介護予防につな

がるわけですので、そういうような形のものが、地域の限られた嵐山町の地域の中で、

どこのところがどういうふうに、それで散歩コースもいろいろつくったり、ハイキン

グコースもつくったりしているわけですから、そういう中に組み込めていけるのかな。

そういうことも含めて、今後しっかり取り組んでいければいいかなという感じは思っ

ております。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） ありがとうございました。まさにそうです。イメージどおり

に町長がおっしゃられたことが私のイメージどおりで、確かにウオーキングしながら、

拠点、拠点にこう物があって、背伸ばしチェアと言いましたか、それもあって、アー

ル型になっているのです。これは反対からもこう、つぼ押しになっていましてできま

すし、反対からは本当に筋肉を伸ばすような形で使えたり、いろんな健康遊具が、メ

ーカーによれば20種類ほどあるそうなので、そういったところで多世代が利用できる

公園と、また嵐山町で一体に捉えて、健康づくりのためにそういったものを設置する

機会があればぜひお願いしたいと思っております。

この質問の最後に、これから設置を前向きに考えているということなので、質問と

いう形ではなく要望という形をとらせていただきます。

まずハード面として、健康遊具を設置する上で、遊具のそばに使用の手引を明記し

た看板の設置。これがないと、私が川越行ったときに、その看板が１つだけその遊具

についていなくて、ほかのは全部あったのですが、これどうやって使ったらいいのだ

ろうと全然わからなかったのですよ。ただのオブジェみたいになっていました。そう

いうところはやっぱり避けていただきたいのと、あとそれとソフト面として、広報と

かホームページ上でいろいろと募集をかけていただきまして、健康遊具を使った健康

教室みたいなものを開設していただいたり、そうすれば、ひきこもり老人ですとか、

そういった方々もそういったところに出て、コミュニケーションとりながら健康づく

りに進んでいくのではないかなと思っております。

ハードとソフトの両面を充実させていっていただくことをお願い申し上げ、次の大
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項目２の質問に移ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇１番（森 一人議員） 登下校時と学校内の安全対策について。子供たちが安全で安

心して学校に通える環境を、家庭、学校、地域、行政が一体となって確保することが

大切です。

嵐山町における不審者対策として、平成15年12月より防犯ブザーの配布。また、ス

クールガードや学校応援団、児童安全見守り隊の方々の常日ごろのご尽力には大変感

服いたすところです。

ですが、ここ数カ月で何件か、当町において不審者が出現したという情報を耳にい

たしました。そこで質問させていただきます。

（１）嵐山町においての不審者情報、現状について伺います。

（２）学校内、登下校時での不審者対応はどのような対策を講じていらっしゃいま

すか、よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）（２）の答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 質問項目２の（１）につきましてお答え申し上げま

す。

今年の４月からの不審者情報でございますが、菅谷小学校から１件、七郷小学校か

ら１件、菅谷中学校から３件、玉ノ岡中学校から３件ございました。

その内容といたしますと、例えば平沢地内で、30代から40代の男性が下半身を露出

していた、後をつけられた、また写真を撮られた等々でございました。

こういった不審者情報が各学校にあった場合には、必ず警察と教育委員会に一報を

入れ、その後、学校または教育委員会より他校に情報提供を行っており、警察には巡

回を依頼し、教職員は通学路の巡回等を行い警戒をしております。

続きまして、（２）につきましてお答えいたします。各学校ともに不審者対応マニ

ュアルを備えつけ、さすまた、ネットランチャー、防犯用カラーボール等を備えてあ

ります。また、不審者対応の避難訓練も行っています。

志賀小学校におきましては、教員対象の不審者対応を警察の方を講師にお願いして

行っておりますし、メールにて保護者に不審者の情報を提供しております。なお、小

学校におきましては、全校とも学年による集団下校を毎日行っておりますし、中学校
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では部活ごとにできるだけ集団で帰るよう指導をしております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） それでは、（１）から順次再質問させていただきます。

先ほどご答弁の中で連絡体制のことをご答弁いただきましたが、確認なのですが、

これはもう電話とかファクスとか、そういう感覚の中でやられているのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 町民の方、ないしは学校からというのがほとんどで

ございます。学校を通じてというのが一番多いのだと思います。父兄の方やなんかが

学校にそういった情報を提供すると、また子供から聞く場合もあるかとは思いますけ

れども、そういった流れで私どものほうはキャッチしております。

以上です。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） ちょっと質問といいますか、提案という形になってしまうと

思うのですが、昨今、核家族化だったり共働きの家庭が多いと思います。

こういった緊急連絡であっても、保護者に、勤務中ですぐに情報がとれなかったり

する方も多いと思います。そういった人たちにうってつけな情報ツールがございまし

て、関係機関や学校からの連絡を、登録した希望者に携帯メールで知らせることがで

きる「まちｃｏｍｉメール」という参加型地域コミュニティーサイトがあります。こ

れは、学校関係等で、非営利団体であれば無料で使用できるそうです。

このサイトは、2013年12月現在、全国で参加総数5,147団体と25の教育委員会で導

入されているそうです。これについてご検討いただければと思っております。これに

ついてはご答弁は結構です。

では、（２）の質問に移らせていただきます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇１番（森 一人議員） 各学校において、不審者対応マニュアルを備えつけるという

ご答弁でございました。

そこで、不審者侵入時の教職員の役割、あと、そのときの児童生徒の対応等につい

て少しご説明いただけたらと思うのですが、お願いします。
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〇青柳賢治議長 答弁求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 不審者侵入時の緊急管理マニュアルということで、

不審者かどうかの判定、こういったものに該当するというようなものを抽出してあり

ます。

それから、危険レベル１から３までを位置づけされていまして、一つ、レベル１の

場合は、言葉や相手の態度に気をつけながら要件を確認するとか、可能な限り２人で

対応するとか、そういった内容になっております。

また、危険レベル２の場合、退去に従わない場合、また危険物の所持が認められた

場合ということで、発見した生徒、先生、職員室にまずは連絡をする。それから、職

員室にいる職員は無線を持って現場に急行、なるべく２人で行って、管理職にも連絡

しながら、110番を通報をする職員というような形になっております。

レベル３、この場合は、退去に従わず、別室にも行かない、危険物を持っていると

いうような、それから教室への侵入等ということでございますけれども、教室に設置

された非常ベルを引き廊下に投げるとか、火災報知機を押すとか、現場の教師は身近

なもので不審者との距離をとり移動を阻止するとか、そういったことで規定させてい

ただいております。

それから、役割分担として、校長、教頭が全体の指揮をとり、外部との連絡をとる

とか、保護者への対応は教諭と教務主任が行うとか、そういったような役割分担を明

確にしてあるものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） ありがとうございます。

それでは、不審者対応として、このマニュアルに沿って動ける、マニュアルがあれ

ば動けるというものではないと思うのですけれども、教職員の実践的研修といいます

か、訓練といいますか、そういったものはどのぐらいの頻度でやられているのか、お

伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 不審者に対する対処の仕方というのは、その場その
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場になるかと思うのですけれども、基本的には避難訓練の中で、大体年３回以上やっ

ていますので、その中で１回は地震、火災、それから不審者というのが中心になって

避難訓練を行っておるというような状況でございます。学校によっては、このほかに

もされている学校ももちろんありますけれども。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） それでは、今度は下校時といいますか、登下校時もそうです

が、そちらのほうの質問させていただきます。

子ども1１0番の家なのですが、緊急時に、子供たちが自分の通学路だけでも、ある

程度あの家は子ども110番の家だと、あそこもそうだとわかっていることが重要だと

思うのですが、子ども110番の家について、子供たちにはどのように周知徹底されて

いらっしゃいますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 この110番の設置、看板の設置というのが、文化ス

ポーツ課の子ども会が中心にやっていたかと思うのですけれども、それは各子供たち

に、全てそういったところの位置とかそういうのは特に教えてはいないとは思うので

すけれども、110番の掲示をすることにより、今全てのお宅で110番をしていると誰か

いると限らないわけですけれども、抑止力には十分働いているものかなと思っていま

すし、また掲示場所につきましては、子供たちが通るところにわかるように掲示をさ

れていると思いますので、そういったことでご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） わかりました。自分の家も子ども110番の家になっておりま

して、私もいないときもありますし、妻もいないときもあるので、子ども110番の家

をお願いするお宅にも、やっぱりそれなりに、必ずいろとは言いませんが、なるべく

いらっしゃる方をメーンにお願いするべきではないかなと個人的には思っておりま

す。

それと、先ほど、不審者が平沢地内とか、何件か、七郷のほうでもそうですし、玉

ノ岡のほうでもというお話がございましたが、そのときに、通学路上の防犯上の危険
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箇所というものを、その都度こういうことがあったら調査をして安全マップの見直し

とかは行われているのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

これは、どこに出るかとか、それは不測の事態という認識でございまして、学校ご

とには、その通学路においてこういうことがあったというのは子供たちに十分注意喚

起を行っていると、このように考えております。

〇青柳賢治議長 森一人議員。

〇１番（森 一人議員） わかりました。

それでは、最後に、教育長に伺いたいのですが、子供たちというのはやっぱり嵐山

の宝物だと思っております。安全安心に絶対はないという意識を強く持って、学校内

や通学路の安全確保のために、私はもうこれまで以上に、地域住民の方々も一緒に、

関係団体と連携して、ご理解とご協力を継続して求めていくことが必要であると思い

ますが、その点について教育長のお考えを伺いたいのですが、お願いいたします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

児童生徒の安心安全の確保、これは学校教育の中で、大きな大切な一つというふう

に考えております。ずっと以前に、区長会、またいろんな団体さんのほうで、まず下

校から皆で見守り、声をかけて、安心して帰れるようにしていこうということから、

町ではそれがずっと広がりまして、今ではいろんな形で、学校応援団のような形にな

りまして、地域を挙げて子供たちを見守っていただいていることに対して、大変、教

育委員会、また学校等も感謝するところでございます。

こういった地域の姿勢というのでしょうか、これは今後も、私たちも場合によれば

そういった団体さん等とできるだけ会う、またお会いする機会のときに、折に触れて

お願いをしていき、一緒になって子供たちを守っていきたいということを伝えていき、

またお願いしていきたいと思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 森一人議員。
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〇１番（森 一人議員） これからも子供たちの安全安心を第一に、地域ぐるみの学校

安全対策をお願い申し上げ、質問を終わります。

以上です。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

〇１番（森 一人議員） ありがとうございました。

◇ 清 水 正 之 議 員

〇青柳賢治議長 続いて、本日４番目の一般質問は、受付番号９番、議席番号10番、清

水正之議員。

初めに、質問事項１の高齢者の負担軽減についてからです。どうぞ。

〔10番 清水正之議員一般質問席登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。一般質問を行う前に、昨日、自

民党と公明党は、参議院の特別委員会で秘密保護法を強行採決をいたしました。どの

世論調査を見ても、８割が慎重審議を求めています。国民多数の声を踏みつけにした

暴挙は許されるものではありません。審議をすればするほど、反対の声は今広がって

います。与党は、国会の中で多数を持っているからといって何をやっても許されるも

のではありません。秘密保護法は、憲法の基本理念である国民主権、基本的人権、平

和主義をことごとく覆す違憲立法です。委員会に差し戻し、徹底審議をすることを求

めたいと思います。

それでは、一般質問に入らせていただきます。

まず、高齢者の負担の軽減についてであります。社会保障プログラム法案ですけれ

ども、この法案、医療、年金、子育て等と、日程を決めて図っていくというものであ

ります。このプログラム法案は、自助・自立を基本に制度を見直すものであります。

高齢者にとって、医療、介護、年金は、もうこの支給月から減額がされました。こう

した高齢者の生活にとって大きな負担を強いるものになっています。

まず、第１に医療費についてお聞きをしたいと思います。70歳から74歳のまず人口

をお聞きをしておきたいと思います。この医療費、１割負担から２割負担に引き上げ

るという内容が含まれています。この２割負担になった場合の町への影響はどう出て

くるのか、お聞きをしておきたいと思います。

もう一点は、介護保険の問題です。前回、介護保険については、課長が介護予防、
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介護支援に資する事業となるよう十分検討するということで、後退はできるだけしな

いというお話をしていただきました。この介護保険において、介護予防、訪問介護、

通所介護については市町村が受け持つという形になりました。同時に、利用料の設定

も市町村がやるという方向が出ているかと思います。

こうした中で、利用料負担、今後どうなっていくのか、また負担軽減の措置をどう

とっていくのか、お聞きをしておきたいと思います。

同時に、利用料の２割負担による町への影響もお聞きをしておきたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、山下町民課長。

〇山下次男町民課長 それでは、質問項目１の小項目（１）につきましてお答えいたし

ます。

まず、①の70歳から74歳の人口はということでございますが、平成25年11月１日現

在で町の総人口は１万8,365人となっており、そのうち70歳から74歳の人口は1,326人

で、男女の内訳としては男667人、女659人であります。なお、この中で国民健康保険

の被保険者は1,073人であります。

次に、②の２割負担になった場合の町への影響はにつきましてですが、70歳以上の

自己負担金の割合は、平成20年度の医療制度改革により、国民健康保険法が改正され、

第42条に２割と規定されており、保険者の負担割合は８割となっております。

しかしながら、これまでは特例措置として被保険者の自己負担割合は１割に据え置

かれております。残りの１割相当分は、指定公費として国が毎年予算化し、負担して

まいりました。そのため、今後、被保険者の負担割合が２割となった場合は、国が負

担している１割相当分が軽減されるだけであり、国民健康保険の保険者である町への

直接的な影響はないものと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、小項目（２）について、青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、小項目（２）の①につきましてお答えをさせ

ていただきます。

平成27年度の介護保険制度改正に向けた社会保障制度審議会・介護保険部会の意見

書の素案では、要支援１から２の介護予防サービスのうち、訪問介護と通所介護を、

全国一律の保険サービスから市町村事業へ移行することとしております。
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この市町村事業は、住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組み

により、効果的かつ効率的にサービスを提供することが求められております。

具体的なサービスにつきましては、今後の状況を注視し、利用者の自己負担や軽減

措置などについて検討してまいります。

次に、②につきましてお答えをさせていただきます。厚生労働省は、社会保障審議

会・介護保険部会に対して、現行で一律１割の利用者負担を、一定以上の所得のある

高齢者に限り２割に引き上げる案を提示しています。その所得基準は年間160万円、

もしくは170万円以上とされており、被保険者の約20％、５人に１人が２割負担の対

象となるものでございます。

ただし、高齢介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度により、自己負担額に

上限を設けて負担が重くなり過ぎないようにする制度が設けられてございます。

町への影響につきましては、制度が流動的な状況での推計になりますが、直近の１

カ月の利用状況から算出いたしますと、介護サービス利用者のうち、２割負担の対象

者は39人、自己負担額は月額75万円程度となり、この金額が給付費の減となるもので

ございますが、先ほどの軽減措置を適用いたしますと負担増は少なくなります。

なお、国の試算を参考に申し上げますと、利用者負担の見直しにより保険料を月額

40円程度抑制することができるとのことでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、再質問させていただきますが、①については了解

をいたしました。

国民健康保険については、直接的な影響はないというふうに言われました。全国的

な問題で言えば、この２割負担になるために、患者負担率が1,900億になるというふ

うに言われています。同時に、受診抑制が起こるのではないかと、その金額は2,100億

円と。同時に、今回のこの２割負担に合わせて、いわゆる入院給食費の自己負担分が

5,000億円負担になるという話が出ています。嵐山町ではこうした指標をとってあり

ますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 今のご質問でございますが、今のところはまだ特にとってござい
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ません。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そういう面で、今のところとっていないと。

このことによって、例えば患者負担分が上がることによって受診抑制が起こる、ま

た入院給食費が自己負担分になるために一部負担金も入院も費用がかかってしまう。

こうした受診抑制が起こることによって、形にはあらわれない国民健康保険への影響

というのは出てくるのだと思うのですね。

そういう面では、では具体的に受診抑制がどのくらい出るか、これはなかなか目に

見えない部分はあるのだとは思います。しかし、現在、例えば今年入院されている、

入院した件数というのは調べてありますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 そういった入院件数とか、資料としては来ていると思いますけれ

ども、今現在この手元にはございませんので、申しわけございません。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 私は、これが今後、国民健康保険に与える影響というのは必

ず出てくるのではないかなというふうに思うのですね。医療費そのものが上がってく

る。受診抑制が起こるということは、重くなってしかかからなくなってしまうという

ことですよ。今はかかれても我慢をする、我慢をすることによって病気が重篤化する、

そのことによって医療費というのは必ず上がってくるとは思いませんか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 もしこの70歳から74歳までの個人負担の割合が２割になった場合

でございますけれども、今現在１割負担をされている方については、これがなった場

合についても、ずっとそのまま74歳になるまで、後期高齢者医療に移るまでは１割負

担のままでという想定でございます。

今後、この施行日以降に70歳になられる方から順次、段階的にこの１割負担ではな

く２割負担ということになっていくわけでございます。

ですから、今現在69歳までの方というのは、現在は３割負担をされているわけでご
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ざいますので、１割から今度は２割になっても、実質的には１割分は安くなるといい

ましょうか、低い金額で医療にかかれるというようなことでございますので、その受

診抑制といいましょうか、そういったようなことは余り起こってこないのではないか

というように考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 70歳になる人から２割負担になるということですね。

〔何事か言う人あり〕

〇10番（清水正之議員） そこのところの制度の中身をきちっと、ちょっともう一回お

願いします。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 今検討がなされているのは、段階的に引き上げていくということ

でございまして、現在70歳から74歳の方で１割負担の方につきましては、そのままず

っと１割でいくということでございまして、現在69歳の方が施行日以降ですけれども、

来年の26年度の４月からもう２割になるような検討が今されているようでございます

が、その４月１日以降に70歳になられた方から２割負担ということでございますので、

制度としてはそういったようなことでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、３割負担から２割負担に軽減されるというこ

とになるわけですか。70歳前は３割負担、それが70歳を超えたときから２割負担にな

るということですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 はい。そのとおりでございまして、ですから今は、69歳までの方

は実際３割の負担をしていただいているわけですから、負担の減が、今ですと１割に

なるわけですけれども、施行日以降については２割の負担をしていただくということ

になるというものでございます。

以上です。
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〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） この法律が施行されなければ、要するに施行されなければで

すよ、３割負担から１割負担になるわけです。１割負担になるわけですよ。それが今

度の法改正によって、その１割負担ではなくて２割負担になる、これが今度の法律の

中身ですよ。

そういう面では、今まで１割負担で70歳から受けられたものが、今度は２割負担で

なければ受けられないということになるわけですね。その分、今度の改正というのは、

そういう中身を持っているということではないですか。被保険者にすれば、今のまま

推移をすれば１割負担だったのですよ。それが２割負担になってしまうということは、

これから70歳になる人は、今までは１割負担で医者にかかれたものが、２割分払わな

ければ医者にはかかれないと、この施行によってそういう形に変わってきてしまうと

いうことですよね。そういう面では、今、お年寄りの中で何が起きているか。この医

療費が、今までと比べて上がる。年金はさっき言ったように、この支給月から減額が

される。これから後期医療に移る人に対しても、後期医療の医療費が上がってくる。

その上、消費税がかぶってくる。そういう面では、高齢者にとっては何ひとついいこ

とはないわけですね。

この２割負担の１割分、町は軽減措置を持っていくという考え方はありますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 現在ではありません。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 同時に、そのことによって今、郡内をはじめとしてどういう

状況が起きているかというと、小川町では今回国保税の引き上げをしました。４方式

から２方式に変える。これは国民健康保険、この問題の裏には広域化の問題が出てき

ています。前の議会でも言いましたように、毛呂山町はもう既に２方式になりました。

川島町もそういう動きをしていこうという考え方があるそうです。

午前中の話ではないですけれども、嵐山町は一般会計からの繰り入れをやっていな

い数少ない自治体です。そういう面では、広域化になったときに、ほかの自治体は一

般会計の繰り入れをかなりしています。それは、保険税を抑えるためにやっているわ

けですよ。私は、広域化になったときに、嵐山町の国民健康保険というのは、保険税
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というのがかなり上がってくるというふうに思っています。その辺の査定はしてあり

ますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えします。

まず、前のときの議会のときの質問にもお答えしているかと思いますけれども、そ

の付加税率等の関係が、まだ正式に決まってもいませんし、広域化についての問題に

つきましても、まだ正式に決まっているということでもございませんので、その辺の

検討といいましょうか、上がった場合幾らかというようなことはまだしておりません。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 各県内の実質の保険料が、繰り入れをしない実質の保険料が

幾らになっているかというのがなかなか推計としては難しい部分もあるのでしょうけ

れども、嵐山町はそういう状況の中で広域化になったときに、保険税というのは上が

りますか、下がりますか。または、同じぐらいで推移しますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えします。

今現在、広域化ということで言われまして、国民会議のほうの答申においても都道

府県のほうに保険者を移しているというようなことで出されました。

そのほかに、それで全部が都道府県に移るというようなことではなくて、税の賦課

徴収関係ですとか、あとは健康診断とかの保健事業、そういったものについては市町

村に残るというような方向性が出されております。

それで、今言われているのは、税のほうは分金方式というような形で、嵐山町には、

これだけの県のほうから税として納めてくださいというようなことで、出されるとい

うような方向で検討がされているようでございまして、一律にしてというような考え

ではないというようなことで聞いております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、後期高齢者の課税方法とは違うということに
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なるわけですね。そういう面では、医療費によって各市町村の分担金というか、その

部分が決まってくるということになるのだと思うのですね。そういう面では、市町村

に対する裁量は全くなくなってしまうということになるのだと思うのですよ。医療費

によって分担金が決まる。その分担金は、いわゆる保険者から集める保険税になるの

だと思うのですね。中心は。

〔何事か言う人あり〕

〇10番（清水正之議員） 黙って聞いていろよ、うるさいな。そういう点では、２割負

担の話なのだからいいのだよ。ぐずぐず言うなよ。

〔何事か言う人あり〕

〇10番（清水正之議員） そういう面では、そういう部分での保険税の裁量というもの

は、市町村にはなくなるわけですね。

〇青柳賢治議長 答弁求めます。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 先ほど申しましたけれども、税の賦課徴収については、ですから

町のほうに残るというようなことでございますので、先ほど２方式のほうの話も出ま

したけれども、以前の県のほうの考え方としましては、統一的に、埼玉県が全部同じ

にするということで、２方式にしてくださいというようなことでございましたけれど

も、今の県の考えですと、そのまま４方式でおいても、その市町村の考え方によって

いいというような考えになってきてございますので、その辺については今後また、そ

ういったお話もあるのかなというふうに思いますが。

だから、全然裁量がないということではなくて、逆に市町村にお任せしますよと。

ただ、県から言っているこれだけの税を納めていただければ、徴収方法等については

市町村の考え方でいいですよというような形で今はなっているようでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、広域化になったにしても、税の課税の方法に

ついては４方式のままでもいい、それは市町村の裁量だという考え方だということで

いいわけですね。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

山下町民課長。
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〇山下次男町民課長 今私のほうで聞いているのはそのような方向でございまして、必

ず２方式にしなければいけないというようなことは、今県のほうも言っておりません。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） わかりました。

それでは、介護保険のほうに移りたいと思います。まず、介護保険ですけれども、

今回の改正については、訪問介護と通所介護、いわゆるホームヘルプサービスとデイ

サービスの事業を市町村に移す、これが１つですね。それは、要支援の１と２の人に

なると。この部分は、市町村が行う事業として実施をしていくと。

もう一つは、利用者の負担割合についてはどうなってくるのか、これはまだはっき

りしていないのかな。もしその辺がわかればお聞きをしておきたいと思います。

それで、町の事業をする部分については、上限が設けられているというふうになっ

ていると思います。これは、この上限は、75歳以上の人口の伸びを勘案して決めるの

だというふうになっていると思うのですね。

同時に、市町村は、国はこのこうしたものを通じて介護保険事業そのものの費用を

抑えようとしています。そういう点では、市町村は費用の低減目標、要するにどれだ

け削れるか、そういう目標と計画をつくりなさいというのが提起をされていると思い

ますが、その辺は間違いないですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。質問は３点ほ

どあったかと思います。

まず１点目の利用料を市町村で設定するので間違いないかというようなお話でござ

います。ご案内のとおり、今回の介護保険制度の改正につきましては、今、社会保障

審議会の介護保険部会の中で検討している最中でございます。11月の27日の日に素案

がホームページにアップをされまして、それを確認をさせていただきました。

その中に記載をされていることで申し上げますと、まず、その利用料の負担割合、

これについては要介護者の利用者負担割合を勘案し、決定をしてくださいということ

でございます。ですから、現行で言えば、要介護者１割負担ですから、そういったも

のを勘案して決定しなさいと。また、その利用料の加減ですね、これについては要介
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護者の利用者負担割合を下回らないような形で設定をしてください、こういったこと

が記載をされてございます。

こういったことについては、今後国ではガイドラインを出します。この事業の、ど

ういった形でやるのか。それは、利用料の設定も含めて事業の実施方法等々について

詳しいガイドラインを出しますというように言っておりますので、今後そういったも

のを参考に町としては考えていきたいというふうに思っています。

それと、２点目が、町の総事業の事業実施の割合ということでございます。これは、

議員さん、地域支援事業の総額が２％というところをおっしゃっているのかなという

ふうに思いますが、基本的には２％だというふうに言っていますが、今議員さんがお

話しになったように、今後の75歳以上の人口の推移、こういった伸びをまず勘案して

くださいと。それと同時に、今回給付から地域支援事業に、その要支援部分の一部が

移るわけですが、その移る部分についても２％に加算をしてもいいですよというよう

な記載がされているというふうに思っております。

それと、３点目なのですけれども、今後、削減の目標とというようなお話をされま

した。私が覚えているのは、今回のこの改正に伴って検証しなさいと。それは、27年

度から始まる第６期の介護保険事業の計画期間内でどうだったかと、どういう実績が

あったかと、そういったものを検証するシステムをつくっていきましょうというよう

なことが、たしか素案の中にはあったと思います。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。再開時間は２

時40分といたします。

休 憩 午後 ２時２９分

再 開 午後 ２時４０分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水議員の一般質問を続行します。

再質問からです。どうぞ。

〇10番（清水正之議員） 介護保険も、これからやる子ども・子育ても、制度そのもの

が非常に動いている状況ではあるのです。そういう面では、きちっと両方つかみなが

ら、事前にいろいろ対策を考えてほしいなというふうに思うのです。介護保険ですけ
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れども、要するに要支援の１、２を今度は市町村が行うのだと、介護保険から外して

行うのだということになっているわけです。ただし、その市町村の事業費には上限を

設けるのだということになっているというのは、間違いないですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

事業費の上限のことでございます。先ほどもちょっと申し上げましたが、これは現

在でもです。地域支援事業には、総額の上限というものが２％、給付費の２％という

ことが決まっております。それを踏襲をするという考え方でございます。くどいよう

ですが、現在要支援の方の訪問介護と通所介護については、介護給付費から、地域支

援事業の中に移行すると、ですから、その事業の中に組み込まれて、その１つとして

実施する。ですから、その現在で言えば、２％という上限の、これが当てはまるとい

うことでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 地域支援事業については、国、県の補助金はありますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

この事業についても、国、県並びに２号被保険者の保険料、こういったものが財源

として入ってございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） この事業費によって、利用者そのものの利用料金というのは

どういうふうに変わりますか。現在町の単独事業として、例えばホームヘルプサービ

スを実施をしています。同時に、介護保険では１割負担というふうになっていますか

ら、要支援の人たちも利用すれば１割負担で済むと。しかし、今度は町の事業になる

ことによって、この事業費との関係で利用料金というのはどういうふうに変わります

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほども答弁をさせていただきましたが、利用者負担割合については、要介護者の

利用者負担割合を勘案し、決定をするように今国は考えています。ということは、基

本的には１割だというふうに、現行で言えばです、というふうに思っています。です

から、今と同じ、例えばこの事業をどこかの事業所に委託をするとします。その事業

者に委託料として支払う金額が、今の介護報酬の金額と全く同額の委託料ということ

でお支払いをすれば、負担割合は１割ですから同じということになろうかと思います。

ただ、先ほど議員さんのほうもお話をされましたが、その事業費、委託をする事業費、

こういったものについては、国の考えは、地域のボランティアさんだとか、ＮＰＯだ

とか、いろんな地域の資源を活用して、効果的、効率的に実施をしなさいというふう

に言っています。これは、言いかえれば、その事業費自体を現状よりも圧縮しなさい

というようなことを国は言っておるのだというふうに思います。同程度のサービスが

受けられるとして、事業費が仮に減ったとすれば、利用者負担は１割ですから、利用

者にとっては、若干負担は減少することもあるのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、町の事業費については、国、県からの補助金

が来る。事業費によって利用料金が上がるということはないというふうに考えていい

わけですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

基本的には、今私が答弁をさせていただいたような形で、今後は事業を設定をして

いくこととなると思います。ただ、あくまでも、これは今示されている素案から申し

上げたものであって、今後、この要支援の移行自体が当初示されたものと変わってき

ている部分もございます。今後どのようになっていくのか。また、最初に答弁をさせ

ていただきましたガイドラインが示されることになっておりますので、そのガイドラ

インの内容を検証しながら、今後町の事業を設定をしていくということになろうと思

います。
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以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 一部、国は所得制限を導入しようと。同時に、施設に入って

いる人、補足給付の部分、それについても資産や預貯金や、そういったものを使って

制限を加えようという、そういった方向があるとは思いますけれども、そういう方向

というのは今通知として来ていますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今回の介護保険制度改正について、例えば国から直接こうですという通知はござい

ません。ただ、12月３日の日に県で会議がございまして、そのときには国が県に示し

た内容を市町村に説明をいただいております。それが唯一でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） よくわからないのですが、国や県のほうから、利用料につい

て２割に引き上げる。それは、一部所得制限を導入をして、２割に引き上げる人もつ

くるという方向が出ているか、出ていないか。あるいは、もう一つの点として、特養

ホームの食事やホテルコスト、補足給付があると思いますけれども、そういう補足給

付に対して、預貯金や資産の状況によって対象外にするという動きもあるやに聞いて

いるのですが、そういう連絡というものは入っていますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先日の県の会議の中では、国の今検討している内容を説明をいただきました。その

中では、今議員さんがお話をされたように、所得に応じて２割負担をしていただく。

あるいは、補足給付について、一定の預貯金がある方については対象外とする。ただ

し、資産部分については、今の検討されている部会の中では、資産は時期尚早ではな

いかというような検討がなされているというような話は、県のほうから説明がござい

ました。

以上です。
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〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、最後にしますけれども、町長にお聞きしたいとい

うふうに思います。いずれにしても、今課長が答弁していただいたように、町の事業

として今度は実施をしなければならない。そういう面での条件整備そのものもやって

いかなければいけないというふうに思うのですが、国のほうは、民間を使ってそのサ

ービスをという動きもあるのですけれども、そういう点では、そのサービスを充実す

るマンパワー、それから保険料そのものにもかかわってくる町の事業費用、こういう

ものもきちっと確保していかなければ、先ほど言われましたように、２割負担がどれ

だけ広がるかわからない。そういう面では、そうした諸整備を含めた充実を求めたい

と思うのですが、考え方をお聞きしておきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 考え方ということですけれども、先ほど来担当のほうから話をしてい

ますが、まだ係のほうからも決まった話として情報がおりてきていませんし、レクチ

ャーもしっかり受けていませんので、全くわからない状況です。

しかし、基本として持続可能な社会福祉政策、これを国として続けていくために、

今度大きく変えるということというのは負担、これを若い人は高齢者の分を負担する

ということではなくて、負担ができる人が負担をする。そして、給付は受ける人たち

に、年齢に関係なくやっていく。こういう大筋はできたわけですから、それに沿った

形の内容で変わっていくのだろうというふうに私は思っています。

そして、その中でもう一つ、これは確実にそうなるだろうと思うのは、国保もそう

ですけれども、ハードランディングというのはできませんから、ソフトランディング

でいくきりない。ですから、さっきも話が出ているように、これだけ一般会計をつぎ

込むだけつぎ込んでいるところと、そうでないところで、特別会計の制度をしっかり

守っているところと、全く両極端になっているのを１つに合わせるということもでき

っこないわけですから、ですからそういうのは、何らかの形で知恵を絞ったソフトラ

ンディングにいくだろう。ですから、一律な形にいかないのではないかという形のさ

っき答弁がありましたけれども、そんな形でいくだろうと。だけれども、議員さんか

らおっしゃった内容については私のほうでまだ承知していませんので、答弁のほうは

控えさせていただきます。
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〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 介護保険ができたときに、高齢者の老後や人権、そうしたも

のをこの介護保険で救っていくのだということで介護保険制度はできたのですね。私

たちは、この介護保険そのものは、保険あって給付なしという話を設立のときに話を

しました。いずれにしても、要支援の１、２の人たちも介護保険料というのは納める

のです。介護保険から対象外になったから納めなくていいというものではないのです。

今の課長の話ですと、利用料そのものはそれほど変わらないだろうと、１割負担で推

移をする。ただ、国はさっき言ったように、２割負担にする、あるいは制限を加える、

そういう動きをしています。町長が言われるように、この介護保険そのものは、もう

既にそうした面からすれば、つくったときの状況とは相当変わってきています。介護

保険そのものの私は破綻だと思います。これがサービスも市町村の裁量で決まる。利

用料も市町村で決めて、上げざるを得ないような状況になったときに、保険料だけ払

って、サービスは少なくなる、利用料は上がるということにならないように、ぜひし

ていただきたいというふうに思います。

次に移ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇10番（清水正之議員） 少子化問題についてです。

国は、高校生の授業料を所得制限によって、高校生の授業料を切るというか、そう

いう方向に進んでいます。一体、町の高校への進学率というのは、どの程度になって

いるのか。直近のもので結構です。お聞かせいただきたいというふうに思います。同

時に、所得制限の導入によって、試算が出ていたらで結構ですけれども、どの程度影

響が出てくるでしょうか。

２つ目は、子ども・子育ての支援制度です。国は、導入に先立ってニーズ調査を行

うというふうになっていたと思います。嵐山でも、このニーズ調査を行ったと思いま

すが、調査の内容と結果についてお聞きをしておきたいというふうに思います。同時

に、このニーズ調査をどう計画に反映させていくかということが問われてくると思う

のですが、どう反映していくのか、あわせてお聞きしておきたいと。

それから、嵐山の場合は公立ではないですから、全て保育園については私立になっ

てくると思います。そういう点で、利用制限がかかってくる。同時に、保育料の父母

負担がどうなるのか、あわせてお聞きをしておきたいというふうに思います。
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〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）（２）の答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 質問項目２の（１）①につきましてお答えをさせて

いただきます。

平成25年３月の卒業生の進路状況でございますが、菅谷中学校生徒108人中、全日

制高校に107人、就職した生徒１人でございました。続きまして、玉ノ岡中学校生徒

では67人中、全日制高校に64人、定時制高校１人、通信制高校１人、家事手伝い１人

ということでございます。前年度の状況も同様で、就職や家事手伝い等々、各校１人

から２人ということでございますので、ほとんどの生徒が高校生になっているという

状況になるかと思います。

続きまして、②につきましてお答えを申し上げます。高校授業料無償化は、平成22年

度から開始されましたが、所得制限を設ける法律が11月27日、参議院本会議で可決さ

れ、平成26年度から公立高校の授業料不徴収の制度を改め、私立高校と同様に、国が

高校生に対して就学支援金を交付する仕組みに一本化し、同時に世帯年収910万円以

上の高所得層は、就学支援金の対象から除外し、授業料を全額負担していただくよう

にするものでございます。

ただし、混乱を避けるため、現在の高校在籍者は現行制度のままとし、新制度は来

春の高校入学者から適用されるとのことでございます。現時点では、世帯年収250万

円未満程度の家庭の高校生を対象に、返済の必要のない給付型奨学金、公立につきま

しては年額13万円、私立につきましては14万円を支給、590万円未満程度の家庭の私

立高校生への就学支援金の増額ということも言われておりますが、詳細につきまして

は今後決定していくとのことでございます。

このような状況でございますので、埼玉県の公立高校では、来年２月18日から願書

を受け付け、３月３日に受験という予定になっておりますので、受験生や保護者にと

っては、具体的にどうなっていくのかわからないという不安、また県においては、授

業料徴収システムの再構築する時間、条例の整備等が必要になってくると思われます

ので、大変タイトなスケジュールになるかと、このように考えております。

続きまして、質問項目２の（２）①につきましてお答え申し上げます。幼児期の学

校教育、保育、地域の子育て支援の利用状況及び利用希望の把握をすることを目的と

し、国及び県から示された調査票のイメージをもとに、30問から成る利用希望把握調
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査を、10月１日を基準日といたしまして、就学前の子供、ゼロ歳から５歳児744人を

対象に実施いたしました。また、地域の子育て支援ということで、学童保育室を利用

している児童、小学生１年生から３年生128人を対象に利用状況及び利用希望につい

ての調査も実施いたしました。そして、幼稚園に通園している保護者にも、就労状況

等に関するアンケートを135人を対象に実施いたしました。実施方法につきましては、

基本的には対象年齢の子供がいる世帯への郵送によるものとし、保育所、幼稚園及び

学童保育室につきましては、配布依頼を行い実施いたしました。

実施期間につきましては、平成25年11月８日から28日の間で実施いたしました。ま

た、集計結果につきましては、これから国及び県から示される集計内容に基づき、今

年度内を期限に報告の予定でございます。なお、具体的な調査項目につきましては、

お子さんとご家族の状況について、子育て環境について、保護者の就労状況について、

平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について、地域の子育て支援事業の利用状

況について、土曜、休日や長期休暇中の定期的な教育・保育事業の利用希望について、

病気の際の対応について、不定期の教育・保育事業や宿泊を伴う一時預かり等の利用

について、小学校就学後の放課後の過ごし方について、県・町の保育事業等サービス

の利用状況及び満足度について等々でございます。

続きまして、質問項目２の（２）②につきましてお答え申し上げます。今回実施し

たニーズ調査により、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況

並びにニーズの把握を行い、これらを踏まえて、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うことにより、地域の子供が

必要な教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を効果的、効率的に利用できるよ

う、事業計画策定の中で反映させてまいりたいと考えております。

最後になりますけれども、質問項目２の（２）③につきましてお答え申し上げます。

利用制限につきましては、国の子ども・子育て会議の中で、保育の必要性の認定に係

る事由についての議論で、保育標準時間・保育短時間の区分を設けるに当たり、新制

度の施行を境に保育の利用可能な時間数が減る。いわゆる不利益がないよう、新制度

への切りかえ時に、就労・保育短時間と認定され得る子供については、現在の保育の

時間数を経過的に保障しながら、必要に応じて保育短時間の選択も可能とするような

措置について検討する必要があるのではないかとされております。町といたしまして

も、現在利用されております保護者の方に不利益が生じないよう、十分留意し、新制
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度実施に向け検討をしてまいります。

利用料負担につきましても、国の子ども・子育て会議の中で、施設型給付、地域型

保育給付等の利用者負担は、保護者の所得に応じた応能負担とし、具体的な水準の設

定に当たっては、現行の幼稚園と保育所の利用者負担の水準をもとに、両者の整合性

の確保に十分配慮するものとされ、具体的な金額等につきましては今後国から示され

るものと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 進学率そのものは、ほとんど進学と、100％近く進学という

ふうになっていると。先ほど課長の話にありましたように、一部所得制限を導入する

ということが今言われて、一部導入するというふうになっています。それに伴って、

所得証明を全部添付をしなければならないというふうになっていると思うのです。

実際にこの所得制限に該当するような世帯がどのぐらいあるのかというのは、調査

がされていますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 私どものほうでは、把握してございません。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） いずれにしても、全ての人が先ほど言いましたように所得証

明を出さなければならないというふうになっています。そういう面では、保護者の人

たちも、その部分を非常に心配されているというふうな話もありましたけれども、今、

進路指導も含めて、この辺の徹底というのは、どういうふうに各学校でやられていま

すか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

進路指導につきましても、今現在、細かい内容が決まっていないということでござ

いまして、実際にはしていないのが現状だと思いますけれども、どういう所得の把握

をするか。それから、給付をどういう形にするか。今後決まってくるのだとは思うの

ですけれども、その辺が今後の決定というような内容であったかと思いますので、は
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っきりした段階で、学校の今の３年生につきましては、情報提供ということでできる

かと思いますけれども、現在の時点では決まっていないというのが現状でございます

ので、お話はしていないと、このように考えております。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 年が明けると非常に忙しくなるのかなというふうには思うの

ですけれども、この辺の徹底をきちっとしておかないと、要するに所得証明がないと

給付は受けられないというふうになっていると思うのです。そういう面では、税務課

のほうの仕事も非常に大変になってくるとは思うのですけれども、いずれにしても、

それは入学前にその辺の徹底をきちっとしておかないと、不安というのはなかなか解

消しないのだと思うのです。いずれにしても、税務課のほうから所得証明を、全ての

子供たちというか、がとらなければならない。そのことによって判断をするわけです

から、その辺の徹底というのは、まだ教育長、考えてはいませんか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

現在のところ、県教育局の高校教育課でしょうか、そちらのほうで来年高校に入学

される生徒に対してのこの制度は、徹底できるように今準備をしているということは

聞いております。具体的なものについては、多分緊急に会議を持つということは不可

能ですので、文書にて西部教育事務所を通して各市町村の教育委員会に来るのではな

いかなと。今議員さんがご質問のように、子供に不安を与えないと同時に、保護者に

も十分理解していただくには、いろんな方法はあるのかと思うのですけれども、具体

的なものについて、まだ資料を見ておりませんので、私どもも回答しようがないので

すけれども、学校側との連携につきましては、早い時期に何らかの対応をしていかな

ければいけないかなということについては、現在承知しております。いずれにいたし

ましても、不確実な情報を与えるわけにはいきませんので、この辺については慎重に

対応していきたい。しかし、待てない状況もありますので、その辺のところについて

は、今後検討していきながら、各学校と、特に現３年生の保護者に一番影響を及ぼす

わけでございますので、その辺についてはまた連絡をとっていきたいと思っておりま

す。

以上でございます。



- 192 -

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ちょっと税務課長にお聞きしたいのですが、所得証明をとる

ときに納税指導というのはやりますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 証明をとりに来る場合には、申請をしてもらって出すわけですけ

れども、そのときに納税相談というのは一切行っていません。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水議員。

〇10番（清水正之議員） 全国的に心配されているのは、その納税指導をされるのが嫌

で所得証明をとらないということが出てこないだろうかというふうな心配もされてい

る部分もあるそうです。そういう面では、今税務課長が納税指導はしないのだという

ことですから、一つは、ぜひこれは受けられるかどうかの基準になるわけですから、

早く情報をつかんで徹底をしてほしいというふうに思います。

次に移ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇10番（清水正之議員） 保育園の問題です。保育園の問題については、アンケートを

とっていただいたということで、事業計画そのものをつくり上げると。この子ども・

子育てのシステムで、心配されるのは、嵐山の場合は全部私立ですから、私立の場合

はこういうことはないのだというふうに思うのですけれども、ちょっと確認をしてお

きたいというふうに思います。

１つは、契約について、今までですと、役場に申請書を出して、役場が措置が必要

かどうかを判断をし、入所を決めると。保育料についても、役場が徴収をして、委託

費として各事業所に渡すというシステムになっていると思うのですけれども、今度直

接契約、直接補助というのが導入をされる。これは、私立の保育園について、こうし

た方法がとられるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

まず、ニーズ調査の中で、どのくらいの保育料が必要なのかというのを把握すると
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いうのが調査の項目の主たるものでありますけれども、今言われているのは、保護者

の申請を受けた市町村が、客観的基準に基づき認定した上で給付を行う仕組みという

ことになっておりまして、３つの認定区分ということで、３歳児以上のお子さんで、

保育が必要があるかないか。それから、３歳未満のお子さんで、保育の必要性がある

かないかということを、保護者の労働、または疾病その他の理由が認定基準の一つ。

２つ目として、保育必要量を保育標準時間または保育短時間に区分、それから３番目

として優先利用ということで、ひとり親家庭や虐待のおそれのあるケースの子供等と

いうことの中で、必要かどうかというものを、まず先に市町村が決めるということで

ございますので、一番心配されているのは、認定こども園になるという前提の話とは

違いまして、嵐山町の場合は、きのうのご質問にもお答えしたと思うのですけれども、

現行のままでいくと。認定保育園に移行はないということでございますので、現行の

ままでいけるとも考えております。変更はしないで、現行の手続という形にはなるか

と思います。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 公立ではないから、多分現行のままの方法というふうになる

のだと思います。

時間もないので端的に答えていただきたいというふうに思うのですが、保育時間の

問題です。先ほどちょっと触れましたけれども、長時間保育、基本８時間、短時間保

育、６時間。今嵐山町は、延長保育もやっていますけれども、その就労時間によって、

短時間６時間になるのか、長時間になるのかによって、保育時間が変わってくる。そ

うなった場合に、もし仮に短時間保育ということになると、６時間以上が延長保育と

いうことになってくるという考え方になるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 そのような形になるのかなとは思っております。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 現在パートで働いている人たちも、恐らくかなり長い時間預

けられる状況に嵐山町はあると思うのです。要するに基本的な時間になってくる。今

度は、それを保護者の終了時間で短時間にするか、長時間にするかが決められる。そ

ういうことになってくると、希望の時間というか、時間が非常に制限をされてしまう。
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延長保育になると、また追加料金がかかってくる。そういう状況が出てくる。すると、

今現状の嵐山町の保育体制、保育時間の問題よりも、かなり制限がされてくる人たち

がふえてくるという状況はあるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

先ほどご回答を申し上げましたように、現在利用されている保護者の方に不利益が

生じないように、十分留意し、検討していきたいと、このようには考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 教育長、今、課長が不利益にならないような体制をつくり上

げるのだというふうに言われました。この新しい制度は、そういう形で就労時間で保

育時間が決められるのだというのが一つの大きな問題点というか、そういうふうにな

ってくるわけです。

それは、さっき言いましたように、基本、長時間として、基本時間は８時間、短時

間は６時間と。今の課長の話ですと、仮に短時間として、認定というか、された場合

には、６時間以上の場合は、預けたいという形でやった場合は長時間保育になって、

料金がまた別に取られると。現在の嵐山町は、長時間の場合は、今私はこれしか持っ

ていないので、これによると、６時15分から６時50分までが、東昌第一、第二、若草、

それから、しらこばとは７時から７時30分というのが載っているわけですけれども、

６時間で認定をされてしまった人たちは、また別料金を払って預けている。今、６時

間の人たちというのは、ほとんどいないのだと思うのです。そういう面では、現状を

後退させることはしないのだという課長の答弁がありましたけれども、その部分につ

いては、少なくも後退させないということであれば、町がその分は延長保育として認

めるのか、町の保育時間そのものを変えるのか。そういうことを考えていかなければ

ならないのだと思うのです。そういうことでよろしいのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

いずれにいたしましても、27年度から新しい制度が発足するということで、こども
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課といたしましても、いろいろな情報をできるだけ早くキャッチしながら、検討を始

めたところなのですけれども、検討委員会等でも、まだいろいろと試行錯誤しており

まして、特に料金にかかわることについては、やはり一番、課といたしましても、ど

ういう形が一番いいかというのについては全く今のところ結論は出せない状況です。

それぞれの保育園におきましても、何名程度がどっちを希望しているとか、アンケー

トの結果がまだ十分出ておりませんので、私も見ておりませんけれども、そういうよ

うな状況を見て、保護者とやはり話し合いをする。そういう期間も、時間も設けて検

討していかなくてはいけないと。現実的に、まだどっちかというふうなことが非常に

難しい時期でございますので、時間をかけて、それらについて保護者の方に不利益に

ならないように、現状維持で続けられるものであれば、それにこしたことはございま

せんので、ぎりぎりの線まで検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 時間をかけてという話もあるのですが、もう１年切ってしま

ったのです。通常だと、今年でも９月か10月には申請を受け付けをしていると思うの

です。そうなると、来年には計画書の作成をやらなければならないと。その計画書の

中には、こうしたものを盛り込まないと計画書ってできないのだと思うのです。そう

いう形で逆算していくと、時間的にはそんなにもう余裕がないというふうに私は思っ

ているのですが、その辺の町の考え方というのをきちっと示していく必要があるので

はないかなというふうに思うのですが、いかがでしょう。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

この問題につきましては、利用者負担の話ももちろん絡んでくるのだと思うのです

けれども、いずれにしても国が価格を決定するということでございますので、今現在

国は８階層でやっているかと思うのですけれども、嵐山町は11階層、こういった問題

も含めまして、国が出した金額に基づいて検討を重ねていきたいと、このように考え

ております。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） さっきスケジュールの話をしましたけれども、いずれにして
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も条例制定も、あるいは来年の９月議会には上程をしなくてはならないというような

スケジュールになるのだと思うのです。だから、そういう面では、早く外郭を出して

いただきたいというふうに思います。

時間がなくなってきましたので、最後に移ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇10番（清水正之議員） 駅東口のトイレ設置の問題です。今、東口の利用者というの

は、花見台の工業団地ができて、かなりの送迎のバスが止まっているのです。そうい

う面では、駅西にはトイレがあるわけです。駅のホームにもあるのですが、東口には

ないというのが今の東口の状況だと思います。花見台や、それこそ太陽インキのバス、

凸版のバス、それから広域バスも止まるということで、駅西の利用客というのは非常

にふえてきているというか、実感的には、子供たちが減っていますから、また退職者

も減っていますから、乗降客そのものは以前よりも減っていると思います。しかし、

トイレの設置についての要望というのは、まだ引き続き出ているわけです。そういう

点では、駅西にトイレを設置してほしいという要望がある中で、町はどういうふうに

考えているのか、まずお聞きをしておきたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

質問項目３番でございますが、近隣の駅のトイレの設置状況について、高坂駅から

武蔵嵐山駅まで調べてみました。高坂駅は、西口はあるが、東口にはありません。東

松山駅は、東西両口にあります。森林公園駅は、北口はありますが、南口にはありま

せん。つきのわの駅は、南、北、両口にありません。現在嵐山駅では、東西連絡通路

を利用して、駅西口トイレを利用していただいております。また、アイプラザ内のト

イレも、開館している時間帯には利用ができます。武蔵嵐山駅の東口にもトイレがあ

れば大変便利だと思いますので、設置に向けた検討も今後検討してみたいと思ってお

ります。

以上です。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 一般質問の中でいろいろ調べていただいたのだと思うのです

けれども、なかなか上がっていってトイレを利用するというのは、そういう人は少な



- 197 -

いです。先ほど言いましたように、花見台の工業団地の送迎のバスが、６時半ごろか

ら８時過ぎまでかなり止まっています。そういう点では、先ほど言ったように、凸版

のバスも花見台だけではなくて止まっているのですけれども、それを利用する人たち

というのがかなりおります。それこそ列をなしてバスを待っているという状況が駅の

東口には見られます。そういう面では、私は夜は余り行っていないのでわかりません

が、夕方にもそういう状況があるのかなというふうに思うのですけれども、設置に向

けた検討をしてみたいという答弁ですけれども、これは東武との関係はなかなか望め

ない部分はあるのだとは思いますけれども、ぜひそういう人たちの声が、実際の声と

して私聞いていますので、ぜひ早急につくっていただきたいというふうには思うので

すが、これから検討という段階、見通しとしてはどうなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 トイレですから、ないと困るのです。それで、ちょこちょこあればな

お便利なのですけれども、あちこちのところにトイレを嵐山町の中でも必要とされて

いるところがあるのです。例えば嵐山の一番メーンのところの細原の入り口のところ

のパイプが細くて並んでしまうところですよね。それで、この秋のシーズンなんかは、

もうあれだけの人があそこのところに集まって、ですからどっちが先にといったら、

向こうのほうを先につくったほうが嵐山町のためには評判がよくなるかもしれない。

それと、今大きな声で言わせていただきましたけれども、東松山駅には両方ある。

高坂駅には東口にはありません。それで、嵐山の場合には、嵐山というか、この駅の

中には、全部駅のホームにはあるのです。それと、嵐山ではアイプラザが余計にある

ということですので、そういう嵐山町全体の中のことを考えて検討していきたいとい

うふうに考えていますけれども。

〇青柳賢治議長 清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 優先順位等の関係もあるのでしょうけれども、実際としてこ

ういう要望をいろんな人から直接聞いています。設置に向けて検討してもらうという

ことになりますから、ぜひ設置に向けて検討していただきたいというふうに思います。

以上で終わります。

〇青柳賢治議長 どうもご苦労さまでした。

この際、暫時休憩いたします。再開時間は３時50分といたします。
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休 憩 午後 ３時３５分

再 開 午後 ３時４９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◇ 安 藤 欣 男 議 員

〇青柳賢治議長 本定例会最後の一般質問は、受付番号10番、議席番号11番、安藤欣男

議員。

初めに、質問事項１の道路行政についてからです。どうぞ。

〔11番 安藤欣男議員一般質問席登壇〕

〇11番（安藤欣男議員） 第11番議員、安藤欣男でございますが、議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問を行わせていただきます。私は、３点にわたりましてお聞

きをしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

まず最初に、道路行政についてということで、課題が大きいわけですが、嵐山町で

は、まちづくり整備事業交付金制度というのを使いまして、中部地区といいましょう

か、市街区域に当たりましては24年度で終了と。北部地区の関係につきましては、今

年度25年度で終了ということで、いろいろ懸案だった道路、あるいは施設等の建て替

え等々もできたわけでございますが、これが今年度で終了するわけですが、今後道路

行政を展開する上で、どんな手法をとって取り組むのか。財源的なものがございます

ので、今後の課題とすると大変大きな課題になると思うのですが、次の点についてお

聞きをしておきたいと思います。

（１）財源対策を含め、新たな制度の導入は検討されているのかどうかをお聞きい

たします。

それから（２）ですが、町道の改良要望というのは、あちこちから出ているわけで

すが、それに対する取り組み方、年度的に計画がされているのかどうか。それから、

この改良に当たっての方向性といいましょうか、全て国の事業でやりますと一定の規

格があったりしてあれですが、町の独自で考えるような、そういう町道の改良方法、

もちろん一般財源でそれはやらなくてはなりませんが、そういうものが検討されてい

るのか。この方向性についてお伺いいたします。

それから、３番目ですが、生活道の整備の要望というのはかなり出ていると思うの
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ですが、これに対する取り組みをどうしていくのか。要望の現状も踏まえて、お聞き

をしていきたいと思います。

以上、３点お願いします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 質問項目の１の（１）についてお答えいたします。

旧まちづくり交付金事業でございますけれども、嵐山中央地区が平成19年度から

23年度まで５カ年で終了しました。これにつきましては、繰り越しはしております。

それと、嵐山北部地区が平成20年度から平成24年度までの５カ年で終了しました。こ

れにつきましても繰越事業で行っております。この交付金事業によりまして、長年の

懸案でございました道路整備を推進することができました。今後の道路整備につきま

しては、財源をどのように確保していくのかが課題でございまして、国の動向を見な

がら、町の貴重な財源の中で、有効な交付金制度等を導入して整備を推進していきた

いと考えております。

続きまして、（２）についてお答えいたします。町道の改築予定でございますが、

継続中の路線につきましては、予算の確保ができる範囲内で継続して整備を推進して

いきたいと考えております。また、新たに改築を計画している路線及び継続中の路線

につきましても、交付金制度等の対象になるか十分精査し、有利な制度を活用しなが

ら道路整備を推進していきたいと考えております。

続きまして、（３）についてお答えいたします。生活道路の整備の要望の状況でご

ざいますが、町内全体から多くの要望が出ており、整備の内容といたしましては、拡

幅の要望、側溝整備等でございます。

現在整備済みの道路で、経年劣化等によりまして、路面等の破損による事故がふえ

ている状況でございます。このようなことが今後の課題となっておりまして、維持管

理に要する費用がふえていく傾向にございます。このような状況を踏まえた上で、要

望の対応につきましては、事業効果等を十分検討しながら整備を進めていきたいと考

えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 国の動向を見ながら有利な交付金制度を導入しとありますが、
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国が大型補正を組むなりしながら、特に今年度も補正で９月にも道路改良が出された

わけですが、今後大きな道路改良という中で想定されるのが、都計道と言われる川島

地内の延長が長いわけですが、この延長する道路の造成とか、そうしたものについて、

財源的には大変かかるわけですが、そうしたものがやらなければならないことが起こ

ってきた場合、この後まだ出てきますが、そうした場合には、それに合ったような国

の補助制度とか、そういうものが現在でもあるのかどうか、お聞きしておきます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 都市計画道路につきましては、国の補助金等がござい

ますので、心配ないと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 都市計画道路ですから、起債も可能だという捉え方でよろし

いのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えします。

そういうことで結構でございます。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 財源が厳しい中で、道路行政は放っておけない部分があった

りします。したがいまして、今後交付金制度を導入しということで、研究しながらや

るということでございますので、鋭意努力をしていただきたいというふうに思います。

交付金制度、そうした制度を導入したことによって計画的な町道の改良というものも

行われるのではないかというふうに思っておりますが、具体的には川島を出しました

が、将軍沢のほうとか、笛吹峠に向かう道路のような、あれも大きな改良のことにな

ると思うのですが、そうしたものについては、都市計画道路ではありませんが、どう

いう財源対策がとられるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。



- 201 -

今年度、第１号補正で舗装の修繕工事の関係につきまして補正させていただきまし

た。これにつきましても交付金の事業で、昨年の24年度の補正予算で創出された事業

でございまして、その事業を使わせてもらって整備するということで、交付金事業で

ございます。この路線につきましては、７路線考えておりました。それで、その一路

線として笛吹峠でございますが、それの舗装の打ちかえ等を考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 財源対策については、十分活用しながら対応していただきた

いなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

次に参ります。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇11番（安藤欣男議員） 町道の改良予定の取り組み方向ということに入っているわけ

ですが、町道の中で橋の老朽化の調査もしているわけですが、これについての橋を含

めた改良をするところも当然あるのだと思うのですが、これについてはどんな取り組

みをされていくのか、お伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

橋梁の関係でございますけれども、橋梁につきましては、橋梁の修繕計画というも

のをつくらせていただきました。その計画に基づいて修繕していくという考え方でご

ざいます。ただ、それはあくまでも修繕でございまして、橋梁につきましては耐震の

関係がまだ整備されておりません。その耐震の関係につきましては、国の補助金等を

いただきながら調査し、その後整備していきたいというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 町道改良も含めて、今課長からは補修をしていくというよう

なことも出ているわけですが、町道の補修箇所は、かなり傷んでいるところがあちこ

ち出ているわけですが、この改良の中でどういうふうな基準で取り組んでいくのか。

お聞きをしておきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。
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田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

先ほど１号補正で補正させていただいたという事業がございますけれども、これに

つきましては、舗装の路面が40％以上のひび割れがいっている箇所については交付金

の対象にしましょうということで行ってございます。これにつきましては、先ほど７

路線ということで、今年度やりたいということで予算計上させていただいております。

これにつきましては、その事業の中で性状調査というものをやらせていただいており

ます。30キロでございますけれども、要するに路面の状態を調べる調査です。その７

路線のほかにやってございまして、その中でそういう40％を超えるような道路があれ

ば、今後もその事業に手を挙げていきたいなというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 今後手を挙げていきたいなというのは、この７路線以外で40％

に近いところがどのくらいあるのですか。かなり傷んでいるようなふうに。ただ、な

かなか予算がないのでできないで来てしまっているわけですから、その辺はどうなの

でしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 先ほど、路面の性状調査をやらせていただきましたけ

れども、この中で全部成果が上がってこないのです、実際には。その中には、まだ何

キロか40％を超えるようなところがあると思います。それについては、どのくらいあ

るかと今言われても、ちょっとわからないのですけれども、調査が上がってこないの

で、上がってきた段階でその辺については要望していきたい。また、これにつきまし

ては幹線道路を対象としておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） ただ、上がってきた段階というのは、要望が出てきた段階な

のか、町として都市整備課が調査をした数字が上がってきた段階なのか、その辺はど

うなのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。
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〇田邊淑宏まちづくり整備課長 これは、幹線道路でございまして、これは町として整

備していきたいというふうに考えています。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 改良のほかに、修理、補修の話が入っているわけですが、そ

れとあわせて舗装、この１―何号線なのでしょうか。玉ノ岡中学校の下の越畑へ抜け

る道路、拡幅しましたよね、歩道の整備で。ここの路線が改良していただいたところ

はあるのですが、随分傷んでしまっているのですが、これはこの７路線の中に入って

いるのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 多分杉山の集会所から越畑のほうへ向かってというこ

とだと思うのですけれども、この路線についても入っています。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） それから、もう一点です。これは、私がかつて、おととしあ

たりですか、大字勝田地内の交差点の改良は必要ではないかというような提言をした

のですが、質問しましたが、そのときに「重要路線であるということはわかっていま

す」と。「ただ、費用も大分かかるので、交通量の調査をしながら対応を考えていき

たい」というふうな答弁をいただきましたが、その後、この交通量の調査、あるいは

改良の方法等について検討されたのでしょうか。それだけ１点お聞きしておきます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 お答えさせていただきます。

これは、１―２号線の勝田地区でございまして、１―５号線との交差点でございま

して、１―２号線から１―５号線に入るところに右折帯をということで多分お話があ

ったのかと思います。これにつきましては、交通量等調べて検討していきたいという

話をさせていただきました。この事業につきましては、国の補助事業を入れていこう

という考え方で今いるわけなのですけれども、実際に21年度の工事、22年度に繰り越

した工事なのですけれども、きめ細やかな交付金事業というのですか、その事業を入
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れて、１―２号線の交差点の部分の東側について舗装の打ちかえをやっています。そ

ういう関係があったので、一回補助事業が入っていますので、これはちょっと断念し

たという面があります。

それと、今回の６月の補正の舗装の打ちかえの中で、交差点からカムス、エコ計画

のほうに向かっていく路線でございますけれども、このカムス付近までの舗装の打ち

かえ、これも交付金の中でやっていこうということで考えていますので、ちょっとこ

れについては、しばらくの間ちょっとご容赦いただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 状況はわかりました。それでは、次、（３）に移らせていた

だきますが、多くの要望が出ており、整備の内容といたしまして、拡幅の要望、側溝

整備が想定されるということです。この多くの要望というのは、どの程度なのでしょ

うか。生活道ですので、かなり今回の改良計画といいましょうか、まち交でもこの生

活道の整備はしていただいたわけですが、それは市外区域内も含めて整備がされたと

いうふうに思っていますが、生活に密着した。これの改良について、正規な４メート

ル以上に改良しなければならない要望があるのかどうか。それ以外で、簡易舗装、現

道のままで直したものでもいいですよというようなことも出ているのか。あるいは、

側溝だけはぜひ入れてくださいというような、そういう内容的にはどんなふうな内容

なのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 区のほうから要望が出ている関係でございますけれど

も、生活道路でございます。生活道路の拡幅、それと舗装関係が出ております。実際

には、平成８年から平成24年までの間で出ている件数というのですか、これが113件

ございます。そのうちの実際に実施済みの箇所が30カ所、30件ということでございま

す。この生活道路の要望の中には、本当に個人的な街道というか、要するに入り口的

なものもございます。実際そういうものを精査しながら、今後整備していく路線であ

るかどうかというものを図りながら検討していかなくてはならないかと思います。

それと、そういう先ほど言いましたように４メーター、要するに町でする場合につ

いては、４メーター以上で通り抜けのできる道路ということで考えております。そう

すると、その道路に該当しないような道路も多分出てくるのかなと思います。そうい
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うものも今後もどういうふうに整備していったらいいかというものも考えていく必要

があるのかなと思います。

それと、生活道路の関係で、要するに先ほど言ったような４メーターに満たないよ

うな道路で、実際にはもう中心後退しながら４メーター広げていきたいというような

道路がありますけれども、これにつきましては、平成21年から25年までの狭隘道路の

整備事業ということで交付金事業がございました。この事業で５カ年の事業で大蔵と

志賀と吉田の道路を３本整備するということで、今年もやっているのですけれども、

進めています。この事業につきましては、25年度で終わりますよということになって

います。実際にこの事業が継続されるかどうかというのが、国のほうの動向がわかり

ません。この事業が継続されるのであれば、何路線かは要望していきたいというふう

に考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 国の制度が使えるものについては、極力活用しながらお願い

をしたいというふうに思いますが、今課長のほうからちょっとありました、生活道で

も個人の街道的なものもあるということもありました。地域によっては、うちのほう

の大字古里にもあるのですが、２軒が使っている道路で、車はもちろん街道ですから

入れますが、砂利道です。そうしたものについては、４メートルに広げなくも、現道

で改良、あるいは簡易舗装とか、そうしたものをしておけば、十分それでも間に合う

のかなと思うのです。しかしながら、町とすれば、そうしたものは要望があってもな

かなか手がつけられないと、放置せざるを得ないというのが実態ですが、この生活道

については、私はずっと前からもこれ言っているのですが、地域でどうしてもやっぱ

り改良したほうがいいよというところで、地域全体で、全体というか、ある程度部落、

部落というか、隣近所の方々が改良したほうがいいということで区を通して要望が出

るようなところは、何か一つの基準を設けて、資材費を一定の割合で出しますよと、

そういう制度的なものの構築というのが私は必要ではないかなというふうに、財源が

なかなか厳しくなればなるほどそういうものが必要ではないかなと思うのですが、そ

うした捉え方というのはどうなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。
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〇田邊淑宏まちづくり整備課長 先ほど言いましたように、かなりの件数の要望が出て

います。実際に街道的なもので困っているような道もございます。実際に個人的にや

られている、要するに整備、舗装、側溝整備をして利用している方もいらっしゃいま

すけれども、いずれにしても、砂利敷きだとかそういうものについては、町のほうで

もお手伝いしなくてはならない部分はございます。ですから、この辺についても、簡

易舗装したいとか、そういった場合に、どれだけ今後お手伝いできるかどうかという

部分を含めて検討していきたいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 今、担当課長からは今後検討していきたいということですが、

このことに対して答弁を求めるように書いてありませんが、副町長なり、町長なり、

何か考え方がございましたら、道路行政についてお願いしたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 たしか総延長400キロぐらい。400キロ台でしょうか、町の町道の。

その中で、嵐山町は道路の改良率というのがかなり進んでいるのだと思うのです。先

輩たちがご苦労されて、地域振興道路ですとか、いろんな形で道路改良、舗装を行っ

て、現在はそれが大分古くなっているというような状況だと思います。これからの人

口減社会に向かっていく中で、こういった道路も含めてインフラをどう集約し、どう

いうふうに残すべきものを残すか、その辺が今後のまちづくりの重要な部分だという

ふうに思っています。道路につきましても維持補修の時代に入っているわけでござい

まして、これを優先順位をつけながらどういうふうな形で整備していくか。これから

この辺をしっかり町のほうでは検討し、取り組んでいかなければならないというふう

に思っています。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 車社会の中で、ただ車も減っていくということも想定される

わけですが、とはいいながら、道路それぞれ住民は同じように税を負担しているわけ

です。したがいまして、生活道の中で改良されたうちはいいけれども、取り残されて

しまったうちはずっとそのままということでも、申しわけないのかなというふうな思

いもいたしますが、一定の生活道、地域で重要な道路というのは、地域でやっていく



- 207 -

ような一つの考え方を変えていくということも打ち出すときに来ているのかなと。道

路改良は、全部が４メートルではなくてはだめですよということではなくてもいいよ

うな気はするのですが、一つ新たな基準等を設ける方法もあるかと思うのですが、検

討していただければよろしいかなと思いますが、よろしくお願いいたします。

それでは、次に行きます。

〇青柳賢治議長 どうぞ。

〇11番（安藤欣男議員） ２番目の企業誘致についてお伺いをしたいと思います。

企業誘致、これは人口減が、いかに減少を食いとめるかということも、この企業誘

致の問題、大きな課題、一つの要素になっております。嵐山町でも、この明星食品の

移転の問題が大きな課題となっていたわけですが、改築により新工場を建設するとい

うことで、既に新しい工場の建設が始まりました。従業員ももちろんですが、我々と

いたしましてもほっとするところでもありまして、まことに喜ばしいわけでございま

すが、ただそのときに川島地区においては、工場をそちらにというような案があった

ときに、用途指定を変えるなりしながら検討してきた経緯もございます。企業誘致は、

極めて重要な課題です。もちろんこの埼玉県も県内への企業誘致というのに熱心に取

り組んでいるようでございますので、県との連携、これも極めて大事だというふうに

思います。聞くところによりますと、寄居町に今ホンダが操業を始めましたが、ホン

ダの誘致につきましては、町を挙げて大変な努力をしたと。もちろん県にも働きかけ

ながら、県の協力も得ながら、この誘致に成功して、今この近辺で一番元気なのは寄

居町かなというふうな気がいたしますが、そういう観点からいたしますと、県との連

携というものを踏まえながら取り組んでいただきたいなというふうに思っておりま

す。

お聞きいたしますが、現在嵐山町の企業立地計画がどのような状況になっているの

か。どういうふうに今町として対応しているのか。嵐山町として企業を誘致していこ

うという地区があるわけですが、それぞれの地区ごとに立地計画の状況がありました

ら、お聞きをしたいと思います。（川島地区、杉山地区、越畑地内、その他）という

ふうに挙げてありますが、その他の中には、花見台工業団地の中であいているところ

もあるわけでございますので、この辺についてもお聞きできればよろしいかなと思い

ますが、よろしくお願いいたします。

次に、（２）に行きます。企業の立地支援の取り組み方ということで、これはたし
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か平成22年だと思うのですが、総務経済委員会で企業と税というところで検討したこ

ともございます。そのときに、条例をつくることが必要だということが委員会でもあ

ったわけですが、しかしながら、町のほうも考えていますよということですので、条

例づくりについては、そのとき町にげたを預けたという形になっておりますが、その

後新たな動きはありません。何年か経過をしているわけですが、これの状況について、

なぜおくれてしまったのかということも含めてお伺いできればというふうに思います

が、よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）（２）の答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 質問項目の２の（１）につきましてお答えをいたします。

まず、川島地区でありますが、明星食品が当地区に進出しない状況となり、今後の

当地区の工業系の開発手法等について、県当局とこれまで数回の打ち合わせを実施さ

せていただいているところであります。その中で、都市計画道路、地権者の意向、緑

地等についてクリアしなければならない課題があるわけでありますが、今後とも県当

局並びに地権者と協議連携しながら進めてまいりたいと考えております。

次に、杉山地区でありますが、嵐山・小川インターが平成16年３月に開通し、９年

が過ぎています。地権者には、開発のお話が幾つかあったようですが、まとまらず正

式なお話は町にはありませんでした。新たな動きとして、先月の28日に町民ホールに

おいて関係地権者の集まりがありました。今後は、杉山地区並びに関係地権者と連携

を図りながら進めてまいりたいと考えています。

最後に、越畑地区でありますが、平成22年１月に町内の不動産業者が開発許可をと

り、工事着手し、造成工事は完了しています。お聞きしましたところによりますと、

企業からの引き合いはあるようですが、具体的な企業の立地には至っておりません。

続きまして、質問項目２の（２）につきましてお答えいたします。これまで、企業

立地条例の対象となる業種、敷地と建物の規模、優遇措置の内容、新規雇用等の助成

制度について検討してまいりました。現在、３月議会に企業誘致条例を上程すべく条

例案を作成しているところであります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 川島地区においては、関係では開発手法等についても県当局
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と打ち合わせて実施してきているということですが、これは、嵐山町の意向がどうな

のだというものを県当局に話しているのだと思うのですが、感触的にはどんな感触な

のでしょうか。こういう企業が来ていますので、どうですかというようなことがある

のか。あるいは、造成等も含めて、こういうやり方がいいのではないですかとか、そ

うしたものがあるという捉え方でよろしいのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 現在、県当局とお話をさせていただいていますのは、川島地

区がどのような形がクリアできたら、ある程度方向が出るのかなということも含めて

相談をさせてもらっています。その中で、今この中に入れましたけれども、都市計画

道路の問題や地権者の意向、あるいは緑地、さらには排水の問題とか、あるいは下水

の問題とか、河川の問題、いろいろ県のほうからご指摘をいただきました。それらを

町として、どういうふうな形で整備を考えるのですかという中で、ある程度の方向性

で今協議を進めていまして、その辺がある程度整ってくれば一定の方向が出るのかな

というふうな感触でいます。ですから、確定しているわけではありませんけれども、

その辺も話として今詰めさせていただいていますので、具体的にもう少したてば、も

うちょっとその辺町として詰めてお話ができていくのかなとは思っています。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 幾らか明かりが見えてきているのかなというふうに捉えたわ

けですが、地権者協議会というようなものも立ち上げて、強力に推進しないと、花見

台の工業団地をつくったときも、あんな山の中に何ができるのかというようなことも

あったわけですが、当時内田課長もその仕事に携わったというふうに思いますが、地

権者等の意思の疎通がきちっとしていないと、県との話し合いについても、そんなこ

とかいというので、県が逆に途中で足踏みするようなことであっても困るわけですの

で、その辺の連携については、今後どういうふうに進めていくつもりなのでしょうか。

お伺いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 平成22年、この明星のお話があったときに、地権者を集めて
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お話をさせてもらって、こういう方向で行くというふうな話をさせていただいて、地

権者からその当時100％同意をいただいています。今回こういった話になったときに、

すぐに地権者を全部集めてというまだ確定はしていませんので、一定の方にお集まり

をいただいて、その当時の関係というのでしょうか、その辺も含めてお話をさせてい

ただきました。そうしましたら、当然地元とすれば、当然そういうのを進めると、一

刻も早く進めてもらいたいというふうな意向をお聞きしまして、当然これが進むので

あれば、全員の方にお集まりをいただいて、一定の方向もお話をしていくようかなと

いうふうには考えています。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） そうした状況が起こってきたときに、議会としてどういうふ

うな協力体制がとられたらいいのか、議会も研究しなければいけないと思うのですが、

先ほどこの冒頭寄居の話も出しましたが、寄居町が当然議会も強力な体制の中で推進

したというようなこともあるわけですが、その辺の捉え方については、町長さんいか

がですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 今、川島地区の現時点での進捗について、今課長から申し上げたと

おりでございます。

これから将来を予測をする中で、先ほどから申し上げていますように、財源を確保

する、あるいは働く場所を確保する。これは、今苦しいけれども、嵐山町として進め

ておかなければならない大変大きな課題だろうというふうに思っておりまして、今申

し上げましたような、嵐山町としてクリアしなければならない課題が非常にあるわけ

でございまして、それを一つ一つクリアすべく県と話し合いを始めた。県の基本的な

考えは、５年程度で工事が完了するようなものだったらば手を出しますと。ただ、そ

れは、町の本気度もありますよということなのですね。ですから、今議員さんおっし

ゃられるように、町を挙げての取り組み、それから地権者の意向の確認、それからか

なりあそこの地区は長い間放置しておきましたので、ご承知のとおり、農地が埋め立

てを過去から繰り返されてきたと。この埋め立てをしている中に、宝物があるのか、

何があるのか。その辺についてもしっかり把握しなくてはいけません。これは、これ
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からお願いをしなければならないことですけれども、それから市野川沿いに下水本管

が入っている。この下水の本管は、もう入れて20年もたつわけなのですね。これが民

地上に入っている。これもクリアしなければならない課題があります。それから、農

地なのですが、あそこは16ヘクタールありますけれども、ほとんど農地ですけれども、

先ほど課長から地権者は全員が賛成の意向、仮同意をもらっているということで、そ

の辺は安心なのですけれども、県のご承知のとおり、農林部が非常にハードルが高い

わけなのです。この辺のこともございますし、町も本気で取り組んでまいりますけれ

ども、議会のぜひ皆様方にも絶大な応援をお願いしたいというふうに考えております。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 本気で取り組んでいくという答えでございますので、町を挙

げて、議会もそうですが、協力できるところは協力していくという態勢が必要ではな

いかなというふうに思っております。長年の懸案の地域でございますので、幾らかめ

どが立ってくるということで期待をし、また積極的に取り組んでいかなければならな

いというふうに改めて思います。

次に、杉山地区でございますが、これにつきましても実は私のところ、私が畑で働

いていましたら、杉山の方が、「今度は、安藤議員大丈夫だよ」と言うので寄ったの

ですが、それが28日のこの町民ホールにおいての集まりの前でございます。その後、

この集まりに参加した方が、どうもまた前と同じだという捉え方なのです。だから、

このあれが間違っていたらごめんなさいですが、エム・ケー（株）という会社の関係

で推進しているわけですが、地権者、そのほかの地権者との信頼関係が低下をしてい

るわけです。あれでは、もう信用できないからというので、なかなか地権者同士の信

頼関係ができていないというふうな感触を持ちました。それだけに、町がもっとリー

ダーシップをとっていかないと、ここの地域は企業誘致はできないというような感じ

を私は持ってしまったのですが、開発のやり方がいろいろあって、この間も、例に出

しますが、滑川町にワタミという会社が来ました。これは、私は誘致にある企業が努

力したのだと思ったのですが、そうではなくて、その企業が全部会社をつくって、工

場をつくって、それで入ってもらって貸しているのですということなのです。だから、

企業が今、製造業でも何でも形態が変わってきて、建物までつくって貸して、違う業

者が動いているというような形態になってきているようです。要するに立地の仕方が
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前と変わってきている。

したがって、この杉山地域についても、きちっとしたディベロッパーが入って、そ

れによって開発の許可をとっていただいて開発を進めていかないと、ここはいつまで

たっても農地ですから、計画が立っても時間がかかりますから、企業の誘致がどうし

てもおくれてしまうというふうに思うのですが、課長は話し合いの場に出たというこ

とですが、内容的なものを話していただければお願いしたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 11月28日に町民ホールで、地主さんが９名、発起人という方

で１名、それと私で参加させていただきました。内容的な話となりますと、発起人の

方が地権者協議会を立てたいというふうな話が出ました。質問としますと、まず地権

者協議会に対して、何の目的でするのか。15年前、物流の計画があったが、今はどう

なったのかとか、発起人の立場はどうなのかとか、事業計画はないのかとか、その辺

の話が先だろうという話で、いろいろご批判の話が出ました。極端な話が、今の話で

いくと、15年前と同じだねという話になってしまいました。地権者のそういった質問

に対して、内容的に答えとすると、先ほど出ましたエム・ケーに全部、目的について

は、地権者協議会を立ち上げてエム・ケーにお願いをするというふうな形で発起をし

たと。ただ、実際に事業計画そのものについてはエム・ケーにしてもらうのですとい

うような話で、逆でしょうというふうな意見も出まして、結果的にそういった中で、

細かい話はあれですけれども、事業計画がわからないのに、そのための地権者協議会

なのか。要するに意味がないと。エム・ケーに事業計画を説明していただいて、それ

で地権者協議会を立ち上げるのは、すぐ立ち上がるのではないかという中で、お話が

そこで止まって終わりになりました。

先ほど回答でもさせていただきましたように、平成16年３月から開通して９年たっ

て、以前地権者の中にも書かせていただきましたけれども、開発のお話はかなりあっ

たと、うまくいくようなものもあったという話はお聞きしました。ただ、正式に町に

来て、町のほうから県にお話という段階には至らなかったと。今回もそんなような感

じが、今聞いたお話ですと多分そういうことだったのかなというふうに、私もそうい

うふうな認識にはなってしまったのですが、今後、多分エム・ケーを呼んで、またお

話をするのかなとは思うのですが、本来川島地区につきましては地元地権者が町のほ
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うにお願いをしたいということで川島地区は進んでいるわけですけれども、この地区

については、以前から地権者協議会のほうで探すのだというふうな形で動いていまし

たので、動き方が違うわけなのです。その辺の違いから今の状況まで至ったのかなと

いうのが、この間の会議で、私も初めて参加させていただいたのですが、そんな感じ

を受けました。ちょっと雑駁で申しわけないです。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 今、状況を説明していただきましておわかりかと思いますが、

ただ地権者協議会というか、そのときかつてできた会は、何か既に今は解散している

のだというふうなことが聞こえたのですが、その状況はどうなのか、把握しているの

でしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 お話を聞きますと、当時の地権者協議会というのは、あのラ

ンプ内にあった方の中でお集まりして、その中で決めていたそうなのです。そうする

と、町外の人については、地権者協議会という話はなかったみたいなのです。実際に

そういう地権者協議会として集まってやったということはないというお話を聞きまし

た。一回つくったらしいのですけれども、ではその要綱はどうなのですかと私もお聞

きしたのですけれども、それは１枚あるよと。ただ、当時つくったもので、そういっ

た中で実際にお話ししたのは、その移動する中の方々だけで、実際にはもうそういう

のはないのだよねというお話で「実際にその要綱もありますか」と言ったら「ない」

というお話なのです。ですから、当時、地権者協議会と私も聞いていたのですが、現

状からするとそういう形で、本当に皆さんを集めてやったというのはないというお話

を聞きました。ですから、今回は地権者を本当に全員の方にお集まりをしてもらって

お話を集めたのです。そうしたら、そのときのお話ですけれども、地権者からすると、

今回はいいお話があったのかなということで先ほどの話になるのかなとは思うのです

が、そういう具体的な話として来るのかなということになりましたら、15年前と同じ

お話になったのでという話になるわけですけれども、地権者協議会についてはそうい

った形で、当時はそういったことで、正式な形、全員の方ということではなかったそ

うです。

以上です。
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〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 私の認識とはちょっと違った。よく聞いてみると、今課長か

ら答弁があったような形での地権者協議会だったということでございまして、したが

いまして、新たな、前の地権者協議会というのはあやふやなものなのです。それだけ

に、ここで町が新たな段階に入る手だてを考えて、要するにリーダーシップをとって

いけるのではないかと思うのですが、そうした踏み込みをしていかないと、ここのと

ころは、ただ農地ですから、１つの企業が入るといっても、なかなか時間がかかった

り、今の時代ですから、それでは進出できませんねというような、開発の期間がかか

ってしまうから。そういう状況になってくる中で、今ホンダの関係で、こちらのほう

も、寄居町は随分、立地といいましょうか、不動産業者が動いているのを私も耳にし

ておるのですが、それだけに単価もずっとどんどん、どんどん上がったりなんかして

いるのです。したがいまして、この企業の立地が今までとまた変わって、今まで景気

がどっと起こってきた中で、低迷してきたわけですが、景気が幾らか上向いてきてい

る中で、企業の新たな設備計画というものがまた新しい段階に入るような気がするの

ですが、この杉山地区については、新たな捉え方をしながら取り組んでいただけると

いいなというふうに私は思います。町のほうでも積極的な取り組みをされたらいかが

かと思うのですが、いかがでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 杉山地区につきましては、今回私も初めて行かせていただい

て、状況もある程度わかってきました。そういった点では、やはり地元地権者の意向、

その辺をいろいろお聞きして、ある程度いこうという形でいかないと難しいのかなと

思っていますので、ここですぐスタートということではなくて、かかわりを持たせて

いただいて進めていくしかないのかなということで、ちょっと時間については何とも

言いませんけれども、そういった形でかかわっていく必要があるのかなと思いますの

で、考えとしては以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） ひとつ企業の立地の支援というものが大事ですので、一層の

取り組みをお願いしたいと思います。

次に、越畑の関係については、不動産業者が開発をして止まってしまっているわけ
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ですが、新たな、あそこは倉庫ということで許可をとっているのだと思うのですが、

倉庫以外のものが出たいということになった場合には、それはどうなのですか。ゆと

りが今は出てくるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 当時、流通系ということで県のほうに出していました。現在

は、県のほうが要綱を見直しをされて、流通系、工業系、商業系と３つに分かれてい

るわけなのですが、昨年見直しをされて、流通系、工業系が一緒という形の捉え方を

されました。それなので、今現在、変更の手続という形で、工業系も入るような形で、

いずれにしてもその辺の動きというのでしょうか、両方できるような形で今進んでい

ます。その辺につきましては、事業主のほうにも、一応決まってはいるのですが、確

定はしていないと。方向はそういう形で、県のほうの手続を今しているところなので、

その辺の話は業者のほうにもお話をさせていただいています。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 止まっている理由が、社長そのものが体調を崩したものがあ

ったりするものですから止まってしまったのかなと思いますが、新しいやり方を考え

なくてはいけないのかなというふうに感じておったのですが、このゆとりがあるとい

うことですので、新しい立地がされることを願っております。

それから、花見台の関係については、いかがなのでしょうか。あいているところが

あるのですが、それについては何かつかんでいますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 すみません。花見台につきましては、現在、事情によって会

社が倒産してしまった箇所が２カ所、それから当然会社の事情によってまだ会社を建

てていない場所が１カ所ということで、３カ所ございます。その中で、２区画目の化

研という会社、この場所につきまして、実は武蔵野フーズのほうから事前のお話があ

って、このところを買って活用したいというふうなお話が来ました。これは、まだ事

前のお話で来ているものですから、正式なものとしては来ていません。ですから、土

地利用とすると、この化研があったところについてはそういった形で動くのかなと。

あと２カ所については、動きは今のところない状況です。
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以上です。

◎会議時間の延長

〇青柳賢治議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたし

ます。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 先ほど内田課長のほうから化研の話が出ましたが、化研はもう武

蔵野フーズに登記が変わっております。

それで、この間、化研の車を差し押さえで引き揚げてきたのですけれども、それも

ネット公売にかけようと思ったのですが、その前に事前に弁護士からお話がありまし

て、全額納税していただきました。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） ありがとうございました。花見台については、まだほかにも

大きな武蔵野フーズの奥りのところが、大きなところが残っているわけですが、これ

から企業誘致については、いろんな手法で今までも取り組んでいただいているのだと

思いますが、新たな思いの中で取り組んでいただけるとありがたいというふうに思っ

ております。

次に、（２）の条例の関係でございますが、３月議会には、企業誘致条例を上程す

べく今条例案を作成しているところですということで、検討されているようですので、

早目につくっていただきたいなというふうに思っております。近隣町村でも、この条

例がないところはないのではないかなというふうに思うのですが、嵐山町では止まっ

てしまってここまで来ています。実際のところ、嵐山町はつくるということで目鼻は

ついていますが、この郡内の設置状況というのはどうなのですか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 私のほうでわかっている県にお問い合わせしている状況で、

県内で32市町がつくっています。郡内を見ますと、つくっているところですけれども、
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東松山、滑川、吉見、鳩山、ときがわでしょうか。あと、県のほうからいただいた情

報では、それです。ほかにもあるのかもしれませんけれども、県のほうの情報ですと

そういう状況で、郡内ではそういった形で、県の情報ではそういう形で認識していま

す。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） この条例の設置が３月にはするということです。この条例の

原案について、どこかで全協を開くなりして説明をする機会を持てるのでしょうか。

というのは、総務委員会でも前に議論したことがあったり、また近隣町村の条例の状

況、内容の状況というのも調べたり、お聞きしたりしなければなりませんし、嵐山町

には嵐山町に合った条例を設置しなければなりません。できるだけ、３月に条例が設

置できるように、この手順とするとどういうふうに町のほうは考えているのでしょう

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 議員さんから、22年当時この誘致条例について検討して、町のほう

でつくるからということで、ここまでおくれているというふうなお話だったのですけ

れども、先ほど課長が県内32市町でつくっていると。最近ですけれども、ご承知のと

おり国内から海外にどんどん企業が移転をし、そして国内の中でも、今まであった工

場が外に行ってしまったと、そういう状況が起きておるわけでございまして、最近こ

こ新しく条例の改正とかできている市の状況を見ますと、その市内の企業が、市内に

残ってもらう対策、市内で工場を建て替えたり、あるいは敷地を買い増ししたり、そ

ういったものまで優遇措置を講じて、何とか市内に企業が残っていただく、海外に移

転しないで残っていただく、そういうことまで考えている。ちょっと時代が変わって

きたわけなのですね。そんなこともありまして、町のほうでは、ここまで条例案の検

討を重ねてきたというふうなことでございます。まだ条例案が完成しておるわけでは

ございませんけれども、全体の構成につきましては先般の政策会議で決定をしていた

だきましたので、それに沿って規則等も整備しながら、しかるべき時期に説明ができ

るように準備を整えたいというふうに考えています。

以上です。
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〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） ３月には出すということでございます。今、副町長からもあ

りましたが、町内企業の町内への新設についても、その条例の中に適用するというの

は、かつて私どもが視察したところの町なんかにもそういうものが入っていますので、

よそへ出ていかない、企業が逃げていかないというようなことも視野に入れる必要が

当然あるかなというふうに思いますが、ほかの町村も条例が制定されているわけです

ので、グレードの高い条例案が提示され、条例が制定されれば、なおよろしいかなと

いうふうに思います。

〇青柳賢治議長 一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。再開時間は５

時10分といたします。

休 憩 午後 ４時５９分

再 開 午後 ５時０９分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

安藤欣男議員の一般質問を続行します。

それでは、質問事項３、農政についてから、どうぞ。

〇11番（安藤欣男議員） ３番目の農政についてお伺いをしたいと思います。

国が今まで長年進めてきた水田農業、特に主食ということで、米が農政の柱だった

わけですが、大きく変えるということが新聞報道で出てきまして、その後、私が大変

なことだと思う中で通告をさせていただきましたが、新聞等であれから11月末です。

いろんな報道がされております。途中で１万5,000円の転作減反政策の補償を7,500円

に決めるとか、いろいろ変わってきております。したがいまして、ただこの減反政策

が嵐山町にとっては大きな影響が出てくるわけですので、お聞かせさせていただきま

すが、国は米の減反政策を見直し、水田農業政策を大きく転換するとの報道がありま

す。このことは、大きな問題が予想されます。今後町はどのような農政推進をするの

か、お聞きをします。

（１）国、県の農政推進の動向について、（２）として町の農政推進の方向性につ

いて、（３）今、町内には、水利組合、あるいは土地改良区があるわけですが、これ

への変化が起こってくるのではないかなというような心配がされます。特に土地持ち

非農家というものがふえてきておりまして、今、水利組合あるいは土地改良区は、土
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地の所有者から賦課金をいただいているわけでもございまして、この辺について意識

が大きく変わってしまうのではないかなというような思いがありますので、この土地

持ち非農家について、町がどういうふうな捉え方をされているのか、お聞きをしてお

きたいというふうに思います。よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 それでは、初めに質問項目３の（１）につきましてお答えい

たします。

政府は、米政策を大きく転換し、昭和45年に始めた生産調整を５年後の平成30年を

めどに廃止することや、補助金を見直す新たな政策を決定いたしました。現在の制度

では、減反に参加した農家には、10アール当たり１万5,000円の定額補助金が支給さ

れておりますが、平成26年からは7,500円に減額になり、平成30年には減反廃止に伴

って定額補助金の支給がなくなります。また、平成26年度から転作支援で、飼料米、

米粉用米に転作した場合の補助金を10アール当たり８万円から最大10万5,000円に増

額になります。

また、農地を維持するための新しい補助金として、10アール当たり田3,000円、畑

2,000円の直接支払い制度を新たに創設し、耕作条件の悪い中山間地の農地、農道、

水路など集落を守るための活動を支援する政策を決定しました。今後も、国、県の動

向、情報収集に努めてまいります。

続いて、質問項目３の（２）につきましてお答えいたします。嵐山町では、減反政

策に対し、町内の水田を３ブロックに分けたブロックローテーションが確立しており、

毎年交付金を受けており、平成23年度は5,860万5,000円、平成24年度には6,330万円

の交付金を受けております。農家数は、2010年農業センサスでは、専業農家41戸、兼

業農家491戸、総数532戸でありますが、平成24年度戸別補償制度の対象件数は120件

であります。

本町の水田のほぼ全域が土地改良区や土地改良組合の区域であり、圃場整備が完了

しておりますが、規模の小さい農家は水田経営をやめてしまい、担い手農家や法人へ

農地を貸す状況が進んでおります。

農業、農村には、減反政策の見直しや高齢化、後継者不足、耕作放棄地の増加など

の問題があり、今後の農業の展望が描けない状況があります。このような問題を地域
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の皆様の話し合いによって、プランをつくり問題解決を図る、人・農地プランの策定

を進めております。今後、人・農地プランの推進を図ってまいります。

次に、質問項目３の（３）につきましてお答えいたします。嵐山町の土地改良区は、

七郷北部土地改良区、嵐山南部土地改良区、嵐山中部土地改良区の３改良区あります。

土地改良組合は、北田土地改良組合、遠山土地改良組合、馬内土地改良組合、勝田土

地改良組合、千手堂土地改良組合、志賀土地改良組合、杉山越畑土地改良組合の７土

地改良組合であり、土地改良区、土地改良組合の区域内の田は234ヘクタール、畑は

127ヘクタールであります。

水田農業は、トラクター、田植え機、コンバイン等が非常に高額であり、大型機械

が壊れてしまうと農業をやめてしまい、担い手農家に農地を貸してしまう土地持ち非

農家が増加しています。また、担い手農家も高齢であり、体調を崩したりすると農業

をやめてしまうような状況であります。

農村地域では、地域住民が一体となって農村地域の環境を保全していくことが重要

であり、そうしないと農村地域の環境保全ができなくなってしまうものと考えられま

す。

平成19年度から始まった農地水環境保全事業１期対策を町内８地区で、農業施設の

点検、ため池や水路の草刈り、景観作物としてヒメイワダレソウや菜の花の栽培を行

い、農村地域の環境保全に努めております。平成24年度からは、２期対策として６地

区で実施しております。今後も、国、県の動向を注視し、土地改良区や土地改良組合

への情報提供をしてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 国も減反政策をやめるけれども、当面は、５年間は今の減反

のやり方を継続はすると、５年後からは減反政策をやめますよという捉え方だと思う

のですが、今それに合わせて、10アール当たり、直接払い方式というものが出てまい

りました。水田10アール当たり3,000円、畑についても今度は対象にするということ

でございますが、この新たな創設するというものが、どういうふうな基準でカウント

されるのか、その辺がちょっと不明確なのですが、畑にしても作物をつくっている畑、

あるいはただうなっている畑とか、要するにつくっても、なかなか農産物として売り

に出せないというものがあって、耕作放棄地ではないけれども、ただ耕しているとい
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う、草刈りはしていますよという畑なんかも、これはカウントされるのかどうか。そ

の辺については、直接払いの基準となるものはどうなのか。田んぼについても、３条

資格者のほうに行くのか、あるいは土地の所有者に行くのか。その辺については、つ

かんでおりますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 いずれにしましても、まだ国、県から正式な通知等来ており

ません。新聞報道が情報源でございますので、そういったところからでの話になって

しまいますが、新聞等によりますと、対象になるのは、全水田、それから畑、草原と

いうふうな形で対象になるというふうな形で聞いております。それは、先ほど議員さ

んがおっしゃられた水田の3,000円の部分につきましては、農地の管理や水路の管理、

これが新しく創設された農地の維持支払い部分に当たるというふうな形で新聞等では

出ております。

それから、以前の農地、水の関係が、これは景観の保全だとか、環境の保全という

ことで、田んぼですと2,400円、合わせて5,400円というような報道が出ております。

畑につきましては、環境維持の支払いの部分が2,000円、資源向上の支払いの部分が

1,440円、草原につきましては環境維持の支払いの部分が250円、資源向上の支払いの

部分が240円というふうな新聞報道でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 確かに決まっているのは26年度から7,500円にしますよとい

うことだけが、これは明確になっているので、そのほかのことについては、まだ新聞

報道があるだけのことは承知をしております。はっきりしたものが出次第、これは農

家にわかりやすい説明をしていただきたいというふうに思いますが、特に今、直接払

いの関係については新しい補助制度です。これが、担い手農家が、畦畔、田なんかを

刈ったり、道路の、農家がやっているのですが、これを地権者にも支払うということ

になれば、もっと広く農道の草刈りとか、そうしたものはお願いしていく必要が出て

くるのかなというふうに思います。今度のこの転作が、今一生懸命担い手が努力して、

骨折ってくれているわけですが、その方々が得ているものが半分になってくるという

ことなのです、半分に。ですから、一番大変なのは、今担い手として頑張ってくれて
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いる方々に一番ダメージが出てくるかな、そんな心配が今あります。そういうことで

すので、この３番目のほうの関係も出てくるわけですが、ひとつ情報を早く知らせて

いただくようにお願いしたいと思います。この関係については、結構です。

ただ、このブロックローテーションを今進めているわけですが、このブロックロー

テーションによって水田が守られていると。守られているというか、稲がつくられて

いるわけですが、この転作がなくなったときにブロックローテーションはしないで別

にいいわけですが、その辺の町の農政として、このブロックローテーションをどう捉

えていくのか。全部の田んぼには、稲をつくってもいいですよといっても、これは水

利が間に合いませんから全部だめになってしまうというふうに思います。ブロックロ

ーテーションの進め方については、今後どういうふうなお考えなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 減反政策につきましては、2018年度から廃止ということでご

ざいます。この嵐山町のブロックローテーションは、非常にいい制度でございまして、

昨今の異常気象等ありますと、稲の作付におきまして水不足が生じるようなこともご

ざいます。今年度なんかは、特に水不足が心配されましたが、完全にブロックローテ

ーションがなされているということで、作付が３分の１について休みになっておりま

す。そういったことで、今年の稲の作付等にも大きな影響もなく、ほとんど全ての水

田で植えつけることができました。そういった意味では、いい役割を果たしていたの

ですけれども、2018年度からそういった減反政策が全て廃止になりますと、誰もが自

由につくっていいということになりますので、仮に全田んぼを作付するというふうな

ことになりますと、昨今の水不足というふうなことも影響されますので、そういった

こともちょっと懸念されるところかなというふうに感じております。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） そういうことなのですね。ですから、全部の水田に作付はで

きないですよ。ですから、新たに町としてブロックローテーションの推進について踏

み込んでいかないとだめなのではないかなというふうに思うのです。幸い、この人・

農地プランを今年度作成していく中で、総合農政推進委員会、そうしたものが発足を

して諮問をされているわけですが、そうした推進委員会で、今後の町の農政について、
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人・農地プランの、それを審議すれば、ある程度のことは出てくるのかと思うのです

が、この人・農地プランを見ると、ここで確立しなければ補助金ももらえませんよと

か、そうしたことのための農地プランのような気がするのですが、そうではなくて、

これは人・農地プランは国でつくりなさいということで、この策定するための委員会

があるわけですが、つくっているわけですが、総合農政の審議会というのを継続的に

開きながら、今後の町の農政の推進に、いろいろ減反政策に合わせた農政推進を考え

ていく諮問機関として活用する必要があるのではないかと思うのですが、それについ

ては、課長答弁できますか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 今回の総合農政審議会につきましては、11月７日に開催され

まして、町長のほうから人・農地プランの策定についてということで諮問したところ

でございます。

人・農地プランにつきましては、我が国の農村や農業が抱えている問題、高齢化の

問題、それから後継者不足の問題、それから耕作放棄地の増加の問題など、さまざま

な問題があるわけですが、こういった問題について、５年後、10年後の展望が描けな

いような状況になっております。そういったものにつきまして、地域の皆様で話し合

ってプランをつくるということで実行していくプランでございます。そういったプラ

ンを、そういった地区の人で話し合った結果に基づいて実行していくプランというこ

とで、プランのほうの策定を今進めているところでございます。現在このプランの策

定に当たりましては、いろいろ担い手の農家さんにヒアリングをしたりだとか、ある

いは認定農業者さんにヒアリングをしたりしております。

それから、１月の下旬にかけては、地域に出向きまして、実際地域の方々の意見を

聞きまして、そういった意見を取り入れて、プランのほうに位置づけるというふうな

形で進めているところです。総合農政審議会に大変こういったプラン、それから今後

の農政につきましても、審議、検討していただく必要があるかなというふうに感じて

おります。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 人・農地プランを作成をする中で、嵐山町の今後の農政につ
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いての位置づけが進んでくるかなというふうには感じました。大きく期待をしていき

たいと思いますが、よろしくお願いいたします。

次に進みますが、土地改良区の関係につきましては、大変な状況になっているとい

うことは、課長もおわかりのことだと思いますが、この土地が、担い手農家が、今、

土地の所有者には小作料といいましょうか、地代を払っていただいております。地代

が払えなくなってくるような想定もされるのですが、こうした状況になってきた場合

には、改良組合あるいは改良区も、大変賦課金の問題で苦慮する状況が想定されます。

町が将来的には、水利組合あるいは改良区等々の統合、あるいは整理というようなこ

とが起こってくるのかどうか。これらについて、将来的には統合していくというよう

なことが考えられるのでしょうか。それは、なかなか難しいことだと思いますが、何

かありましたら。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 改良区におきましても、土地改良区が成立しましてから20年、

30年というふうな形で経過しておりますと、いろいろ施設のほうも維持とか修繕等の

必要も出て、大きな修理費等もかかるような状況もあります。そういった中で、また

これからそういった土地改良区だとか水利組合、大きい負担がかかったときに、どう

いうふうにやっていくかというふうな問題もあると思いますので、今後そういったこ

とも考えられるかなと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 特にこの土地改良区については、全国的に大変な課題を抱え

るような時代になってくると思います。したがいまして、国、県の動向を注視という

ことで情報提供するという答弁でございます。国、県の動向を我々も注視しながら取

り組んでまいりたいというふうに思いますが、引き続きこの農家に対する支援をぜひ

ともお願いを申し上げたいなというふうに思いまして、私からの質問を終わります。

以上です。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

◎休会の議決
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〇青柳賢治議長 お諮りいたします。

議事の都合により、12月９日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、12月９日は休会することに決しました。

◎散会の宣告

〇青柳賢治議長

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ５時３６分）
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平成２５年第４回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第４号）

１２月１０日（火）午前１０時開議

日程第 １ 報告第 ８号 専決処分の報告について

日程第 ２ 議案第５０号 嵐山町地域福祉人材育成基金条例を制定することについて

日程第 ３ 議案第５１号 嵐山町税条例の一部を改正することについて

日程第 ４ 議案第５２号 嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正することについて

日程第 ５ 議案第５３号 嵐山町犯罪被害者等支援条例の一部を改正することについ

て

日程第 ６ 議案第５４号 嵐山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正するこ

とについて

日程第 ７ 議案第５５号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、と

きがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町

村圏組合における公平委員会の共同設置について

日程第 ８ 議案第５６号 嵐山町職員定数条例等の一部を改正することについて

日程第 ９ 議案第５７号 嵐山町公平委員会条例を廃止することについて

日程第１０ 議案第５８号 平成２５年度嵐山町一般会計補正予算（第４号）議定につ

いて

日程第１１ 議案第５９号 平成２５年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）議定について

日程第１２ 議案第６０号 平成２５年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議定について

日程第１３ 議案第６１号 平成２５年度嵐山町水道事業会計補正予算（第３号）議定

について

日程第１４ 陳情第 ８号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促

進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求める

請願（陳情）

日程第１５ 議員派遣の件について

日程第１６ 閉会中の継続調査の申し出について
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追加

日程第１７ 議案第６２号 土地の取得について（杉山城跡用地）

日程第１８ 発委第 ３号 常任委員会における所管事務等の調査過程に係る所管を超

えた事務等を調査することについて

日程第１９ 発委第 ４号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進

するための法律の制定を求める意見書の提出について

日程第２０ 発議第１１号 小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求める意見書の

提出について

日程第２１ 発議第１２号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書の提出につい

て
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〇出席議員（１３名）

１番 森 一 人 議員 ２番 大 野 敏 行 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 小 林 朝 光 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １１番 安 藤 欣 男 議員

１２番 松 本 美 子 議員 １３番 渋 谷 登美子 議員

１４番 青 柳 賢 治 議員

〇欠席議員（１名）

１０番 清 水 正 之 議員

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

書 記 岡 野 富 春

書 記 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

岩 澤 浩 子 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

大 塚 晃 環境農政課長

内 田 孝 好 企業支援課長

田 邊 淑 宏 まちづくり整備課長
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新 井 益 男 上下水道課長

内 田 勝 会計管理者兼会計課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長大 塚 晃 環境農政課長兼務
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◎開議の宣告

〇青柳賢治議長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、平成25年嵐山

町議会第４回定例会第７日の会議を開きます。

（午前１０時００分）

◎諸般の報告

〇青柳賢治議長 ここで報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、定例会第１日に文教厚生常任委員会に付託し、審査願っておりました陳情第

８号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の

制定を求める意見書」の採択を求める請願についての審査報告書が提出されました。

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で報告を終わります。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

◎報告第８号の上程、説明、質疑

〇青柳賢治議長 日程第１、報告第８号 専決処分の報告についての件を議題といたし

ます。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第８号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第８号は、専決処分の報告についての件でございます。

損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第２項の規定に基づきまして議会に報告をするものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。
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井上総務課長。

〔井上裕美総務課長登壇〕

〇井上裕美総務課長 それでは、報告第８号の細部につきましてご説明申し上げます。

別紙をごらんください。損害賠償額の決定についての件でございます。３の事故概

要でございますが、平成25年６月21日午前２時ごろ、相手方野村智也氏所有の普通乗

用自動車が、嵐山町大字将軍沢891番地１付近の町道を走行中、当該町道の路面が破

損していたため、当該箇所に車輪が落ち込み、当該車両が破損して損害が生じたもの

でございます。

相手方でございますが、埼玉県川越市大字古谷本郷913番地１、野村智也氏でござ

います。損害賠償の額でございますが、乗用車のタイヤとアルミホイール１本分、車

のレッカー代金、代車料金等の７割相当額といたしまして32万4,170円でございます。

当該案件につきましては、議会からの専決処分事項といたしまして指定をいただい

ておりますので、地方自治法第180条第１項の規定に基づきまして、11月18日に専決

処分をいたしました。

なお、損害賠償額につきましては、全国町村会総合賠償補償保険で全額措置される

ものでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 この際、何かお聞きしたいことはありませんか。

第９番、川口議員。

〇９番（川口浩史議員） ７割とした理由を伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 これは、先ほどの総合賠償補償保険に加入していると申しました

が、そこへ保険会社の査定でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口議員。

〇９番（川口浩史議員） その理由は聞いていないのでしょうか。通常100％のような

気がするのですけれども、ちょっと伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。
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〇井上裕美総務課長 一般的なこういう事故の場合には過失割合というのがありまし

て、一方的にその道路管理者が悪いということではなくて、運転者も安全運転をする

注意義務があるということでございます。そういうようなことで、今までの判例から

して７割相当額ということでございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 本件につきましては、地方自治法第180条第１項の規定による議会の

委任による専決事項の報告でありますので、これにて終わります。

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第２、議案第50号 嵐山町地域福祉人材育成基金条例を制定する

ことについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第50号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第50号は、嵐山町地域福祉人材育成基金条例を制定することについての件でご

ざいます。

高齢化の進展や障害者ニーズの多様化により、地域福祉の重要性が高まっている中、

福祉の分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成し、地域福祉の充実を図るため、本

条例を制定するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

岩澤健康いきいき課長。

〔岩澤浩子健康いきいき課長登壇〕

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、議案第50号の細部につきましてご説明を申し

上げます。

条例の説明をさせていただく前に、基金創設の経緯につきまして若干触れさせてい

ただきたいと思います。
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町では、平成24年６月に、町民の方から障害者等の福祉のためにということで

1,000万円の寄附をいただいております。ただし、目的を特定しないので町の都合で

使ってもらってよいということでしたので、一般寄附としてその年の９月に福祉基金

に積み立てをしております。

また、その前の年、平成23年７月にも、町民の方で介護等で町に大変お世話になっ

たということで、その方が亡くなられた後、故人の遺志として遺族の方から1,000万

円の寄附がありまして、こちらにつきましても一時福祉基金へ積み立てをさせていた

だいておりました。

こうした貴重な寄附を有効かつ適切に活用させていただくために、新たな基金を創

設することといたしました。そして、検討の結果、今後ますます進展する高齢化や障

害者ニーズの多様化等に対応するため、高齢者福祉や障害者福祉を担う人材を育成す

るための基金という形が寄附をしていただいた方の思いに応えられるのではないかと

いうことで、このたびの嵐山町地域福祉人材育成基金条例の制定となったわけでござ

います。

それでは、条例をごらんいただきたいと思います。

第１条は設置でございます。町は、町民の方々により暮らしやすく、嵐山町に住ん

でよかったと思っていただけるまちづくりを目指すために、福祉の分野に理解と熱意

を持つ人材を確保・育成し、地域福祉の充実を図ることといたしまして、嵐山町地域

福祉人材育成基金を設置するものでございます。

第２条は積み立てでございまして、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額を

積立額とするものでございます。

第３条は管理、第４条の運用益金の処理、第５条の繰替運用につきましては、ごら

んいただいているとおりでございます。

第６条の処分につきましては、第１条の設置の目的に該当する場合に限定し、全部

又は一部を処分することができることとしております。

第７条は委任規定となっております。

最後に、附則ですが、施行期日は公布の日からとするものでございます。

なお、この条例の運用につきましては、第７条の規定に基づきまして、別途嵐山町

地域福祉人材育成助成金交付要綱を平成26年４月１日からの施行に向けて検討をして

おります。助成制度の細部につきましては検討中でございますけれども、現在予定し
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ておりますのは、福祉の分野での社会貢献に意欲のある方で、介護施設や障害者施設

等で今後需要が見込まれる人材の資格を平成26年４月１日以降に取得し、比企管内の

施設等に勤務する方に対し、助成金を交付してまいりたいというふうに考えておりま

す。また、結婚や出産、病気、介護等でやむなくこうした施設等の勤務を一旦離れ、

再度勤務をする方に対しましても、助成対象にしていければと考えております。

助成対象の主な資格といたしましては、社会福祉士、介護福祉士、看護師といった

福祉系の国家資格や、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーですとかホームヘル

パーなどを予定しているところでございます。いずれにいたしましても、なるべく早

い時期に要綱の内容を固めていきたいというふうに考えております。

以上で細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 社会福祉士や介護福祉士になるのにお金がかかると。その人

に貸与するよという考えでよろしいのでしょうか。

それと、比企管内の社会福祉施設という条件ですよね、嵐山町でなくても構わない

という。ちょっと確認なのですが、その２点、ちょっと伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 資格を取得した方で施設等に勤務をした方に、貸与とい

うことではなくて支給というふうな形でございます。

それから、勤務先でございますけれども、町内に限らず、実態がやはり障害者の方、

高齢者の方につきましてもいろんな施設のほうにお世話になるというふうな考えもご

ざいますので、余り町内に限定しないで少し広げて考えてみたいというふうに思って

おります。

以上です。

〇青柳賢治議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） なるほど、そうですか。

それで、貸与のほうなのですが、支給ということは返還はもうなしということです

よね。例えば１年ぐらい働いて、もうやめてしまったということもあり得るわけです

よね。そういうときの何かペナルティーとか、そういうのは何か今後考えていくのか、
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ちょっと伺いたいと思いますけれども。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 先ほども申し上げましたようにただいま検討中というこ

とでございまして、まだ細部につきましてはこれから詰めていきたいと思っておりま

すけれども、いずれにいたしましても、余り周りから批判のないような形で決めてい

きたいというふうに思っております。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第50号 嵐山町地域福祉人材育成基金条例を制定することについての

件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第３、議案第51号 嵐山町税条例の一部を改正することについて

の件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第51号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第51号は、嵐山町税条例の一部を改正することについての件でございます。

地方税法の一部改正に伴いまして、年金特別徴収制度及び金融所得課税の見直し等
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を行うため、本条例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中西税務課長。

〔中西敏雄税務課長登壇〕

〇中西敏雄税務課長 議案第51号の細部説明を申し上げます。

お手元に配付してございます新旧対照表及び参考資料をご参照いただきたいと存じ

ます。参考資料に基づき、説明させていただきます。

今回の嵐山町税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部改正に伴い所要の規

定の整備を行うものです。

主な改正点は次のとおりです。

１といたしまして、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し。下記の表

の現行、これが改正前になりますけれども、これを見ていただきたいと思います。個

人住民税の公的年金からの特別徴収制度について、４月、６月及び８月に徴収する仮

徴収については、前年度２月の本徴収と同額をそれぞれ徴収し、10月、12月及び２月

に徴収する本徴収額については、特別徴収税額、年税額から仮徴収額を控除した額の

３分の１ずつの額をそれぞれ徴収していますが、年税額が前年から大きく変動した場

合に仮徴収額と本徴収額に乖離が生じるため、見直しを行うものです。

具体的には、これも下記の表の改正後を見ていただきたいと思いますが、年間の徴

収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額、年税額の２分の１

に相当する額とするものです。また、特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変

更された場合や、賦課期日、１月１日以後に当該市町村の区域外に転出した場合に、

特別徴収から普通徴収に切りかえる仕組みとなっていますが、一定の要件のもと特別

徴収を継続すること等の見直しを行うものです。これらの改正は、平成28年10月以後

に実施する特別徴収について適用するものです。

関係税条例ですが、嵐山町税条例第47条の２、47条の５となっております。

次のページをお開きください。２といたしまして、金融所得課税の一体化の見直し。

公社債等に対する課税方式を見直した上で、上場株式等の譲渡所得及び配当所得の損

益通算、繰り越し控除の特例対象範囲に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等
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を加え、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等々、上場株式等の譲渡所得及び配

当所得との間で損益通算、繰り越し控除を可能とするものです。これらの改正は、平

成29年１月１日から施行し、平成29年度以後の住民税に適用するものです。

関係条例ですが、嵐山町税条例附則第16条の３、附則第18条の２、附則第18条の２

の２になっております。

改正の主な概要ですが、（１）公社債等に、すみません、次に「等に」と入ってい

ますが、これは削除してください。すみません。公社債等に対する課税の方法の見直

し。下記の表のとおり改正になりますが、金融所得課税の一体化を進める観点から、

公社債等に係る利子、譲渡所得について、申告分離課税方式が導入されます。

①公社債等は、特定公社債等と一般公社債等に区分され、特定公社債等の利子、譲

渡所得については、申告分離課税方式が適用されます。

②一般公社債等については、利子所得は現行どおり源泉分離課税、譲渡所得は現行

非課税から申告分離課税方式へ変更になります。

③一般公社債等のうち同族会社が発行した社債の利子、譲渡所得等で、その同族会

社の役員等が支払いを受けるものは総合課税の対象となります。

続きまして、（２）に行きます。株式に係る譲渡所得等の分離課税の階層（金融商

品に係る損益通算範囲の拡大）になります。

次のページの表のとおりになりますけれども、①上場株式等に係る譲渡所得と非上

場株式等に係る譲渡所得等が別々の分離課税制度とされ、両者間の損益通算が不可能

になります。その上で、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得の分離課税と、

一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されます。

②特定公社債等の利子、譲渡所得が、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通

算、繰り越し控除の特例の対象範囲に追加されます。

③特定公社債を特定口座へ組み入れることができるようにし、金融機関等における

取り扱いが整備されます。

③のその他といたしまして、条例の削除、その他の所要の規定の整備を行うもので

す。嵐山町税条例の第33条、附則第６条、第６条の２、第７条の４、第18条の２の３

から第18条の６の１までとなっております。

附則ですが、第１条、施行期日を定めたもので、平成28年１月１日から施行するも

のと、定められた期日から施行するものがあります。
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第２条、経過措置を定めたものです。

以上、細部を終わります。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） まず、年金の件なのですが、この表から見まして現行ではＮ

プラス１というところで、医療費等の控除があった場合、仮徴収、本徴収、１万円ず

つ、それと、10、12、２の本徴収が2,000円ずつであったと。Ｎプラス２のほうは、

医療費控除がなかったのでまた６万円に戻って、そのときは仮徴収は2,000円ずつ３

回、本徴収は１万8,000円ずつ３回と。前年度から極端にふえてしまうということで

すよね。それが、改正後はＮプラス２のほうでは、仮徴収は6,000円ずつ、本徴収は

１万4,000円ずつ３回と。こういう理解でよろしいのかどうか、ちょっと伺いたいと

思います。

それから、金融所得の関係ですが、これ来年の４月から株式等の所得に係る税率が、

今まで10％だったものが20％になるわけですよね。それ自体を我々求めてきたもので

ありましたので大変歓迎です。あわせて、今回は申告の分離ができるようになったと

いう、そういうことでよろしいのでしょうか。この金融所得の関係で１点伺いたいの

ですが、税収増はどのぐらいになるのか計算してありましたら伺わせていただきたい

と思います。

それから、附則の第１条で、これは平成28年１月１日からだと。この後、国保のほ

うがもう出るのですが、こちらは平成29年の１月１日だと。まだ２年も先。今審議し

ているのが２年先。国保は３年先だと。なぜこんな先のことまで今やるのか、忘れて

しまうからですか。まだ先でもいいのではないかというふうに思うのですけれども、

ちょっとこれ理由がありましたら伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 それでは、お答えいたします。

まず初めに、この年金の平準化ですけれども、先ほど申しましたようにこの仮徴収

については、今までは前年の２月、前年というか年度は２月なのですけれども、その

年の２月の年金の額を仮徴収するようになっています。そうすると、税が次の年度、

税が減ったりだとかそのまた２年後にはまた税がふえたというと、それが多かったり
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少なかったりする場合があるのです。それを平準化するために、前年度の年税額の２

分の１、それを３で割ったやつを仮徴収額にするということで、そうすると税額が多

くなったりとか少なくなったりとかが平準化されますので、納税者にとっては有利に

なってくると思います。

それと、金融所得課税の一体化ですけれども、今株式の譲渡等は軽減税率10％、所

得税が７％、町民税が1.8％、県民税が1.2％、それで10％です。その軽減税率が切れ

るのが今月です。26年１月１日からは本則税率、所得税15％、町民税３％、県民税２

％になります。ただし、税率が上がるのですけれども、そのかわりに少額投資非課税

制度、これが2014年の来年の１月１日からこの非課税制度というのが始まります。多

分投資家はこちらのほうに流れていくのかなと思っています。この制度というのが毎

年100万円まで投資ができて、期間が５年間ということで、いずれにしても、20％か

かるのが非課税ということはもうかかりませんので、こっちにちょっと流れていくの

かなということで、税収がちょっとふえるというのが期待もできないのかなと思って

いるのですけれども、いずれにしても1.8％から今度３％になりますので、25年の今

のベースでやりますと40万円ちょっとぐらい税収がふえるような形になっておりま

す。

それと、施行期日の関係ですけれども、この条例等が通った後に、電算会社はシス

テム改修をしなければならないです。というのは、市町村は町で申告を受けるときに

は、所得税の控除関係の申告システム、住民税の申告のシステム、電算会社は所得税

も住民税も対応できるようなシステムをしなくてはいけないので、それに時間がかか

るという形で施行期日が長くなっているということです。

以上です。

〇青柳賢治議長 よろしいですか。

ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第51号 嵐山町税条例の一部を改正することについての件を採決いた
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します。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第４、議案第52号 嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正する

ことについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第52号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第52号は、嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正することについての件でご

ざいます。

地方税法の一部改正に伴いまして、年金特別徴収制度及び金融所得課税の見直し等

を行うため、本条例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中西税務課長。

〔中西敏雄税務課長登壇〕

〇中西敏雄税務課長 議案第52号の細部説明を申し上げます。

お手元に配付してございます新旧対照表及び参考資料をご参照いただきたいと存じ

ます。参考資料に基づき、説明させていただきます。

今回の嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方税法の一部改正に

伴い、所要の規定の整備を行うものです。

主な改正点は次のとおりです。

１といたしまして、金融所得課税の一体化に伴う課税対象所得の範囲の見直し。下

記の表のとおり改正されます。所得税及び住民税において、金融商品に係る損益通算
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範囲の拡大及び公社債等に対する課税方式が変更されることに伴い、これに準じて国

民健康保険税の課税対象所得の範囲を見直すとともに、所要の規定の整備を行うもの

です。これらの改正は、平成29年１月１日から施行し、平成29年度以後の国民健康保

険税に適用するものです。

関係条例ですけれども、附則第４項、附則第７項、附則第８項、附則第15項になっ

ております。

２のその他ですが、項の削除、その他の所要の規定の整備をするものです。附則第

５項、第９項から第14項まで、第16項となっております。

附則ですが、第１条、施行期日を定めたもので、平成29年１月１日から施行するも

のと定められた期日から施行するものがあります。

第２条、適用区分を定めたものです。

以上、細部説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第52号 嵐山町国民健康保険税条例の一部を改正することについての

件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第５、議案第53号 嵐山町犯罪被害者等支援条例の一部を改正す

ることについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。
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〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第53号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第53号は、嵐山町犯罪被害者等支援条例の一部を改正することについての件で

ございます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の名称の改正に伴いまし

て、本条例の一部を改正するものでございます。

なお、細部につきましては、説明を省略させていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第53号 嵐山町犯罪被害者等支援条例の一部を改正することについて

の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第６、議案第54号 嵐山町こども医療費支給に関する条例の一部

を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第54号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第54号は、嵐山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正することについ

ての件でございます。
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子供の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、受給資格者の権利を明確にす

るため、本条例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

簾藤こども課長。

〔簾藤賢治教育委員会こども課長登壇〕

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 それでは、議案第54号 嵐山町こども医療費支給に

関する条例の一部を改正する条例の細部説明を申し上げます。

裏面をごらんいただきたいと存じます。第８条の後に、第９条譲渡又は担保の禁止

として、この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供するこ

とができないという条文を加え、附則としてこの条例は公布の日から施行するという

ものでございます。この趣旨といたしますと、こども医療費に対する支給であり、他

に使われることのないよう制限と保護を明確にするということでございます。

以上をもちまして、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げま

す。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 具体的にこの過去の中で、譲渡したというふうな形の例が

あったのかどうか伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

この条文がなかったために何らかの影響とかトラブルがあったということは、かつ

てございません。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。
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〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第54号 嵐山町こども医療費支給に関する条例の一部を改正すること

についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第７、議案第55号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、

吉見町、ときがわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合におけ

る公平委員会の共同設置についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第55号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第55号は、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、

東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会の共同設

置についての件でございます。

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小

川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において公平委員会を共同設置することに

ついて協議するため、地方自治法第252条の７第３項において、準用する同法第252条

の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋地域支援課長。

〔中嶋秀雄地域支援課長登壇〕

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、議案第55号の細部について説明をさせていただき
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ます。

本議案は、地方自治法第252条の７第１項の規定により公平委員会を共同設置する

ため、提案理由にあります１市６町１村及び２組合を構成団体とする規約を定め、共

同設置に関する必要事項を定めることについて、議決をお願いするものでございます。

この公平委員会の共同設置につきましては、平成24年11月より担当職員による比企

広域公平委員会共同設置研究会において、公平審査の中立性、公平性及び事務の効率

化を目的に研究をしてまいりました。その報告がまとまり、先般の10月16日に開催さ

れました正副管理者会議において、平成26年４月１日から共同設置をすることで協議

が整ったところでございます。

では、規約についてご説明をさせていただきます。

第１条は共同設置をする団体に関する規定で、１市６町１村及び２組合の10団体を

構成団体とするものでございます。

次に、第２条は名称に関する規定でございまして、名称を比企広域公平委員会とす

るものでございます。

第３条は執務場所に関する規定で、比企広域市町村圏組合事務局内とするものでご

ざいます。

第４条は、委員の選任方法に関する規定でございます。第１項で、委員は関係市町

村長等が協議により定めた委員の候補者について、比企広域市町村圏組合管理者が比

企広域市町村圏組合議会の同意を得て選任するものと定めております。２項は第１項

の議案書の添付書類を、３項につきましては議会の同意が得られない場合の手続を、

そして４項は欠員が生じた場合の手続を定めているところでございます。

次に、第５条は委員会の事務を補助する職員に関する規定でございます。補助する

比企広域市町村圏組合の職員の定数は、関係市町村の長等が協議して定めるものとし

て、補助する職員は比企広域市町村圏組合の職員を充てることを明文化したものでご

ざいます。

第６条は負担金に関する規定で、負担金の額は関係市町村の長等の協議により決定

することと規定しております。これは、共同設置した公平委員会の運営については加

入した各団体からの負担金をもって運営することを前提としたものでございます。

第７条は、公平委員会に関する予算は特別会計として設置するための規定でござい

ます。
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第８条は、公平委員会に関する予算及び決算の報告等に関する規定でございまして、

比企広域市町村圏組合管理者が予算及び決算の議案を組合議会に提出する場合は、関

係市町村の長等と調整を行うこと、及び第２項では、組合議会で議決または認定され

た場合は、当該予算及び決算を報告しなければならないことと定めております。

第９条は、公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程に関

する規定でございまして、これに該当する条例等について関係市町村等はこれを相互

に調整するように努めなければならないとするもので、関係市町村等が適宜必要に応

じて調整し、円滑に事務が行えるようにするものでございます。

次に、第10条は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関す

る規定でございまして、第１項で、比企広域市町村圏組合は委員の報酬、費用弁償の

額及び支給方法に関する条例等を制定または改廃する場合は、あらかじめ関係市町村

等と協議しなければならない旨を定めております。また、２項では、関係市町村の長

等は、１項で制定、改廃された条例等を公表しなければならないとしたものでござい

ます。現在の公平委員会の委員の報酬等は各団体等の条例で定めているところでござ

いますが、共同設置となった場合には比企広域市町村圏組合の条例に基づいて報酬等

が支給されることとなりますので、比企広域市町村圏組合が報酬等の条例、あるいは

規則等を制定、改廃する場合の関係市町村等との対応について規定をしたものでござ

います。

第11条は、委員の退職に関する規定でございます。委員の退職につきましては、任

期満了以外で委員の都合による場合も考えられますので、その場合の手続方法等を定

めたものでございます。

第12条は、補足に関する規定でございます。

続きまして、附則でございます。附則の第１項は、施行期日を平成26年４月１日と

するものでございます。また、附則第２項につきましては、経過措置としてこの規約

施行の際に現に比企広域市町村圏組合公平委員会の委員の職にある者を、それぞれの

任期までの間、この規約により選任された公平委員会の委員とみなすものでございま

す。

以上、細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） 地方自治法の改正によってこのようなことが行われてくる

わけですけれども、今回公平委員会の共同設置です。そのほかに監査委員会の共同設

置、監査委員の共同設置、議会事務局の共同設置ということも当然考えられてくるわ

けですけれども、現在は公平委員会の共同設置、そのほかには考えられているものは

あるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 現在、共同設置については具体化しているのは公平委員会と

いうことでございまして、ただ、渋谷議員さんがおっしゃるように、今後共同設置と

いうものはさまざまな分野で考えられるかなというふうには思っております。しかし

ながら、現在比企広域のほうで少し研究はされているというのは、税の徴収です。こ

の関係については、共同化ができないかということで研究が進んでいるというふうに

聞いております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 事務の共同設置などはこれからも進んでいくと思うのです

けれども、それの提案というのは各市町村の長から出てくるのか、職員から出てくる

のか、それとも、国のほうからそのような形での通達的なものが出てくるのか、それ

を伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 まず１点は、国のほうからは、やはりそういったことについ

て今後の方向性として、共同設置、いろんな機関の共同設置もありますし、組合とし

ての設置もありますし、そういったことでは方向的には考えていくべきだろうという

ようなことでの通知といいましょうか、そういったあれは送られてきております。

また、この比企広域の関係につきましては、その管理者あるいは副管理者会議の中

でもこういったものが出される場合もありますし、またその前に幹事会という我々担

当者、担当課長の会議があります。そういった中でも、具体的に研究がなされていく

か、あるいはというところまで行くかどうかはあれなのですが、いろんな議論の中で

そういった話が出てくる場合もあるということでございます。
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〇青柳賢治議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 共同設置でありますが、地方公務員法でありますと公平委員

は３人をもって組織するというふうになっているわけです。現在のこの２万足らずの

人口でも３人ということでありまして、今度は20万人をたしか超えるのだと思うので

すが、そうしますと３人でやっていけるのか、ほかのところは20万都市、30万都市も

ありますからやっていけるわけなのですが、それでもちょっと心配になるわけです。

会議が何回ぐらいやられていたのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

それから、公平委員は第４条で関係市町村等の長及び管理者が協議により定めた者

を組合のほうで議会のほうで同意をしていくということでありますが、知識人がその

中に何人とかと、１人は入るのだろうとは思うのですが、ちょっとその辺あたりを伺

いたいと思います。

それから、共同設置によるメリットをちょっとお話ししていただけないでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 まず、公平委員の人数の関係でございます。議員さんが今お

話ししていただいたとおりでございまして、地方公務員法で公平委員の委員の定数が

決まっております。３人ということでございまして、この人数については法で定めら

れた人数ということになっております。

それから、会議の回数がどの程度開かれているかということでございます。ちょっ

と調べたものがございます。まず、平成23年の実績から言いますと、嵐山町と滑川町、

これが公平委員会が２回ずつ開かれておりまして、東松山市は別として、それ以外の

町村については１回という会議の回数になっております。

それから、公平委員会では、審議をする内容が大きく言いますと３点ほどございま

す。それは、１つは職員の勤務条件等に関する措置の要求、それが第１点。それから、

職員への不利益処分への不服申し立てに関する事例。それから、もう一つは職員の苦

情処理というのも公平委員会の案件になっております。こういった中で、過去３年間、

今回構成をいたします市町村のこういったものに関する件数を調べましたところが、

まず１点、勤務条件、それから不利益処分については、構成する市町村で過去３年間

開かれたことはございません。ただ、職員のいわゆる苦情処理という部分では、東松
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山市のみが平成23年に５件、それから平成25年度に１件というふうに開かれているよ

うでございます。それ以外の市町村ではこの件についてもございません。

嵐山町で２回開かれておりますのは、これは職員団体の登録に関するものでござい

まして、組合員、執行部体制が変わりますと、その役員についての届け出がなされま

す。それが嵐山町の場合ですと職員組合、それから教職員組合、これがそれぞれ出て

まいりまして、それの役員の関係で２回開かれているということでございます。

それから、共同化のメリットでございます。共同化のメリットにつきましては、先

ほどの議案の冒頭でも申し上げましたように、公平審査の中立性ということがござい

ます。それから、これは公平委員のそれぞれの独立の、独立といいましたか、市町村

でやっている場合よりも広く人材が求められるといいましょうか、そういったことで

の公平性がより広まると。それから、専門性というのが、むしろその委員さんの専門

性もありますけれども、職員の専門性、いわゆるいろんな資料を集めたり、あるいは、

その公平委員さんに対する研修ですとか職員の充実というものを考えても、共同化の

ほうがいいだろうというような研究結果になっております。それから、もう一つは財

政的な効果ということで、やはり人件費分、これはなかなか算定できませんが、こう

いったものが効率化されるのではないかということで、研究結果の中では出ておりま

す。

それから、知識人の関係でございます。公平委員会の人選に関しましては、議員さ

んが今お話をいただきましたように、地方公務員法の中に公平委員さんの選任のもと

がございます。これは９条の２の第２項にあるのですけれども、委員は人格が高潔で、

地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関

し識見を有する者のうちから議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任するという

のがこの委員さんの条件ということになっております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そんなに会議は開かれていないというのが実情なのですね。

そうすると、私が心配するような、３人であっても十分大丈夫だというふうに言える

のでしょうか。ちょっとその確認をしたいと思います。

それから、知識人の関係ですが、そうしますと、特別この知識人が１人だとか、あ

とは精通した人だとか、そういう条件はない中で選ばれると、そういうことでよろし
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いわけなのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 今、議員さんにお話をいただいたとおりでございまして、人

数的には基本的に法で定められた人数ということになっておりますので、それでやっ

ていただくということになると思います。

それから、委員さんの条件としては、これまたこの法の定められたこの条件しかご

ざいませんので、特にこういった資格を有するとか、そういった条件にはなっており

ません。この法の趣旨にのっとって、それぞれの選任がなされるというふうに考えて

おります。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第55号 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、とき

がわ町、東秩父村、小川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合における公平委員会

の共同設置についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

ここで、会議の途中ですが、暫時休憩いたします。再開の時間は11時10分といたし

ます。

休 憩 午前１０時５９分

再 開 午前１１時１０分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第８、議案第56号 嵐山町職員定数条例等の一部を改正すること

についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第56号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第56号は、嵐山町職員定数条例等の一部を改正することについての件でござい

ます。

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小

川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において公平委員会を共同設置することに

伴い、関係条例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋地域支援課長。

〔中嶋秀雄地域支援課長登壇〕

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、議案第56号の細部についてご説明をさせていただ

きます。

今回提案させていただきます本議案は、議案第55号によります公平委員会の共同設

置に関連し、当町における公平委員会に関する条例の一部改正を行うものでございま

す。

第１条は、嵐山町職員定数条例の一部改正でございます。議案第55号でも説明させ

ていただきましたが、公平委員会の共同設置に伴い事務に当たる職員が比企広域市町

村圏組合の職員となることから、当町において事務局職員を置く必要がなくなります

ことから、これを削るための改正でございます。

続きまして、第２条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正でございます。これも議案第55号の規約第10条で説明させていただ

きましたとおり、共同設置する公平委員会の委員の報酬、費用弁償等は比企広域市町
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村圏組合への規約により支給されることとなりますことから、当町の条例に規定して

おく必要がなくなりますことにより、改正するものでございます。

次に、第３条は、証人等の実費弁償に関する条例の一部改正でございます。地方公

務員法第８条第５項では、公平委員会が法律、条例に基づいて証人を喚問できる旨の

規定がされておりまして、その際の費用弁償の支給は共同設置により比企広域市町村

圏組合の条例を適用することとなるため、当町の条例から削るための改正でございま

す。

最後に、附則でありますが、この条例の施行を平成26年４月１日とするものでござ

います。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第56号 嵐山町職員定数条例等の一部を改正することについての件を

採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第９、議案第57号 嵐山町公平委員会条例を廃止することについ

ての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第57号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。
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議案第57号は、嵐山町公平委員会条例を廃止することについての件でございます。

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、小

川地区衛生組合及び比企広域市町村圏組合において公平委員会を共同設置することに

伴い、本条例を廃止するものであります。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第57号 嵐山町公平委員会条例を廃止することについての件を採決い

たします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第10、議案第58号 平成25年度嵐山町一般会計補正予算（第４号）

議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第58号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第58号は、平成25年度嵐山町一般会計補正予算（第４号）議定についての件で

ございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,917万2,000円を増額をし、歳入歳出予算

の総額を59億6,568万7,000円とするものでございます。このほか、繰越明許費の設定
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が１件、債務負担行為の追加が１件、地方債の変更が１件あります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

井上総務課長。

〔井上裕美総務課長登壇〕

〇井上裕美総務課長 それでは、議案第58号の細部につきましてご説明申し上げます。

６ページをお願いいたします。第２表繰越明許費でございますが、住民・税情報シ

ステム運用管理事業の電算委託料810万円でございます。

次のページ、第３表債務負担行為補正につきましては追加１件でございまして、小

川赤十字病院に対する建設負担金、期間は平成25年度から27年度まで、限度額は

7,416万9,000円でございます。

８ページをお願いします。第４表地方債補正でございますが、変更１件でございま

して、学校教育施設等整備事業、限度額1,380万円を260万円増額いたしまして、補正

後の限度額を1,640万円とするものでございます。

14、15ページをお願いします。歳入でございますが、第12款分担金及び負担金、児

童福祉費負担金の保育料負担金、現年度分189万8,000円の増額につきましては、扶養

義務者からの保育料負担金の確定に伴いまして増額するものでございます。延べ人数

で139人増加したものでございます。

第14款国庫支出金、民生費国庫負担金につきましては、歳入概要にありますように

それぞれの事業の実績見込みに伴います国庫負担分の増減でございます。民生費国庫

補助金の子育て支援交付金695万3,000円の増額につきましては、国の制度改正に伴い

まして国庫補助から県費補助へ組み替えるものでございます。

第15款民生費県負担金につきましても、歳入概要にありますようにそれぞれの事業

の実績見込みに伴います県負担分の増減でございます。

第２項県補助金でございますが、16、17ページをお願いします。特別保育事業費補

助金1,180万8,000円につきましては、国の制度改正に伴いまして子育て支援交付金分

を県費の子育て支援特別対策事業分とするもの、及び拡大分といたしまして、保育士

等処遇改善臨時特例事業分742万9,000円の増額でございます。子ども・子育て支援新

制度電子システム構築等事業補助金として350万円でございます。健康長寿サポータ
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ー事業補助金30万円につきましては、生活習慣改善に取り組むためのリーダーを養成

するための事業に対して補助されるものでございます。

第16款財産収入の土地売払収入1,827万8,000円につきましては、川島と菅谷地区の

町有地、これを処分した代金でございます。

第18款繰入金の福祉基金繰入金2,000万円につきましては、地域福祉人材育成基金

に積み立てるため繰り入れを行うものでございます。

第20款諸収入のゴルフ緑化促進会委託事業交付金150万円でございますが、駅西口

公園650平米の芝生化工事に対しましてゴルフ緑化促進会委託事業として交付される

ものでございまして、10割補助でございます。

18、19ページをお願いします。第21款町債の学校教育施設等整備事業債260万円の

増額につきましては、菅谷中学校の舗装及び駐輪場の新築工事の事業債の充当率の変

更に伴うものでございます。

20、21ページをお願いします。歳出でございますが、第２款総務費一般管理費、住

民・税情報システムの運用管理事業の電算委託料810万円でございますが、クラウド

化に対応するための子ども・子育て支援新制度システム委託料でございます。財産管

理費のふるさとづくり基金管理事業のふるさとづくり基金積立金1,040万円でござい

ますが、菅谷124番地の３、183.92平米をＪＡへ売却した1,007万8,816円が主なもの

でございます。

22、23ページをお願いします。第３款民生費、社会福祉総務費の障害者福祉施設等

支援事業の10万円の増額、介護給付・訓練等給付事業の3,160万1,000円の増額、自立

支援医療給付事業816万円の減額、重度心身障害者医療費支給事業517万5,000円の増

額につきましては、各事業の実績見込みに伴うものでございます。

24、25ページをお願いします。地域福祉人材育成基金管理事業の地域福祉人材育成

基金積立金2,000万円でございますが、地域福祉に資する人材育成を目的とした人材

育成基金に積み立てるものでございまして、平成23、24年度に２人の方から各1,000万

円ずつご寄附をいただいた2,000万円が原資でございます。後期高齢者医療保険事業

3,155万9,000円の減額につきましては、実績見込みでございます。

第２項の児童福祉費の児童遊園地管理事業の工事請負費100万円につきましては、

鬼鎮神社裏の児童公園のブランコやＵ字溝の撤去費用でございます。

26、27ページをお願いします。障害児通所支援事業につきましては、通所者の利用
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日数の増加により252万円の増額、児童手当・特例給付支給事業の1,627万円の減額に

つきましては、対象児童生徒の減少に伴うものでございます。保育所保育事業の保育

所保育実施委託料につきましては、ゼロ歳児、２歳から４歳児の人数の増加等により

まして、1,011万1,000円の増額でございます。特別保育対策等促進事業費をはじめ、

各補助金につきましては実績見込みに伴います増額でございます。

28、29ページをお願いします。第４款衛生費の空き地等管理事業の空き家所有者等

アンケート調査業務委託料30万円でございますが、空き家の所有者等292件に対する

意向調査及び分析に要する経費でございます。その下の太陽光発電・高効率給湯器の

設置補助金50万円でございますが、太陽光発電及び高効率の給湯器の設置補助の実績

見込みに伴いまして、５万円の10件分を増額させていただくものでございます。

第６款農林水産業費の農業用施設整備事業の修繕料35万円につきましては、将軍沢

の前川の護岸の12メートルの修繕でございます。

第７款商工費でございますが、工業総務事業の土壌分析委託料200万円につきまし

ては、市野川沿いの５カ所についての36項目の土壌分析調査を実施する経費でござい

ます。住宅リフォーム補助事業の住宅リフォーム補助金280万円でございますが、実

績見込みに伴いまして20万円の14件分を増額させていただくものでございます。

30、31ページをお願いします。第８款土木費の都市公園等管理事業の工事請負費

160万円でございますが、駅西口公園650平米の芝生化工事に対する経費でございます。

第９款消防費の消防団活動助成事業の消防施設整備費等補助金52万6,000円につき

ましては、廣野１区、千手堂１区、勝田、それぞれ各火の見やぐら等の撤去費用でご

ざいまして、補助率は３分の２でございます。

第10款教育費の小学校施設改修事業の270万円、32、33ページをお願いします、中

学校施設改修事業の160万円、幼稚園施設改修事業の30万円の増額につきましては、

各小中学校幼稚園の空調整備設計委託料でございます。

第12款公債費でございますが、長期債元金償還事業14万円及び、34、35ページをお

願いします、長期債利子の償還事業417万2,000円の減額につきましては、平成24年度

実績に基づく増減でございます。

第13款予備費でございますが、239万6,000円増額し、補正後の額を1,893万8,000円

とするものでございます。

36ページ以降につきましては、ご高覧をいただきたいというふうに思います。
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以上でございます。よろしくお願いをいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ２つお伺いします。

まず、19ページの菅谷中学校舗装及び駐輪場新築工事とございます。新築というこ

とは、今まで駐輪場があったところとは別に新たにつくるのか、どういう内容なのか

お伺いしたいと思います。

それと、31ページの消防費でございます。先ほど、廣野１区、千手堂１区、勝田の

火の見やぐらを撤去というお話がございましたけれども、こちらは何年ごろに建てら

れたものなのか、また、あともう一基、太郎丸にあったと思うのですけれども、それ

も何年ごろに設置をされたのか、４カ所の設置時期を教えていただきたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 19ページの菅谷中学校の舗装及び駐輪場の新築工事、この関係で

お答えいたします。

このことに関しましては、平成25年度の当初予算に既にこの予算は載っておりまし

て、ここでお願いしているのは、起債の充当率が変わったということで、８ページで

起債の充当率が変わりまして、最終的に当初の起債の充当率を75％で見ておりました

ものが90％になりました。その差額を見させていただくものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 次に、中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 火の見やぐらの建築からどのくらいたっているかというご質

問でございます。

大変申しわけございません、正式に何年というのをちょっと今資料を持っておりま

せん。しかしながら、私が役場へ入りましてから火の見やぐらが新規に建ったという

のは、余りなかったように記憶しております。修繕というのはございましたけれども、

相当な期間たっているのではないかなということで、大変申しわけございませんが、

何年というのはちょっと把握しておりません。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 19ページのほうはわかりました。
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31ページのほうの３基撤去は、前回に大蔵と将軍沢、あとどこだっけ、とにかく前

回３基もう撤去をされて、そういう時期に来ているのかなというのは存じ上げるので

すけれども、太郎丸に関しましては、今回はなぜできないのかお伺いをしたいと思い

ます。

〇青柳賢治議長 中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 今回お願いをいたしますところにつきましては、申請が既に

もう出ている、地区のほうから撤去の申請が出ているところでございます。太郎丸に

つきましては、区長さんのお話ですと、今現在撤去に向けて地元の調整も、３分の１

地元負担がございますので、その辺の説明と、今見積もりといいましょうか、予算を

とっているということで、また申請を出させてもらいたいということでお話をいただ

いておりますので、近々出てまいるのかなというふうに思っております。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、２点ほど質問をさせていただきます。

31ページなのですが、最初に、一番下の学校の管理費、その中に空調設備の設計の

委託料ということで小中学校とも載っております。中学校については10ページで出て

いるわけでございますが、設計委託ということでございますから、空調の、ある程度

の考えを持って設計委託をしているというふうに思います。学校の中を全館をするの

か、それとも部分的に教室をするのか、そこら辺のところをちょっとお聞かせしてい

ただきたいかなというふうに思います。

それと、同じく31ページの道路照明灯の関係でございますけれども、修繕費の中に

200万円というふうに載っております。道路照明灯の耐用年数というものは大体どの

くらいを考えているのか。球が切れたとかそういうことは別として、その支柱を含め

てどのくらいを考えているのか、また修繕をするのに何基ぐらいを予定しているのか、

この２点だけお願いしたいというふうに思います。

〇青柳賢治議長 それでは、田邊まちづくり整備課長、答弁を求めます。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 照明灯の耐用年数ということでございますけれども、

今この場で耐用年数と言われてもちょっと実際わかりません。蛍光灯もございますし、

水銀灯もございます。今現在つけているＬＥＤにつきましては、かなりの年数で対応

はしているということで考えております。
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それと、設置基数でございますけれども、全体では1,876灯の電気がついておりま

す。その中のうちの年間の修理としましては、その時期によって違ってきます。蛍光

灯につきましては、一時期大量につけた時期がございます。そういう時期もあります

ので、一概にその年がこれだけの球切れだとか、そういうものということではござい

ません。それにつきましては、実際に修繕の関係でどのくらいの修繕が出ているかと

いうことでございますけれども、これにつきましては、平成23年につきましては165万

円ぐらいの修繕が出ておりました。それと、平成22年には320万円ぐらいの費用が出

ていました。それと、24年度につきましては324万円ということでございますので、

今年も約300万円ぐらいの修繕が出てくるということで予想しております。実際に今

現在予算として持っているのは100万円ということで、今回200万円を補正していただ

くということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

方向性とすると、私ども担当課といたしますと、来年度工事に着手していきたいと、

このような考え方のもとに現在来年度予算にはお願いをしているところでございま

す。

なお、この空調設備の設計でございますけれども、基本的には普通教室が基本でご

ざいまして、あと学校によって多少の違いはあるのですけれども、基本的には図書室、

音楽室、学習室、特別支援教室とか、そういったものがそれぞれ設置するということ

で委託料を組ませていただいております。幼稚園につきましては、現在入っていない

遊戯室に２基を想定した設計という内容になっております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 最初で空調の関係からお聞きしますけれども、個別に教室に

するのだというふうな考え方というふうに受け取りました。個別の教室そのものにエ

アコンを設置していくというふうな考え方だというふうに受け取りました。そうする

と、非常に教室数が多いと思うのですけれども、各学校、今言った音楽室だとか図書

室だとか、普通の教室はもちろんのことだと思うのですが、相当な部屋数になるとい

うふうに思うのですが、それを全部ということでよろしいのかというふうに思うので
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すが、改めてもう一度お伺いいたします。

それと、道路照明灯の関係なのですけれども、特別悪いところができて修繕をする

のかなというふうに思ったものですから、何基を予定しているのですかというふうな

感じにお聞きしたわけなのですよ。だから、細かいところを聞いているわけではない

のですけれども、だから、大体耐用年数が大まかこのくらいを考えていますよ、その

範囲においていろいろなところを検査、または見て回った結果、修繕するのが一部あ

りましたということでここに修繕費が載っているのかなというふうに思ったものです

から、そんなところをちょっと詳しく聞きたかったということです。

では、よろしくお願いします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 照明灯の関係について、ちょっと先にお答えさせてい

ただきます。

照明灯の修繕の関係なのですけれども、今年に入って４月から９月までなのですけ

れども、この間に129件の修繕が出ています。球切れが大半でございまして、蛍光灯

につきましては本当に２～３年が耐用年数なのかなというふうに考えております。そ

れが、球が切れたり何かしてご連絡いただきまして、その都度修繕しているというこ

とでございます。

それで、そのほかに道路照明灯の器具とかポールとか、そういうものが腐食とかと

いうことで出てくる場合もございまして、それにつきましては一概にそれは言えませ

ん。実際に通行していただいた方がここは大分傷んでいるよとか、そういう連絡があ

ったり、私ども現場へ出た途中でそういうところを見かければ修繕が出てくるという

形でございますので、はっきり決まった基数ということではございません。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

基本的には、個別の教室に設置するということでございます。例えば菅谷小学校に

例をとりますと、普通教室が16室、16基というのですか。それから、特別支援教室に

３基、学習室に２基、図書室に２基、音楽室に４基、計27基を予定して設計をお願い

するものでございまして、議員さんご案内のとおり、学校によっては、これキュービ
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クル、電気の容量の関係も生じてくる場合がありますので、そういった設計も含んで

お願いするというような内容になっております。

以上です。

〇青柳賢治議長 長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） では、１点だけお聞きします。照明灯の関係は了解しました

ので、わかりました。

空調の関係なのですけれども、今ここで補正が出てくるわけですから、もちろん３

月いっぱいには設計書が出てくるのだというふうに思うのですが、それでよろしいわ

けですね。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 はい、そのとおりでございます。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 初めに、６ページの繰越明許費なのですが、子ども・子育て

新システムの関係で繰越明許費をするということですが、この条例をつくるというわ

けですよね。その条例が来年の６月議会、最終的には９月議会くらいまでにつくると

いうことで、そのために繰越明許費になっているのだろうというふうに思うのですけ

れども、何でこの12月議会に出したのか。先ほどの税条例の件でもいろいろソフト開

発にはかなり大変なのだなというのはわかったのですが、やっぱり同じような理由で

今議会に出してきたのか、伺いたいと思います。

それから、29ページの川島地区の土壌分析調査なのですが、これ一般質問でも出て

いましたけれども、何かこう埋められているということでまずは調査をして、不適切

なものがあったら処理を今後していくということでの調査というふうに理解してよろ

しいのでしょうか。どんな項目を調査するのか、ダイオキシン等の項目も調査するの

か伺いたいと思います。

それから、31ページの学校の空調の関係なのですが、先ほどキュービクルとおっし

ゃったのですか。そうすると、電気を考えているわけですか。ガスが安いというふう

に聞いているのですけれども、唯一、玉中はガスでの冷暖房ができるのだと思うので

すけれども、少し検討したほうがいいのではないかなと思うのですが、その辺検討の
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余地があるのか伺いたいと思います。

それから、33ページの給食センターの修繕というのは、何を修繕するのか。もうで

も５年ぐらいたつのかな、壊れてしまったというのはちょっと早いような気がするの

ですけれども、エコキュートにつきましても、この程度で壊れてしまうものなのです

か。ちょっと調査内容等々を伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 それでは、順次答弁を求めたいと思います。

まず最初に。井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 ６ページの関係でお答えいたします。

繰越明許費の関係でございますが、この電算委託料につきましては、子ども・子育

て支援の新制度の電子システムの構築費の関係でございます。補助金につきましては、

国のほうから25年度中に歳入で見てもらいますと、17ページでございますけれども、

350万円入ってくることになっております。そして、そのシステムの構築の関係が26年

の４月以降になるということでございまして、もうそのことがはっきりわかっている

ことでございましたので、12月議会で繰越明許させていただいたものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 次、内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 土壌分析委託料の関係でございますけれども、議員さんおっ

しゃるとおり昨日の関係で県との協議の中で調べることの一つになっております。

それから、内容ですけれども、分析につきましては第１種特定有害物質11項目、そ

れから第２種特定有害物質10項目、それから第３種特定有害物質５項目、それからダ

イオキシン類でございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

最初に、31ページの学校の空調整備の委託の関係でございます。これは、先ほど長

島議員さんのご質問にお答えしたのは、キュービクルも必要になる学校もあると、そ

れも含んでいる設計ということでございます。キュービクルの設計だけというのでは

なくて、空調設備を設置するに当たった設計プラス、必要によっては学校にキュービ

クルの改修も含んだ設計をしていると、考えているということでございます。

それから、ガスではできないかというようなご質問でございますけれども、ガスの
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場合はこれだけの教室に全部配管をし直すというと物すごく莫大な工事費になるかと

思いますので、現在のところ電気で賄うという考え方でおります。

それから、33ページの給食調理場の件でございます。まず、修繕費につきましては、

真空冷却機の修繕ということでございまして、内容といたしまして、これは２台ある

のですけれども、そのうちの１台のイオン交換樹脂、イプストン・スペーサーという

ものの交換ということになるかと思います。この施設は平成22年の１月から運転を始

めたところでございますけれども、このパーツにつきましてはおおむね３年ぐらいと

いう業者の指摘もございます。

それから、続いて、エコキュートの調査委託料でございますけれども、親機と子機

という２つが稼働しておりまして、現在子機のほうがふぐあいが生じてエラーが出て

しまうということで、今回その調査を、原因を究明して直していきたいということで

委託をお願いするものでございます。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 子ども・子育ての関係ですが、ソフトの開発とは関係なく、

国からの補助金が来たから今議会でもう繰り越しにする予算をとったと、そういう理

解でよろしいのでしょうか。

それから、学校の空調なのですが、ガス管を配管したら大変な予算がかかってしま

うだろうということですが、これ町長詳しいと思うのですが、ガス管は通常ガス会社

側が配管を無料でしていますよね。一般家庭はそうですけれども。あれだけの施設と

なるとちょっとあれですが。ちょっと調査をしたほうがいいのではないですか。一遍

に買ったほうが安いのか、その後の維持費が安くなるのか、ちょっとガスのほうがそ

の後の維持費が安いというふうに聞いたのですけれども、ちょっと私のほうも聞いた

だけですので、でも検討はしてみたほうがいいのではないかなと思うのですが、いか

がでしょうか。ちょっとその点だけ。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

国の補助金は25年度350万円入ってまいります。総額で810万円かかるわけでござい

ますけれども、電子システムの構築が平成26年の４月以降になるということが決まっ
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ておりますので、ここで繰越明許をさせていただいたというものでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 ガスでの検討ということでございます。基本的には

電気でいきたいと、このように考えておりますけれども、情報として検討はさせてい

ただきたいと、このように考えております。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第12番、松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） ２点ほど、お尋ねさせていただきます。

まず、25ページですけれども、下のほうなのですが、遊園地の遊具の関係ですけれ

ども、川島地内で児童公園のほうのブランコあるいはＵ字溝を撤去するというようで

100万円ということですけれども、これはブランコにつきましてはどのくらいのもの

を、何カ所あるのかちょっと私も把握はしてありませんけれども、幾つぐらいか。あ

るいは、Ｕ字溝につきましては、どのくらいのメーターのものを撤去するのでしょう

か。まず、そこをお尋ねします。

それから、もう一点、31ページになりますけれども、自治消防の関係で先ほど畠山

議員さんのほうが質問をされておりましたけれども、この廣野、あるいは千手堂、勝

田ということで、今回は３カ所ということですけれども、このほかにもまだ撤去する

ところが残っていて、調整中というふうにも伺っておりますけれども、これの助成金

につきましては25年度で終わるのでしょうか、あるいは26年度まで有効というふうに

なるのでしょうか。その辺をお尋ねします。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 児童遊園地の関係でお話しさせていただきます。

工事費として100万円計上してございます。これにつきましては、先ほど鬼鎮神社

の脇のグラウンド部分について、土地の地権者、それと川島地区から違った土地利用

をしたいということで、今回この部分について遊具だとかＵ字溝だとか撤去するわけ

でございます。

遊具につきましては、３連のブランコ、それにシーソー、鉄棒、置き物、砂場等で

ございます。それと、先ほどＵ字溝の関係も周りに伏せていまして、それで撤去する
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わけでございますけれども、これについては95メートルのＵ字溝を撤去するというこ

とでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

火の見やぐらの撤去の関係、自治消防団に対する活動費の補助金等も含めてなので

すけれども、今現在、自治消防団で継続がされているところは、吉田の自治消防団の

みでございます。それ以外のところにつきましては、既に解散をいたしております。

その火の見やぐらの残っているところは、その吉田の自治消防団と、それから既に解

散をいたしました太郎丸でございます。太郎丸については、先ほど畠山議員さんにお

答えしましたように、今現在撤去に向けての地元の協議が進んでいるというふうにお

聞きしております。吉田の自治消防団につきましては、今それを今後どうするかとい

うことが、１月にそういった総会がある、その中で決まってくるというふうにお聞き

しております。その辺の動向を見た上で、この補助制度についてどこまで継続するか、

それを決めていきたいというふうに考えております。今すぐこの25年度で切るという

ふうには考えておりません。その辺の自治消防団の今後の活動状況、その辺を見きわ

めた上で、一定のところでは切りをつけていきたいかなというふうに考えてはおりま

すが、今決まっているところではございません。

以上です。

〇青柳賢治議長 松本美子議員。

〇12番（松本美子議員） それでは、今自治消防の関係をお尋ねしましたけれども、再

質問はありませんけれども、よろしくすみません。吉田といたしましても、この１月

の５日の日が総会というふうに伺っていますから、そこで決定するというふうに区長

のほうからも聞いておりますので、大至急連絡が入ってくるのかなというふうに思っ

ています。よろしくお願いします。

それと、戻りますけれども、川島の遊園地の関係なのですけれども、これを撤去し、

あるいはＵ字溝も撤去するということになりますと、その後はどのような形でこの公

園はお使いになるのでしょうか。更地になるということですか、ブランコや何かも、

全部鉄棒も撤去するということになると。どんなふうな形の遊園地というか、児童公

園というか、にしていくのか。あるいは、これは伏せかえを95メーターをとってしま
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ったら、そのまま何かを伏せかえるのですか。その辺の細部についてちょっとお尋ね

します。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 川島の児童遊園地の関係でございますけれども、今現

在グラウンドの脇に遊園地がついているのですけれども、その部分について、全体の

面積の約35％ぐらいの部分を占めているわけでございますけれども、これについては

先ほど申し上げましたように、地権者が違った土地利用、要するにその遊園地でお貸

ししている部分について返してくださいねということで言われましたので、その部分

についている遊具だとかそういうものを撤去してしまうということでございまして、

児童遊園地の機能としてはなくなってくるということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 この際、暫時休憩いたします。午後の再開は１時30分といたします。

休 憩 午前１１時５９分

再 開 午後 １時２８分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

補正予算の質疑を続行いたします。

質疑のある方。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 幾つか質問させていただくのですけれども、まず光熱水費

の増額についてですけれども……

〇青柳賢治議長 ページ数をお願いします。

〇13番（渋谷登美子議員） ページ数は21、22で、当初が1,492万3,000円が光熱水費で

した。そして、今回450万円の増額になりまして、菅谷小になりますけれども、菅谷

小が30、31になります。当初予算が540万円でした、光熱水費が。81万円の増額です。

道路照明灯ですけれども、先ほどもありました道路照明灯が当初予算が1,660万円で

した。そして、増額が600万円となっています。確かに９月１日から値上げしたわけ

ですけれども、これだけの金額が増額になる理由、そして節電や電力料金に対しての

いかに少なくするかというふうなことがあってこれだけのものがあったのかどうか、
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それを町側の努力というのはどの程度のものがあったのか伺いたいと思います。

それと、次に、23ページになりますけれども、介護給付・訓練等給付の実施が実績

で3,160万1,000円増額になっています。この理由なのですが、これは障害を持ってい

らっしゃる方がより使いやすくなってこれだけの増額になったのか、それとも別の理

由になっているのか伺いたいと思います。

あと、21ページに子ども・子育て支援システムの委託で810万円電算委託料があり

ます。これこども課になるわけですけれども、具体的には何がどのような情報が子ど

も・子育て支援システムのクラウド化になっていくのか、それを伺いたいと思います。

どのような情報がここにクラウド化されていくのか、よくわからないなと思います。

それから、17ページになります。17ページの健康長寿サポーター事業補助金ですけ

れども、これ30万円、これは具体的にはどういう形で支出に反映されてきているのか、

ちょっと見た限りではわからないのですけれども、伺いたいと思います。

これは、また29ページになりますが、これは質問の仕方が難しいかなと思って考え

ていたのですけれども、商工費の中の川島地区工業系用地の利用により土壌分析調査

を実施するための費用として200万円が計上されました。この土壌分析だけのほかに

どのような形をやっていくのか、前回の安藤欣男さんの一般質問ではほかのことも言

われていましたけれども、これだけで済ませるのか、そのほかのこともあってこれが

加わってきているのか。工業団地の新たな川島地区のことに関して。それを伺いたい

と思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 順次答弁を求めたいと思います。

まず、１点目の光熱水費の関係から答弁を求めたいと思います。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

21ページの関係の庁舎管理事業の高熱水費、今回450万円の補正をお願いするもの

でございます。ご指摘いただきましたように、この補正をいたしますと平成25年度は

約1,940万円ということで電気料がなります。昨年はと申しますと、1,750万円でござ

いました。そうすると、約190万円ほど前年比ふえてしまうかなというような予想で

ございます。これは電気料も上がるということもございましたし、月で申し上げます

と、４月、５月、９月、10月については前年比下がっておりますが、６、７、８月、
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これがやはり猛暑ということもございまして上がってしまった、こういった影響が大

きいというふうに思います。24年度につきましては大震災の影響もありまして、大分

節電をいたしました。今年ももちろんクールビズ、あるいはウオームビズで節電をし

ていくということでやってまいりましたが、どうしても値上げ等もこの中にはあるわ

けでございますけれども、諸事情ございましてこういうような状況になった次第でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 続いて、簾藤こども課長。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 菅谷小学校の光熱費につきましては、６月に体育館

のトイレの配管が破損をしまして、それが大きな原因となっております。連絡を受け

てからすぐ対応に行ったのですけれども、随分もう老朽化していまして、これ以上締

めると割れてしまうというような状況でございましたので、極力止めることにしたの

ですけれども、若干流れていたということも原因かなとは思いますけれども、大きな

原因は配管の破損による漏水ということになろうかと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、田邊まちづくり整備課長。

〇田邊淑宏まちづくり整備課長 道路照明灯の光熱費の関係でございますけれども、こ

れにつきましては、昨年度が1,790万円近く使っております。今年度の予算として

1,560万円でした。それで、去年と比較すると今年につきましては月に約30万円ぐら

い電気料がふえています。そういう関係で、合計しますと2,160万円の予算になって

くるということになります。

それで、電力量の関係でございますけれども、工夫しているということは、ＬＥＤ

の電気、23年度から切りかえて設置しているということで、今までの水銀灯だとか蛍

光灯ではなくて、ＬＥＤの照明灯にかえているということでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 続いて、岩澤健康いきいき課長。

〇岩澤浩子健康いきいき課長 それでは、私のほうからは、23ページの介護給付・訓練

等給付事業の増額の関係でございますけれども、使いやすくなったのかどうかという

ふうなお話でございますけれども、今までの自立支援法から相互支援法のほうに変わ

りまして、利用のほうが月単価でやっていたものが日割り単価になったというふうな

こともありまして、事業主のほうもなるべく参加していただくような形の方針に変わ
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ったというのが一つにはあるかと思います。それから、障害者の方の就労支援という

ものをやっておりまして、この就労支援Ｂ型というふうな形の事業所が大分ふえてま

いりまして、ここのところの人数もふえたというふうな理由がございます。全体的に

利用者のほうがふえているというふうな状況でございます。

それから、17ページの健康長寿サポーターの補助金の関係でございますけれども、

支出のほうは改めてこの事業を立ち上げたというふうなことではございませんで、歳

出のページで言いますと24ページの介護保険特別会計の繰出事業、ここのほうに29万

円、そして26ページの下のほうなのですけれども、健康づくり事業、こちらのほうに

１万円ということで充当させていただいております。介護保険のほうについては、ボ

ールボランティアの養成を行っておりまして、こちらの講習会のほうの費用に29万円

ほど充てさせていただいております。それから、健康づくり事業では、健康づくりの

啓発事業としてポケットティッシュの啓発用のものをつくってございますけれども、

６月補正で組ませていただいたものですけれども、こちらに１万円を充当させていた

だいております。

以上です。

〇青柳賢治議長 続きまして、中嶋地域支援課長。

〇中嶋秀雄地域支援課長 私のほうからは、21ページの電算委託料で子ども・子育て支

援制度システムに関するシステムの新設、改修、この関係の中身についてお答えをさ

せていただきます。

今回施設型の給付費の創設が予定されております。これに伴いまして、システム上、

市町村が行う事務として施設事業者の確認、認可、幼稚園、保育園、認可こども園入

園希望者の支給認定、あるいは施設事業者への給付費の審査、支払い、それから国の

システムでのデータの連携、こういったものが新たにシステム上必要になってまいり

ます。こういったものに関するシステムの構築費用、こういったものが委託の内容に

なっております。

以上でございます。

〇青柳賢治議長 続きまして、内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 29ページの商工費の工業総務事業の土壌分析委託料の内容で

ございますけれども、第１種特定有害物質から第３種有害物質、またダイオキシン類

を含んでいますので、全体を含んでおります。



- 271 -

以上です。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） まず、庁舎の光熱費に関してですけれども、庁舎に関しま

しては私もかなりしつこく節電に関しては一般質問しています。それについては、全

くそのことに関して蛍光灯をかえていくとかいろいろなことを話しています。それな

しでこれだけの金額が出てきて、一切節電に関して温度が上がればという形で、電気

料と、それから業務量、そういうふうな形の事業費としては電気料、照明、それから

空調が一番多くなってくるわけですけれども、それについての考え方を変えていくと

いうか、その方向性というのはなくて、このまま450万円、前年度に比べると170万円

の増加ということになっていますけれども、ということになってくるのでしょうか。

そこのところはちょっと、こちらも一般質問をするときにはそれなりのことを考えて

一般質問をしているわけで、電気料が値上がりになったらどうなるかということを考

えながらやっているわけなので、それが反映されてこないとなると、やはり一般質問

をしても余り効果がないというふうなことになってきますので、その点はどのように

考えたのか伺いたいと思うのです。

道路照明灯については、わかりました。

それから、あとのことは大体いいとして、川島地区の工業団地の話ですけれども、

私が伺っているのは土壌汚染の問題だけではないだろうという形で考えていまして、

その地内を歩いてみました。地内を歩いてみたときに、まず排水などが余りきちっと

していないこと。排水施設ですよね。排水施設というか、農業用水と排水とがある程

度混同されているというのですか、そういうふうな形になっていること。そのために、

造成事業をしようとしても恐らくかなり難しいだろうなというふうな感じを私自身は

感じました。そして、土壌汚染については、それはかなり前から言われていて、明星

食品の排水液があそこに流れ込んだのではないかというふうに言われています。それ

についての土壌の検査であろうということは推測がつくわけなのですけれども、だか

ら、土壌検査のほかにどのようなことを川島地区に工場を誘致しようとする場合にや

っていくのかということをこの中で伺っているわけなのですけれども。

以上です。

〇青柳賢治議長 それでは、答弁を求めます。

井上総務課長。
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〇井上裕美総務課長 お答えをいたします。

照明、空調につきましても、経年劣化をいたしてまいりました。昨年、今年と空調、

照明については中央監視盤も含めて改修をお願いしているところでございます。照明

に関しましても今ご指摘をいただきましたが、ＬＥＤ化、レンタルにするかリースに

するかということもございますけれども、その辺の提案を業者のほうに依頼はしてい

るのですけれども、なかなかその答えが、答えというか、見積もりと申しますか、ま

だ返してもらっていない状況でございます。最終的には、電気につきましてもＮＴＴ

だけではなくて小中学校、外の公共施設についてはＰＰＳとの契約もしておりますの

で、そういったことも含めてトータル的に今後考えてまいりたいというふうに考えて

おります。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 内田企業支援課長。

〇内田孝好企業支援課長 今回の土壌分析の内容につきましては、地権者の中からお話

を聞きまして、現状からしますと当時田んぼとして使っていた場所が現在は畑、ある

いは実際の雑種地、資材置き場等、あるいはそういった形で使われております。とい

うのは、田んぼからそういう形で変わっていますので、その部分に埋め立てをしてい

るわけなのです。実際に現地を見ていただくと、当時からすると全体がかなり盛られ

ているというのが現状なのです。そうしますと、この川島地区が今後工場なり、そう

いった商品になっていくわけですけれども、実際の工事を始めたときに、その中に埋

められたものの中にお宝が出てきては困りますということになりますから、当然その

全体的なところで、全部を全部できませんので、アンケート等も実施をしながら、実

際にやはり５つのポイントでそういった場所を選定して、危険と思われるところも含

めて、いろいろ地元の人たちもお聞きしながら場所を決めてやっていきたいというこ

とで考えているものでありまして、明星食品の排水という考えでやっているものでは

なくて、計画しているものです。ですから、実際にお聞きしますと、川島地区につき

ましてはほとんどが埋められているというのが現状です。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。
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〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第58号 平成25年度嵐山町一般会計補正予算（第４号）議定について

の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第11、議案第59号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第59号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第59号は、平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）議定に

ついての件でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,520万円を増額し、歳入歳出予算の総額

を21億4,364万8,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山下町民課長。

〔山下次男町民課長登壇〕

〇山下次男町民課長 議案第59号の細部についてご説明をさせていただきます。

補正予算書の52、53ページをごらんください。２の歳入ですが、７款１項１目共同

事業交付金の１節現年度分共同事業交付金を2,520万円増額し、補正後の額を4,003万

1,000円とさせていただくものであります。増額理由といたしましては、平成25年度

の当初予算額は平成23年度の決算額及び平成24年度９期分までの実績額をもとに見込
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み額を計上いたしましたが、平成24年度の決算額は10期から12期分の交付額が予想以

上に多かったため、約4,615万円でした。また、今年度の交付額も既に当初予算額を

上回っていることから、今後の見込み額として増額補正をお願いするものであります。

54、55ページをごらんください。３の歳出ですが、６款介護納付金につきましては、

本年度分の納付金額の確定に伴い、54万6,000円の減額補正をさせていただくもので

あります。

次に、７款１項１目共同事業医療費拠出金につきましては、歳入の補正に伴い、財

源内訳の補正をさせていただくものであります。

次に、４目保険財政共同安定化事業拠出金ですが、国保連合会から現在示されてい

る拠出金の予定額に対し現在の予算額では不足となるため、前年度の確定額を考慮し、

今後の見込み額として2,582万4,000円増額し、補正後の額を１億8,000万円とさせて

いただくものであります。

次に、12款予備費ですが、今回の補正に伴い不足することとなる７万8,000円を予

備費で対応するため減額補正し、補正後の額を333万4,000円とするものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより議案第59号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第12、議案第60号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計補正予
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算（第３号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第60号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第60号は、平成25年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）議定につ

いての件でございます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,218万1,000円を減額をし、歳入歳出予

算の総額を６億8,294万8,000円とするものであります。このほか、地方債の変更が２

件であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

新井上下水道課長。

〔新井益男上下水道課長登壇〕

〇新井益男上下水道課長 議案第60号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）の細部説明をさせていただきます。

61ページをごらんください。第２表の地方債の補正ですが、公共下水道事業債は

1,520万円の減額をし、限度額を1,300万円とするものです。起債の方法等については

変わりません。浄化槽市町村整備事業債は780万円の増額をし、限度額を7,700万円と

するものです。起債の方法等については変わりません。

補正予算書68、69ページをごらんください。歳入ですが、第１款分担金及び負担金、

１項１目浄化槽事業分担金ですが、浄化槽設置者が浄化槽事業費の一部10％を負担す

るものですが、このうち転換分は処理人槽の変更により増額となるものと、新築・増

改築分は予定していた基数増加見込みにより増額補正を行うものであります。

第２款使用料及び手数料、１項１目下水道使用料は、下水道使用料の今年度見込み

額の減少により減額補正をお願いするものです。

第３款国庫支出金ですが、１項１目公共下水道事業費国庫補助金は、水の安全・安

心基盤整備総合交付金を使い、下水道管渠長寿命化実施設計委託を実施する予定でお

りましたが、今年10月以降、県との協議において下水道管渠長寿命化実施設計委託が
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補助対象とならないとの指導を受けたことから、減額をお願いするものです。補正後

の額を561万5,000円とするものです。

第８款町債ですが、町債のうち公共下水道事業債につきましては国庫補助金を活用

し、予定していた下水道管渠長寿命化実施設計委託を実施できないことに伴い、減額

を行うものです。また、浄化槽市町村整備事業債につきましては、町管理型浄化槽事

業の変更により780万円の増額を行い、１目下水道事業債としては、740万円の減額を

行い、補正後の額を１億250万円とするものです。

補正予算書70ページ、71ページをごらんください。歳出ですが、第１款公共下水道

費、１項１目建設事業費の委託料は、今年度下水道管渠長寿命化実施設計委託につい

て県との協議において補助対象外とすることから、減額させていただきます。

第２款浄化槽費、２項１目建設事業費は、町が購入する浄化槽の基数が増加する見

込みなどにより431万5,000円の増額をお願いするものです。

第４款予備費につきましては、不足する一般財源に予備費から2,408万4,000円の充

当を行い、補正後の額を488万8,000円とするものです。

以上をもちまして、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 71ページの長寿命化の件なのですが、そうしますと、事業は

今年度はもう進まないと。来年度以降の見通しというのはどういうふうになるのか、

ちょっとお聞かせいただけないでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長、お願いします。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

国の補助金を使って長寿命化の委託を行おうとしたわけですけれども、実質的な協

議の中で国が示した指針として管渠の耐用年数の問題がありまして、管渠の耐用年数

が50年というのが国が示している中にあります。町のほうで今年度委託事業を使って

設計委託をお願いしようとしたものについての耐用年数、今現在43年程度しかたって

おらなくて、国の示している基準のまだ中に入っていないということで、見送ったほ

うがいいのではないかという県の指導のもとに、ちょっと見送りをさせていただくも

のでございます。
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以上です。

〇青柳賢治議長 川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうしますと、この長寿命化の工事というのは７年先になら

ないと始められないということになるのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

現在、県との調整の中で他の市町村の長寿命化の申請なども見た中で、やはりそう

いう形になるかと、議員さんのおっしゃるとおりになるかと、今の状況では思ってい

ます。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 長寿命化計画なのですが、これは実際に漏れてきたりとか、

それが壊れてしまったら、それは本当に大変なことになってくるわけなのですけれど

も、嵐山町のほうで独自財源でやっていくというか、国の補助金を待たないでやって

いくという方向も考えていかないとというふうには私自身は感じているのですけれど

も、今回の話を聞きますと。そうすると、それについては全く、補助金の対応が出て

くるまでは町が待っているという方向になっていくのか。それとも、そうではなく、

やはり今の市野川の下水道事業の負担金の問題で志賀２区の下水管の問題があったと

思うのです。それに対応するために、これはかなりよい方法であると考えていたので

すが、その点については町長はどのようにお考えになるのか伺いたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今説明があったような状況で、将来的な改修工事についての早目の改

修というのは下水道においては厳しい状況になってきているということなのです。そ

れで、どういうふうにやっていくかということですが、国のほうの状況はそういうよ

うなことになってしまったわけですので、現場、現状というものをしっかり把握をし

ながら、補助制度が適用できるような状況まで延ばせればいいですけれども、そこの

ところは現状ではどういう状況か、まだしっかりした確認がとれておりませんが、そ
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ういう状況だと思うのです。早くできればいいですけれども、そういう状況がどこま

で先に延ばせるか、それと国の状況というのは今のままそのまま移っていくというふ

うにも思いませんので、もっと早くなるのではないか、短くなるのではないかという

ことも考えられますので、それらをもうちょっと見ていきたいというふうに思ってい

ます。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 以前ですけれども、公共下水道に関しましては、企業会計

にするために下水道のものを全て整備していくというふうな形になっていたと思うの

です。その中で、どこまで整備されているかというのがわからないのですけれども、

そうすると、ある程度どこまでのものを長寿命化の改修していかなくてはいけないか

というのを、ある程度わかっているのかなと思うのですけれども、そこら辺について

はどのような把握になっているのでしょうか。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

渋谷議員さんのおっしゃるのは、非適用、法適用という形で進んでいくかという中

で、公共下水道の管渠の把握がどのくらいできているかということかなというふうに

思います。町が整備を始めた公共下水道については、平成になってから主に公共下水

道の埋設をして進めたわけですけれども、志賀２区地内の公共施設については以前は

コミュニティー施設というのですか、民間で宅地開発した中に下水道管が埋設してあ

った中で、志賀２区だけのところで独自に処理場を持っていたというところが、その

後、町が公共下水道を実施するに当たって、民間施設も取り組んだ形でコミュニティ

ープラントだったものも公共施設というような形に位置づけされたと。それから、市

野川の流域の処理場ができたところに接続し直したということでございまして、町が

公共下水道を始めてまだ20年ちょっとたっているところかと思いますけれども、志賀

２区についてはそれよりもかなりの経過年数がたっているというところで、実際的に

は内部に接続の不完全な場所等ができているというのがわかっている実態の中で、で

きるだけ早目に対応したいというのが町の考え方がありましたものですから、長寿命

化という事業があるということで何年か前から調査委託費をいただきながら実施して

きたわけですけれども、ここへ来て県から50年という１つの目安というものを改めて
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示されてしまったというところで、ちょっと次の方法をどうにしていくかというのも

今検討中でございまして、町としましては傷んでいるところについてはなるたけ早く

直していきたいという計画はこれからも変わっていないというところでございます。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第11番、安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） １点お聞きしておきたいのですが、68、69、下水道使用料が

実績見込みで減額をせざるを得ないということなのですが、この４月から６月まで、

ここまでの中で、使用料というか、料金の料ではなくて、量がかなり落ち込んできて

いるという捉え方の中でこの見込みをはじき出しているのでしょうか。その辺、１点。

要するに下水道の使用する量が減ってきているという捉え方でよろしいのでしょう

か。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 下水道使用量についてお答えいたします。

下水道の接続件数につきましては、平成24年度が年間で117件の接続がありました。

平成25年度につきましては、11月の中旬までですけれども、90件の接続があったわけ

ですけれども、今年度です。下水道の接続につきましては、それなりの件数かなとい

うふうに思ったのですけれども、ただ１戸当たりの個人の水道の使用量につきまして

は、電気料を含めた値上げも含めて13ミリとかそういう契約をしている家庭について

は極力水道料金も含めた、控えているのかなという感触も多少持っています。

以上です。

〇青柳賢治議長 安藤欣男議員。

〇11番（安藤欣男議員） 新たに下水道区域に指定したところの中で、接続の啓蒙とい

うのは実績的にはどうなのですか、予定とこの実績の関係は。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

毎年、広報等を通じて下水道への接続の啓蒙はさせていただいているところですけ

れども、アパートの接続が依然としてなかなか思うようにしていただけないというの
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が実態としてあります。

以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

今、川口議員が退席しておりますので、暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ２時０９分

再 開 午後 ２時１０分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第60号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第３号）議

定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第13、議案第61号 平成25年度嵐山町水道事業会計補正予算（第

３号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第61号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第61号は、平成25年度嵐山町水道事業会計補正予算（第３号）議定についての

件でございます。

収益的収入及び支出の予定額につきましては、事業収益を70万5,000円増額をし、
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総額を４億8,327万7,000円とし、事業費用を661万9,000円増額をし、総額を４億

4,804万円とするものであります。

また、資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的支出を269万円増額を

し、総額を３億1,872万4,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

新井上下水道課長。

〔新井益男上下水道課長登壇〕

〇新井益男上下水道課長 議案第61号 平成25年度嵐山町水道事業会計補正予算（第３

号）の細部説明をさせていただきます。

補正予算書84ページ、85ページをお開きください。最後のページになるかなと思い

ます。平成25年度嵐山町水道事業会計予算執行計画（補正第３号）により、ご説明さ

せていただきます。収益的収入及び支出の収入ですが、第１款事業収益２項営業外収

益３目消費税還付金70万5,000円の増額をお願いするものです。

次に、支出ですが、第１款事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費ですが、395万

円の増額をお願いするものです。内容は、共済組合負担金及び電気料金の支出に対応

するため、それぞれ増額をする内容であります。２目配水及び給水費ですが、193万

4,000円の増額をお願いするものです。内容は、時間外勤務手当、共済組合負担金、

消耗品及び電気料金、緊急用資材の購入等のための支出であります。３目総掛費です

が、109万7,000円の増額をお願いするものです。内容は、共済組合負担金、事務用消

耗品及び電話料金、電気料金などの支出に対応するものであります。２項営業外費用

３目消費税及び地方消費税につきましては、36万2,000円の減額とするものです。

次に、資本的収入及び支出ですが、第１款資本的支出１項建設改良費１目事務費は、

269万円の増額をお願いするものです。内容は、共済組合負担金及び委託料の増額を

お願いするものです。委託料の内容ですが、当初、第２浄水場に紫外線照射設備の基

本設計及び変更認可設計業務を計画予定しておりましたが、第１浄水場及び第２浄水

場それぞれの場所にあります管理棟及び第２浄水場にあります配水池の耐震診断がさ

れておりませんので、耐震診断のための調査設計業務委託をお願いしたく、ここに変

更をお願いするものであります。
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78ページ、79ページ、それから80ページにあります給与費等明細の説明等は、省略

とさせていただきます。

82ページ、83ページをお開きください。平成25年度嵐山町水道事業予定貸借対照表

の説明ですが、資産の部、１、固定資産の（１）有形固定資産及び（２）無形固定資

産の合計額は39億2,017万4,187円となります。２、流動資産ですが、（１）現金預金

から（６）前払金までの流動資産の合計は11億6,669万9,854円となり、固定資産合計

と流動資産合計を合わせた資産合計は50億8,687万4,041円となります。

続きまして、83ページ、負債の部ですが、３、固定負債及び４、流動負債の合計で

あります負債合計は３億1,875万1,110円となります。

次に、資本の部ですが、５の資本金合計が、（１）自己資本金及び（２）借入資本

金を合わせ25億537万3,318円となります。６の剰余金ですが、（１）資本剰余金合計

額及び（２）利益剰余金合計額を合わせた剰余金合計が22億6,274万9,613円となりま

す。５の資本金合計と６の剰余金合計を合わせた資本合計は47億6,812万2,931円とな

りまして、負債資本合計が50億8,687万4,041円となりまして資産合計と一致するもの

です。

以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより、議案第61号 平成25年度嵐山町水道事業会計補正予算（第３号）議定に

ついての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎陳情第８号の委員長報告、質疑、討論、採決
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〇青柳賢治議長 日程第14、陳情第８号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制

と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求める請願（陳情）

についての件を議題といたします。

本件につきましては、文教厚生常任委員会に付託してありますので、委員長から審

査経過並びに審査結果の報告を求めます。

川口文教厚生常任委員長。

〔「ちょっと休憩して」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 体調悪いの。

〔何事か言う人あり〕

〇青柳賢治議長 暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ２時２０分

再 開 午後 ２時２２分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま川口文教厚生常任委員長、体調不良のために、かわりまして、森一人文教

厚生常任委員会副委員長から報告を求めます。

〔森 一人文教厚生常任副委員長登壇〕

〇森 一人文教厚生常任副委員長 では、委員長の川口さんに成りかわりまして、副委

員長の森が報告させていただきます。

平成25年12月10日、嵐山町議会議長、青柳賢治様。

文教厚生常任委員長、川口浩史。

陳情審査報告書

本委員会に平成25年12月４日付託された陳情を審査した結果、下記のとおり決定し

たので、会議規則第95条の規定により報告します。

陳情第８号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するため

の法律の制定を求める意見書」の採択を求める請願（陳情）。審査の結果、採択すべ

きもの。措置、国へ要望する。

「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定

を求める意見書」の採択を求める陳情が、文教厚生常任委員会に付託になりました。

よって、本委員会は12月４日午後２時から、202会議室において陳情の審査を行いま
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した。本陳情には、安達美代子さん、野原智子さん及び江口慶子さんが説明員として

来て、次のような説明を行いました。

容器包装リサイクル法は1995年に成立し、1997年から施行になっている法律である。

現在の容リ法の問題点は、市町村が分別収集・選別保管をしないと、事業者の再商品

化の義務が発生しないという点にある。これでは、リサイクル費用の９割（全国では

3,000億円）を市町村が負担することになり、事業者の負担（１割、400億円）が余り

に軽過ぎるというものである。そのため、全国の自治体の６割しかプラスチックの分

別収集に取り組んでいない事態だということである。そこで、事業者は製品価格の内

部化を進め、事業者の負担の拡大が必要だというものであった。

その後、質疑に移りました。問い、デポジットイコール空き缶などを返すと一定の

お金が返ってくることと、価格の内部化が進まない要因は。答え、飲料メーカーが反

対。ペットボトルのリユースはきれいでないと、日本人はだめだと言ってやろうとし

ない。また、デポジットは場所をとるので、それを挙げるスーパーなどもある。

次の質問です。問い、８割が内部化されていないというが、海外ではどうか。答え、

ドイツは全部内部化していると聞いている、などの質疑があった。

その後の意見交換では、ごみを減らしていかないといけないので賛成。容リ法の強

化が必要なので賛成。自治体の費用負担軽減になるので賛成というものであり、採決

の結果、全員賛成で採択されたものです。

以上、報告といたします。

〇青柳賢治議長 報告が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

本件に対する委員長報告は、採択すべきものであります。

これより、委員長報告につきまして採決いたします。

委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。
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よって、陳情第８号は、委員長報告のとおり採択すべきものと決しました。

◎議員派遣の件について

〇青柳賢治議長 日程第15、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りします。議員派遣の件については、嵐山町議会会議規則第122条の規定によ

って、お手元に配付したとおり派遣いたしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 異議なしと認め、よって、議員を派遣することに決定しました。

なお、結果報告については、議長の諸般の報告の中で報告いたします。

◎閉会中の継続調査の申し出について

〇青柳賢治議長 日程第16、閉会中の継続調査の申し出についての件を議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり特定事件として調査することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、特定事件として調査することに決しました。

ここで暫時休憩いたします。開始の時刻は午後２時40分といたします。

休 憩 午後 ２時２７分

再 開 午後 ２時４３分

〇青柳賢治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

報告いたします。ただいま出席議員は12名であります。

◎日程の追加

〇青柳賢治議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。

議案第62号 土地の取得について（杉山城跡用地）についての件、発委第３号 常

任委員会における所管事務等の調査過程に係る所管を超えた事務等を調査することに
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ついての件、発委第４号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進

するための法律の制定を求める意見書の提出についての件、発議第11号 小児甲状腺

がんの子どもたちを救うことを求める意見書の提出についての件、及び発議第12号

消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書の提出についての件につきまして、日程

に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 ご異議なしと認めます。

よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。

◎議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第17、議案第62号 土地の取得について（杉山城跡用地）の件を

議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第62号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第62号は、土地の取得についての件でございます。杉山城跡用地を取得するた

め、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇青柳賢治議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

植木文化スポーツ課長。

〔植木 弘文化スポーツ課長登壇〕

〇植木 弘文化スポーツ課長 議案第62号 土地の取得について（杉山城跡用地）の細

部の説明をさせていただきます。

まず、この議案を追加議案とさせていただきました経緯について、一言申し上げま

す。購入を予定しておりました土地の地権者の都合によりまして土地の分筆がなされ

ました。その分筆登記の事務手続が12月３日に確定するのを待って、購入する土地の

面積を確認いたしました。さらに、その土地が共有となっておりましたので、売買の
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仮契約が12月５日及び12月８日となりました。ご迷惑をおかけいたしますが、追加議

案とさせていただきました経緯について、ご了承を賜りたいと存じます。

さて、土地購入の目的でありますが、平成20年３月に比企城館跡群として国の指定

文化財となったのを受け、平成22年３月に策定されました杉山城跡保存管理計画に基

づきまして、国庫補助金を得て公有化をするものでございます。補助率は事業費の８

割となっております。土地の購入は、今年度よりの４カ年計画であります。

次に、今回購入する土地の所在場所は、嵐山町大字杉山地内の３筆で、面積は５万

800平方メートル、地目は山林であります。取得価格は5,080万円、平米当たりの単価

1,000円につきましては、不動産鑑定評価に基づくものでございます。契約の相手方

は、初雁貴之氏、初雁栄氏の２名でございます。

なお、参考資料といたしまして、土地売買に関する仮契約書と公有地化計画図を添

付をさせていただきましたので、ご高覧をいただきたいと存じます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇青柳賢治議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより、議案第62号 土地の取得について（杉山城跡用地）の件を採決いたしま

す。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発委第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第18、発委第３号 常任委員会における所管事務等の調査過程に

係る所管を超えた事務等を調査することについての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。
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吉場総務経済常任委員長。

〔吉場道雄総務経済常任委員長登壇〕

〇吉場道雄総務経済常任委員長 発委第３号の内容を説明いたします。

平成25年12月10日、嵐山町議会議長、青柳賢治様。

提出者、嵐山町議会総務経済常任委員会委員長、吉場道雄。

常任委員会における所管事務等の調査過程に係る所管を超えた事務等を調査するこ

とについて。

上記の議案を別紙のとおり、嵐山町議会会議規則（昭和62年議会規則第１号）第14条

第３項の規定により提出します。

提案理由ですが、総務経済常任委員会において、閉会中の継続調査の申し出を行っ

た所管事務等の調査として、「観光の推進とそれに付随するインフラ整備について」

の事項中、文化財の観光資源としての活用のため、歴史的背景、城跡、国指定史跡の

詳細及び保存活動について把握したいので、嵐山町議会委員会条例（昭和62年条例第

22号）第２条第２項の規定に基づき、議会に諮るものであります。

裏面をごらんください。別紙として、常任委員会における所管事務等の調査過程に

係る所管を超えた事務等を調査することについて。

総務経済常任委員会において調査中の「観光の推進とそれに付随するインフラ整備

について」は、その事務事業が委員会の所管の範囲にとどまらない場合もあり、観光

資源としての活用の観点から、次のとおり本委員会の所管を超えた事務事業の現況と

課題等を調査する。

１として、所管を超えて調査する事項。文教厚生常任委員会の所管する範囲におけ

る「文化スポーツ課」の文化財の調査、研究、保存、管理、活用及び情報提供に関す

る事項と課題。

２番目として、目的。観光資源としての活用を図るための調査。

３番目として、方法。本委員会に文化スポーツ課長の出席による説明。

４番目として、期間ですが、本会の特定事件である「観光の推進とそれに付随する

インフラ整備について」の調査が終了するまでといたします。

以上です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕
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〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより、発委第３号 常任委員会における所管事務等の調査過程に係る所管を超

えた事務等を調査することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発委第４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第19、発委第４号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と

再使用を促進するための法律の制定を求める意見書の提出についての件を議題といた

します。

提出者から提案説明を求めます。

森一人文教厚生常任副委員長。

〔森 一人文教厚生常任副委員長登壇〕

〇森 一人文教厚生常任副委員長 それでは、発委第４号について説明させていただき

ます。

平成25年12月10日、嵐山町議会議長、青柳賢治様。

提出者、嵐山町議会文教厚生常任委員会委員長、川口浩史。

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を

求める意見書の提出について。

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第３項の規定により提出します。

提案理由、一日も早い持続可能な社会への転換を目指し、発生抑制と再使用を促進

するため、地方自治法第99条の規定に基づき、別紙の意見書を国の関係機関に提出す

ることを求めるものです。

意見書を読み上げます。

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進する
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ための法律の制定を求める意見書

容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律）はリサイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、

上位法である循環型社会形成推進基本法の３Ｒの優先順位に反して、リサイクル優先

に偏っています。

このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース

容器が激減し、リサイクルに適さない容器包装が未だに使われているのが社会の実態

です。

根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクル

に必要な総費用のうち約８割が製品価格に内部化されていないことにあります。この

ため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取組もうと

するインセンティブ（誘因）が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負

担のあり方について不公平感が高まっています。

今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは

急務であり、デポジット制度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっ

ています。

よって、嵐山町議会は、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、

政府及び国に対し、下記のとおり、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使

用を促進するための法律を制定することを強く求めます。

記

１ 容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、

分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。

２ レジ袋使用量を大幅に削減するため、有料化などの法制化について検討を進める

こと。

３ ２Ｒの環境教育を強化し、リユースを普及するため、学校牛乳のびん化が促進さ

れるように、様々な環境を整備すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年12月 日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 青 柳 賢 治

衆議院議長 様
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参議院議長 様

内閣総理大臣 様

文部科学大臣 様

環境大臣 様

厚生労働大臣 様

経済産業大臣 様

農林水産大臣 様

財務大臣 様

消費者庁担当大臣 様

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 討論を終結いたします。

これより、発委第４号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進

するための法律の制定を求める意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇青柳賢治議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発議第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第20、発議第11号 小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求

める意見書の提出について、提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求め

る意見書案について、ご説明いたします。

昨日の議会運営委員会の協議で、財政的な費用を伴うので、今回、意見書の提出に



- 292 -

政友会の皆さんは反対するというご意見がありましたので、どの程度の経費と効果に

ついてがあるのか、ざっくりと計算いたしました。2011年３月11日から３月30日まで

の20日間のヨウ素131の沈着量が１平方メートル１万ベクレル以上の都道府県は、岩

手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、

神奈川県、静岡県、山梨県になります。そのゼロ歳から20歳までの人口は、総務省統

計で957万8,000人です。日本国全体でのゼロ歳から19歳の人口は2,278万人ですから、

その人口の20歳未満の人の42％になります。ゼロ歳から19歳の人は総人口の17％で、

そのうちの42％ですから、総人口の7.5％が子宮頸がん、甲状腺がんの疑いのある子

供たちの対象と計算できます。

比企郡内で甲状腺超音波検査をなさった方の話では、幼児の場合は個人負担が

1,496円、小学生の場合は1,860円の個人負担であったと聞きます。診察等を含めます

と、甲状腺超音波検査料7,000円として計算すると670億4,000万円となります。一昨

年から始まった子宮頸がんワクチンの接種経費ですが、12歳の女子は全国で57万

6,000人でした。子宮頸がんワクチンを12歳の女子全員が予防接種すると、年間259億

2,000万円になります。甲状腺超音波検査は、２年から３年に１度経過観察をしなが

ら実施すると、ちょうど毎年子宮頸がんワクチンを実施する経費とほぼ同額の経費と

なります。

福島県では、現在のところ２年８カ月で、甲状腺超音波検査では82.4％の実施率で

す。超音波検査を実施した結果、緊急避難地域に指定されていない郡山市、会津若松

市、福島市などでも甲状腺がんの子供が見つかり、２年８カ月のうちに、既に甲状腺

がん及び疑いの子供が59人、10万人に28.9人の割合という数字が出ています。放射能

による安全の閾値はありません。ヨウ素131が、2011年３月の沈着量１平方メートル

１万ベクレル沈着した地域で、この10万人28.9人の割合を計算すると、2,765人の子

供が将来、甲状腺がん、あるいはその疑いになります。

甲状腺がんの摘出の手術の経費は、レセプトでは7,500点から３万点でした。検査

費並びに入院費、食事代は、個人負担を含めますと10万円から30万円ということです

から……。

〔何事か言う人あり〕

〇13番（渋谷登美子議員） ３割負担として医療費は、総額33万円から100万円という

ことです。2,765人の子供に30万円から100万円の甲状腺がんの治療を行うと、総額で
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９億円から28億円になります。

ところで、この2,765人の１人当たりのＧＤＰ、１年400万円として40年間を計算す

ると、甲状腺がんになって治療をしても4,424億円の総生産高になります。治療費

2,765人の総生産高4,424億円のうち、９億円から28億円が0.2％から0.6％の値になり

ます。

甲状腺がんは、転移して肺がんになると死に至るというものです。生産年齢の人口

が少なくなる日本では、子供のうちの甲状腺がんの早期発見・早期治療で、日本の持

続可能な発展を守る必要があります。子宮頸がんは、10代で10万人に0.2人の罹患率。

現在まで、福島の子供の甲状腺がんは10万人に28.9人。国の健康政策として何に国費

を使うか、自治体から発信していく時代になっています。

がん対策基本法は、平成18年制定しました。がん対策推進計画は、早期発見・早期

治療と子供のがん対策、がんと診断されたときから精神的・心理的苦痛を取り除くた

めのケア、就労に関する問題への対応、緩和ケアなどを重点として、平成19年から29年

までの計画としています。

この意見書は、がん対策基本法の趣旨を現日本の状況から推進するために必要な意

見書です。チェルノブイリの原発事故、ベラルーシの状況により、子供の甲状腺がん

が原発事故発生から５年で急激にふえていくことが当然予測されます。がんは遺伝子

を傷つけ、細胞が異形成の状態になることから始まります。異型化した細胞を見つけ、

取り除く、その後、細胞を異型化しないことで、この子供の健康を守ることができま

す。このための対応策を国がとることは、当然財政を伴うものです。

しかし、日本の持続可能性を求めるとき、子供たちの健康を財政問題から考えるの

ではなく、全ての子供の健康を求めて、どのようにして政策を選択していくかを決定

して、持続可能な社会の展望が初めてできます。福島原発事故による健康への被害が

あったとしても、希望を持って長寿化社会を支える子供たちを健康に育てることが責

務であり、本意見書の提出を皆さんにお諮りしたいと思います。

意見書案を朗読いたます。

小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求める意見書

福島の子どもたち59人が小児甲状腺がんおよびがん疑いと11月12日の第13回県民健

康管理調査検討委員会で発表されました。これは２次検査が終了していない子どもた

ちもいるので、終了した子どもたちの割合から予想される小児甲状腺がんおよびがん
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疑いの発症率は10万人あたり28.9人になります。実に原発事故前の10万人あたり0.2人

の145倍になります。甲状腺がんがすでにリンパ節に転移して、片方または両方のリ

ンパ節を郭清した子どもも複数います。

福島原発事故後２年８ヶ月を経過し、子ども達の健康リスクが現れてきました。子

ども達の健康のために下記のとおり求めます。

記

１ 福島県のみならず東日本の子どもたちに小児甲状腺がんのスクリーニング検査と

して甲状腺超音波検査を実施すること

２ 手術を受けた子どもたちの保護者に将来のリスクを説明し、子どもたちの心理面

でのサポート体制を構築し、生涯にわたる医療の保障

３ 医師だけでなく、疫学者、児童心理学者、公害問題を追求する環境学者も含めた

専門家の調査・研究組織を設立し、現在起きている事態の分析と今後起きうる健康

被害予測と対応策提言の要請

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年12月 日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 青 柳 賢 治

衆議院議長 様

参議院議長 様

内閣総理大臣 様

厚生労働大臣 様

文部科学大臣 様

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

となっております。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 反対。

〔「賛成」と言う人あり〕
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〇青柳賢治議長 賛成。

それでは、反対討論を行います。

第３番議員、佐久間孝光議員。

〔３番 佐久間孝光議員登壇〕

〇３番（佐久間孝光議員） 小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求める意見書提

出に反対をさせていただきます。

東京電力福島第一原発事故による放射線の影響を懸念する声の高まりは、当然のこ

とと考えます。そのような状況を踏まえ、国としても、その処理に全力を挙げ支援し

ていく決意を安倍総理みずからが表明しておられます。福島県においては、先行検査

として、平成23年３月11日時点でゼロ歳から18歳までの福島県民を対象に、無料にて

甲状腺超音波検査を実施し、放射線の影響が考えにくい時期に甲状腺の現状確認を進

めている段階であります。その検査は平成26年３月末に終わり、その後は本格検査を

20歳までは２年ごと、それ以降は５年ごとに継続して甲状腺超音波検査を行い、長期

的に見守っていくことになっております。また、同様の検査を青森県弘前市、山梨県

甲府市、長崎県長崎市でも実施し、その結果の妥当について情報提供することとして

おります。

先ほど述べましたとおり、福島県では既に甲状腺超音波検査を実施、継続中であり、

現状把握すら正確にできていない今の時点で意見書を提出するということは、十分な

科学的根拠のない不要な不安をあおり、また、全ての小児甲状腺がんの原因が福島第

一原発事故によるものとの誤解を招きかねません。

以上の理由から、この意見書の提出には反対をさせていただきます。

先ほど提案説明の中で、「政友会がお金を出すのが嫌だから、そういうことはしな

い」というような趣旨の発言がありましたけれども、私は、その委員会に出席してお

りましたが、そのような意見は全く出ていないものと認識をいたしております。

〔何事か言う人あり〕

〇３番（佐久間孝光議員） こういった発言が記録にとどめられるというようなシステ

ムを逆手にとって、全ての過程をきちっと見ていない町民を誤解の方向性に導いてい

くような発言は、厳に慎んでいただきたいと思います。

以上です。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。
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続いて、第８番、河井勝久議員。

〔８番 河井勝久議員登壇〕

〇８番（河井勝久議員） 小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求める意見書に賛

成いたします。

福島原発事故から２年９カ月、11月の12日の福島の子供たちが小児甲状腺がん及び

がん疑い59人と、福島県の第13回県民健康管理調査検討委員会は発表いたしました。

医学的にも甲状腺がんはまれな病気ですから、発症したのがたとえ一人でも注目すべ

きことで、発症率の値は原発事故前の何と145倍となります。チェルノブイリの甲状

腺がんの発病増加は、５年目から急激に増加し、因果関係も原発事故がその理由とさ

れてきました。放射能による健康障害は甲状腺ばかりではなく、白血病もあります。

国は、これからの健康被害が出ることの予測に対し、医療補償はもとより生活補償ま

でが問題となります。

2012年６月に、議員立法で子ども被災者支援法が全会一致でできましたが、子供放

射能被害の検査について、今年、復興庁は福島県内23市町村に限るという提起に対し、

状況を知りたいとする親の不安は福島県内はもとより、東日本全体からも大きな反発、

取り消しの意見が出たことは明らかであります。東日本全域の子供たちの甲状腺検査

の実施が求められます。放射能の被害は福島県だけでなく、県外に避難した子供たち

も含む、広く拡大して診断を行うべきであります。放射能被害のリスクを負った子供

たちのサポート体制を構築し、子ども被災者支援法のフォローアップの取り組みを強

化するためにも、繰り返し検査や健康診断が求められるものです。26年４月から実施

する本格検査の対象者38万5,000人とあわせ、県内外の一次検査実施体制、二次検査

実施体制の拡大強化に努め、子供たちの健康を救うためにも意見書の提出に賛成しま

す。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

討論を終結いたします。

これより、発議第11号 小児甲状腺がんの子どもたちを救うことを求める意見書の

提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇青柳賢治議長 挙手少数。
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よって、本案は否決されました。

◎発議第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇青柳賢治議長 日程第21、発議第12号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書

の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 発議第12号。

平成25年12月10日、嵐山町議会議長、青柳賢治様。

消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書の提出について、提案理由を述べさせ

ていただきます。

社会保障の費用を安定的に確保し、将来にわたって持続可能な社会保障制度を維持

・強化していくために「社会保障の税と一体改革」関連８法案が昨年８月に成立しま

した。そして、安倍総理は法律どおり、明年４月１日から消費税率を５％から８％へ

引き上げる決断をしました。法律では、さらに平成27年10月には10％へ引き上げられ

る予定となっています。

消費税の引き上げは、国民の暮らし、特に中堅・低所得者層の生活に大きく影響を

与えることから、10％の引き上げ時に、消費税の軽減税率制度導入を求める意見書の

提出を提案するものでございます。

裏面をごらんください。

消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書

厳しい財政状況の下、一層本格化する少子高齢社会にあって、社会保障の費用を安

定的に確保し、将来にわたって持続可能な社会保障制度を維持・強化していくために

「社会保障と税の一体改革」関連８法案が昨年８月に成立しました。そして、安倍総

理は法律通り明年４月１日から消費税率を５％から８％へ引き上げる決断をしまし

た。法律ではさらに平成27年10月には10％へ引き上げられる予定となっております。

消費税率の引上げは国民の暮らし、特に中堅・低所得者層の生活に大きく影響を与

えることから、８％引上げ段階では「簡素な給付措置」が実施されます。

しかし、これはあくまでも一時的な給付措置であり、抜本的かつ恒久的な対応が求
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められております。食料品など生活必需品と新聞等出版物に「軽減税率制度」の導入

を図ることは、逆進性対策としても、国民の消費税に対する理解を得るためにも必要

な制度であり、各種世論調査でも約７割が導入を望んでいます。

与党の平成25年度税制改正大綱では「消費税10％への引上げ時に、軽減税率制度を

導入することをめざす」とし、「本年12月予定の2014年度与党税制改正決定時までに、

関係者の理解を得た上で、結論を得るものとする」と合意されています。よって、政

府においては、下記の事項について、速やかに実施することを強く求めます。

記

１ 消費税10％の引き上げ時に、「軽減税率制度」の導入へ向けて、年内に結論を得

るようその議論を加速し、軽減税率を適用する対象品目と中小・小規模事業者等に

対する事務負担の配慮などを含めた制度設計の基本方針について、鋭意検討を進め、

その実現へ向けての環境整備を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年12月 日

埼玉県比企郡嵐山町議会議長 青 柳 賢 治

内閣総理大臣 様

財務大臣 様

総務大臣 様

以上です。

〇青柳賢治議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） まず、この意見書の最初の８％引き上げ時の簡素な給付措

置ですけれども、具体的にはどのようなことを指し、そして、その簡素な給付措置に

よって、どの程度の人がこの消費税の引き上げによる影響をどのぐらい受けないで済

むのかということと、それと、次に具体的な記の中ですけれども、軽減税率を適用す

る対象品目と中小・小規模事業者等に対する事務負担の配慮、この中小・小規模事業

者に対する事務負担の配慮というのは具体的にはどのようなことを指すのか。私は、

８％に上げる時点で、もう既にこれが行われていなければならないと思っているので

すけれども、その８％になるときにはもう、中小・小規模事業者に対してのこの配慮

はなされていないということですよね、現在では。ということと考えますけれども、
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それについてはどのような考え方を持ってこの意見書を出すのか、伺いたいと思いま

す。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 簡素な給付措置でございますけれども、こちらは市町村民税

非課税世帯１人当たりに１万円と伺っております。どれだけの方が影響されないのか

ということは、ちょっとそれは把握しておりません。

それと、品目、中小・小規模事業者等に対する対策ということですけれども、やは

り中小企業さんは事務負担が大変になるということで、請求書の発行などのシステム

を導入していかなくてはいけないということがあります。請求書の発行側の事務負担

について、システムを導入している場合は、手間がかかるのはシステム改修時のみで

あり、事業者の日常的な事務負担の増加は考えにくい。請求書の発行側がシステムを

導入していない場合に事務負担が増加するのは、手書きで請求書などを作成している

場合であり、税率ごとの取引額を計算して、記載内容を１行追加する点と考えられる。

そもそも、軽減税率対象の食料品を扱い、かつシステムを導入しない事業者は、主に

ＢＴＯ、顧客が最終消費者の形態であり、請求書などの発行を求められる頻度自体が

少ないと考えられるということで、８％のときには、５％から８％というシステムを

やるのはいいのですけれども、そこからまた、８％から10％という段階的にやってい

くというのがすごく手間がかかるということですので、事務負担は今説明したとおり

のことと、あとシステム導入、改修についてということで、納税環境の整備の観点か

ら、いわゆる白色申告から青色申告コンピューター会計への移行奨励は、軽減税率導

入論議とは関係なくこれまでも行われており、むしろ軽減税率の導入によって環境整

備が一層進むものと見込まれますということであります。

以上です。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 全国の市町村民税非課税世帯というのは、どの程度いらっ

しゃるのか、それに対して１万円ということですよね。各世帯に対して１万円という

ことで、どのくらいの金額を国は負担する予定なのか、それを伺いたいと思います。

それがまず最初に必要なことですよね。それで、そのほかの中堅の市町村民税の非課

税者以外の人は、皆これを影響を受けるわけですよね。その影響に対しては、その人
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たちは、影響を受ける人たちは、それぞれ食べたり、新聞を読んだり、それ日常生活

品を購入したりしています。その中で、３％の値上げが出てくるわけですよね。それ

に対しての対応策というのは、この簡素な給付措置では対応できないということにな

りますが、その点はいかがなものでしょうか。

それから、小規模事業者の事務負担のことなのですが、消費税の納税しております

納税者は、かなり計算をするのは大変なのですよね。それはやっているものですから

わかるのです。それで、事務負担の配慮というのは、５％から８％に変わったときに、

では具体的にどの程度、その事務負担が変わってくるかというと、単純に３％ふえた

ということで済むのでしょうか。その10％になったときに、それができるということ

であって、私は、消費税率を上げるのならば、そこのところでやっていかなければ皆

さんの合意はとれないだろうと考えていますけれども、消費税10％になった段階でそ

れを行う、８％になった段階でそれを行うとでは、全く消費税の納税者にとって負担

が違ってきますが、それについてのお考えというのはどのようになっているのでしょ

うか。

それから、そのことについてですけれども、今のご説明ではさっぱりわかりません

でした。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 市町村民税非課税世帯の人数ですけれども、申しわけないの

ですけれども、私、そこの部分は把握しておりません。

〔何事か言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） それと、中小企業の事務的な処理のことも、先ほど申し上げ

たとおりです。

〇青柳賢治議長 渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、８％の引き上げ段階では簡素な給付措置を

行うということで、では国は、消費税３％値上げしたことに対して、それについて、

１万円を非課税世帯の人たちに配布するわけですよね。その配布する金額はどの程度

になって、３％に対してどのくらいのものがあるかということは把握していないで、

今現在の意見書を出しているということと、それから引き上げ時の軽減税率制度の事

務負担、中小事業者の事務負担に関しては、具体的にどのような形になっていくかと
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いうことも把握していないで、この意見書を出されたということですね。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 人数のほうは、先ほども言ったとおり把握はしておりません

けれども、１万円の給付をするということは伺っておりましたので、それだけを述べ

させていただきました。

それと、事務負担の件ですけれども、請求書の書き方が複雑になってくるというと

ころは、先ほどもお話ししましたとおり、システムの導入をしている場合は手間がか

かるのはシステム改修時のみであるということと、請求書の発行側がシステム導入を

していない場合には１行追加をするということで、税率ごとの取引額を計算して、記

載内容を１行追加するという点が考えられるということですので、以上です。

〇青柳賢治議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 質問します。

10％に引き上げたら軽減をするということで、今のありますけれども、軽減が食料

品、日用生活必需品等々の中で、ある人によれば、これらを軽減することによって大

幅な税収減になるということが言われているわけですね。そうすると、10％に税をい

わゆる引き上げたとしても、その収入的に、総収入、税は極めて８％を割ってしまう

だろうぐらいのことがあると言われているのですね。

そうすると、この日用生活必需品というのが一番、低所得者、あるいは生活困窮者

等も含めて必要としているわけでありますけれども、そういう面でいきますと、極め

て税収が低くなるということになると、10％以上、さらには40％ぐらいまで引き上げ

ていかないと、いわゆる10％までの引き上げも何の意味もなくなるのではないかとい

うふうに言われているのですね。その辺のところをどう考えているのか、お聞きした

いと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） １％を軽減税率やることによって、4,900億から5,000億とい

う試算が出ておりますけれども、しかしながら、やはり軽減税率をやっておかないと、

８％のときは国民の方々も納得、もう本当に社会保障が危ないのだということを皆さ



- 302 -

んも覚悟していらっしゃるので、３％上がる時点では、そんなに経済が下がるという

ことはないとは思うのですが、またその翌年の10月に、来年の４月、その翌年の10月

から、またそこから２％が税金が上がってしまうといったときの消費の冷え込みのこ

とを考えてしまいますと、やはりここでこの軽減税率の制度を入れておかないと、も

っと冷え込んでしまうと思いますので、やはりここで、そのときの税率がどこまで軽

減税率をするかわかりませんよ、国のことですから。

しかしながら、そういうふうに提案しておかないとどんどん冷え込んでしまうと思

いますので、その点はやはり入れておくべきだと思いますし、試算では5,000億と言

われております、１％が。

〇青柳賢治議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） ３％から５％、３％の引き上げのときも、５％の引き上げの

ときも、消費というのは冷え込むということは言われていました。現実は、一時的な

ものです、それは。

我々が日常生活をするために、食料品なり、あるいは生活必需品、その他いろんな

ものもありますけれども、これについてはどうすることもできないわけですね。一時

的には、それは使わないという形であるかもしれないけれども、経済的な冷え込みと

いうのは本当に一時的なものであって、実質的には、その後はもとに戻るわけですね。

だけれども、税収というのは下げてしまうと戻らないわけですよ。何らかの形で引き

上げをしない限りは。

そうすると、８％、このときにもやっておかなければ、もう10％になってから下げ

ましょうと言ったって、それはもう税収が今度落ちてくれば、当然引き上げなければ

ならないという声は出てくるわけですね。そこら辺を考えると、例えば生活必需品目

あるいは日用品目、それらについてはどのくらいあると思いますか。

〇青柳賢治議長 もう一度、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） いわゆる、この引き上げに、引き下げ、軽減する品目、これ

らについてどのくらいあるというふうに計算しているのでしょうか。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ８％になるときに何でやらないのかというお話ですけれども、

やはり８％の時点でやってしまったら、５％、五五、二十五、２兆5,000億も軽減税

率をするというのは、それはやはり大変なことになってしまいますので、何の効果も。
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消費税を上げたけれども、社会保障の部分で使えるお金が本当に減ってしまいますか

ら、やはり８％のところまでは、もう国民の方々も、社会保障と税の一体改革という

ところで何らかの保障の部分がなくてはならないというのは、もう理解してくださっ

ていると思いますので、ですので次の段階が、もう１年半先には来ているわけですよ。

そういうところで、やはり何らかの手を打ってあげなければ、ましてや国民が日ごろ

使う日常生活必需品と言われるもののところで手当てをしておかなければ、もっと冷

え込んでしまうということで、やはりそこのところが一番大事なところではないかと

いうことで、低所得者のところは簡素な給付を５％から８％に上がるところでやりま

すということをやっているわけです。それで、今言った効果、何でしたっけ、最後の

ところに言った……。

〔何事か言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） 何、申しわけございません、最後のところのもう一回お願い

します。

〇青柳賢治議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） その軽減する品目については、どのくらいあるのか、それに

よって変わってきますからね。

〇青柳賢治議長 畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 品目ですけれども、これは私もここに書いたとおり、食料品、

生活必需品、あと出版物、新聞ということで書かせていただきましたけれども、これ

はあとは国でどこまで品目をふやすか減らすか、それは国で判断していただくところ

でありますので、私はここに書いたものが最低限必要ではないかというところで書か

せていただきました。

〇青柳賢治議長 河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） なかなか計算されていないというふうに思っているのですけ

れども、一つ一つのものが、この消費税は軽減するときに、すべきかすべきではない

かというのが変わってくるのですよね。

それで、一応私たちも調べてみました。何が一番消費税で、いわゆる税を上げるの

かといったら、品目によって上げるのかといったら、日用品あるいは生活必需品、こ

れが国民生活に欠かせないものですから、その税収というのは極めて高いわけですよ

ね。ここを軽減していくということになると、極めて税収というのは落ちるというの
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は、私が先ほどから言っているとおりなのですよ。

そうすると、今後、いわゆる最高40％ぐらいまで、ヨーロッパではそういうところ

まで来ているわけですね。そこまで引き上げるというふうな気持ちがあるのかどうか、

そこのところをお聞きしておきたいと思います。

〇青柳賢治議長 答弁を求めます。

畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） それは、私はわかりません。申しわけございません。

〇青柳賢治議長 ほかに。ご苦労さまでした。

〔発言する人なし〕

〇青柳賢治議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「反対」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 反対。賛成。

〔「賛成」と言う人あり〕

〇青柳賢治議長 反対討論。

第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 原稿をつくっていないのですけれども、基本的に消費税を

上げることに関しては、ある程度、一定程度の理解はしていますけれども、消費税を

上げる際には必ず軽減税率を決定してから消費税を上げる、それが国民合意を得た段

階での消費税の上げ方であると思います。

８％のときはしない、そして10％になって行う。後出しじゃんけんですよね。この

後出しじゃんけん、きょうも新聞報道で出ておりましたけれども、このような形で今、

意見書を出すということに問題を感じます。

軽減税率を行うのであるのならば、消費税を上げるときに必ずやって、国民合意を

上げてから行う。そのために、このように８％のときには簡素な給付措置、そして10％

になった段階で軽減税率を考えていく、そういったことの意見書の提出には反対いた

します。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

第５番、小林朝光議員。
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〔５番 小林朝光議員登壇〕

〇５番（小林朝光議員） 消費税の軽減税率の導入を求める意見書に賛成の立場から討

論いたします。

消費税が引き上げられることを手放しで喜ぶ人はいないと思います。誰も増税は望

みません。しかし、社会保障費が年々増大し、その財政運営は極めて厳しいものがあ

ります。さらに、今後の見通しも厳しさを増すことが推測される中、安定財源が見込

める消費税率の引き上げは避けられないものと考えます。

しかしながら、消費税は逆進性という問題があり、低所得者には大きな打撃でもあ

ります。それを補うため、８％引き上げ時に給付措置が行われます。８％引き上げ時

から軽減税率を求める声も聞かれます。が、将来を見据えた責任ある政策の実施、財

政再建、社会保障制度の維持、そして低所得者への配慮等を総合的に鑑みるとき、消

費税10％への引き上げ時こそ、軽減税率導入の時期として適切であると考えます。

よって、軽減税率制度導入の意見書に賛成いたします。

〇青柳賢治議長 ご苦労さまでした。

討論を終結いたします。

これより、発議第12号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書の提出につい

ての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇青柳賢治議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎町長挨拶

〇青柳賢治議長 本議会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、平成25年第４回定例会の閉会に

当たりまして、一言御礼の挨拶を申し上げます。

今期定例会は12月４日に開会をされ、本日まで７日間にわたり、極めて熱心なご審
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議を賜り、提案をいたしました平成25年度一般会計補正予算をはじめとする諸議案を

全て原案のとおり可決、ご決定を賜り、まことにありがとうございました。

議案審議並びに一般質問等を通じましてご提言のありました諸問題につきまして

は、十分検討いたしまして対処する所存でございます。

さて、12月１日から冬の交通事故防止運動が始まりましたが、交通事故による死亡

者は全国で3,900人を超え、埼玉県では12月４日現在168人で、ワースト５位となって

います。

しかしながら、皆様もご存じのとおり、嵐山町では死亡事故ゼロが平成23年２月９

日から1,000日以上続いております。これほど長期間ゼロが続いたことは今までにな

く、これは町民の皆様をはじめ、小川警察署、関係各位の日ごろからの交通安全に対

するご協力と、交通事故防止に積極的に取り組んでいただいている成果と思っており

ます。年末は、飲酒の機会が増加するとともに、交通事故の多発が懸念されます。今

後も高齢者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶、交差点事故

の防止の４点を重点目標に、交通事故と犯罪の防止活動を強力に推進してまいります

ので、議員各位におかれましても引き続きご支援、ご協力を賜りますよう、衷心より

お願いを申し上げる次第でございます。

結びに当たり、議員各位にはご健勝にて越年をされまして、新しい年におかれまし

ても引き続きご活躍されますように心からご祈念を申し上げまして、閉会に当たりま

しての御礼の挨拶といたします。まことにありがとうございました。（拍手）

◎議長挨拶

〇青柳賢治議長 次に、本職から挨拶を申し上げます。

平成25年第４回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。去る12月４日開

会以来、本日まで７日間にわたり、補正予算をはじめ当面する町政の諸案件を議員各

位の終始極めて真剣なる審議により、提案されました全ての案件を議了することがで

きました。これもひとえに議員各位の協力のたまものと深く感謝申し上げますととも

に、衷心より厚くお礼申し上げます。

また、町長をはじめ執行機関の各位におかれましても、審議の間、常に真摯な態度

をもって審議にご協力いただき、そのご労苦に対しまして厚くお礼申し上げます。そ

して、今期定例会、議員各位からの一般質問あるいは質疑などの意見、要望につきま
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しては、今後の町政執行に際しまして、十分反映されますようよろしく要望するとこ

ろでございます。

雨が多く台風の多かったこの今年も、本年余すところわずかになりました。寒さも

ますます厳しくなってまいります。くれぐれもご自愛いただき、ご健勝にて輝かしい

新年を迎えられますよう心からご祈念を申し上げまして、閉会の挨拶といたします。

大変ありがとうございました。（拍手）

◎閉会の宣告

〇青柳賢治議長 これをもちまして、平成25年嵐山町議会第４回定例会を閉会いたしま

す。

ご苦労さまでした。

（午後 ３時４６分）



- 309 -

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長

署名議員

署名議員


	目次
	◎ 招集告示
	◎ 応招・不応招議員
	１２月４日（議案上程、説明、質疑、討論、採決）
	〇出席議員（１４名）
	〇欠席議員（なし）
	〇本会議に出席した事務局職員
	〇説明のための出席者
	◎開会の宣告
	◎開議の宣告
	◎会議録署名議員の指名
	◎会期の決定
	◎諸般の報告
	◎行政報告
	◎常任委員会所管事務調査報告
	◎広報広聴特別委員会所管事務調査報告
	◎陳情の委員会付託について
	◎日程の追加
	◎発議第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎散会の宣告

	１２月５日（一般質問）
	〇出席議員（１４名）
	〇欠席議員（なし）
	〇本会議に出席した事務局職員
	〇説明のための出席者
	◎開議の宣告
	◎諸般の報告
	◎一般質問
	◇ 佐久間孝光議員
	◇ 長島邦夫議員
	◇ 小林朝光議員
	◇ 渋谷登美子議員
	◇ 吉場道雄議員
	◎散会の宣告

	１２月６日（一般質問）
	〇出席議員（１４名）
	〇欠席議員（なし）
	〇本会議に出席した事務局職員
	〇説明のための出席者
	◎開議の宣告
	◎諸般の報告
	◎一般質問
	◇ 畠山美幸議員
	◇ 川口浩史議員
	◇ 森一人議員
	◇ 清水正之議員
	◇ 安藤欣男議員
	◎会議時間の延長
	◎休会の議決
	◎散会の宣告

	１２月１０日（議案上程、説明、質疑、討論、採決）
	〇出席議員（１３名）
	〇欠席議員（１名）
	〇本会議に出席した事務局職員
	〇説明のための出席者
	◎開議の宣告
	◎諸般の報告
	◎報告第８号の上程、説明、質疑
	◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５８号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎陳情第８号の委員長報告、質疑、討論、採決
	◎議員派遣の件について
	◎閉会中の継続調査の申し出について
	◎日程の追加
	◎議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎発委第３号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎発委第４号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎発議第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎発議第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決
	◎町長挨拶
	◎議長挨拶
	◎閉会の宣告
	署名


